
国際ケアラー組織連盟(IACO=The International Alliance 

of Carer Organizations) は、ケアラーへの社会的認知度

(awarenessやrecognition)を高めるために協働するグローバ

ルなケアラー組織のネットワークです。
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ケアラーがケアの必要な人にケアを提供するだろうという期

待が政府や社会にはあります。このGlobal State of Caring 

(グローバルなケアの状況)報告が示しているように、ケアし

ないことへの法的な措置を課している国もあります。法律、

政策、制度を通じて、ケアラーの重要(vital)な役割を支え

ることは持続可能な医療と社会的ケア体制には必要です。 

ケアすることは貴重な恩恵を得ることもありますが、無償の

ケアラーとなることは長期なかかわりとなり、時間を費やす

ことにもなり、ケアラーの健康やウェルビーイングに重大な

損失をもたらしかねないものです。さらに働くケアラーが仕

事の責任と無償のケアの責務の双方に対処しようとする際、

ケアラーが離職せざるを得ないために将来にわたってネガテ

ィブな経済的影響を受ける可能性があります。

ケアラーの多大な貢献を鑑みると、社会における無償のケア

をより明確に認識し、感謝・評価することが求められます。

世界中の新型コロナウイルスの蔓延により、多様なケアラー

の存在、ケアラーの不可欠な役割、緊急にグローバルな実行

計画を作成すべきことが明らかになりました。 

グローバルなケアラーのチャンピオンとして、国際ケアラ

ー組織連盟(IACO=The International Alliance of Carer 

Organizations) は、政府や国際的保健医療組織に対して、

国の経済を上手に発展させながらケアラーの貢献が維持でき

るための複数の行動を行う道筋を示しています。ケアリング

は一つの政党の課題や特定の国のユニークな課題ではありま

せん。我々は互いに学ぶ機会に恵まれ、学ばなければならな

いのです。

2018年グローバルなケアリングの状況レポートをもと

に、2021年版はケアラー支援に必要な課題、アプローチ、政

策や革新的な対応をより詳細に示しています。2021年度版は

すべてのIACO加盟国が対応しより多くの国が含まれていま

す。国ごとに政治、社会、経済の状況は異なりますが、この

10年でケアラーを重視した動向が明らかに進んでいます。こ

のレポートは６つの普遍的なケアラーに対する重点事項に基

づくケアラーへのイニシアティブを示しています。

1.社会的認知（recognition）：法律とケアラーの社会的認

知度を高めるキャンペーンを通じて、ケアラーの大事な

役割を認める。

2.経済的支援：ケアリングがもたらす経済的負担を軽減し、

自己負担、収入減、年金の制限、その他の金銭面での負担

を最小限にとどめる。

3.仕事＆教育：ケアラーが仕事や学校にとどまったり、戻っ

たりできる平等な機会がもてるよう、職場や教育現場で支

援が得られる環境をつくる。

4．健康＆ウェルビーイング：ケアラーの心身の健康を守

り、社会的つながりを促し、ケアラーがケア責任以外のこ

とへの関心をもてるようにする。

5．情報＆知識；ケアラーのニーズやケアラーとしての旅路

の段階にあった資源や知識へのアクセスを通して、ケアラ

ーをエンパワーする。

6．エビデンスに基づく実践：ヘルスケアと社会的ケアを統

合しケアラーのニーズへの対応を革新的な政策や実践の概

要を描き、広めていく。

この画期的なレポートはケアリングに関する国際的な協働の

成果です。ケアラーに対する具体的な活動に焦点をあて、本

報告に貢献してくれた国々の社会的・文化的状況を少しずつ

反映したものです。この報告はすべてを網羅した概要ではあ

りませんが、リソース、役立つよりどころとなります。 

このレポートを読んで、あなたのご意見やフィードバックを

特定のケアラー支援組織や私たち連盟に届けてくださること

をおすすめします。IACOのメンバーは引き続き、世界のチ

ャンピオンとしての役割をにない、ケアラーを擁護し、ケア

ラーが普通の暮らしができるような支援を続けていく所存で

す。この目標が達成できれば、政策、実践、革新的取り組み

がより充実したものになることでしょう。

関心をもっていただき、ケアラーの働きをたたえる将来をつ

くるためのあなたのご尽力に感謝しています。 

NADINE HENNINGSEN 

IACO(国際ケアラー組織連盟)代表、Carers Canada代表(CEO)

2021年6月

はじめに

本レポートの内容は2021年3月時点での情報収集に基づくものです。
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イタリア

7,500,000
人のケアラー

カナダ

7,800,000
人のケアラー

米国

56,400,000
人のケアラー

イスラエル

1,213,523
人のケアラー

ドイツ

4,927,000
人のケアラー

フランス

8,300,000
人のケアラー

スペイン

7,000,000
人のケアラー

インド

138,327,941
人のケアラー

香港

375,848
人のケアラー

日本

6,280,000
人のケアラー

ニュージーランド

430,000
人のケアラー

オーストラリア

2,650,000
人のケアラー

台湾

1,400,000
人のケアラー

デンマーク

750,000
人のケアラー

フィンランド

350,000
人のケアラー英国

13,600,000
人のケアラー

スウェーデン

1,300,000
人のケアラー

アイルランド

499,904
人のケアラー
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オーストラリアでは、Carer（ケアラー）とい

う言葉が最も頻繁に使われます。ケアラーと

は、障害、精神疾患、慢性的な症状、終末期の

疾患、アルコールもしくは他の薬物問題がある

人、または虚弱な高齢者に、無償のケアや支援

を提供する家族や友人のことです。

人口密度...................... 3人/km
2 *

都市部人口.................... 85.9% *

中央年齢...................... 37.9歳 *

従属人口指数*................. 55.1 **

* Worldometer

**Wikipedia

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100。 

従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

オーストラリア

ケアラー数： 
2,650,000人

1
 

人口の10.6％
2
 

1 オーストラリア政府社会サービス省. Supporting Carers（ケアラーの支援）

2 オーストラリアの人口（2020年）：25,564,996 (Worldometer)
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https://www.worldometers.info/world-population/australia-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/carers
https://www.worldometers.info/world-population/australia-population/


オーストラリア

社会的認知

全国ケアラー週間 は、10月の第

2週に定められています。これは 

Carers Australiaによる取り組みで、

オーストラリア政府の社会サービス省

が資金を提供し、州や準州のケアラー

団体が支援・参加してコーディネート

されています。

全国ケアラー週間は、オーストラリア

のあらゆる人々を対象に、ケアラーの

多様性や役割について地域での認知度

向上を図る機会となっています。

法律

オーストラリア政府は2010年Carer Recognition Act（ケ

アラー認識法）を制定しました。これは、ケアラーへの

recognitionやawareness（社会的認知度）を高め、ケアラー

が社会にもたらす貴重な貢献をacknowledge（評価）するため

の法律です。

この法律では、法的に強制できる権利や義務はありませんが、

附則1では、ケアラーがどのように処遇されるべきかについ

て、10原則を明示しています。

6つの州と2つの準州ではそれぞれ、ケアラーの

法律や政策を定めています。

首都特別地域（ACT）– ACT Carers 

Strategy（ACTケアラー戦略）

ニューサウスウェールズ州– Carers 

(Recognition) Act 2010（2010年ケアラー

［認識］法）

北部準州– Carers Recognition Act 2006

（2006年ケアラー認識法）

クイーンズランド州– Carers (Recognition) Act 2008

（2008年ケアラー［認識］法）

南オーストラリア州 – Carers Recognition Act 2005

（2005年ケアラー認識法）

タスマニア州 – Tasmanian Carer Policy 2016（2016年タ

スマニア・ケアラー政策）

ビクトリア州– Carers Recognition Act 2012（2012年ケ

アラー認識法）

西オーストラリア州– Carers Recognition Act 2004

（2004年ケアラー認識法）

ACT CARERS 
STRATEGY  
2018–2028
FIRST THREE-YEAR  
ACTION PLAN

ヤングケアラーの社会的認知 

オーストラリアでは、ヤングケアラー は25歳以下の人と

されています。

Carers Australiaは ヤングケアラーズ・ネットワーク 

と呼ばれるバーチャルプラットフォームを支援していま

す。ここではヤングケアラーが、利用できる支援サービ

スについて学んだり、実際に資源へアクセスしたり、自

分たちのストーリーや意見を共有できます。

チャンス・機会             ケア提供モデルの変

更が検討される中、在宅ケアの中で、ケアラーを独

立し極めて重要な貢献者としてrecognize（認識）

するよう、Carers Australiaは Response to Home 

Care Hearing on Draft Propositions（提案草稿に

関する在宅ケアヒアリングへの回答）で求めていま

す。

またインフォーマルケアラーの需要について、2020

年は約125万でしたが2030年には154万へと23％増加

するため、その対応への準備を進める必要性も指摘

しています。

Carers Australiaでは、政府全体による全国ケアラ

ー戦略を策定するよう呼び掛けており、そこではケ

アに関わるあらゆる人々に向けて、現在および将来

にわたる明確なビジョンや方策を示すよう求めてい

ます。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
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https://carersweek.com.au/
http://www.carersaustralia.com.au/
https://www.legislation.gov.au/Details/C2010A00123
https://www.legislation.gov.au/Details/C2010A00123
https://www.communityservices.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1263732/2018-2028-ACT-Carers-Strategy-First-Three-Year-Action-Plan-Designer-Version.pdf
https://www.communityservices.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1263732/2018-2028-ACT-Carers-Strategy-First-Three-Year-Action-Plan-Designer-Version.pdf
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2010/20/whole
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2010/20/whole
https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2010/20/whole
https://legislation.nt.gov.au/Search/~/link.aspx?_id=FF3EE57567A74F50B1421E2660C94587&amp;_z=z
https://legislation.nt.gov.au/Search/~/link.aspx?_id=FF3EE57567A74F50B1421E2660C94587&amp;_z=z
https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/asmade/act-2008-070
https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/asmade/act-2008-070
https://www.legislation.sa.gov.au/lz?path=%2FC%2FA%2FCARERS%20RECOGNITION%20ACT%202005
https://www.legislation.sa.gov.au/lz?path=%2FC%2FA%2FCARERS%20RECOGNITION%20ACT%202005
https://www.carerstas.org/wp-content/uploads/2017/06/Tasmanian-Carers-Policy-2016.pdf
https://www.carerstas.org/wp-content/uploads/2017/06/Tasmanian-Carers-Policy-2016.pdf
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/carers-recognition-act-2012/003
https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/carers-recognition-act-2012/003
https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/BillProgressPopup?openForm&ParentUNID=FE2C566CA0B77D4748256EC40002C8C0
https://www.parliament.wa.gov.au/parliament/bills.nsf/BillProgressPopup?openForm&ParentUNID=FE2C566CA0B77D4748256EC40002C8C0
https://www.carersaustralia.com.au/about-carers/young-carers/
https://youngcarersnetwork.com.au/about
https://www.carersaustralia.com.au/wp-content/uploads/2020/09/Carers-Australia-Response-to-Home-Care-Hearing-Draft-Propositions-ACRC-11-September-2020.pdf
https://www.carersaustralia.com.au/wp-content/uploads/2020/09/Carers-Australia-Response-to-Home-Care-Hearing-Draft-Propositions-ACRC-11-September-2020.pdf
https://www.carersaustralia.com.au/wp-content/uploads/2020/09/Carers-Australia-Response-to-Home-Care-Hearing-Draft-Propositions-ACRC-11-September-2020.pdf


オーストラリア

Carer Allowance （ケアラー手当） は2週間ごと

に支払いが行われる所得補償プログラムで、これ

はケアに伴う追加的コストについて支援するため

のものです。この手当を受給できるのは、障害 

（精神面の健康状態から生じる障害も含みます）

のある人、重病の人、または虚弱高齢者へ、在宅

でケアを提供している人たちです。受給資格とし

ては、年間の家計所得が基準を満たすこと、日常

的にケアを提供していること、要介護者の病気や

障害が6か月以上続いている（専門家が評価して

終末期である場合を除きます）ことなどが含まれ

ます。 

Carer Payment（ケアラー給付） は、ケアの役割

を担うために実質的な有償労働を通じて自活でき

ない人たちへ、所得補助を行うものです。この受

給資格を得るには所得や資産の調査があり、ま

た給付は、他の社会保障年金の基礎部分と同額で

す。主な住居は、資産に含まれません。ケアは常

に行われ、要介護者は重度の障害や病気がある

か、または虚弱高齢者でなければなりません。ケ

アラー給付を受給している人のほぼ全員が、ケア

ラー手当も受け取っています。

Carer Supplement （ケアラー上乗せ給付） 

は、要介護者一人ずつに対して、ケアラー

手当の受給者へ毎年支払われます。

Carer Adjustment Payment （ケアラー調

整給付） は、1万豪ドルを上限として単発

で支払われる見舞金です。この対象となる

のは、どのような政府の所得補助プログラ

ムも受給する資格がなく、かつ7歳未満の

子供が重度の障害や病気の診断を受け、非

常事態に直面している家族です。

チャンス・機会 

研究 によると、ケアラーが支払って

いる追加的な費用で、日常生活費の増

加以外の内容として、IT機器の入手や

設置、そして適切なインターネット接

続に関わるコストが挙げられます。こ

れらはサービスへのアクセスや社会的

つながりの維持、そして就労や学業の

ためのものです。

2020年5月現在、オーストラリア政府はケアラーへのサー

ビスや支援の改善に向け、5年間で7億豪ドルを投資して

きました。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/carer-allowance
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/carer-payment
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/carer-supplement
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/carer-adjustment-payment
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/centrelink/carer-adjustment-payment
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/carers


オーストラリア

仕事＆ケア

職場での対応は、オーストラリアの職場について規定する 

Sex Discrimination Act 1984（1984年性差別禁止法） と 

Fair Work Act 2009（2009年フェアワーク法） でカバーされ

ています。
 

The National Employment Standards （全国雇用基準） で

は、オーストラリアの従業員に保証される最低限の権利を定

めています。 

• Sick & carer’s leave （病気・介護休暇） ：フルタイムの

従業員は、年間で最長10日間の有給休暇を取ることができ

ます。パートタイムの従業員には、労働時間に応じてこの

休暇が付与されます。 

• Unpaid carer’s leave (無給介護休暇）：これは臨時従業員

も含めて、すべての従業員が対象の休暇です。家族や同居

者が緊急でケアや支援を必要とする事態が発生した際、雇

用主と従業員が休暇取得に合意し、また有給の個人・介護

休暇が使えない場合、1回ごとに2日間まで無給休暇を取れ

ます。

• Compassionate & bereavement leave (特別・忌引休暇）：

Supporting Carers 
in the Workplace: 

A TOOLKIT  •  2013

教育＆ケア

Carers Australiaのヤングケアラー奨学金プ

ログラム では、受給資格のあるヤングケア

ラーに対し、学業を続けられるよう経済的な

支援を行っています。この奨学金を受けられ

るのは、大学や他の承認された高等教育機関

に通う25歳以下のヤングケアラーです。この

プログラムの評価では、ヤングケアラーへの

優れた効果が示されています。

 

 

  

 

An evaluation of the  
Young Carer Bursary Program 
Summary Report 
 
 
February 2017 

Prepared by Inside Policy for the Australian 
Government Department of Social Services 
 
  

チャンス・機会 

介護で重要な役割を担うようになった場合、育児

休暇と同じように介護休暇の権利を提供すべきで

ある、という主張には強い説得力があります。 

有給育児休暇は、新生児や新たに養子となった子

供の主なケアラーで受給資格のある従業員が、18

週間を上限として取ることができ、国の最低賃金

が支払われます。有給育児休暇を利用する従業員

は、無給の育児休暇も使えます。

従業員の家族や同居者が死亡したり、命にかかわる病気やけが

を負った場合に付与されます。

従業員は2009年フェアワーク法の下で、柔軟な勤務形態を要請

できる法的権利があります。

ニューサウスウェールズ州の Carers + Employers program 

（ケアラー＋雇用主）プログラム では、ケアの役割を担う職

員の支援について、優れた実践の基準を定めています。これら

の基準を満たした組織は、Accredited Carer Employer（認定

ケアラー雇用主）としてrecognizeされ（認められ）、画期的

な方策を組織全体に組み込むことができます。

職場のケアラー支援に関する 

Australian Human Rights Commission 

toolkit （オーストラリア人権

委員会） のツールキットでは、

ケアの役割を担う職員の支援メ

カニズムが紹介されています。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

International Alliance 
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https://eoc.sa.gov.au/resources/discrimination-laws/australian-laws/sex-discrimination-act
https://www.fairwork.gov.au/employee-entitlements/national-employment-standards
https://www.fairwork.gov.au/leave/sick-and-carers-leave
https://www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/templates-and-guides/fact-sheets/minimum-workplace-entitlements/personal-leave-and-compassionate-leave#unpaid-carers-leave
https://www.fairwork.gov.au/leave/compassionate-and-bereavement-leave
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services/for-carers/young-carer-bursary-program
https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/programmes-services/for-carers/young-carer-bursary-program
https://www.fairwork.gov.au/leave/maternity-and-parental-leave/paid-parental-leave
https://carersandemployers.org.au/
https://carersandemployers.org.au/
https://humanrights.gov.au/sites/default/files/UnpaidCaringToolkit_2013.pdf
https://humanrights.gov.au/sites/default/files/UnpaidCaringToolkit_2013.pdf
https://humanrights.gov.au/sites/default/files/UnpaidCaringToolkit_2013.pdf


オーストラリア

レスパイトケア

社会サービス省では、無償ケアラーが緊急時のレスパイ

トケアを使えるよう関連団体に資金を提供したり、レス

パイトに使える消費者主導サービスへの経済的支援（訳

注：利用者への現金給付）を行ったりしています。

要介護者の短期施設宿泊という形でのレスパイトは、 全

国障害保険制度 (NDIS）を通じて利用できます。

計画的なレスパイトは、以下の高齢者ケアシステムを通

じて利用できます。

チャンス・機会 

レスパイトは提供されているものの、資金不足でなかなか利

用できません。また、様々な政府プログラムの間で、柔軟な

レスパイトの調整も十分に行われていません。

この問題で高齢者のケアラーを対象とした内容については、

高齢者ケアの質と安全に関するオーストラリア王立委員会 

の最終報告で取り上げられるとみられており、この報告は

2021年2月に発表予定です。

IACO は特定の疾患の患者の
ケアラーの役割と影響につい
ての認識を高める対応をして

います。 （詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations

心理＆社会的サポート

統合的ケアラー支援サービス 統合的ケアラー支援サービス

（ICSS）では、ケアラーに幅広いサービスや支援を提供し

ており、そこにはたとえばピアサポート、セルフガイド型

のコーチング、カウンセリング、実務スキルコースなどが

含まれます。

詳細は、後述するCarer Gateway（ケアラー・ゲートウェイ）をご覧ください。

高齢者ケア施設でのレスパイト：事業者は助成金を

受け取ります。

連邦在宅支援プログラム（CHSP）の下で提供される

地域でのレスパイト：センターで行われる日中のレ

スパイトが含まれます。サービス提供時間は午前10

時から午後3時までの所が多く、送迎サービスを提供

しているセンターもあります。

Cottage respite（短期滞在型レスパイト）：一晩あ

るいは週末にかけて、地域で有償ケアラーがいるレ

スパイトホームやホストファミリーの家で行われま

す。一度に2～3日、連続で利用できます。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.ndis.gov.au/understanding/families-and-carers/how-we-can-help-carers
https://www.ndis.gov.au/understanding/families-and-carers/how-we-can-help-carers
https://www.health.gov.au/health-topics/aged-care/aged-care-reforms-and-reviews/royal-commission-into-aged-care-quality-and-safety
https://internationalcarers.org/
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers-carers/integrated-carer-support-service-model


オーストラリア

チャンス・機会 

デジタル包摂とは、オンラインテクノ

ロジーとのつながりやその効果的な

使用について、アクセス・支払い・活

用能力があるかどうか、という意味で

す。政府のサービスや支援が、徐々に

オンラインのみで行われるようになる

中、ケアラーのデジタル包摂を改善す

ることは極めて重要です。

この改善がなければ、「デジタルデバ

イド（情報格差）」拡大のリスクが

あり、ケアラーの様々な能力に影響が

及びます。たとえばケアの役割自体、

ケアラー自身の健康やウェルビーイン

グの管理、教育・金融サービス・支援

へのアクセス、友人・家族とのつなが

り、仲間のサポートなど、影響は多岐

にわたります。

Carer Gateway は、オーストラリア政府の社会サ

ービス省とサービス事業者が資金を提供する全国

的なウェブサイトと電話サービスであり、ケアラ

ーが自らの役割を担う上で役立つ実用的な情報や

資源を提供しています。また電話相談、ケアラー

同士がつながりあえるオンラインフォーラム、オ

ンラインで行うセルフガイド型のコーチングやス

キルコースも提供しています。

オーストラリアでは地域ごとに、Carer Gatewayの

サービス事業者が存在します。Carer Gatewayのコ

ンタクトセンターに電話をかけると、サービス事

業者の全国ネットワークにつながります。そこで

ケアラーのニーズについて詳細を話し、地域での

サービスや支援を見つける支援が行われます。 

ケアラーは他の機関を通じても、役立ちそうなサ

ービスを見つける支援を受けることができます。

たとえばNDISは障害者を、 My Aged Care（マイ・

エイジド・ケア） は高齢者を、退役軍人省 は退

役軍人を支援しています。

ケアラー教育プログラムやケアラーのサポートグ

ループは、全国各地に多数あります。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.carergateway.gov.au/
https://www.ndis.gov.au/
https://www.myagedcare.gov.au/
https://www.dva.gov.au/health-and-treatment/care-home-or-aged-care


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

オーストラリアでのイノベーション

Carers + Employers プログラムは、ニューサウスウェールズ州で行われている取り組み

です。ここでは、ケアの役割を担う職員の支援について優れた実践の基準を定め、雇用主

を3つのレベルで認定しています。参加組織はまず「Active」（アクティブ）から始まり、

「Commit」（コミット）、最後に「Excel」（エクセル）へとレベルアップします。このシ

ステムによって雇用主は、各職場でのケアラー支援を初期レベルから積み上げて、画期的

な方策を組織全体に組み込むことができます。

Carers + Employersでは、様々

な産業を横断した先進的な雇用

主のネットワーク を構築して

おり、優れた実践の共有や柔軟

性の推進、働くケアラーの支

援策を実施した雇用主の紹介に

取り組んでいます。ネットワ

ークのメンバーは、会員限定

の資料にアクセスできます。

Carers Australia (1993年設立）は、オーストラリア

のケアラーを代表する全国団体です。オーストラリアの

ケアラーに代わって、全国レベルで政策やサービスに影

響を及ぼすために働きかけており、パートナーや加盟組

織、州や準州のケアラー協会と連携しています。

Liz Callaghan氏（Carers Australia CEO）には、専門的なご助言や本章原稿

のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。

出典： 

 – Carers Australia. Pre-Budget 2020 Submission (2020年予算前提言書）. 

レベル1「アクティブ」：

ケアラーフレンドリーな職

場の方針作成や実践を始め

ようとしている組織向け。

より高いレベルへ進むに

は、このレベルを終了しな

ければなりません。

レベル2「コミット」：

ケアラーフレンドリーな

職場実践の改善に向け、

明確な行動や道筋を組織

へ提供するために、レベ

ル1で確立した最低限の

職場の権利から積み上げ

ていきます。

レベル3「エクセル」：

最高の認定レベルで

す。ケアラーフレンド

リーな職場の実践を組

織へ既に組み込んでお

り、リーダーとして認

められたいと希望する

組織向けの認定です。

https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://carersandemployers.org.au/
https://www.carersaustralia.com.au/
https://www.carersaustralia.com.au/wp-content/uploads/2020/08/2020-21Carers-Australia-Pre-budget-submission.pdf


カナダでは、Caregiver（介護者）という言葉が

最も頻繁に使われます。Caregiverとは、身体ま

たは認知機能障害、けが、または慢性的で生死に

かかわる病気によって支援を必要とする人へ、無

償でケアを行う家族または友人のことです。

カナダ

人口密度...................... 4人/ km
2 *

都市部人口.................... 81.3% *

中央年齢...................... 41.1歳 *

従属人口指数.................. 51.2 **

* Worldometer

** (Wikipedia) 

（年少人口［0～14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15～64歳）×100。  

従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

ケアラーの数： 
7,800,000人

1

人口の20.6％
2
 

1 
 
Statistics Canada 2018

2 
 
カナダの人口（2020年）：37,818,548 (Worldometer) 

International Alliance 
of Carer Organizations Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.worldometers.info/world-population/canada-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200108/dq200108a-eng.htm
https://www.worldometers.info/world-population/canada-population/


カナダ

法律

ケアラーを正式にrecognize（認識）している連邦法はあり

ませんが、（10の州と3つの準州のうち）2つの州ではケアラ

ーについて言及した法律があり、そこではケアラーの重要

性、recognition（社会的認知）や支援への権利、社会的な価値

など、ケアラーに関する原則のリストが記載されています。  

マニトバ州では、The Caregiver Recognition Act（介護者認識

法、42号法案）が2011年6月に採択され、カナダで初めてケアラ

ーを法的に認識する州となりました。この法律の目的は、ケアラ

ーの重要な役割をacknowledge（評価）するとともに、政府や関

連機関が推進すべき一般原則を定めることです。この法律ではま

た、同州のケアラーについて、ニーズや提供サービスの進捗報告

を2年ごとに行うよう定めています。

オンタリオ州では2018年の Caregiver Recognition Act（介護者

認識法、59号法案）が、ケアラーに関する一般原則を定めていま

す。省庁や政府機関では、この一般原則を推進するための対策を

とったり、またケアラー支援の展開・実施・提供・評価でこれら

の原則を考慮することがあります。

公共政策 

ケアラーは、ケアの重要な貢献者として

acknowledge（評価）されています。したがっ

て、政府は公的資金を投じて在宅ケアプログラ

ムを提供しますが、これはあくまでも、家族や

友人であるケアラーの援助を得ながらセルフケ

アを行う際の、補助的な役割として位置付けら

れており、ケアラーの役割に取って代わるもの

ではありません。（詳細リンク有） 

ケベック州はカナダで初めて且つ唯一、インフ

ADVANCING 
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ォーマルなケアラーを代表する大臣を任命した地域です。シニ

ア・介護者担当大臣は、2019年に任命されました。

最近では、ケアラーのニーズを要介護者のニーズとは別のもの

としてrecognize（認識）する傾向が高まっています。ケアラ

ーのアセスメントを定期的に行うケースが増えており、これに

よって、ケアの提供時間や要介護者の状態など、ケアの提供状

況がケアラーに及ぼす影響について、理解を深めることができ

ています。

様々なアセスメントツールが使われており、たとえばinterRAI 

Home Care Assessment System (HC、インターライ方式在宅ケ

アアセスメントシステム）などが用いられています。HCはエビ

デンスに基づいたアセスメントシステムであり、地域在住者の

総合的なケアやサービス計画での参考やガイドとして、世界中

で使われています。また、82項目から成るinterRAI Caregiver 

Survey（インターライ方式介護者調査）も開発されており、

たとえば基本属性、心身の健康、ケアの役割、ウェルビーイン

グ、支援、生活の質（QOL）など、幅広い領域をカバーしてい

ます。

ケアラーに関する全国のデータ収集 

介護の授受に関する2018年の総合社会調査（GSS）では、カナダ

で家族や友人にケアを提供している人およびケアを受けている

人たちに関する情報を収集しました。

Care Count（ケア・カウント）と呼ばれるシリーズが発表され

ており、ここではカナダにおけるケアの授受に影響を及ぼす重

要な動向や社会の変化を掘り下げています。最新版では、カナ

ダのケアラーの概要、支援やメンタルヘルスケアを受けている

ケアラー、高齢ケアラーの体験やニーズなどについてカバーし

ています。 (詳細リンク有）

Canadian Institute for Health Information（CIHI、カナダ衛

生情報局）が開発した6つのpan-Canadian indicators （汎カ

ナダ指標）のひとつは、ケアラーの苦痛に関する内容であり、

そこでは在宅や地域ケアへのアクセスを測定しています。

全国戦略

Framework on Palliative Care in Canada （カナダの緩和ケ

アに関する枠組み）では、ケアラー支援に向けた具体的な施

策が組み込まれています。この枠組みではカナダの緩和ケア

について、共通のビジョンや行動計画を定めおり、カナダで

は生死にかかわる病気があっても、誰もが最期まで豊かな暮

らしを送れることを目指しています。

認知症の人やそのケアラーのQOL向上

は、Dementia Strategy for Canada（カナ

ダ認知症戦略）の原動力となっています。

この戦略は、ケアラーへの支援改善に向け

た行動についてまとめており、そこには資

源や支援へのアクセス提供が含まれます。
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Most caregivers provided 
1 to 3 hours of care per week 

Women represented the majority 
of caregivers in Canada 

47% Parent, parent-in-law  

13% Friend, neighbour, other  

13% Spouse, partner

10% Sibling, extended family

9% Grandparent  

8% Child

Close to half 
of caregivers primarily 
cared for a parent or 

parent-in-law

Note: Caregivers are defined as individuals aged 15 years and older who provide help or care to a family member or a friend with a long-term health condition, 
a physical or mental disability, or problems related to aging.
1.  Caregivers could report providing more than one type of support. 

Source: Statistics Canada, General Social Survey (Caregiving and Care Receiving), 2018.

1 to 3

4 to 9

10 to 19

20 or more

Hours of care 
per week

41%

23%

15%
21%

The top four types of care provided to 
family or friends were:  

72% 55%

45% 40%

Transportation Housework (e.g., meal prep, 
cleaning, laundry)

House maintenance 
and outdoor work

Scheduling and 
coordinating appointments
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©Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of Industry, 2020

Catalogue number: 11-627-M | ISBN: 978-0-660-33219-2

in Canada, 2018  in Canada, 2018  
Caregivers Caregivers 

1

54%
46%

people in Canada provided care 
or help to a family member or a 
friend with a long-term health 
condition, a physical or mental 

disability, or aging-related needs 
and almost two-thirds of caregivers 

were 45 years or older

1 in 4

www.statcan.gc.ca

Three million people in Canada, or 

approximately 10%, of the population, 

received care from a family member or 

friend for a long-term health condition, a 

physical or mental disability, or problems 

related to aging 

Women 
represented 

the majority of 
care receivers 

in Canada

Note: Care receivers are defined as individuals aged 15 years and older who receive help or care for a long-term health condition, a physical or 
mental disability, or problems related to aging.
Source: Statistics Canada, General Social Survey - Caregiving and Care Receiving, 2018.
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Care receivers

in Canada, 2018  in Canada, 2018  in Canada, 2018  in Canada, 2018  in Canada, 2018  
Care receiversCare receiversCare receivers

Paid/professional help BothUnpaid/help from 
family or friends 

More than 8 in 10 care receivers were 
satisfied with the balance of help from 
family, friends and professionals 

Those who were dissatisfied generally 
wanted more professional help 

11% 39% 50%

Typically,
care receivers had about 

7 hours of help per 
week from family or 
friends, and about 

2 hours of professional 
care

Nearly 9 in 10 care recipients received care 
from family or friends

81%

Overall, mental health was the 
most commonly cited reason 

for receiving care (18%)

For individuals 65 years 
and over, problems related 

to aging were the 
most common reason 

for receiving care (21%)

Almost 4 in 10 
care recipients 
were over the 

age of 65

55%
45%
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ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://web2.gov.mb.ca/bills/39-5/b042e.php
https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-42/session-1/bill-59
https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-42/session-1/bill-59
https://cdnhomecare.ca/wp-content/uploads/2020/03/Advancing-Collective-Priorities_2018.pdf
http://www.assnat.qc.ca/en/deputes/blais-marguerite-1263/coordonnees.html
http://www.assnat.qc.ca/en/deputes/blais-marguerite-1263/coordonnees.html
https://www.interrai.org/home-care.html
https://www.interrai.org/home-care.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89f0115x/89f0115x2013001-eng.htm
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&Id=492973#a2
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2020001-eng.htm
https://www.cihi.ca/en/shared-health-priorities
https://www.cihi.ca/en/shared-health-priorities
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/reports-publications/palliative-care/framework-palliative-care-canada.html#p2.3.2
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/health-care-system/reports-publications/palliative-care/framework-palliative-care-canada.html#p2.3.2
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy.html#s6
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/dementia-strategy.html#s6


カナダ

ケアラーの社会的認知(続き)

ヤングケアラー 

Young Caregivers Association（ヤングケアラーズ協会）は、都市部や農

村部に住むヤングケアラーやその家族への支援と同時に、カナダ全国で認

知度向上に取り組んでおり、このような活動を行うカナダ初の組織として

2003年に設立されました。

15歳未満のケアラーは、カナダ統計局の総合社会調査には含まれておら

ず、大切な人にケアを提供する多くの児童や若者が除外されています。

社会的認知

カナダ連邦議会は、「見えない」無償ケアの重要性をrecognize（認識）するため、毎年4月の第1火曜日を 

National Caregiver Day （全国介護者デー）とするよう、全会一致で採択しました。

Carers Canadaではこの11年間、この大切な日を記念して、認知度向上キャンペーンを主導してきました。 

ケアラーの社会的認知度向上は、カナダ全国で地域の擁護団体が主導して取り組んでおり、年間を通じて様

々な活動が行われています。

サスカチュワン州 では、3月の第3週にケアラーを称える活動を行っています。マニトバ州とオンタリオ州

ではCarer Recognition Act（ケアラー認識法）で、4月の第1火曜日をCarer Recognition Day（ケアラーの

日）としています。

また ブリティッシュコロンビア州、 ノバスコシア州およびアルバータ州では、5月の第1週に家族ケアラ

ーをrecognize（認識）する活動を行っているほか、ケベック州 では、11月第1週をNational Caregiver 

Week（全国介護者週間）と定めています。

チャンス・機会 

A CAnAdiAn 
CAregiver 
StrAtegy
A Canada that recognizes, 

respects and supports the 

integral role of family 

caregivers in society

Canadian Caregiver Coalition
la Coalition Canadienne des aidantes et aidants naturels

連邦法を定め、カナダの医療や社

会的ケアシステムにおけるケアラ

ーの重要な役割や権利について明

示する。

インターライ方式介護者調査を実

施し、ケアラーへの理解を深め支

援を改善するために、豊富なデー

タを提供する。

全国ケアラー戦略を採り入れ、5

つの共通優先事項について全国的

に取り組む。

Experiences in Caregiving 
NATIONAL CAREGIVER DAY
R E C O G N I Z I N G  C A R I N G  C A N A D I A N SAPRIL 6, 2021
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https://youngcaregivers.ca/
https://www.carerscanada.ca/national-caregiver-day-campaigns/
https://skseniorsmechanism.ca/events/caregivers-week/
https://caregiversns.org/who-we-are/
http://www.caregiversalberta.ca/about/caregivers-alberta/
https://ranq.qc.ca/en/national-week-2019/
https://www.carerscanada.ca/advocacy-action/


カナダ

税額控除

Canada Caregiver Credit (CCC、カナダ介護者控除）は、全国で適用

される非還付型税額控除です。これは、身体的あるいは精神的な障害

によって介護支援に依存している各親族について申告できます。依存

状態として見なされるのは、基本的な日常生活（衣食住など）で定期

的かつ継続的な援助を必要としている人です。控除額は、要介護者と

の関係や状況、純所得、その人が他に申請している控除によって異な

ります。

Medical Expense Tax Credit （METC、医療費税額控除）は、対象と

なる医療費（医療用品、デンタルケア、通院費など）について、ケア

ラーが支払った分を申請できる非還付型税額控除です。 

Disability Tax Credit（DTC、障害税額控除）は、重度で長期的な障

害のある人へのケアを対象とした、非還付型税額控除です。 

このような人たちは、他の納税者には無い追加的な支出が避けられな

いため、DTCでは障害に伴うコストをいくらか軽減することで、税の

公正化を目指しています。 

この控除を受けるには、特定の基準を満たさなければなりません。 

DTCの適用資格を得ることにより、たとえば 登録制障害積立基金

（RDSP）、勤労所得手当、 児童障害給付など、連邦・州・準州での他

のプログラムでも受給資格が得られます。

Home Accessibility Tax Credit （HATC、住宅アクセシビリティ税額

控除）は、住宅改修を対象とした非還付型の連邦税額控除であり、高

齢者またはDTCの受給資格がある障害者を支援するためのものです。 

Provincial and Territorial Caregiver Tax Credits（州および準州

の介護者税額控除）も利用できます。いくつかの州（マニトバとケベ

ック）では、無償ケアラーを対象とした還付型の税額控除がありま

す。しかしカナダの大半の地域や連邦政府では、提供されているのが

非還付型の税額控除のみであり、これは所得として扱われます。

手当

Caregiver Recognition Benefit （介護者認識給付）では、退役軍人

のケアラーに対して毎月1,000カナダドルが支払われ、これは非課税

です。

ノバスコシア州は、ケアラーへ給付金を毎月支払っている唯一の州で

す。Caregiver Benefit（介護者給付）として知られるこのプログラム

には、ケアラーと要介護者の両方に受給要件が定められており、ミー

ンズテスト（資力調査）も行われます。

カナダ政府は、Benefits Finder（給付案内）ツールを作成しました。

このツールでは、いくつかの質問に基づいて、使えそうな連邦・州・

準州政府の給付やサービスを見つける支援を行っています。このツー

ルでは、情報の収集や追跡は行っていません。

チャンス・機会 

ケアラーを対象とした連邦政府の経済

的支援について、認知度や利用を向上

させる（複数の調査では、政府の経済

的支援を受けているケアラーの数が少

ないことが報告されています）。

CCCを還付型控除に変更し、所得税の

支払対象金額に満たない低所得のケア

ラーへ対応する。

現在のカナダ公的年金制度を改革して

ケアラーの価値を認め、働くケアラー

が直面する課題に対応する（「仕事＆

教育」セクションを参照）。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
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https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/canada-caregiver-amount.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/lines-33099-33199-eligible-medical-expenses-you-claim-on-your-tax-return.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/registered-disability-savings-plan-rdsp.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-workers-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-31285-home-accessibility-expenses.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/provincial-territorial-tax-credits-individuals.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/provincial-territorial-tax-credits-individuals.html
https://www.veterans.gc.ca/eng/family-caregiver/housing-and-home-life/caregiver-recognition-benefit
https://novascotia.ca/dhw/ccs/caregiver-benefit.asp
https://benefitsfinder.services.gc.ca/hm?GoCTemplateCulture=en-CA


カナダ

仕事＆ケア

カナダの人権法では、家族の状況を根拠とした差別を禁じ

ています。つまり、従業員が家族をケアしなければならな

い場合、雇用主にはその従業員の状況へ対応する法的義務

があるということです。 （詳細リンク有） 

カナダ政府ではケアラーのために、Balancing work and 

caregiver responsibilities（仕事と介護者としての役

割の両立）および Helping employees balance work and 

caregiving responsibilities（従業員の仕事とケア提供

の役割の両立支援）というオンラインの資料を提供してい

ます。

カナダでケアラーを支援するための全国的な介護給付は、

連邦政府の雇用保険を通じて3種類あり、週に595カナダ

ドルを上限として、所得の55％まで経済的支援を提供し

ています。ケアラーは、親族や同居者でなくてもよいです

が、family（家族）として見なされる必要があります。

• Family Caregiver Benefit for Children（児童向け家族

介護者給付）：生死にかかわる病気の児童をケアするた

めの給付で、52週のうち35週まで可能。

• Family Caregiver Benefit for Adults（成人向け家族介

護者給付）：重病の成人をケアするための給付で、 

15週まで可能

• Compassionate Care Benefit（終末期ケア特別給付）：終末

期ケアが必要な人を対象としており、28週まで可能。

 
 

   

A Guide to Balancing Work and 
Caregiving Obligations 
Collaborative approaches for a supportive and well-performing workplace 

カナダではそれぞれの州や準州の雇用基準法で、job-protected leave（就労保障休暇）について、雇用主が守

らなければならない最低限の法的要件が定められています。

すべての州や準州では、「終末期ケア特別給付」を雇用基準や労働法に組み込んでいます。これらは無給です

が就労が保障されており、8～28週間の休暇が与えられます。また「family member」（家族）の定義は、州に

よって様々です。（詳細リンク有）

「Family」（家族）、「Family Medical」（家族医療）、「Family Responsibility」（家族の責任）、お

よび「Critical Illness」（重病）に関する就労保障休暇も提供されています。大半の州や準州では、雇用

契約や労働協約で定められている場合を除き、雇用主が休暇中に給料や給付を支払う義務はありません。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

連邦政府：連邦政府管轄の従業員に対し、17週（重病

の成人）または37週（重病の児童）まで提供。

ブリティッシュコロンビア州：「従業員の近親者の

ケア、健康または教育に関する責任を果たす」ため

に、5日まで可能。

アルバータ州：自身の病気または近親者の短期的なケ

アのために、5日まで可能。

サスカチュワン州：雇用主の判断による。サスカチュ

ワン州：雇用主の判断による。

マニトバ州：家族の責任を果たすために、3日まで可

能。

オンタリオ州：Family Caregiver Leave Act, 2012

（2012年家族介護者休暇法）30号法案で示されるよう

に、8週まで可能。

ケベック州：個人のケア提供状況に関連した理由によ

り、16週まで可能。

ニューブランズウィック州：Family Responsibility 

Leave （家族責任休暇）で示されるように、3日まで

可能。

ノバスコシア州：Critically Ill Child Care 

Leave（重病の児童介護休暇）では37週ま

で、Critically Ill Adult Care Leave（重病の成

人介護休暇）では16週まで可能。

プリンスエドワードアイランド州：Employment 

Standards Act（雇用基準法）で示されるように、3

日まで可能（無給）。

ニューファンドランド・ラブラドール州：Labour 

Standards Act（労働基準法）で示されるように、家

族休暇は7日まで可能。

ユーコン準州 ：31号法案で示されるように、休暇は

連邦政府の休暇に準ずる。

ノースウエスト準州：重病の成人および児童のため

の休暇は、連邦政府の休暇に準ずる。

ヌナブト準州：5日まで可能。

International Alliance 
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https://www.chrc-ccdp.gc.ca/en/resources/publications/a-guide-balancing-work-and-caregiving-obligations
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/tips-caregivers.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/tips-caregivers.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/tips-caregivers.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/tips-employers
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/tips-employers
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/tips-employers
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-5.6/FullText.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/caregiving.html
https://www.canada.ca/en/services/jobs/workplace/federal-labour-standards/leaves.html#h2.3
http://nationalseniorsstrategy.ca/the-four-pillars/pillar-4/financial-support-caregivers/
https://www.canada.ca/en/services/jobs/workplace/federal-labour-standards/leaves.html#h2.4
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-6-section-52
https://www.alberta.ca/personal-family-responsibility-leave.aspx
https://www.saskatchewan.ca/business/employment-standards/job-protected-leaves/family-leaves
https://www.gov.mb.ca/labour/standards/doc,family-leave,factsheet.html
https://www.ontario.ca/document/your-guide-employment-standards-act-0/family-caregiver-leave
https://www.ola.org/en/legislative-business/bills/parliament-40/session-1/bill-30
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showDoc/cs/N-1.1?&digest=
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/human_resources/content/policies_and_guidelines/leave_policies/paid_leave.html
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/OtherLeaves.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/es/FactSheets/OtherLeaves.pdf
https://novascotia.ca/lae/employmentrights/leaveparentcourt.asp#:~:text=Compassionate%20care%20leave%20is%20an,months%20with%20the%20same%20employer.
https://www.princeedwardisland.ca/en/information/workforce-and-advanced-learning/family-leave
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/E-06-2-Employment%20Standards%20Act.pdf
https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/E-06-2-Employment%20Standards%20Act.pdf
https://www.gov.nl.ca/isl/files/labour_relations_work.pdf
https://assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/l02.htm
https://assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/l02.htm
https://yukon.ca/en/news/government-yukon-improves-job-leave-provisions-parents-and-caregivers
https://www.gov.nt.ca/en/newsroom/new-and-enhanced-employment-leave-provisions
https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/files/Finance/HRM/HRM1311_Special_Leave.pdf


カナダ

教育＆ケア

Young Carers Association（ヤングケアラ

ーズ協会）は、オンタリオ州の一部の地域

で教育委員会と提携し、エビデンスに基づ

いたPOWERHOUSE In Schools Program（パ

ワーハウスinスクール・プログラム）を提

供しています。学校で提供されるこのプロ

グラムでは、ケアラーである生徒が自らの

生活状況に対応できる力を強化しながら、

孤立感を和らげる支援を行っています。

チャンス・機会 

雇用主がケアラーフレンドリーな職場

を整備・支援するよう、取り組みを

recognize（認識）し、インセンティブ

を提供する。 

短期の有給家族介護休暇を、全国で標

準化する。

現在のカナダ公的年金制度を改革して

ケアラーの価値を認め、働くケアラー

が直面する課題に対応する。このよう

なケアラーは、仕事とケアを両立させ

るために働き方を変える際、自身の年

金保障で深刻な影響を受ける可能性が

あります。 

プログラムを、教育の場にいるヤング

ケアラーへ拡大する。

Canadian Standards Association（CSA、

カナダ規格協会）グループはマックマスタ

ー大学と共同で、新たに Carer-Inclusive 

and Accommodating Organizations 

Standard（ケアラー包摂・対応組織基準） 

を策定しました。この基準では、カナダの

雇用主が法的要件を満たし、ケアラーのワ

ークライフバランスを向上させ、職員の定

着率を改善し、医療費を抑えることを目指

しています。（詳細リンク有）

独立した全国慈善団体であるVanier 

Institute of the Familyは3か所の大学と

連携し、雇用主の視点から見たケア提供と

就労に関する情報の入手や調査に取り組ん

でいます。ここでは、柔軟な勤務形態の提

供について職場で行われている様々な実践

のほか、従業員の就労とケアの両立に向け

た休暇の方針や支援について調査していま

す。 

仕事＆教育(続き)

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://youngcaregivers.ca/
https://youngcaregivers.ca/
https://ghw.mcmaster.ca/projects/gender-health-and-carer-friendly-workplaces/project-1-2-2-5/
https://ghw.mcmaster.ca/projects/gender-health-and-carer-friendly-workplaces/project-1-2-2-5/
https://ghw.mcmaster.ca/projects/gender-health-and-carer-friendly-workplaces/project-1-2-2-5/
https://www.carerscanada.ca/balancing-work-care/
https://vanierinstitute.ca/
https://vanierinstitute.ca/


カナダ

レスパイトケア

家族ケアラーのレスパイトについては、州や準州がガイドラインを定

め、資金を提供しています。 

レスパイトサービスでカバーされる内容は、地域によって様々です。 

多くの州や準州では、本人の所得または所得と資産を用いて、在宅レ

スパイトサービスの受給資格を評価しており、コストの一部は家族が

分担します。 

一方で、在宅レスパイトケアで利用者の直接的な負担がまったくない

地域もあります。 

レスパイトは通常、在宅ケアプログラムや社会・障害ベースのプログ

ラムおよびチャリティを通じて提供されます。 

受給資格は全国各地で異なり、同じ州や準州の中でも様々です。 

大半の地域では、在宅や地域ベースのレスパイトを増加させるよう取

り組んでいます。

ケベック州の専門レスパイトには、ケアラーに代わって重度障害者の

在宅ケアを行うサービスが含まれます。このレスパイトサービスの提

供者は、どこかに雇用されている場合も自営の場合も企業に所属する

場合ありますが、いずれにしても、承認された分野で認められた履修

証書を持っていなければなりません。

障害のある成人向けのデイプログラムでは、ケアラーの日中レスパイ

トを提供しています。無料で提供されているプログラムもあります。

施設ベースのレスパイトや成人向けのデイプログラムによって、無償ケ

アラーは長時間休むことができます。

ケベック州政府は2009年、 Act to Establish a Caregiver Support 

Fund（介護者支援基金設立法）の下で、ケアラー基金を設立しました。

この基金は、ケアラーを支援する以下の活動・プロジェクト・取り組み

に、資金を提供するためのものです。 

• レスパイトサービスの提供・増加・多様化

• 援助や個人・地域・社会的支援サービスの提供 

• ケアラー関連事項に取り組む地域コミュニティへの、効果的で継続的

な支援の提供

• ケアラーへの研修や教育サービスの提供

• ケアラー支援分野におけるイノベーションや知識獲得・移転の支援

この基金の対象となるのは、ケベック州政府が設立または承認した通常

のプログラムに該当しない活動・プロジェクト・取り組みに限られてい

ます。

チャンス・機会            

公的資金による在宅ケアサービスを拡

大して、自己負担なしの柔軟なレスパ

イトの選択肢を含めるようにする。

カナダの全国各地にケアラー団体を設立し、

地域のニーズへ応え、それぞれの状況に合っ

たケアラー支援を提供できるようにする。

あらゆる疾病の全国患者団体（ガン、心臓・

脳卒中、糖尿病など）で、教育活動の一環と

してケアラー支援プログラムを組み込む。

各州のケアラーグループでは、ケア提

供のあらゆる問題について取り組み、

また州内で様々な直接的支援を提供し

ています。  

アルバータ州： 

Caregivers Alberta 

ブリティッシュコロンビア州： 

Family Caregivers of BC

ノバスコシア州： 

Caregivers of Nova Scotia 

オンタリオ州：

Ontario Caregiver Organization

ケベック州：

L’Appui pour les proches aidants

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/F-3.2.1.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cs/F-3.2.1.1
http://www.caregiversalberta.ca/
https://www.familycaregiversbc.ca/
https://www.familycaregiversbc.ca/
https://www.caregiversns.org/
https://ontariocaregiver.ca/
https://www.lappui.org/


カナダ

心理＆社会的サポート

ケベック州で活動を行う L’Appui pour les proches 

aidants d’aînés では、ケアラーへのサービスとして、

（1）地域ごとの資源リストおよび（2）ケアラー支援（専

門職による秘密厳守の無料電話相談サービス）を提供して

います。 

Ontario Caregiver Organization でも様々な教育資料や支

援を提供しており、たとえばヘルプライン（毎日24時間）

、ライブチャット（月～金の午前7時～午後9時）、バーチ

ャルでの ピアサポートグループ グループおよび個別サポ

ート）、ケアラーのニーズごとに整理されたオンラインで

の資源や教育のリスト などが含まれます。この団体ではま

た、Young Caregivers Connect （ヤングケアラーズ・コネ

クト）ウェブサイトも運営しており、サイト利用者は、サ

ポートグループや情報、フォーラム、ケアラーのストーリ

ーにアクセスできます。 

Caregivers Alberta ではケアラー向けに、資料、メン

タルヘルスでの支援および教育を提供しています。たと

えば Caregiver Coaches（介護者コーチ）やCaring for 

the Caregivers（介護者のケア）ワークショップのほ

か、COMPASSをはじめとするサポートグループなどのプログ

ラムがあります。COMPASSは、ケアラーが自分のウェルビー

イングとケア提供の課題の両立を支援するワークショップ

であり、複数回開催されます。

Service Provider Guide Understanding Caregivers（介護者を

理解するためのサービス事業者ガイド）:アルバータ州政府が

Caregivers Albertaと共同で作成したこの簡易ガイドでは、ケア

ラーのストレスや燃えつき、高齢者虐待について説明しているほ

か、実践の中でケアラーを支援するための実用的なヒントも紹介

しています。 

Discovery Toolkit – Supporting Family 

Caregivers of Seniors（発見ツールキッ

ト：高齢者の家族介護者支援）:このツ

ールキットは、2014年4月に行われた会

議「Supporting Family Caregivers of 

Seniors: Improving Care and Caregiver 

Outcomes（シニアの家族介護者支援：ケア

と介護者のアウトカム改善）」の会議録や

成果を基に作成されており、会議での発表

の要約やスライド、配布資料や追加の参考情報など、学びや検討

のためのツールが掲載されています。

Family Caregivers of British Columbiaでは、フリーダイヤル

の電話サポート、 ケアラーのサポートグループ、 医療システム

のナビゲーション（案内）、および無料の 教育リソースを通じ

て、ケアラーへ直接的支援を提供しています。

Caregivers Nova Scotia では、秘密厳守で中立的な電話および

メールでの支援サービスのほか、ピアサポートグループも提供し

ています。生死にかかわる病気の人のケアラーには、電話による

4週間のサポートグループCaregiver Tele-Connectも提供されて

います。 

DISCOVERY TOOLKIT FOR

Supporting Family Caregivers of Seniors:
Improving Care and Caregiver Outcomes

Jasneet Parmar, MBBS
Editor and Project Lead
University of Alberta and Covenant Health

DECEMBER 2015

IACOは医療と社会的ケアを含んだケア

ラーのニーズに対応した4つの先駆的実

践をまとめました。

（詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations

SE Health Elizzでは、タイムリーなコンテンツやブログ、教

育リソースおよびビデオを、カナダ全国のケアラーに発信して

います。1対1のセッションを行うElizzコーチもおり、ケアラ

ーの計画や対応、ストレスなどについて支援を行っています。

Huddol ではオンラインコミュニティを立ち上げ、全国で同じ

ような経験をしている人たちや専門家のネットワークによっ

て、人々のつながり作りに取り組んでいます。

健康＆ウェルビーイング(続き)

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.lappui.org/en
https://www.lappui.org/en
https://ontariocaregiver.ca/
https://ontariocaregiver.ca/peer-support/
https://ontariocaregiver.ca/resources-education-2/
http://youngcaregiversconnect.ca/
https://www.caregiversalberta.ca/
http://www.caregiversalberta.ca/for-caregivers/programs-and-services/caregivercoaches/
https://www.caregiversalberta.ca/for-caregivers/programs-and-services/online-workshops/
http://www.caregiversalberta.ca/for-caregivers/programs-and-services/compass/
http://www.caregiversalberta.ca/wp-content/uploads/2016/04/Service-Provider-Guide-Understanding-Caregivers_June10_15-FINAL_V2.pdf
http://www.caregiversalberta.ca/wp-content/uploads/2016/04/Service-Provider-Guide-Understanding-Caregivers_June10_15-FINAL_V2.pdf
https://www.ualberta.ca/nursing/media-library/research/iseniorsru/discovery-toolkit---supporting-family-caregivers-of-seniors.pdf
https://www.ualberta.ca/nursing/media-library/research/iseniorsru/discovery-toolkit---supporting-family-caregivers-of-seniors.pdf
https://www.ualberta.ca/nursing/media-library/research/iseniorsru/discovery-toolkit---supporting-family-caregivers-of-seniors.pdf
https://www.familycaregiversbc.ca/
https://www.familycaregiversbc.ca/family-caregiver-support-groups/
https://www.familycaregiversbc.ca/get-help/1-to-1-caregiver-coaching/
https://www.familycaregiversbc.ca/get-help/1-to-1-caregiver-coaching/
https://www.familycaregiversbc.ca/caregiver-learning-center/
https://www.caregiversns.org
https://www.caregiversns.org/how-we-help/peer-support-groups/
https://www.caregiversns.org/how-we-help/peer-support-groups/
https://www.caregiversns.org/how-we-help/caregiver-tele-connect-ctc/
https://www.ualberta.ca/nursing/media-library/research/iseniorsru/discovery-toolkit---supporting-family-caregivers-of-seniors.pdf
https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://elizz.com/
https://www.huddol.com/


カナダ

Ontario Caregiver Organizationの SCALE 

Program (Supporting Caregiver Awareness, 

Learning and Empowerment、介護者の認知・学

び・エンパワーメント支援）プログラムは、自

己覚知の深化に向け、実用的な情報やスキルで

ケアラーをエンパワーすることを目指してお

り、特にケアラー自身のニーズやウェルビーイ

ングに重点を置いています。このサイトではま

た、地域のサポート検索エンジン も運営してい

ます。

Caregivers Nova Scotia では The Caregivers 

Handbook介護者ハンドブック） (2018)を無料で

提供しており、ここではケアラーを支援するた

めの様々なツールやヒント、資源が紹介されて

います。 

Ontario 211 は、ケアラーなどを対象とした無

料のヘルプラインで、地域や地元の社会サービ

スにつなげています。このヘルプラインは年中

無休の24時間体制で運営されており、150か国語

で対応しています。

Caregivers Alberta では、役立つリソース の

リストやFinding Resource Tip Sheet（リソー

ス発見のヒント集）を提供しています。

ノースウエスト準州（NWT）ではContinuing Care 

Services Action Plan – 2017/18-2021/22（継続的

ケアサービス行動計画：2017/18～2021/22）に基づ

いて、ケアラー支援の強化に取り組んでいます。The 

NWT Caregivers Guide (NWT介護者ガイド） はケア

ラー向けの教育資料で、どのようにしてケアの役割を

担っていくかについて紹介していますが、この資料は

現在更新中です。

Ability411 はウェブベースのサービスで、アシスティ

ブ・テクノロジーや機器に関する実用的な情報を、ブ

リティッシュコロンビアの高齢者やその家族、医療事

業者へ提供しています。高齢者やそのケアラーが、適

切なソリューションについて自分で見つけられない場

合、Ability411に支援を依頼して、効果的な市販のテ

クノロジーを探すことができます。

St. John AmbulanceはOrder of St. Lazarusと共

同で、全国的なHome Caregiver Support Program 

（HCSP、在宅介護者支援プログラム）をオンラインで

無料提供しています。対象となるのは、慢性的または

終末期の病気の家族や友人にケアを提供している、専

門職ではないケアラーです。 

Alberta Caregiver College は、ケアラーを対象と

したリソースおよび教育プログラムで、ケガ、病気、

障害のある大切な人のニーズへの対応方法を教えてい

ます。プログラムの例として、「家族介護者のパワフ

ルツール」（4つのモジュール）、「高齢者の介護者

向け講座」、「ケア提供に関するネット配信学習シリ

ーズ」などが挙げられます。

The NWT 
Caregivers Guide

Best Health,  

Best Care, for a  

Better Future

Our Elders: Our Communities AMarch 2015 www.hss.gov.nt.ca

www.CaregiversNS.org

   The
Caregiver’s
    Handbook

Help for 
Unpaid
Caregivers in
Nova Scotia

 

チャンス・機会 

テクノロジーの応用に投資し、情

報やケアラー支援へのアクセスを

推進する。

医療や社会的ケアサービス事業者

が、ケアのパートナーとしてケア

ラーを認識および支援するための

ツールを、確実に得られるように

する。

「ハブ＆スポーク」モデルを構築

し、ケアラー・リソースへのアク

セスを推進する（地域と国のリソ

ースをつなげる）。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://ontariocaregiver.ca/scale-program/
https://ontariocaregiver.ca/scale-program/
https://ontariocaregiver.ca/scale-program/
https://ontariocaregiver.ca/find-support/community-supports/
https://caregiversns.org/images/uploads/all/Caregivers_Handbook_April_2018_Web.pdf
https://caregiversns.org/images/uploads/all/Caregivers_Handbook_April_2018_Web.pdf
https://211ontario.ca/
http://www.caregiversalberta.ca/for-caregivers/resources/helpful-links/
http://www.caregiversalberta.ca/wp-content/uploads/2016/04/16-04-Finding-Resources.pdf
http://www.caregiversalberta.ca/wp-content/uploads/2016/04/16-04-Finding-Resources.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/nwt-caregivers-guide.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/nwt-caregivers-guide.pdf
https://www.ability411.ca/about-us/about-ability411
https://www.sja.ca/en
https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/service.aspx?Id=7225&facilityId=7822


カナダ

情報＆知識(続き)

AGE-WELL では高齢者やそのケアラーに、

テクノロジーベースのソリューションを

提供しています。4,700人を超えるシニ

アやケアラーたちが、様々なデジタルソ

リューションの構築に関わっており、そ

こにはたとえば、コミュニケーションプ

ラットフォームやスマートフォンセンサ

ー、徘徊探知システムやウェアラブル端

末などが含まれます。 （詳細リンク有）

Regroupement des aidants naturels du 

Québec （RANQ、ケベックケアラー協会）は、

ケベックの地域団体から成る協会です。加盟

団体ではアドボカシーや認知度向上、研究を

通じてケアラーの生活向上に取り組んでいま

す。

Ontario Caregiver Coalition では、ケアラ

ーが医療システムにもたらす付加価値に関

する社会的認知度の向上に取り組んでいるほ

か、ケアラーが必要とする支援へ公平にアク

セスできるよう働きかけています。

Alzheimer Society First Link®（アルツハイ

マー協会ファーストリンク®）は、認知症の人

やその家族を対象にしており、地域で使える

支援やリソースへの案内サービスを提供して

います。（詳細リンク有）

Caregiver-Centered Care Education （介護

者中心のケア教育）は、家族ケアラーへのパ

ーソンセンタードケアに関する教育プログラ

ムであり、家族ケアラーと接するすべての医

療従事者を対象としています。この無料オン

ラインプログラムを修了すると、参加者は継

続的能力の証明をもらえます。

介護事業者、各疾病別の団体、ケアラー協

会、高齢者やその他の利益団体では、幅広い

教育的支援を提供しています。

IACOはケアが必要な人の

健康や医療や社会的ケア

体制と経済にケアラーが

影響を与えていることの

気づきと理解を深める対

応をしています。 

 （詳細リンク有） 

International Alliance 
of Carer Organizations

71%  of caregivers use technology to 
manage finances (banking, paying bills 
and filing personal income taxes)¹

Individuals caring for family and friends are using technology to stay 
informed and discover new things; to help build relationships and keep 
in touch; and to access supports and connect with health and social care 
providers. COVID-19 has reinforced the importance of technology. 

• ••••••••••••••• ••••••••••
NATIONAL CAREGIVER DAY
R E C O G N I Z I N G  C A R I N G  C A N A D I A N S

APRIL 6, 2021

• ••••••••••••••• ••••••••••
NATIONAL CAREGIVER DAY
R E C O G N I Z I N G  C A R I N G  C A N A D I A N S

APRIL 6, 2021

• ••••••••••••
••••••••••••• ••••

•••••••••••

How does technology help caregivers?
Technology helps caregivers achieve their personal goals and build confidence

Technology helps caregivers maintain their physical health

Technology helps caregivers’ emotional and mental well-being

65%  of caregivers use digital 
technology to integrate 
their care responsibilities 
with the rest of their lives¹

66%  of caregivers say the pandemic  
has made caregiving harder² 

51%  of caregivers say the pandemic has 
worsened their physical health² 

70%  of caregivers say the pandemic has 
worsened their emotional/mental health² 

34%  of caregivers feel they don’t have 
anyone to turn to for support 
during the pandemic² 

During COVID,

44%
of caregivers say 

physical distancing and 
sequestering orders 
have made them feel 

isolated and alone² 

49%  of caregivers say the person they 
care for is relying on them more 
than ever before due to COVID-19² 

58%  of caregivers are lacking sleep 
during the pandemic ² 

90%  of caregivers used 
technology to access 
information for 
themselves or the 
person they care for¹

 56%  
of caregivers use technology 
to monitor their own health 
such as tracking steps, 
activity, sleep or vitals¹

64%  of caregivers identified 
managing doctor 
appointments as a top 
priority during COVID-19²

49%  of caregivers reported increased 
responsibilities managing 
technology due to the pandemic²

55%  of caregivers say the 
pandemic has worsened 
their financial well-being² 

69%  of caregivers use technology to 
coordinate care (appointments, 
transportation, services)¹ 

88%  of caregivers used technology to keep 
in touch with friends and family¹ 

41%  of caregivers use technology 
to help achieve peace of mind 
while providing care¹ 

“Knowledge is power.
In this day and age, power comes 

from digital technology”
Caregiver’s Experience 

¹ Source: Magnaye et al (2020) Improving lives through digital technology (Nearly 600 caregivers surveyed)
² Embracing Carers (2021) Canada Carer Well-Being Index, Who Cares for Carers? Perspectives on COVID-19 Pressures and Lack of Support  

(A survey of 755 caregivers in Canada as part of a global survey of over 9,000 caregivers). wwwcarerscanada.ca
³ Source: Eales et al (2019) Designing technology that cares: Barriers to Carers’ Technology adoption

• Design user-friendly technology in partnership with caregivers 
• Provide education and training to support technology adoption
• Create searchable database of technologies that can be rated by caregivers
• Expand internet access across Canada 
• Make internet affordable for most Canadians through price controls
• Offer financial assistance or payment plans to purchase technology
• Provide access to point-of-purchase training and post-purchase support 

5 reasons 
why caregivers 
are not using 
technology³

Ideas to expand caregivers use of technology³
1 No time

2 Lack of awareness 

3 Inadequate skills

4 Not affordable 

5 Limited internet access

ll
Canada’s technology and aging network 

“My biggest worry was his safety— 
I installed cameras in the house so 
that I could see if my dad was safe 
and put a sensor that would alert 

my mom and I when the front door 
would open late at night.”

Caregiver’s Experience 

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://agewell-nce.ca/
https://agewell-nce.ca/events/national-caregivers-day-2021
https://ranq.qc.ca/en/about-us/
https://ranq.qc.ca/en/about-us/
https://www.ontariocaregivercoalition.ca/
https://alzheimer.ca/en/help-support/programs-services/first-link
https://www.caregivercare.ca/
https://internationalcarers.org/


カナダでのイノベーション

Connecting the Dots for Caregivers（介護者のために点と

点をつなぐ） は、ケアラーの状況改善に重点を置いた取り組

みです。地域の医療提供者とケアラーが共同で、ケアラーの

ニーズに応える解決策をデザインし、ケアラーが自分の役割

の中で、これまでより支援・理解され、また深く関っている

と感じられるよう取り組みます。このプロジェクトはまず、

ケアラーや医療提供者と話し、改善のチャンスについて理解

を深めるところから始まりました。そこから、ケアラーの体

験を改善するのに役立つ3つのテーマとして、「awareness 

（認知）とrecognition（認識）」、「コミュニケーションと

情報」、「教育、研修、支援」が特定されました。

Carers Canada は、ケアラーのrecognition（認知

度）向上や支援に取り組む全国的な連合会です。

会員たちは連携した取り組みを通じて、ケアラー

が担う役割や直面する課題についてawareness and 

recognition（認知度）向上に努めています。

Carers Canadaは、Canadian Home Care 

Association（CHCA、カナダ在宅ケア協会）の優先プ

ログラムです。

Carers CanadaのNadine Henningsen氏（CEO）およびCatherine Suridjan

氏（政策・知識移転部長）には、専門的なご助言や質問へのご回答、また

本章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申

し上げます。

Caregiver Readiness は全国的な認知度向上および情報キャ

ンペーンであり、これはCarers Canadaがカナダ連邦政府のた

めに立ち上げたものです。このキャンペーンではたとえば、ケ

アラーとしての準備を行えるよう、ユーザーフレンドリーな

言語や形式でヒントを紹介したシートやチェックリストを掲載

しているほか、将来的にケアラーとなるすべてのカナダ人向

けに、重要な心構えについて紹介したビデオも提供していま

す。2つの公用語（フランス語と英語）で実施されているこの

キャンペーンでは、以下について情報提供を行っています。

ケアの提供とは何か？

ケアラーの役割を担う準備と

は、どのようなことなのか？

ケアの選択肢：ケアラーとしての準備を整えるた

めに、どのような課題を検討したほうがよいか？

ケアについての対話：これからケアラーとなる人

たちは要介護者と、どのようにしてケアニーズに

ついて対話を行えるか？ 出典： 

 – Carers Canada. (2013). A Canadian Caregiving Strategy （カナダのケア提供戦略） 

 – Government of Canada. (2020). Provincial and territorial tax and credits for 

individuals （個人を対象とした州および準州の税および控除） 

 – National Institutes on Ageing. (2018). National Seniors Strategy - Supports for 

Caregivers （全国シニア戦略：介護者への支援） 

 – カナダ統計局（2018）. Caregivers in Canada, 2018 （カナダの介護者 2018）

画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）
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https://caregivershuronperth.ca/
https://caregivershuronperth.ca/
https://www.carerscanada.ca/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/corporate/seniors/forum/caregiver-readiness-video.html
http://www.carerscanada.ca/wp-content/uploads/2021/03/CCC-Sttrategy-Renewal_web-pages.pdf
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/provincial-territorial-tax-credits-individuals.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/provincial-territorial-tax-credits-individuals.html
http://nationalseniorsstrategy.ca/the-four-pillars/pillar-4/
http://nationalseniorsstrategy.ca/the-four-pillars/pillar-4/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200108/dq200108a-eng.htm
https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/


デンマークでは、Pårørendeという言葉が最も頻

繁に使われます。ケアラーを表す特定の言葉は

なく、pårørendeには「ケアラー」と「親族」の

両方の意味があります。

人口密度...................... 137人/ km
2 * 

都市部人口.................... 88.2% *

中央年齢...................... 42.3歳 *

従属人口指数.................. 57.3 **

* Worldometer

**  Wikipedia  

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100。従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。 

デンマーク

ケアラーの数： 
750,000人

1

人口の13%
2
 

1 
Carers Denmark 推計

2
 デンマークの人口（2020年）：5,798,813 (Worldometer)
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https://www.worldometers.info/world-population/denmark-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://paaroer.dk/
https://www.worldometers.info/world-population/denmark-population/
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法律

デンマークには、インフォーマルケアラーを定義したりケアラーの権利を守る法律は

ありません。

Social Services Act（社会サービス法) では、重病や終末期の人びとのケアに対

応しています。ここで重点が置かれるのは、様々なサービスに対する要介護者の権

利です。ケアラーのニーズに対応しているのは、レスパイトケア（日中および24時

間ケア）に関する内容のみです。サービスの割り当てについては国の基準がなく、

自治体が個別に決定します。

社会的認知 

National Health Authority（デンマーク保健当局） では、ケアラーの支援方法につ

いて詳細な提言を行っているものの、それらは殆ど実現されていません。保健医療専

門職は皆、ケアラーへの支援を奨励されていますが、これは義務ではありません。

2017年にCarers Denmark は、全国で98か所ある地方自治体の一つと連携して、毎

年2月2日をPårørendedagen（ケアラーデー）と定めました。メインイベントとし

て会議を開催し、研究者や実務者、政治家、NGO、ケアラーなどが集まりました。

チャンス・機会 

デンマークではフォーマルな介護サ

ービスを幅広く利用できるため、

ケアラーの多くは軽度や中度の要介

護者に対応しています。しかしこの

15年間で予算が削減されたことによ

り、ケアの責任や業務が専門職から

インフォーマルケアラーに移ってき

ました。したがって、以下の様なチ

ャンスがあります。

• ケアラーが支援を受けられる権利を

法律に明記する。

• 研究や情報発信を行う全国的なセン

ターを設立する。

• 各自治体や病院に、ケアラーのガ

イダンスカウンセラーを雇用する

（2020年現在、このようなカウンセ

ラーを雇用しているのは約15の自治

体であり、病院ではどこも雇用して

いません）。

• 個人やケアラー支援団体を対象に、

年間ケアラー賞を設ける。

現状ではヤングケアラーへの公式な対

応が全くないため、ケア提供が児童や

青年に及ぼす現実的で日常的な影響に

ついて、理解を深めるチャンスです。

Carers DenmarkとDane Age では、インフォーマルケア

ラーの状況改善への5原則に基づく全国戦略の策定に向け

て、取り組みを始めました。

1.ケアラーの法的権利を改善すべき

2.ケアラーは認識および包摂され、また情報を 

得られるべき

3.ケアラーのニーズや関連の介入に関するエビ 

デンスを改善すべき

4.ケアラーの健康問題や社会的孤立を予防すべき

5.ケアラーが仕事・ケア・生活のバランスを更 

に図れるよう取り組むべき

30か所のNGOがこの戦略に署名し、これは2019年11月に

国会議員へ提出されました。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84829
https://www.sst.dk/en/English
https://paaroer.dk/
https://www.aeldresagen.dk/om-aeldresagen/aeldresagen/in-english
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介護手当

介護手当は、課税対象の現金給付という

形で提供されます。対象となるのは、障

害があったり重病の近親者または、在宅

で最期を迎えたいと願っている終末期の

親族や友人をケアしており、かつ退職年

齢になっていないケアラーです。（詳細リンク有）

雇用されているケアラーの給付額は、通常の病気休

暇の1.5倍相当です。雇用されていないケアラーの場

合、給付額は定額で約1,600ユーロ（2020年）です。

（詳細リンク有）

給付は所得税の対象となっており、税率は毎年調整さ

れます。2020年は、率の調整が2％に定められていま

す。ケアの関係が終了すると、介護手当の権利はなく

なります。要介護者が死亡した場合、手当は最長14日

間続きます。（詳細リンク有）

ケアラーには引き続き、失業給付や有給休暇などの

権利があります。年金への拠出は給与の12％で、8％

は雇用主から拠出されます。

給付

障害児の親には、減収の補償として現金給付も行われ

ます。

要介護者が18歳未満で、親の少なくともどちらかが、

子供をケアするために有給雇用（自営業も含む）の量

を減らしたり辞めたりしなければならない場合、以前

の所得に基づいて減収が補償されます。上限額は、

常勤換算で年間約3万ユーロ強となっています。この

補償には、期間の制限がありません。地方自治体が

個別に評価し、その結果に基づいて支払われます。

（詳細リンク有） 

チャンス・機会 

ケアラーが労働時間の短縮や早期退職、または労働市場からの離脱を選

ばなければならなくなる前に、公式な金融教育を行う。これによってケ

アラーは、自分や家族にもたらされる経済面での長期的な影響につい

て、合理的で情報に基づいた予測を行うことができます。インフォーマ

ルケアの性差を踏まえると、この点は特に懸念される問題です。

給付要件について、国の基準を定めるべき。地方自治体で決定を行う

と、地域の予算的制約によって、補償を受けられるインフォーマルケア

ラーが減りかねません。

2018～2022年のIACO戦略計画では、以下4点の戦略的

優先事項を挙げています。

• ケアラーの社会的認知向上

• ケア提供の影響に関する理解の深化

• ケアラーのための行動に向けたグローバルな戦略と

コミットメントの作成

• 能力開発の促進

行動

影響

 認知

International Alliance 
of Carer Organizations

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1107&langId=en&intPageId=4491
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287
https://www.lev.dk/medlemsservice-aktiviteter/raadgivning-faq-og-stoette/faq/tabt-arbejdsfortjeneste-hvornaar-kan-jeg-faa-tabt-arbejdsfortjeneste-og-hvor-meget-kan-jeg-faa
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仕事＆ケア

身体的あるいは精神的な機能に著しく障害がある

近親者、または重度、慢性もしくは長期的な病気

（終末期を含む）の近親者のケアを、その人の自

宅で提供したいと考えており、かつ現在働いてい

るケアラー（労働市場とつながっている人）は、

要介護者が住む自治体と雇用契約を結ぶことがで

きます。ですが、数々の条件を満たす必要があり

ます。

ケアラーの雇用は6か月を上限としており、特別な

事情が認められた場合には、最長で3か月延長でき

ます。この合計期間は短期間（たとえば1か月ご

と）に分割でき、また複数の人がケアの役割を分

担することもできます。しかし、1つの診断に対し

て各要介護者が利用できる期間は、1度のみ（6か

月または9か月）となっています。 （詳細リンク有）

この介護雇用条件は契約ベースとなっており、ケ

アの専門職採用時と同様に、労働条件（例：期間

の長さ、業務、解約通知、雇用中断）が定められ

ます。

教育＆ケア

学校生活に困難を抱える児童に対し、すべての学校で1対1の心理カウンセリングを

行っています。すべての中等および高等教育機関の学生カウンセラーも、同様のサ

ービスを提供しています。

 
ケアの役割が児童や青年に及ぼしうる影響について、理解を
深めるチャンスがあります。25歳未満の人であれば誰でも利
用できる無料の心理療法提供に向けて、働きかけが現在行わ
れていますが、これと協調して取り組むことで、ヤングケア
ラーの問題に関する認知向上に役立てることができます。

チャンス・機会 

Carers Denmarkと12か所のNGOは2018年10

月の議会公聴会で、ケアラーが柔軟な対応

を受けられる権利について3つの提言を行い

ました。 

1. ケアラーデー（ケアラー休暇）の制定を

求める欧州連合（EU）の指令に基づいて、

減収補償付きのケアラーデーを実施する。

2. 複数のケアラーが給付を分けられるよ

う、柔軟性を向上させる。

3. ケアラーが有給雇用を継続できるよう、

レスパイトケアを改善する。

給付の柔軟性に関する問題では、前進が見

られます。デンマークの労働市場は、政府

の指示というよりは、政府・使用者団体・

労働組合の三者合意によって規制されるた

め、Carers Denmarkでは、以下の点を提案

しています。

• 労働組合は、ケアラーの権利に関する問題

へ対応する（これまではケア専門職の組合

のみで、ケアラーの権利に対応してきまし

た）。

• 大規模な使用者およびその団体は、ケアラ

ーにとって優れた雇用主であるための方策

を採り入れる（Carers Denmarkでは、この

点に関心を持つ製薬会社1社と協働してい

ます）。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1107&langId=en&intPageId=4491
https://paaroer.dk/
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レスパイトケア

レスパイトケアは、3つの方法で提供

されています。

付き添いサービスはレスパイトケアと似ています

が、これは要介護者のためのものであり、対象は67

歳未満で、支援なしでは外出できない長期的な障害

のある人に限定されています。この付き添いサービ

スは、ケア専門職が月に15時間提供しており、個々

に日程調整を行います。要介護者は、外出に関わる

すべての費用（例：電車賃、美術館のチケット代、

食費）をカバーしなければなりません。

介護支援 

病気や障害のある人の自立を支援するために、自治体で

は幅広いサービスを提供しており、たとえばリハビリ訓

練、福祉機器、特殊な車両改造、障害者用移送サービ

ス、住宅改修などが挙げられます。受給者は、自己負担

なしでこれらのサービスを利用できますが、車両改造に

ついては例外で、一部自己負担が発生します。これらの

サービスで目指しているのは、自立を推進するとともに

有償ケアのニーズを減少させることですが、無償ケアへ

の影響は分かっていません。

また要介護者の個別および医療ニーズについても、自治

体のサービスが利用でき、たとえば身体の衛生や着替え

での支援、調理済み食品、薬の提供、軽度な在宅看護な

どが含まれます。食事には料金がかかりますが、他のサ

ービスはすべて無料です。

自治体では、限られた範囲の中で基本的な家事援助を行

うことがあり、これは通常、このような家事をできる家

族ケアラーがいない場合のみ提供されます。

すべてのサービスは、各自治体が定めた基準に沿って提

供されており、自治体間で大きな差が見られます。また

全国的な予算削減によって、これらの基準はこの15年間

で非常に厳しくなりました。
在宅レスパイトは通常、標準的な
労働時間のみで提供されます。こ
のサービスは地方自治体にとって
コストが高く、また家族ケアラー
の間でも認知されていないため、

あまり使われていません。

 活動センターまたはデイセンタ
ーでは、利用者に合った活動が行
われており、多くの場合は高齢
者向けで、日常生活動作（ADL）
の機能維持に関係した内容で

す。送迎や食事は、低価格で提供
されたり含まれていることが多
く、ケアは無料で提供されます

1 

介護施設では、食事と洗濯代はか
かりますが、その他のサービスは
無料です。施設レスパイトは様々
で、空き状況によって利用できな

いこともあります。

2 

3

デンマークではケアラーの数が、フ

ォーマルな介護労働者の2倍以上と

なっています。またカナダ、ニュー

ジーランド、米国およびオランダで

は、10倍以上です。

IACO Strategic Plan 

（IACO戦略計画）2018-22

International Alliance 
of Carer Organizations

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

https://internationalcarers.org/about-us/strategic-plan/
https://internationalcarers.org/about-us/strategic-plan/
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心理＆社会的サポート

およそ1/6の自治体では、ケアラーのガイダンスカウンセラーを雇用

しており、カウンセラーの通常業務にはたとえば、個別支援の提供、

権利や資源に関する情報提供、講座の運営、講演のアレンジ、ピアサ

ポートグループの企画などが含まれます。

ケアラー同士のサポートグループは、いくつかの患者団体や Carers 

Denmarkが提供しており、Carers Denmarkでは最近、疾病の垣根を超

えたサポートグループを実施するための資金を得ました。グループは

専門職が管理することもできますが、多くの場合はボランティアが運

営しており、中にはメンバーが完全に自律して運営している所もあり

ます。 

ケアラーは心理士の相談サービスを受けることができ、4割の自己負

担で12回まで利用可能です。利用にあたってケアラーは通常、トラ

ウマとなる出来事（例：事故、重症の診断、緊急での病院治療）の

発生時から12か月以内に支援を求める必要がありますが、この期間

制限が適用されることは殆どありません。ケアラーは同様のサービ

スを、要介護者が死亡した際にも利用できます。

ヤングケアラーへのサポート

NGOのChildren, Young Adults and Loss（全国グリーフセンターの

一部）では、親やきょうだいが重病になったり死亡した経験を持つ

児童や青年に、専門的な治療やカウンセリングを行っています。

数か所の患者団体（特にDanish Cancer Society and the 

Alzheimers’ Association）では、青年ケアラー専用の活動を展開し

てきました。

チャンス・機会           

24時間のレスパイトケアが更に多く提供されるべき。質の高いレスパイトケアを定期的に利用でき

るようにすることで、ケアラーはしわ寄せを感じずに自らの役割を長く継続でき、したがって施設

ケアへの政府支出を抑えることができるということを Carers Denmark  は提唱し続けています。

すべての自治体と病院で、ケアラーのガイダンスカウンセラーを雇用すべきである、とCarers 

Denmarkは考えます。このコンセプトへの関心は高まっており、自治体で雇用されるカウンセラー

も増えていますが、現状ではまだ、病院や自治体で広く活用されているとは言えません。

健康＆ウェルビーイング（続き）

Carers Denmarkでは2020年、ケアラーの自助グループ

を地元で立ちあげたいと考えるボランティアへアドバ

イスを提供する、総合的な冊子 を作成しました。

https://paaroer.dk/
https://paaroer.dk/
https://sorgcenter.dk/
https://www.cancer.dk/
https://www.alzheimer.dk/
https://paaroer.dk/
https://paaroer.dk/wp-content/uploads/2020/11/Kom-godt-i-gang-med-p%C3%A5r%C3%B8rendegrupper-okt-2020.pdf


デンマーク
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Carers Denmarkでは、ケアラーの支援とウェルビーイング

向上のために情報やツールを提供しており、特にケアラー

に関するデータ収集、国や地域レベルでの働きかけ、ケア

ラーのネットワークづくり促進を優先事項に掲げていま

す。またケアラーの関心事に対応するウェビナー開催も拡

大しています。

Dane Ageでは、権利や支援について幅広い情報を提供して

いるほか、電話でのヘルプラインも運営し、様々な地域の

専門家につなげています。

患者団体では、支援への権利、経済的支援および資源に

関する情報を提供しており、これらの情報は通常、要介

護者に重点を置いたものとなっています。Alzheimer’s 

AssociationやDanish Cancer Societyなどいくつかの団

体では、ケアラー向けの電話カウンセリングを行ってい

ます。

チャンス・機会 

ケアラーの全国戦略案にある5原則

の一つとして、ケアラーのニーズや

関連の介入に関するエビデンスを強

化・改善する必要性が挙げられていま

す。Carers Denmarkでは、National 

Centre for Research on Carers and 

Caring（全国ケアラー・ケア研究所）

の設立を働きかけており、ここでの役

割は、研究の実施、研究成果の収集や

発信、そしてケアラー本人や、家族ケ

アラーと業務を行う医療専門職向けの

情報や資源の情報拠点を想定していま

す。このコンセプトは、いくつかの国

内NGOから支持を得ています。
「Learn to manage everyday life as a carer」（ケアラーとしての生活術を

学ぼう）は、長期的な病気の人をケアする成人向けの、全国的な支援プログラム

で、Danish Committee for Health Education（デンマーク保健教育委員会）が

提供しています。

デンマークには98の自治体がありますが、その半数以上でこの教育プログラムが

採り入れられており、また2021年までには全国でプログラムを展開するよう取り

組みが進んでいます。このプログラムでは、エンパワーメントと自己効力感に重

点を置いており、自治体やプログラムスタッフの支援を得ながら仲間同士で教え

合います。この介入は、スタンフォード大学のChronic Disease Self-Management 

Program（慢性疾患自己管理プログラム）に基づいて開発されました。初期の評価

によると、参加者たちはプログラムにとても満足しており、全体的なウェルビー

イングを向上する力を得たと感じていました。

Danish Health Authority（デンマーク保健当局）では現在、このプログラムの

デジタル自己学習版を開発するプロジェクトに資金を提供しています

NGOのBørns Vilkår では、公的資金の支援を

得ていくつかのサービスを提供しています。

電話、メール、チャットなどに

よる児童への助言サービス

電話による親への助言サービス

「Learn to manage 
everyday life as a 

carer」（ケアラーとし
ての生活術を学ぼう）

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

https://paaroer.dk/
https://www.aeldresagen.dk/
https://www.alzheimer.dk/
https://www.alzheimer.dk/
https://laerattackle.dk/
https://laerattackle.dk/
https://bornsvilkar.dk/


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

デンマークでのイノベーション

Carer Self-Help Groups Across Diagnoses (Pårørendegrupper på tværs、診断名を超えたケアラー

自助グループ)：Carers Denmarkは2019年、ケアラーの役割という共通点を持つすべての人びとが集ま

れる場へのニーズを調査するために、約1万1000米ドルの初期資金を得ました。

特定の診断に絞ったケアラーのグループでは多くの場合、ケアラーの生活の質（QOL）改善に向

けてどのようにケアの業務や課題に取り組むか、というよりは、要介護者のためにどうしたら

良いケアラーになれるか、といった点に重点が置かれてきたということは、様々なケアラーの

経験や語りで長く聞かれていました。新たな自助グループ設立に向けた初期資金はTrygFonden

が提供しており、各グループで8回の会合を開催するための資料づくり、ファシリテーターの研

修、広告、およびアウトカム報告に使われます。

このプロジェクトは3か所（首都、地方都市、農村部で1か所ずつ）で試験的に行われる予

定ですが、コロナ関連の制限によって、第1段階のみ完了状態となっています。残りの段階

は、2021年春まで延期されました。

評価は、たとえば WHO-5 Well-Being Indexを使った参加者の自己テストなどに基づいて行わ

れる予定です。

この試験事業で参加者への価値が認められた場合、Carers DenmarkではLearn-to Tackle（対

処方法の習得）講座に選択式で追加できるプログラムとして、グループを実施していきます。

出典： 

 – デンマーク保健当局ウェブサイト. 

 – Eurocarers. Towards carer-friendly societies.（ケアラーフレンドリーな社会に向けて：Eurocarers

国別プロフィール）(2020). 

 – European Commission（欧州委員会）. (2020). Employment, Social Affairs & Inclusion（雇用、社

会問題、包摂）. デンマーク. 

 – International Labour Organization （国際労働機関）. NATLEX. Database of national labour, 

social security and related human rights legislation.（労働、社会保障および他の人権法の国別

データベース. デンマーク. 

Carers Denmark （2014年設立）は、要介護者の診断や障

害に関わらず、ケアラー自身の生活状況改善に向けて取

り組んでいます。特に、政策の変更やケアラーの権利改

善に重点を置いており、また上記2点ほどではありません

が、ケアラーへのサービス提供も行っています。国内外

で保健政策に携わる幅広い関係者と連携しています。

Carers Denmark全国会長のMarie Lenstrup氏には、専門的なご助言や質問

へのご回答、また本章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借

りして感謝申し上げます。

https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://paaroer.dk/lav-din-egen-paaroerendegruppe/
https://www.karger.com/Article/Fulltext/376585
https://www.sst.dk/en/English
https://eurocarers.org/country-profiles/denmark/
https://eurocarers.org/country-profiles/denmark/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1107&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1107&langId=en
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84829
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84829
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=84829
https://paaroer.dk/
https://paaroer.dk/
https://paaroer.dk/wp-content/uploads/2020/11/Kom-godt-i-gang-med-p%C3%A5r%C3%B8rendegrupper-okt-2020.pdf


フィンランドでは、Informal carer（インフォ

ーマルケアラー）という言葉が最も頻繁に使われ

ます。Informal carerとは、在宅の高齢者や障

害者、または病気の人へケアや支援を提供する家

族や大切な人のことです。

人口密度...................... 18人/km
2 * 

都市部人口.................... 86.1% *

中央年齢...................... 43.1歳 *

従属人口指数.................. 62.4 **

* Worldometer

** Wikipedia  

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。 

 従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

フィンランド

ケアラーの数： 
350,000人

1

人口の6.3%
2
 

1 
 
Carers Finland 

2 フィンランドの人口（2020年）：5,541,862(Worldometer)

International Alliance 
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https://www.worldometers.info/world-population/finland-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://omaishoitajat.fi/carers-finland/
https://www.worldometers.info/world-population/finland-population/


フィンランド

チャンス・機会 

インフォーマルケアラーの基準や介護手

当は、310か所の市町村（地方自治体）

が決定するため全国で統一されておら

ず、地域で格差が生じています。いくつ

かの政府では、市町村の数を減らして郡

（地域）がインフォーマルケアのアレン

ジを担当するよう試みてきました。フィ

ンランドの保健医療福祉システム（介護

を含む）全体は、2020年より実施予定だ

った保健医療福祉改革（SOTE）を通じて

大きく変わることが期待されていました

が、政府内で変更が生じたために、この

改革は延期されました。（詳細リンク有）

Carers Finlandでは、インフォーマル

ケアやその多様性について、あらゆる政

策で認識されるよう取り組んでいます。

インフォーマルケアへの支援提供につい

て、全国的な基準が定められるべきで

す。（詳細リンク有）

社会的認知

インフォーマルケアの発展に向けた政

府プログラムは2012年に始まり、現在

も政府のアジェンダ（検討課題）とな

っています。現在の政府プログラム

Inclusive and Competent Finland—a 

socially, economically and ecologically 

sustainable society（包摂的で力のあるフ

ィンランド：社会的・経済的・環境的に持

続可能な社会）では、より公正・平等・包

摂的なフィンランドという更に大きな文脈

の中で、インフォーマルケアに取り組んで

います。 

社会保健省のプロジェクトReform of home 

care for older people and informal care 

for all age groups 2016–2018（高齢者在

宅ケアおよび全年齢層のインフォーマルケ

ア改革2016—2018） は、高齢者在宅ケアの

発展および、あらゆる年齢層のインフォー

マルケア強化を目指したものです。このプ

ロジェクトの主な目標は、高齢者、インフ

ォーマルケアラーおよび要介護者の平等を

検討するとともに、サービスのコーディネ

ーションを改善したり支出増加を抑えるこ

とでした。あらゆる年齢層のインフォーマ

ルケアに関しては、優れた実践の確立や、

インフォーマル・家族介護センターなどの

プログラム開発に取り組みました。

様々なプログラムやCarers Finlandおよび地

域の団体では、フィンランドに住むケアラー

のウェルビーイング向上に役立つ解決策を見

つけたり、遠距離介護を支援したり、ケアラ

ーが仕事と介護を両立できるための支援に取

り組んでいます。

Carers Finlandは加盟団体と共同で、ケアラ

ー週間（第48週）を毎年企画しており、この

期間中は全国各地でおよそ200のイベントや

活動が行われます。 

Carers Finlandはまた、2020年10月6日に第1

回欧州ケアラーデーに参加し、今後もこの活

動を続けていきます。

ヤングケアラー

フィンランドでは、ヤングケアラーの認知

や政策対応は始まったばかりです。Carers 

Finlandのproject Jangsterit（若者プロジ

ェクト）（2016年より継続）では、ヤングケ

アラーや彼（女）らが直面する課題について

認知度を高めることを目指しています。 

ヤングケアラーに関する最初の全国データセ

ットは、Finnish Institute for Health and 

Welfare （フィンランド保健福祉研究所）の

調査(2020) を通じて見ることができます。

法律

フィンランドでは、18歳未満の児童を除いて、

親族のケアを行う法的な義務はありません。で

すが親が高齢になったり、より多くのケアを必

要とするようになった場合はケアを行う、とい

う強い文化的規範があります。 

• 家族介護（専門職―必ずしも家族が知って

いる人とは限らない―がケアラー宅で提供

する有償ケア）について最初に述べられ

たのは、Social Welfare Act（社会福祉

法）710/1982第3章第26節 (311/92)です。こ

れは、インフォーマルケア支援で最も古い基

盤の一つとなっており、重要な法律です。

• インフォーマルケアについて最初に述べられ

たのは、Social Welfare Decree（社会福祉法

令）607/1983です。インフォーマルケア支援

に関する最初の法令は、1993年に遡ります。

• 2004年に行われたインフォーマルケア（要介

護者が自宅で家族や親しい人から受けるケ

ア）の全国的な改革の一環として、調査担当

者が任命され、あらゆる保健医療福祉サービ

スにインフォーマルケアを組み込むための提

言作成に取り組みました。

• 2005年のAct on Support for Informal 

Care（インフォーマルケア支援法）では、イ

ンフォーマルケアラーと要介護者を支援する

ために、フォーマルな社会サービスの提供を

進めています。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
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https://www.localfinland.fi/
https://soteuudistus.fi/en/what-is-the-health-and-social-services-reform-
https://omaishoitajat.fi/carers-finland/
https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2019/12/Strategy-in-English.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161935
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161935
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161935
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161935
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161935
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161532
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161532
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161532
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161532
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161532
https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/liiton-toimintamuodot/jangsterit-hanke/
https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/liiton-toimintamuodot/jangsterit-hanke/
https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/11/Hoivavastuu-tutkimuksesta-tiiviisti_100920_EN.pdf
https://omaishoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/11/Hoivavastuu-tutkimuksesta-tiiviisti_100920_EN.pdf
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/population-studies/school-health-promotion-study
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/population-studies/school-health-promotion-study
https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1983/en19830607_19921145.pdf
https://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1983/en19830607_19921145.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=72655
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=72655


フィンランド

介護手当 

Act on Support for Informal Care （インフ

ォーマルケア支援法）では、支援受給要件や

介護手当の最低金額を定めているほか、市町

村の責任についてまとめています。支援を受

ける人たち（インフォーマルケアラー全体の

14％）は「契約ケアラー」と呼ばれ、インフ

ォーマルケア支援に関する統計は主に、契約

ケアラーを対象としたものです。

インフォーマルケア支援は、長期的なニーズ

にも短期的なニーズにも提供可能です。イン

フォーマルケアラーと市町村の間に、雇用関

係はありません。ですが市町村では傷害保険

に加入しており、この保険では、インフォー

マルケアラーがケアを提供したり業務関連で

移動する際に起きた、すべてのケガをカバー

します。また市町村からインフォーマルケア

ラーへ、担当者が割り当てられます。

フィンランドでは、310の市町村がそれぞれ

受給要件や介護手当の金額を決めるため、提

供される経済的支援は、ケアラーが住む市町

村によって異なります。

税制優遇 

契約を結んだインフォーマルケアラーは、以下の受給資格

があります。

• 介護手当

• 経費分の税控除

• 家事援助や家計費の税控除

市町村を通じてインフォーマルケアラーに支払われた所得

は課税対象であり、（給付額確定率は低いですが）年金受

給権の対象です。

また障害者や慢性疾患のある人には、Kelaと呼ばれるフ

ィンランド社会保険庁を通じて支払われる3段階の非課税

給付もあり、これらの給付は、ケアラー支援の維持や雇

用支援に役立てることができます。このうち2つの給付で

は、3種類の支払レートが定められています。

チャンス・機会                 家計費の税控除に関する情報普及この点についてはあ

まりよく知られておらず、活用しているのは主に中高所得世帯のため、世帯格差が広がりま

す。また申請方法も複雑です。

またインフォーマルケアラーは、以下のよ

うに様々な社会サービスを受けることもで

きます。 

• ソーシャルワーク

• 児童相談や家族カウンセリング

• 家事サービス

• 住宅サービス

• 施設ケア

• 家族ケア

• 雇用支援や障害者向けの特定就労へのアク

セス支援

• 児童養育費の確立策  

（詳細リンク有） 

ケアおよびサービス
計画を契約に追加。

市町村が支援や関
連サービスについ

て決定。

受給資格ありと決定され
た場合、市町村とケアラ
ーがインフォーマルケア

契約を締結。

契約では、ケアラーへの支払
金額と支払方法を定めるほ
か、ケアラーが業務を休む際

のケア手配方法を記載。

プロセス：

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。
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https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=&p_isn=72655
https://www.kela.fi/web/en/about-kela
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フィンランド

教育＆ケア

Finnish Institute for Health and Welfare（フィンラ

ンド保健福祉研究所） では4～6年ごとにSchool Health 

Promotion Study（学校保健推進調査）を行っており、その

中にヤングケアラーが含まれます。この調査は、ヤングケア

ラーの役割や課題のモニタリングに役立つほか、ヤングケア

ラー支援の特定や提供を行う上での基盤にもなります。

チャンス・機会 

Carers Finland’s Project(2020—2022）では、働

く世代のインフォーマルケアラーの支援ニーズ

に対応しています。その背景には、外来ケアを

推進するフィンランドでの政策変更があり、そ

の結果、働く世代の人が提供するインフォーマ

ルケアが急増しました。

このプロジェクトの主な目的は、以下3点です。 

1．情報のニーズへ対応するために、アクセスし

やすいデータバンクを作成する。

2．焦点を絞ったサポートグループのモデルを開

発する。

3．働く世代のケアラーの視点を、既存の社会

保障や保健医療福祉改革のプロセスに組み込

む。そこには 欧州連合（EU）のWork-life 

Balance Directive（ワークライフバランス

指令）の国レベルでの実施が含まれる。

仕事＆ケア

Employment Contracts Act 2001（雇用契約法）では、仕事に関

する基本的な法規定をまとめています。この法律の下で、無給

の家族介護休暇が提供されます。ニーズの証明を求められるこ

とがあり、また雇用主は、追加の休暇要請へ対応するよう努力

しなければなりません。（詳細リンク有）

ALaura Kalliomaa-Puhaによる報告書「Coordinating 

informal care and gainful employment」（インフォーマル

ケアと有給雇用のコーディネート）（2019）は、高齢者の在

宅ケア改善を目指す政府の取組みの一環として、社会保健省

向けに作成されました。この報告書では、インフォーマルケ

アラーがケアの役割と有給雇用を両立でき、ひいてはあらゆ

る年齢層の人たちへのインフォーマルケアを改善するための

選択肢を検討しています。

働いている人の約28％は、ケアラーです 
（詳細リンク有）

働く世代の所得レベルを見ると、ケアラーは他

の人たちより若干低く、またインフォーマルケ

アの支援を受けている人たちは、所得補助を必

要とする確率が高くなっています。(詳細リンク有）

高齢者のケアラーと比べると、特別な支援を

必要とする児童のケアラーのほうが、利用で

きる休暇が多くなっています(詳細リンク有)

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育
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フィンランド

レスパイトケア

2016年に改定されたAct on Support for Informal Care（イン

フォーマルケア支援法）に基づき、インフォーマルケアラーは

ケアニーズの重度によって月に2～3日、法定のレスパイトケア

サービスを受けることができます。 

代理ケアの運営は市町村が担当しており、自宅または施設ケア

を選択できます。市町村はインフォーマルケアラーに代わる人

として、民間介護事業者からでも本人の家族内からでも雇用で

き、公式な契約を結びます。インフォーマルケアラーの法定休

暇中に手配されたケアの料金は、Act and Decree on Social 

and Health Care（保健医療福祉法および法令）のClient 

Fees（利用者料金） に沿って支払われます。この日割り料金

は、毎年決められます。

心理＆社会的サポート

チャンス・機会 

様々な方策を活用して、レスパイトケアへの

アクセスを向上させる。2017年現在、インフ

ォーマルケアラーで使える休暇を利用したの

は、わずか54％でした。

市町村では、ケアラーを対象としたコーチングや研

修、健康診断（全体的な健康状態や健康リスクなど）

を行っており、これらは個々のケアラーのニーズや状

況を踏まえて実施しています。（詳細リンク有）

Carers Finlandやその加盟団体70か所、また他のNGO

では、ケアラー向けにピアサポート（グループやチャ

ット）や研修、情報や案内、1対1でのディスカッショ

ン、旅行やレクリエーション活動を行っています。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

Family Foster Care（一般家

庭によるケア）は、ケア提

供者が要介護者の自宅へ訪問

して行うこともできますし、

提供者宅で行うこともできま

す。このプログラムは市町村

が手配、支援および監督を行

います。
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フィンランド

The Act on Support for Informal Care（インフォーマルケア支援

法）の下、補償を受けているインフォーマルケアラーは、研修や教育

のほか、ウェルビーイングや健康状態のチェックを受けることができ

ます。また、ケアラー自身のウェルビーイングやケア業務を支援す

る、保健医療福祉サービスも受けられます。

介護、利用できる支援サービス、権利、給付の関連情報は、オンライ

ンや電話で入手できます。また全国で約270か所ある地域の保健所や

診療所（terveyskeskusとして知られています）でも、情報を得られ

ます。

Mikkeli Carers Association（Carers Finlandの加盟団体）でのイ

ンフォーマルケアラーのOSSI Project Service Counselling（OSSI

プロジェクトサービスカウンセリング）Omatori(旧称はOssi-

center）は、マルチステークホルダーのセンターであり、インフォ

ーマル・家族ケアラーのために、公共・民間・社会セクターのサー

ビス事業者が1か所に集まっています。

2016～2018年に実施されたOSSIプロジェクトで目指していたのは、

南サヴォ地域でインフォーマル・家族ケアサービスを強化するととも

に、顧客重視のサービス案内ネットワークやインフォーマル・家族

ケアに関する専門センターを構築することでした。このプロジェクト

は、政府の主要事業である「高齢者の在宅ケア改善および全年齢層の

インフォーマルケア強化」の一環として行われました。このプロジェ

クトは3つの地域が連携して行い、南サヴォの保健医療福祉機関であ

るEssoteがコーディネートを担当しました。このプロジェクトの目標

は、より平等でコーディネートされ、費用対効果の高いインフォーマ

ルおよび家族ケアサービスを構築することでした。 (詳細リンク有)

Digital and Population Data Services（デジタル＆人口データサ

ービス）では現在、インフォーマルケア支援の情報を探している人

向けに、サービス・パス（利用経路）を作成中です。

ピアチャットでは、ケアラーがオンラインで考えやアイディアを安

全に交流しあえる場を提供しています。これは特に、コロナ禍の

中で重要な取り組みとなっています。ボランティアはチャット運営

の研修を受けており、またボランティアが支援を必要とする場合に

は、Carers Finlandや加盟団体の専門職がサポートします。ケアラ

ー向けのチャットは週に1回、2時間行われます。Carers Finlandで

現在行っているチャットでは、インフォーマルケアの問題に関する

情報や助言のほか、ピアサポートも行っています。

チャットは、Carer Finlandのウェブサイトから入れます。

Carers Finlandでは、オン

ラインや電話、印刷物での

情報に加えてチャットも使

って、ケアラーや専門職向

けに、インフォーマルケア

支援の情報提供や案内を行

っています。
ケアラー向けのピアチ
ャットは、2020年10月

に始まりました。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

無償ケアの提供は、世界中で

最も重要な社会的・経済的政

策課題の一つとなりました。 

人口の高齢化に伴い、無償ケ

アラーはあらゆる社会で重要

な役割を担い続け、世界中で

大きな経済的価値を提供して

いくことになります。
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画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

Carers Finland (1991年設立）は、ケアラーのために

アドボカシーや支援を行う団体です。使命として、法

律や人々の意見に影響を及ぼして、インフォーマルケ

アを行っている家族の社会的状況を改善することを掲

げており、全国70か所の加盟団体と協働しています。 

Carers Finlandは、Carers Network Finlandをコーデ

ィネートしています。2005年に設立されたこのネット

ワークには、インフォーマルケアの分野に取り組む23

の全国団体や財団、研究機関が集まっており、インフ

ォーマルケアや部門間協力の発展を推進および提唱す

ることを使命としています。

Carers Finlandの以下の方々には、専門的なご助言や質問へのご回答およ

び本章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申

し上げます。 

Malla Heino氏（コーディネーター） 

Marjo Ring氏（メンタル・ウェルビーイング特別顧問） 

Sari Tervonen氏（事務局長）

出典： 

 – Finnish Institute for Health and Welfare ウェブサイト 

 – Eurocarers. Towards carer-friendly societies. Eurocarers country profiles（ケアラーフ

レンドリーな社会に向けて：Eurocarers国別プロフィール） (2020) 

 – Joseph, S., Sempik, J., Leu, A. & Becker, S. (2019). Critical perspective on 

possible future directions （今後考えられる方向性に関する批判的視点）. Adolescent 

Research Review, 5, 77-89.

 – Kunta Litto (Association of Finish Municipalities). ウェブサイト 

フィンランドでのイノベーション

Ovet-valmennus® (インフォーマルケアラ

ー向けの研修）は、ケアラーの知識、ス

キルおよびウェルビーイングを向上させ

る方法であり、十分なテストや裏付けが

行われ、妥当性が示されています。Ovet-

trainingは、ケアラーが無料で利用できる

グループ活動で、そこではインフォーマル

ケアに関する問題について対応したり話し

合ったりします。トピックはたとえば、生

活状況の変化、援助やケアワークの基本、

利用できるサービス、またとても重要な点

としてセルフケアや、個人のニーズおよび

ウェルビーイングの気づきなどが挙げられ

ます。 

Ovet-trainingの目的は、参加者がピアサ

ポートを得たり、ケアラーや個人として自

らの強みを見つけられるようにすることで

す。コーチングでは、1時間半のセッショ

ンが8回（合計12時間）行われます。

Carers FinlandがOvet-trainingをコーデ

ィネートしており、インフォーマルケアラ

ーの福祉向上の一環として実施していま

す。このプログラムは、政府が国および地

方レベルで資金を提供しており、また団体

のボランティア活動に基づいて行われて

います。加盟団体の半数には雇用された

職員がいますが、このプログラムは地域

のボランティアが行っています。地域レベ

ルでOvet-training を運営する講師の教育

は、Carers Finlandが行い、講師養成プロ

グラムは、年に4回まで実施されます。

Ovet-trainingは、オンラインでも提供さ

れています。Carers Finlandではまた、イ

ンフォーマルケアラーの基本的な研修モデ

ルに加えて、ケアラーの様々なニーズを支

援するために、焦点を絞った研修も開発し

ました。 

特別研修の内容例は、以下の通りです。 

• 認知症の人のケアラー向け研修

• 働くケアラー向け研修

• 障害や慢性疾患がある児童のケアラー向

け研修

• メンタルヘルスの問題がある人のケアラ

ー向け研修

• インターネットを通じた遠隔研修

2010～2012年に開発されたこの研修

プログラムは、これまで全国で約

4,250人のケアラーが受講しました。 

研修プログラムに参加したケア

ラーからは、スキルや知識が

向上したり、気持ちも楽にな

ったと報告されています。

研修受講後は、これまでより自分が

休む時間を増やしたり、考えや気持

ちをオープンに共有するようになっ

たほか、利用できる支援サービスにつ

いても知識が増えたとのことです。
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フランスでは、Close caregiver（近しい介護

者）という言葉が最も頻繁に使われます。 

Close caregiverとは、定期的かつ頻繁に、 

また職業としてではなく日常生活動作を援助 

する人のことです。

人口密度...................... 119人/km
2 * 

都市部人口.................... 81.5% *

中央年齢...................... 42.3歳 *

従属人口指数.................. 62.4 **

* Worldometer

** Wikipedia 

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100。従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

フランス

ケアラーの数： 
8,300,000人

1

人口の12.7%
2
 

1 
 
Enquête Handicap Santé Aidants 2008, DREES

2 (フランスの人口（2020年）：65,306,979 (Worldometer) 
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フランス

法律

家族介護者の役割に関する社会的認知は、2005年2月11日の法律で始まりま

した。これは、障害者の権利と機会の平等、参加および市民権のための法

律です。 

公式な定義は、2015年12月のLaw on the adaptation of the aging 

society（ASV、高齢化社会適応法） に記載されていますが、この法律で

は、要介護者の状態については特定していません。ASVでは高齢者の近しい

介護者の定義を、「配偶者、民事連帯契約パートナー、パートナー、親も

しくはその姻戚、または同居していたり緊密で安定したつながりを維持し

ている人であり、日常生活動作・活動のすべてまたは一部を定期的に、職

業としてではなく援助する人」としています。

ケアラーの社会的認知向上を目指したLaw n° 2019-485 of May 22, 2019

（2019年5月22日法律第2019－485号）では、近しい介護者の認知度向上に

取り組んでいます。たとえば、働くケアラーの仕事と生活の両立支援に向

けた団体交渉の取り組みも、この法律に含まれます。また、保健福祉専門

職によるケアラー「リレー（交代）」（「住み込み」形態の支援）システ

ムの実験も、この法律で計画されています。 

2020年8月には、コロナウイルスの経済的影響へ対応するため、社会保障

債務と自律に関するorganic law n°2020-991（基本法第2020－991号）

が導入されました。この法律によって、自律の喪失に伴うリスクを対象

とした、5つ目の社会保障の部門ができ、また実質的に、高齢者や障害者

のケアラーのニーズへ応えています。この部門の仕組みや資金調達方法

は、2021年初めの時点で開発途中です。（詳細リンク有） 

社会的認知 

フランスでは2010年より、10月6日を全国ケアラーデーと定めています。そ

れ以前は、特定の疾患との関連でケアラーを認識していました。たとえば

2001年には、アルツハイマー病やその関連障害の第1次国家計画が策定され

ています。

政府は2019年10月、「Caregivers: A New Support Strategy」（介護者：

新たな支援戦略）を発表しました。この報告書は、連帯・保健省の報告書 

「Consultation: Old Age & Autonomy」（高齢と自律に関する諮問）を参

考にしています。この戦略では、以下6つの優先事項と17の具体的な取り組

みを挙げているほか、資金調達方法やスケジュールも記載しています。

1． ケアラーの孤立を軽減し、支援を強化する。

2． ケアラーの社会的権利を確立する。

3． ケアラーが仕事と生活を両立できるようにする。

4． レスパイトを増加および多様化させる。

5． ケアラーの健康やウェルビーイングを改善および支援する。

6． ヤングケアラーを支援する。

連帯・保健大臣は、2022年までに全国で45万のケアラーを支援する、という

目標を掲げました。2020年に公式な支援を受けていたのは6万人ですので、

大幅な増加となります。

ケアラー戦略の全国的な実施状況をモニタリングするために、Direction 

générale de la cohésion social（DGCS、社会的結束総局）は委員会を設立

しました。このモニタリング委員会は、2020年10月5日に第1回の会合を持っ

ており、年に4回会議を開催する予定です。この委員会の任務は、様々な試

験的取り組みを監督するために、National Solidarity Fund for Autonomy 

（CNSA、全国自律連帯金庫）の全国的な役割を改善することです。

ケアラーの役割や位置づけは、

要介護者との関係においても社会

においても、認識が高まっていま

す。様々な年齢層の間に見られる

バリアは（特に高齢者と障害者の

間で）残っていますが、公共政策

では脱カテゴリー化が進んでいま

す。施策は整備されていますが、

権利、選択肢およびアクセスのし

やすさについては、現在も問題と

なっています。本人の自己決定を

尊重するために、「ケアラーはヘ

ルスケアの実践に役立つ」または

「ケアラーの役割は専門職化され

る」という期待がケアラーに付い

てまわらないよう、あらゆる関係

者がしっかりと注意しなければな

りません。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。
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https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000029039475/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000029039475/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496095/2020-11-16/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496095/2020-11-16/
https://www.vie-publique.fr/loi/274394-lois-7-aout-2020-dette-sociale-et-autonomie-5e-risque-dependance
https://www.gouvernement.fr/aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien
https://www.gouvernement.fr/aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_grand_age_autonomie.pdf
https://www.cnsa.fr/a-propos-de-la-cnsa/missions


フランス

チャンス・機会           コロナ危機によって、

ケアラーの役割が強化されましたが、更なる認知向上

が求められます。依存の状況に関わらず、ケアラーの

ニーズを幅広く考慮した部門横断型の政策が必要で

す。ケアラーの生活を支援するためには、人びとの考

え方が変わらなければなりません。

CIAFF (Collectif Inter-Associatif des Aidants 

Familiaux、家族介護者連合会)が最近発表した報告書

でまとめられているように、コロナの健康危機による

自宅待機期間や支援の減少で、ケアラーは大きな影響

を受けてきました。ケアラーが子供、配偶者または親

に提供してきた援助や支援がしっかりと認識されるよ

う、この報告書では、国民による結束した取り組みを

呼びかけています。

社会保障の5つ目の部門（社会保障債務と自律に関す

る基本方第2020－991号(Organic law n2020-991)で

は、自律の喪失リスクに対応しています。これによっ

て、高齢者と障害者のケアラーを対象とした政策を、

一つの機関内でまとめたり検討したりする手段ができ

ました。

ヤングケアラー 

全国自律連帯金庫（CNSA）は、2004年6月30日の法律で設立された公共機関です。予算規模が310億ユーロを超えるこの機関では、高齢者、虚弱者および障害者の支援資金調達を行い、どのような障害

であっても、どのように自律を喪失した状態であっても、全国で平等な処遇を保証する、という役割を担っています。CNSAでは、高齢者、障害者およびその家族へ、情報やネットワークへの参加を保

証する、という使命を遂行しています。そして年齢や障害の原因に関わらず、自律へのアクセスに関する問題の専門知識構築や研究を担当しています。CNSAでは、全国101の県の関係者から成るグル

ープ (「高齢者の自律喪失予防に向けた資金提供者会議」と呼ばれています）を集め、戦略を立てているほか、資金提供面での優先事項や様々な関心事項の詳細を決めています。

Qui sont les jeunes aidants interrogés ?

40%
50%

16,9
ansont 20 ans

ou moins Age moyen
du début de l’aide

de filles
et de garçons

Quel temps passent-ils à aider
au quotidien ?

Une aide multidimensionnelle
et concrète au quotidien

Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France ?

apportent un soutien moral (écoute, remonter le moral…)

gèrent certains aspects de la maison (courses, ménage…)

s’occupent des aspects médicaux,
(aller à la pharmacie, assurer le suivi médical, préparer le pilulier…)

s’occupent de l’intimité de la personne aidée
(toilette, habillement, douche…)

Des répercussions multiples

des jeunes interrogés reconnaissent
les apports personnels de cette situation d’aide
dans la construction de leur identité

Mais avec des retentissements
multiples dans leur quotidien :

ECOLE

ont été en retard au moins 1 fois
au cours des 3 derniers mois

ont été absents au moins une fois
sur la même période

VIE SOCIALE

au final, 21% des jeunes aidants actuels
ressentent à minima un fardeau modéré
voire sévère (selon les critères du fardeau de Zarit)

Partager le quotidien
dans un climat de confiance

des jeunes interrogés serait favorable
à ce qu’on leur propose de l’aide
pour s’occuper de la personne aidée

3 champs d’aide
évoqués prioritairement :

 des échanges avec d’autres jeunes aidants

l’appui d’une aide familiale

l’accompagnement de l’école/université

Enquête réalisée par l’institut Ipsos du 2 au 10 juin 2017 auprès d’un échantillon de 501 jeunes aidants âgés de 13 à 30 ans interrogés par internet. Parmi ces jeunes aidants, 216 étaient au moment de l’enquête en situation d’apporter de l’aide et 285 se sont exprimés en rétrospectif sur l’aide qu’ils ont pu 
apporter par le passé à une personne de leur entourage. Les jeunes aidants ont été identifiés via la question suivante : On considère comme aidant un adolescent ou un jeune adulte qui apporte ou a apporté de l’aide, des soins ou qui est présent au quotidien pour aider un membre de sa famille ou de son 
entourage qui est atteint d’une maladie qui entraine une perte d’autonomie (une maladie mentale ou physique, qui est handicapé ou dépendant d’une substance toxique). Il leur a ensuite été demandé en déclaratif de répondre à la question suivante : Te retrouves tu ou t’es-tu déjà retrouvé dans cette définition 
? 1. Oui, j’apporte de l’aide à un membre de ma famille ou de mon entourage // 2. Oui j’ai déjà apporté de l’aide à un membre de ma famille ou de mon entourage  // 3. Peut-être, mais je ne suis pas certain
Cette étude a été réalisée en partenariat avec le laboratoire Novartis représenté par Gwenaëlle Thual et l’institut Ipsos représenté par Luc Barthélémy et avec la participation de Sébastien Coraboeuf de l’Association Française des Aidants, de Bénédicte Kail de l’Association des Paralysés de France ainsi 
que de Françoise Ellien du Réseau de Santé pluri-thématiques SPES et co-fondatrice de l'Association nationale JADE. // Résultats complets disponibles sur demande à : communication.france@novartis.com

73%

94%

21%

46%

au moins
1 heure par jour

en semaine
36% plus de 

2 heures

61%

51%

43%

20%

 SANTÉ

ont mal au dos ou aux bras

33%

34%

estiment ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse

évitent que leurs copains viennent chez eux

54%

46%

se disent gênés par le regard des autres
47%

se sentent fatigués

ont du mal à dormir et se réveillent la nuit

75%

61%

60%

ケアラーの社会的認知（続き）

ヤングケアラー とは、病気や障害があったり依存状態の近親者

を、定期的かつ頻繁に援助するようになった25歳未満の児童や青

年のことです。この定期的に提供される援助は、長期で続く場合

もありますし、短期の場合もあります。また援助の形態も様々

で、たとえば看護、介護、外出時の同行、事務手続き、コミュニ

ケーション、家事、コーディネート、常時の見守り、心理的サポ

ートなどが含まれます。

Novartis-Ipsosによる2017年の調査「Who are the young 

caregivers in France today?」（フランスでは今、誰がヤング

ケアラーなのか？）  では、ケアの役割がヤングケアラーの学校

生活や友人関係に及ぼす影響のほか、この状況が及ぼす身体およ

び心理的な影響を分析しました。 

French Association of Caregiversには、ヤングケアラーに特化

した専門家グループがあります。ここでは定期的およびオンデマ

ンドで、理論や事例、ワークショップ、ディスカッションから成

るセミナーを開催しており、ヤングケアラーのニーズについて専

門職への教育を行っています。 JAIDプロジェクト「ヤングヘル

パーに関する研究」では、フランスにおけるヤングケアラー研究

の発展を目指しています。

2016年に設立されたThe National Association for Young 

Caregivers (JADE)では、ヤングケアラーや家族ケアラーのニー

ズへの画期的な対応構築を推進し、このようなケアラーの状況に

ついて社会的認知度を向上させるよう取り組んでいます。JADEで

は、支援を提供したり認知向上の取り組みを行ったり、行動を促

したりしています。
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https://www.ciaaf.fr
https://www.ciaaf.fr
https://www.ciaaf.fr/wp-content/uploads/2021/09/etude-CIAAF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042219373
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042219373
https://www.cnsa.fr/a-propos-de-la-cnsa/missions
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_dgcs_guide_technique_seconde_edition_vf.pdf
https://www.aidants.fr/fonds-documentaire/dossiers-thematiques/jeunes-aidants
https://www.aidants.fr/actualites/enquete-inedite-sur-jeunes-aidants-en-france
https://www.aidants.fr/actualites/enquete-inedite-sur-jeunes-aidants-en-france
https://www.aidants.fr/actualites/enquete-inedite-sur-jeunes-aidants-en-france
https://www.aidants.fr/
https://jaid.recherche.parisdescartes.fr/le-projet/
https://jeunes-aidants.com/
https://jeunes-aidants.com/


フランス

チャンス・機会            コロナ禍

で年金制度が2021年まで延期されたこ

とによって、医療サービス利用の予防で

ケアラーがもたらした貢献の価値につい

て、更に働きかけることができます。ケ

アラーによる貢献の重要性は、引き続き

社会から注目される必要があります。

要介護者のニーズによってケアの提供が

区別されない、中立的な政策が必要で

す。最近では、ケアラーの日割り手当に

厳しい条件が設けられており、高齢者と

障害者のみに限定されています。ガンな

ど長期的な病気の人は、対象となってい

ません。

新たな権利が法的に設けられたことで、

人びとも考え方を変えて、ケアラーの権

利を認識すべきです。あらゆるレベルで

政府の事務手続きを簡素化することで、

ケアラーは、利用可能な給付にアクセス

しやすくなります。

給付＆手当 

フランスでは、給付や手当は総合的に社会福祉として説明されていま

す。社会福祉は、社会保障や準備基金と並んで社会的保護の要素の

一つとなっています。ここには、住民の生活を改善するために、公共

機関（自治体、県、州、社会保障基金）が行うあらゆる活動が含ま

れます。

ケアラーは allocation personnalisée d’autonomie (APA、個別自

律手当）を通じて、間接的に経済的支援を受けています。つまりAPA

では、要介護者の自律を保証したり障害者のニーズを支援するため

に、費用の一部をカバーしているのです。ですが要介護者には、この

資金を使ってケアラーに支払いを行う義務がないため、ケアラー本人

への手当を整備するよう、働きかけが強まっています。

2017年12月31日現在、60歳以上の130万人がAPAを受給していました。 

(DREES, dans Études et Résultats, n°1082, d’octobre 2018)

在宅APA は、在宅生活の継続に必要な費用（特にレスパイト）の支払

いに役立てられます。たとえばホームヘルプサービスや機器、衛生用

品、住宅改修などがここに含まれます。申請は、県内の地域で行われ

るほか、オンラインで可能な場合もあります。

障害補償給付（PCH）は、居住地、年齢（60歳まで）および恒常的障

害など、特定の要件を満たした障害者を対象としています。

補償額は、本人のニーズに応じて個別に設定され、障害に伴うあらゆ

るコストをカバーします。そこにはたとえばケアラー支援、技術的援

助、住宅改修、移送、車両の改造などが含まれます。

2015年12月現在、18万3000人がPCHの経済的支援を受けていました。 

2015年12月31日現在、フランスでPCHの受給資格があったのは27万

1000人ですので、実際に「支払い」を受けていたのは全体の70％近く

となります。（詳細リンク有）

Decree n ° 2020-1208 of 1 October 2020（2020年10月1日法令第

2020-1208号）では、ケアラーの日割り手当や子供の付き添いに関す

る日割り手当について まとめており、家族給付担当機関による66日

間の有給休暇の実施や支払いの手順について、説明しています。ま

た、要介護であったり病気や障害がある親族へ定期的な援助を行っ

ている人たちに給付される、子供の付き添いに関する日割り手当に

ついても、同様の運営方法を定めています。

年金クレジット

障害のある児童や成人を家庭内でケアするために仕事を中断したケア

ラーは、ある一定の条件の下、家族介護者の老齢年金で年金受給権が

継続して保証されます。また、老齢保険の期間延長も認められます。

インフォーマルケアラーは、67歳ではなく65歳から年金を満額申請で

きることもあります。2020年10月現在、年金受給権用に補償されたケ

アラー休暇分は、公式な申請がなくても自動的に考慮されます。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。
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https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/lapa-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/lapa-domicile
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/lapa-domicile
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/prestations/article/prestation-de-compensation-du-handicap-pch
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-02/ER1182.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042387458
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042387458
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042387458


フランス

仕事＆ケア

2019年のEuropean Parliament Directive on the Work-Life 

Balance for Parents and Carers（欧州議会による両親およびケア

ラーのワークライフバランス指令）について、フランスでは2020

年10月現在、そこで定められた義務の多くを果たしました。2022

年までに、すべてを実施完了するよう求められています。

家族連帯休暇は、従業員や自営業者が重病を患う大切な人を3か月

間支援できる制度です。この休暇は更新が1度でき、最大で6か月

間の休暇を取得できます。この休暇では雇用主からの支払いはあ

りませんが、終末期の支援では、休暇のうち21日分について、医

療保険から日割りの手当てを支払うことができます。

ケアラー休暇では、従業員（民間セクターおよび公務員）、自営

業者および求職者へ3か月（66日）まで有給を付与しています。ケ

アラーは、生涯の就労期間全体を通じて合計365日を上限として、

この休暇を使うことができます。休暇は1日単位でなくとも部分的

に利用でき、また延長や複数の期間にわたる利用も可能です。給

付の減額を避けるために、ケアラー休暇は失業保険支給額の計算

対象とはなっていません。2020年10月現在、1日当たりの手当は、

カップルで43.83ユーロ、単身で52.08ユーロと定められています。

支払いは、家族手当金庫およびMSA（農業者に特化した社会保障ス

キーム）から行われます。

ケアラー戦略では、企業の社会的責任（CSR）の必須要素として、

「社会部門」での交渉（代表する労働組合と雇用主の団体）で、

職場のインフォーマルケアラーに関する議論を含めるよう指示し

ています。このような交渉は、民間セクターの企業に影響を及ぼ

すものであり、企業では競争上の理由から、従業員と企業の社会

部門が同等に話し合える状況を維持することを目指しています。

2020年に発表された「Aid and 

Employment: a psychosocial approach 

to the careers and trajectories of 

caregivers」（援助と雇用：キャリア

と介護者が進む道への心理社会的アプ

ローチ）は、ケアラーの状況に関する

視点を得るための質的研究で、社会的

認知の向上や、公共政策および実践の

改善を目指したものです。最終的には、ケアラーの仕事や私

生活について他人が決めるのではなく、本人が情報に基づい

て選べる環境を作ることを目標としています。

2021年にはまず、以下のグループを支援するために、ワーク

ショップを実施することとしました。

• ケアラー：ケアの提供期間中に得た経験について、雇用の

観点から気づきを行う

• 関係者：ケアラーのスキル強化における自らの役割を明確

化する

• 採用担当者・雇用主：組織の全体的なパフォーマンスを最

大化させるために、ケアラーが持つ可能性を評価する

教育＆ケア

全国ケアラー戦略にある優先事項の6点目で

は、教育者がヤングケアラーのニーズにつ

いて気づき敏感に察するようコミットして

います。その中にはたとえば、柔軟な学習

スケジュールへの対応などが含まれます。

既得職業経験の認定制度（VAE）では、経験を学位の資格要

素として認めています。年齢や国籍、地位または研修レベ

ルに関わらず、当該資格に直接関係した経験が1年以上ある

ことを証明できれば、VAEの申請が可能です。この認定は、

学位や肩書、または専門資格であったりしますが、いずれ

にしても全国職業資格目録（RNCP）に登録される必要があり

ます。VAEは、労働市場への再統合を促進するのに役立つほ

か、家族介護者にとっては、医療セクターへのキャリアパス

を拓ける可能性があります。しかし、家族をケアする人たち

が必ずしもケアの仕事に就きたいと思っているわけではな

い、という点に注意することが重要です。

Agir pour les
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et de soutien

aidants
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ケアラー休暇についてケアラーや雇用主が理解するのを支援し、またケアでの休暇

要請で一貫したプロセスを開発する。

ケアラー休暇（1年まで取得可能）を有給休暇と協調させる。

教員および保健医療福祉専門職が、ヤングケアラーのニーズについて理解を深め、

またニーズへの支援・認識・対応や移行支援をより効果的にできるようにする。

チャンス・機会

· ·

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)
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フランス

福祉＆保健

要介護者の健康状態やケアラーの状況が複雑化していることに

より、地域でのコーディネーションが進んでいます。また神経

変性疾患（例：アルツハイマー病、パーキンソン病、多発性

硬化症）の患者には、長時間（3時間）の相談が行われます。

訪問では、患者のアセスメントやケアに加え、別個にケアラー

の詳しいアセスメントも行います。このようなアセスメント

は、ケアラーのニーズを把握し事前に介入するためにとても

重要です。

治療上の患者教育プログラムで、医療専門職はケアラーのニー

ズに対応する内容を組み込んでいます。これは、ケアラーが効

果的に貢献し続け、またその能力を強化できるようにするため

です。

2022年までには、PTA、MAIAおよび、複雑な医療や生活問題

のコーディネーション支援システム（DAC）を統合する、単一

窓口ができる予定です。 

• PTA（地域支援プラットフォーム）では、かかりつけ医

（GP）の要請で、複雑な健康問題を抱える人を支援します。

専門職が効果的に対応できるよう、患者のニーズに沿って支

援を展開し、また適切なサービスを組み合わせるとともに、

ケアラーにもシステムのコーディネーションや支援が行われ

ます。

• 2015年のASV法で強化されたMAIA（自律と包括的ケアのため

のネットワーク)では、自律を喪失した60歳以上の人の支援

を改善し、在宅生活の継続を促すことを目指しています。

• ヘルスネットワーク（Les réseaux de santé）は、医療専門

職（医師、看護師）や他の専門職（ソーシャルワーカー、事

務スタッフなど）の多職種グループです。

2020年9月現在、フランスには118のDACがあり、複雑なニーズ

のある人やそのケアラーへ、統合やコーディネートされた医療

や社会的支援を提供しています。

2015年の高齢化社会適応法では、共生型住宅の開発枠組みが

できました。この取り組みではグループホームやシェアハウ

スを提供し、年齢や病気、障害のために自立生活が難しくな

った人たちが地域生活を続けられるようにします.

住宅

シェアハウスでは入居者へ、個別のスペースとともに、交流

を促すための共同エリアが提供されます。このような住宅で

は、同じような症状の人と同居することもあれば、家族や若

い人たちと住むこともあります。

このような共生型の住宅モデルは、草の根運動として発展し、

たとえばFamilles SolidairesやLes Aidants Concepteurs 

d’Habitats Partagés et Accompagnésなど様々な団体が支

援しています。2018年にはAG2R LA MONDIALEとの連携によっ

て、7つの住宅プロジェクトがオープンしました。

2021年2月に政府は、今後2年間でフランス全国に600の共生型

住宅ユニットを建設する、と発表しました。

レスパイトケア

ケアラーのレスパイト（休息）は、ケアラーと要介護者の両方

のウェルビーイングとつながっています。レスパイトにはいく

つかの形態があり、たとえば要介護者支援を自宅で行うか施設

で行うか、短期か長期か、またレスパイトを要介護者と一緒に

過ごすかどうか、という選択肢があります。

レスパイトへの権利は、2015年の高齢化社会適応法 で採り入

れられました。レスパイトへの経済的支援の対象は、著しく自

律を喪失してケアラーの雇用を選択した高齢者のみに限定され

ています。金額は少なく、また政府への一部返済義務もあり、

これが相続者に課されることもあります。

全国ケアラー戦略では、疲弊を予防するためのレスパイトや支

援の必要性が挙げられています。全国で利用できるレスパイト

を倍増させるために、2020～2022年の間で、1億500万ユーロを

超える投資が行われました。

教育・支援・短期レスパイト

自律を喪失した人のケアラーを支えるために、支援やレスパイ

トのプラットフォームが構築されました。当初は、アルツハイ

マー病の人の日常的な支援に重点が置かれていましたが、その

後は病気の種類に関わらず、自律を喪失したあらゆる高齢者の

ケアラー支援へと拡大しました。フランスでは現在、支援やレ

スパイトのプラットフォームが100か所以上あります。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)
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フランス

健康＆ウェルビーイング（続き）

支援やレスパイトの各プラットフォームでは、独自のケアラー

サービスを提供しており、たとえば以下が挙げられます。

• セルフケアや支援へのアクセスに関する研修

• 家族が留守にできるよう、半日またはそれ以上の在宅レスパイ

トケア

• 保健福祉システムの支援へのアクセス（例：ケアラーや要介護

者専用の短期宿泊施設やデイケアサービス）

• 高齢者と大切な人が、一緒に時間を楽しんだり他の人と会った

りできるような、外での文化・社会活動

• ケアラーのネットワークグループ

• 心理カウンセリング 

（詳細リンク有）

日中レスパイトは主に、アルツハイマー病や関連の認知症の高

齢者を対象としています。デイケアによっては、パーキンソン

病など他の神経変性疾患や、身体面で自律を喪失した高齢者向

けの所もあります。日中レスパイトにはまた、自閉症の人が利

用できる所もあります。

日中レスパイトは、独立した団体が提供する場合もあれ

ば、EHPAD（要介護高齢者居住施設）が提供する場合もありま

す。後者では、施設の主要な活動に加えてレスパイト専用のス

ペースを設けて、サービスを提供しています。日中レスパイ

トでは大半の場合、ウェルビーイング改善に向けて計画された

活動を提供しており、終日または半日のサービスを行っていま

す。1回当たりの費用は、県議会が毎年定めます。デイケアへの

支払いでは、在宅APAを使うことができます。また、年金基金や

保険でも部分的に支払いが可能ですし、いくつかの自治体では

追加的な支援も行っています。

在宅レスパイト

新たなパイロットプログラム「リレー」は、3年間（2019

～2021年）の試験的事業としてDirection Générale de la 

Cohésion Sociale(DGCS)から認可されています。リレー

は、Baluchonage®に基づいた長期在宅レスパイトの画期的な

ソリューションです。このプログラムでは、専門職のガイド

が数日間（上限は6日間）連続（24時間体制）で在宅ケアラ

ーに代わって要介護者のケアを行い、ケアラーが一定期間休

めるようにします。代理ケア終了時に、この専門職は「付添

日誌」を書き、ケアラーへの支援や状況への介入策を提供し

ます。このようなプロジェクトは73か所で行われており、保

健医療福祉機関が「ボランティアワーカー」と共同で実験的

に取り組んでいます。

2021年までには規則を作成し、給料や納税義務、雇用形態、

そして全ての関係者にとって公平な契約の作成といった問題

に対応する予定です。またこのプロジェクトが採り入れられ

た場合には、研修やスーパービジョン、プログラムの継続的

評価も検討していく予定です。

Baluchon FranceやBulle d’airなどのプログラムは、ケア

ラーのための在宅レスパイトサービスです。このようなプロ

グラムによって要介護者は、一番快適な自宅で安全に暮らし

続けることができます。事業者はサービスの質を確保するた

めに、研修機関と連携して、職員のスキル維持向上に向けた

集中的な研修を行っています。教育費やリレーランナーへの

支払いは、AGEFOS PMEがカバーしており、ここはフランスで

職業訓練基金を管理する主要ネットワークです。コストは要

介護者のニーズによって異なり、また既存の給付金で一部補

われます。

施設レスパイト

2013年に設立されたFrance Répit Foundationでは3つの主な

目標を掲げており、具体的には（1）自宅で病気の人や障害

者、高齢者をケアする家族へ、施設やレスパイトサービスを

作る、（2）レスパイトを巡る科学的な活動を展開する、（3） 

保健医療福祉やメディア業界で働くインフォーマルケアラー

のレスパイトや支援を推進する、となっています。

2013年には、PRO BTP（フランスの建設業界団体）やAFM-

Téléthon（筋疾患に取り組むフランスの団体）との連携

で、VRF associationが設立されました。ここでは、ケアラー

や要介護者が安全で楽しい環境の中で、レスパイト休暇を過

ごせる場の提供を目指しています。

GRATH（障害者の短期［レスパイト］ホームのシンクタンク

およびネットワーク）は、専門職と親が1997年に立ち上げた

団体で、短期的なレスパイトの解決策の開発を目指していま

す。この団体では、障害や慢性疾患がある全年齢層の人を対

象とした、専門的な短期その他のレスパイトパッケージを推

進しています。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)
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フランス
健康＆ウェルビーイング（続き）

心理＆社会的サポート

障害者やケアラー向けのサポートラインが、2020年に立ち上が

りました。これは、家族介護者の全国戦略から生じた提言の一

つであるとともに、コロナ禍での孤立問題への対応として始ま

ったものです。Lescommunautés 360は政府のプログラムで、こ

こでは、ワンチームとして切れ目ない障害者支援に取り組むあ

らゆる関係者（事業者、政府、団体）が関わり、すべてを「包

み込み」連携した形で支援やサービスにアクセスできるように

することを目指しています。電話での相談者は、地域のチーム

「lescommunautes360」に紹介され、そこでは情報や支援を提

供しています。現在は86か所のlescommunautes360が稼働して

います。（詳細リンク有）

メモリー・ビストロは、記憶障害のある人やそのケアラーが集

まれる公共の場で、通常はカフェで実施されています。フラン

スでは、そのようなビストロが54か所あります。

Avec nos proches:この傾聴および情報提供ラインは、毎日午

前8時から午後10時まで受け付けています。2012年に立ち上が

ったこのサービスは、情報や資源を紹介するウェブサイトや、

ケアラーを代表するアドボカシーへと拡大しました。

チャンス・機会              レスパイトの選択肢について認知度を向上させ、ケアの状況に関わらず、

各地域で平等にレスパイトを利用できるようにする。

レスパイトの場を増やし、また民間資金と公的資金によるレスパイトの合理的なバランスを図る。自宅での

ケアラー支援を改善するために、医療や在宅支援の人材ニーズへ対応する必要がある。

慢性的な神経変形疾患の患者担当医が許可する3時間の自宅訪問（長時間訪問）を、あらゆる状態の要介護

者に採り入れ、ケアラー支援の改善を図る。

Cafés des Aidantsは、要介護者の年齢や病気に関わらず、あらゆる

ケアラーのための場所、時間および情報スペースです。会合は月に1

度行われ、ケアラー問題の専門知識があるソーシャルワーカーと心理

士が、共同でファシリテーターを務めます。各会合では、ディスカ

ッションを始めるためにテーマが提案されます。ここで目指している

のは、ケアラーが友好的な環境の中で、支援を受けたりアイディアを

交換したり他のケアラーと会ったりできる場を提供することです。

このコンセプトは、オンラインプラットフォームへと拡大しました。 

（詳細リンク有）

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

The first ca
fé in France was hosted in 2003 and they continue 

to develop across the country through the support of the French 

Association of Carers. C
afés are typically held once a month 

in an easily accessible community setting such as a library, 

restaurant or bistro. Cafés are coordinated and hosted by local 

organisations that are members of the French Association of 

Carers, which include hospitals, health agencies, municipalities 

and community support centres. The hosting organisation plans 

and arranges the event details, o
rganises specific activiti

es, 

arranges refreshments and coordinates attendance of a social 

worker and a psychologist. Every Café des Aidants is o
rganised 

around a theme and includes the following components:

• Accessing information: A presentation is made on 

themes around caring relationships, such as home support, 

relationships with care team, balancing work and care, self-

care and rights of carers. Th
e theme is se

lected to focus on 

available information and practical supports sp
ecifically for 

carers, not the condition of the person they are caring for. 

• Sharing experiences: Opportunities are provided for  

carers to mingle, get to know each other and share 

personal experiences and insight. 

• Emotional and psychological support: A
 psychologist 

and social worker liste
n to carers’ co

ncerns, help them 

identify and understand their feelings and behaviours, and 

equip them with coping strategies. 

To ensure the program’s consistency and quality across Fra
nce, 

the French Association of Carers has developed a fundamental 

philosophy, approach and delivery model that must be followed 

by local organisations in planning, organising and conducting 

a Café des Aidants in their community. A
greement to host a 

Café des Aidants requires an annual commitment that includes 

the following key elements: 

INITIATION 

• Creation of a partnership agreement between the French 

Association of Carers and the hosting organisation outlining 

respective roles and responsibilities

• Allocation of human resources: 1 psychologist (3
 hours/

month), 1 social worker (3 hours/month), 1 program 

manager (2 hours/month)

• Agreement to foundational requirements including:

 − A commitment to the program’s philosophy  

and methodology

 − Membership in the French Association of Carers 

 − Completion of a 2-day training for Café facilitators 

(psychologist and social worker) addressing: (i) th
e 

profile and needs of carers, (ii
) the program’s  

philosophy and objectives and (ii) s
imulation exercises 

IMPLEMENTATION

• Selection of location that is easily accessible with parking, 

in a social non-medical setting

• Arrangement for café to take place at least once every  

2 months, 2 hours per session 

• Open invitation to all types of carers 

• Facilitation of café by a trained psychologist and  

a social worker 

• Identification and approval of themes and topics fo
r  

the planned cafés over a 12-month period

COMMUNICATION

The French Association of Carers su
pports th

e hosting orga- 

nization with a communication/marketing toolkit th
at includes: 

• Official Café des Aidants logo and program name, “Café 

des Aidants of (city
/territory),” to

 be used on all materials 

• Key messages including philosophy, features and benefit 

statements

• Customizable flyers and posters to facilitate event 

promotion and awareness

• Templates for local press releases directed at local media 

and community news channels

• Suggestions for community collaboration and partnership 

building to support an all-inclusive event 

EVALUATION 

Use of the French Association of Carers’ evaluation strategy 

that includes annual measurement of input indicators (ca
rers, 

types of content, facilita
tors) and outcome indicators (ca

rers’ 

and particip
ants’ sa

tisfaction)

ADAPTATION

Particip
ation in an annual one-day training and the French 

Association of Carers’ A
nnual General Meeting to exchange 

experiences and lessons learned among Café des Aidants 

organisers and create new plans for future needs 

DISSEMINATION AND IMPACT

Since 2012, the number of Cafés des Aidants has grown ex-

ponentially, st
arting with 16 cafés in 2012, 140 in 2017 and 

190 in 2018. Located in communities across Fra
nce, the Cafés 

des Aidants are dedicated to supporting the well-being of carers 

by providing much-needed emotional and social supports. To
 

measure the effects of this exciting program, in 2016 the French 

Association of Carers commissioned a formal evaluation of the 

direct and indirect im
pact of attending Cafés des Aidants on 

the carers and the caring relationships. Conducted by external 

consulting firm KIMSO through the financial support of AG2R 

LA MONDIALE (a retirement pension fund), the evaluation was 

undertaken in two phases: 

• Phase 1 (October—December 2016)) – Qualitative 

survey with 56 semi-structured interviews held with carers 

(26), organisers (11) and facilitators (19). Particip
ants 

were recruited from 11 cafés across Fra
nce who have 

run the program for a few months to as long as ten years, 

representing urban and rural regions. 

• Phase 2 (January—March 2017) – Using the key elements 

of the qualitative survey, a quantitative assessment 

(provided in electronic and hardcopy formats) ca
ptured 

carers’ fe
edback and satisfaction following attendance at a 

Café des Aidants. A total of 140 locations were included in 

this phase, generating responses from 240 carers. 

“I realise I wasn’t the only 

one in this situation.”

66% attended the café to speak  

with and learn from health care 

professionals.

67% shared that their relationship 

with the care recipient has improved 

since attending the café.

78% felt recognized in their role  

as a carer.

For the health care professionals, 

facilita
ting the Cafés des Aidants  

has given them the opportunity to  

better engage with carers  

and improve their knowledge  

of carers’ liv
ed experiences.

82% found socialising with others 

brought them comfort.

88% of carers shared that the café 

has helped them realise that they 

are not alone.

91% felt the café was a safe place  

to express themselves without fear 

of being judged.

An inclusive social hub, Cafés des 

Aidants are a welcoming place for 

carers even after their caring role 

has ended.

42% reached out for services to 

support their daily caring activitie
s.

43% took tim
e for personal  

activitie
s for themselves.

72% felt better about their carer’s 

role and identified positive
 aspects  

of being a carer.

Cafés des Aidants are a source of 

information for carers —whether 

with or from others—including 

learning how to cope, access external 

supports and ask advice from other 

carers and health professionals.

58%

provide care for a relative  

with chronic disease

60%

visit r
egularly 

for over a year

45% 

provide care 

for spouses

85%

women

70%

over 60 

years old 

Carers are 

not alone

The social element of Cafés des 

Aidants helps carers gain a sense 

of normality.

Carers are  

connected

Building and reinforcing relationships 

through communication, understanding 

and respect is a
 common benefit of 

attending Cafés des Aidants.

Carers are 

recognised and 

empowered

The interactive format of Cafés des 

Aidants helps carers realise their value 

and acknowledge their own needs.

“I want to find support and exchange 

information about things that could help me 

to understand better my relative’s situation.”

Who attends?

Outcomes and Experiences of Cafés des Aidants®

IACO ’s strategic priorities focus on promoting global awareness of carers; recognizing the impact and influence carers have on care recipients’ health outcomes, health 
and social care systems; and establishing a Global Carers Strategy and Action Plan. Innovative Carer Practices feature IACO member organizations and their leading 
practices that advance these priorities. 

International Alliance 
of Carer Organizations

INNOVATIVE 
CARER PRACTICES
 Global Recognition, Impact and Action

CAFÉS DES AIDANTS®

Supporting the social and emotional dimensions of caring 

*A carer, caregiver or family carer 
is an unpaid individual, such as a 
family member, neighbour, friend 

or other significant individual, who 
takes on a caring role to support 

someone with a diminishing 
physical ability, a debilitating 

cognitive condition or a chronic life-
limiting illness. The terms caregiver, 

family carer and carer are used 
interchangeably by IACO members.

Social and emotional well-being are essential to health, wellness and quality of life.1 Humans 
have an innate desire to belong, to be engaged and to feel connected to those around us. 
Taking on a caring role for someone who needs help because of a physical or cognitive 
condition can have a profound impact on an individual’s life course and result in a sense 
of loss and social isolation.2 This Innovative Carer Practice showcases a national network of 
190 Cafés des Aidants® across France,which provide a friendly space for carers to get together, 
share experiences and access emotional supports. 

CONTEXT 
The psychosocial impact of caring is a multifaceted 
area with perceived satisfaction and discontent 
varying from one individual to another. Providing 
unpaid care to a friend or loved-one can make 
carers feel good about themselves, give meaning 
to their lives, provide opportunities to learn 
new skills and strengthen relationships and 
familial bonds. These rewards often co-exist with 
negative emotional repercussions such as feeling 
overwhelmed, increased isolation and loneliness as 
caring demands limit personal and leisure time. A 
study of carers conducted by the French Association 
of Carers3 in 2016 reported that:
• 59 percent feel alone
• 70 percent do not spend time on recreation
• 48 percent believe their health status has 

worsened because of their caring role 

A study across the OECD countries, The Impact 
of Caring on Family Carers,4 also indicated that 
carers, especially those providing a high level of 
care, experience greater social disadvantages and 
are more susceptible to mental health problems. 

Many carers find themselves taking on one pressing 
task after another without pausing to consider the 
impact on their own health and well-being. Even 

if they are aware of potential effects, they find it 
difficult to talk about their feelings or dismiss them 
because they believe they should be able to cope. 
Consequently, carers minimize and ignore their 
social and emotional difficulties due to guilt, fear 
of being judged or believing no one understands 
their situation. 

To promote carers’ health and overall well-being, 
greater attention must be given to the social and 
emotional dimensions of caregiving. The French 
Association of Carers is addressing this important 
area through the establishment of a network of 
Cafés des Aidants. Cafés des Aidants are held 
in a friendly, social, café-like environment with the 
goal of providing carers with a brief respite and 
opportunity to access psychosocial support. Cafés 
des Aidants are gatherings that carers can attend 
by themselves and experience a sense of belonging, 
normality, freedom and relief. Organized by 
local heath and social organizations, Café des 
Aidants are facilitated by a social worker and 
psychologist with knowledge of and expertise in 
carers’ emotional and social issues. The goal of 
Cafés des Aidants is to provide a positive space 
for carers to talk, share, learn and exchange with 
professionals and others in similar situations. 

A leading carer 
practice championed 

by IACO member 
“Association Française 

des Aidants”  to 
support carers’ 

psycho-social needs. 

Café des Aidants®  

Café des Aidants®  
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https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/communautes-360
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/numeros-de-telephone-utiles/360
https://bistrot-memoire.com
https://www.avecnosproches.com/
https://www.aidants.fr/vous-etes-aidant/participer-action-pres-de-chez-soi/cafe-aidants


フランス

CNSA（全国自律連帯金庫）では、自律を喪失した高齢者やその家族向

けの全国情報案内ポータルを運営しています。2015年に立ち上げられ

たこのポータルでは、全国で一貫した情報が確実に得られるようにな

っており、支援や手続き、施設、サービスについて、信頼性や質が高

く分かりやすい情報を提供しています。

Maison Départementale de l’Autonomieは、高齢者や障害者が関連

制度の情報へ一括でアクセスできる所です。旧CLIC（地域情報・コー

ディネートセンター）やMDPH（県障害者センター）のいくつかは、こ

こにとって代わられました（CNSAによる認定は、2015年の高齢者支

援に関する法律で可能となりました）。Maison Départementale de 

l’Autonomieの中には、自律支援給付の申請を出せる所もあります。

600か所あるCLIC（地域情報・コーディネートセンター）のネットワ

ークでは、高齢者関連の専門職や在宅ケアコーディネーターのチーム

を通じて、高齢者やその家族へ情報やカウンセリングを提供していま

す。紹介は、高齢者本人やその家族、社会サービス、担当医、または

保健医療福祉事業者や病院などからできます。秘密厳守かつ個別化さ

れたサービスが、無料で提供されます。（詳細リンク有）

研修は様々な団体が行っており、たとえばFrance Alzheimer, 

Alliance Maladies Rares、UNAFAM、France Parkinson、France 

AVC、Ligue contre le Cancer、APF、AFSEP、UNAPEI、UNAFなどが挙

げられます。新型コロナウイルスによって、多くのプログラムがオン

ラインへ移行しました。

他の資源を見ると、たとえばリオンのMétrople aidanteは3年間の試

験的プロジェクトで、ケアラーを支援する関係者のリスト作成に取

り組んでいます。

社会的保護の資源

Ma boussole（私のコンパス）は社会的企業で、公共や民間セクタ

ー、団体、医療心理社会分野の企業を活用してケアラーのために役立

つことを目指しています。このサイトは、それぞれのケアラーのニー

ズに対し、個別化された支援を提供するようデザインされており、

そこにはたとえば、仕事と生活の両立に向けたレスパイトや支援への

アクセスなどが含まれます。この資源には、各疾病の団体や施設の職

員、ソーシャルワーカーなどが配置されています。

Aidons les nôtresはケアラー向けのコミュニティ・ポータル

で、AG2R LA MONDIALEが資金を提供しています。このポータルで

は、専門家のネットワークによる記事にアクセスできます。AG2R LA 

MONDIALEから資金を得ているため、このサイトはすべて無料で提供さ

れ、広告もありません。

Essential autonomieはウェブベースの総合案内で、ケアラー向けの

情報や、ケアラー支援に特化したサービスの情報を提供しています。

チャンス・機会          

コロナ危機によって日常生活の問題や格

差が悪化し、その中には物理的およびデ

ジタル面での分断も含まれます。その

両方を経験している人は、情報や他の人

とつながる能力が著しく損なわれていま

す。オンラインへのアクセスができない

人たちへ、インターネットへのアクセス

やポータブル機器の提供を行って、教育

や研修が受けられるようにしたり、また

人びとが有意義な形でつながれるような

支援が必要です。

The French Association of Caregivers

では、ヤングケアラー・ワークショップ

を試験的に行っており、そこでは分野の

専門職や心理士と共同で、3時間のワー

クショップを3回実施します。この取り

組みでは、ヤングケアラー同士が出会っ

たり経験を共有したりする機会を作るこ

とを目指しています。各グループの参加

人数を制限することにより、打ち解けた

雰囲気の中でオープンに話し合うことが

できます。ですがコロナ関連の制限によ

り、このワークショップはまだ実施に至

っていません。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。
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https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sommes-nous
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/qui-sommes-nous
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/a-qui-s-adresser/la-maison-de-lautonomie
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centres-locaux-information-coordination-p-a---c-l-i-c---463.html
https://annuaire.action-sociale.org/etablissements/readaptation-sociale/centres-locaux-information-coordination-p-a---c-l-i-c---463.html
https://www.francealzheimer.org
https://www.alliance-maladies-rares.org
https://www.unafam.org/
https://www.franceparkinson.fr
https://www.franceavc.com
https://www.franceavc.com
https://www.ligue-cancer.net
https://www.apf-francehandicap.org/
https://afsep.fr
https://www.unapei.org
https://www.unaf.fr/
https://www.metropole-aidante.fr
https://www.maboussoleaidants.fr/
https://www.aidonslesnotres.fr
https://www.ag2rlamondiale.fr
https://www.essentiel-autonomie.com


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

フランスでのイノベーション

オンラインケアラー研修。Cafés des 

Aidantsのコンセプトに基づいて、French 

Association of Caregiversではケアラ

ーの研修・交流プログラムをオンライン

プラットフォームに拡大し、2017年に立

ち上げました。どちらの形態も、CNSAと

AG2R LA MONDIALEの支援を得て開発さ

れ、両方とも目標として、インフォーマ

ルで友好的な環境の中で、ケアラーたち

が話したり共有したり交流したりできる

場の提供を掲げています。

オンラインケアラー研修の中には6種類の

モジュール（それぞれ30分）があり、そ

こではケアラーが要介護者の状態を理解

したり、また支援を見つけたり地域資源

にアクセスする方法を学べるツールを提

供しています。このようなモジュールを

通じてケアラーは、ケア提供について理

解や知識を深め、対処方法を学び、また

燃え尽きたりしないよう自らの耐性や自

信を高めることができます。

The French Association of Caregivers（2003年設

立）は、ケアラーの役割に関する認知向上に取り組ん

でおり、公共機関や代表者団体と協力して、ケアラー

関連問題への対応や、ケアラーズカフェによるケアラ

ーへの直接的な支援、また介護の優れた実践の推進を

行っています。

French Association of Caregiversの以下の方々には、専門的なご助言や

質問へのご回答および本章原稿のレビューを行っていただきました。この場

をお借りして感謝申し上げます。 

- Clémentine Cabrières氏（所長） 

- Gwenaëlle Thual氏（会長）

出典： 

 – Anaëlle Cappellari (dir.), La reconnaissance des proches aidants : regards franco-

suisses et pluridisciplinaires, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2020, 

Collection du centre de droit social, 431 p. 

 – French Association of Caregivers. Retirement for Caregivers. Page 1. [Accessed: Sept 

2020].

 – フランス政府. (2019)ニュース. Aidants: une nouvelle stratégie de soutien（2020年10月

アクセス）

 – Isabelle Robineau. Les aidants familiaux : de leur reconnaissance à la fraternité. 

Philosophie. Université Paris-Est, 2018. Français. <NNT : 2018PESC0037>.

 – Olivier Giraud. La monétarisation de l’aide apportée par des proches : clivages 

éthiques et tensions identitaires

最も人気が高いのは、ケアの役割の限界、仕事・

生活とケアの両立、大切な人との関係性についての

モジュールです。

1年目の評価では、素晴らしい結果が示されました。

回答した153人のケアラーは、プログラムの内容・形

態・技術について、10点満点で7.80点と評価しました。

回答者の 91%は、このオンライン研修をケアラー
に勧めると述べていました。

このサイトには現在、年間で1万1000以上の訪問があり、2,000人以

上がプログラムの受講を始めています。

回答者の76%は、このプログラムを続けたいと思っていました。

67%のケアラーは、行動や決定の能力が上がったと感じていました。

これまでに、約1,865 人のケアラーが受講しました。
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https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://formation.aidants.fr/
https://www.aidants.fr/
https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35322-la-reconnaissance-des-proches-aidants-regards-franco-suisses-et-pluridisciplinaires
https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35322-la-reconnaissance-des-proches-aidants-regards-franco-suisses-et-pluridisciplinaires
https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/35322-la-reconnaissance-des-proches-aidants-regards-franco-suisses-et-pluridisciplinaires
https://www.aidants.fr/fiche-pratique-retraite-pour-aidants
https://www.gouvernement.fr/aidants-une-nouvelle-strategie-de-soutien
https://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/evenements-et-actualites-du-lise/la-monetarisation-de-l-aide-apportee-par-des-proches-clivages-ethiques-et-tensions-identitaires-1243344.kjsp
https://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/evenements-et-actualites-du-lise/la-monetarisation-de-l-aide-apportee-par-des-proches-clivages-ethiques-et-tensions-identitaires-1243344.kjsp


ドイツでは、Informal caregiver（インフォーマル介

護者）という言葉が最も頻繁に使われます。Informal 

caregiverとは、身体、精神または情緒的な病気・障

害によって長期的なケアを必要とする人へ、職業とし

てではなく在宅でケアを提供する人のことです。

人口密度...................... 240人/km
2 *

都市部人口.................... 76.3% *

中央年齢...................... 46歳 **

従属人口指数.................. 55.4 ***

* Worldometer 

** Eurostat 2019

*** Wikipedia

 

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。 

従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

ドイツ

ケアラーの数： 
4,927,000人

1

人口の5-6％
2

1 DIW Berlin による計算（2001～2012）：巻末の出典1を参照。

2 German Institute for Economic Research, DIW Berlin
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https://www.worldometers.info/world-population/germany-population/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjanind/default/table?lang=en
https://www.deutsche-familienversicherung.de/pflege/pflegezusatzversicherung/ratgeber/artikel/pflegegrade-definition-voraussetzungen-und-kriterien/
https://www.diw.de/de


ドイツ

チャンス・機会 

高齢者へのインフォーマルケア提供に対するスティグマへ対応

し、特に知識や認知度向上を通じてこれを実施する。

法律

ケアラーは、1994年5月のSocial Code-Book XI（社会法典第11編）の

Social Care（社会的ケア）で定義されており、第19条でインフォーマルケ

アラーは、身体、精神または情緒的な病気・障害によって長期的なケアを

必要とする人へ、職業としてではなく在宅でケアを提供する人、と定めら

れています。この法典ではまた、要介護者へ週に14時間以上ケアを提供す

るケアラーに、特定の社会的保護への権利が与えられています。

ドイツでは1995年、社会保障制度の5本目の柱として介護保険が導入されま

した（社会法典第11編：介護保険―SGB XI）。2009年以降、保険は全国民

に義務付けられています。

2015年1月1日に施行されたFirst Long-Term Care Strengthening Act 

(Pflegestärkungsgesetze – PSG I／第一次介護強化法）では支援が改善さ

れ、インフォーマルケアラーが無料でケア研修を受けられるようになった

ほか、年金・失業に関する権利も強化されました。続く第二次介護強化

法―PSG II (2015)では、要介護の定義が変更されたほか、医療サービス機

構（MDK）が用いる評価方法も更新され、また新たな5段階の要介護度がで

きました。PSG III (2017)では、要介護者やその親族（インフォーマルケ

アラー）へのマネジメント、コーディネーションおよびアドバイスサービ

スの役割が、自治体に移されました。

2008年のCare Leave Act（Pflegezeitgesetz／介護休暇法） に関する

2015年の新たな規則は、既存法を土台としています。変更点としてはた

とえば、「close family relation」（親しい家族関係）の定義が拡大さ

れ、祖父母、両親、義理の親族、継父母、配偶者、パートナー、きょうだ

い、子ども（養子や里子を含む）、孫が含まれるようになりました。

社会的認知 

ドイツには、全国的なケアラーの日や週間はありません。Wir Pflegenなど

ドイツの協会は2020年10月6日、欧州のケアラーデーに参加し、この日は欧

州およびドイツでケアを提供する親族への認識を新たにした、と述べてい

ます。

ヤングケアラー 

ヤングケアラーとは、自身がつながりや責任を感じる人（1人または複数）

を長期にわたって支援する、18歳以下の若者のことです。 

要介護者が心身の病気や障害、依存症または加齢に伴う変化によって支援

が必要な状態になると、ケアでかなりの義務が生じます。 

この役割を担う中で若者たちは、通常であれば成人が担うような多大な責

任を担うのです。

Jump Young Carers という作業グループでは、様々な状況下にいるヤング

ケアラーについて人々の関心を集めるとともに、ヤングケアラーへの支援

について諸機関の感度を高めるよう取り組んでいます。 

このグループには、教育・社会・医療部門の専門家のほか、青年ケアラ

ーや、元ヤングケアラー・青年ケアラーたちも積極的に活動に参加して

います。

IACOは世界中のケアラ

ーへの認知と認識を得

るために2012年に設立

されました。 
（詳細リンク有） 

International Alliance 
of Carer Organizations

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/41168/98433/F2065891732/DEU41168.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/41168/98433/F2065891732/DEU41168.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/41168/98433/F2065891732/DEU41168.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/english-version/topics/long-term-care/germanys-long-term-care-strengthening-acts.html
https://www.pflege.de/pflegegesetz-pflegerecht/pflegestaerkungsgesetze/
https://www.pflege.de/pflegegesetz-pflegerecht/pflegestaerkungsgesetze/
https://www.gesetze-im-internet.de/pflegezg/BJNR089600008.html
https://www.wir-pflegen.net
https://www.allipa.de/pages/JUMP_youngcarers.html
https://internationalcarers.org/


ドイツ

手当

ドイツでは、州や政府からインフォーマルケアラーに直接提供

される経済的支援はありません。ドイツ政府では介護保険を通

じて、要介護者にCare allowance（介護手当）または現物支給

での在宅ケアを提供しています。 

介護手当は、介護保険(LTCI)から要介護者に支払われる金銭給

付です。要介護者はこの給付金を、経済的対価として家族ケア

ラーに渡すことができます。介護手当の給付額は、本人の要介

護度によって異なります。要介護度1は最も軽度であり、たとえ

ば自立能力で軽い障害がある人などが含まれます。要介護度5は

重度の障害がある人です。要介護者は、ケアに適した住宅環境

の中で、親族またはボランティアからケアを受けていなければ

なりません。

SGB XIでまとめられている通り、2021年には、介護手当の増額

と介護保険の給付に関する変更が見込まれています。

介護手当は、移民ケアラー（例：東欧出身者）への支払いに使

うこともでき、これは特に24時間ケアが必要な時に多く見られ

るケースです。ドイツと派遣元の国の機関を通じて、法的要件

が課されます。24時間ケアを提供する移民労働者は、たとえば

ポーランドなどのサービス事業者に雇用されており、この人た

ちは介護保険基金の契約下に位置付けられてはおらず、個人的

に支払いを行う必要があります。また、保険会社が提供・支払

いを行うケアや支援サービスの一部のみを利用し、部分的に自

分でケアをアレンジすることも可能です。この場合、部分的な

現物給付に加えて、その割合に応じて介護保険から介護手当の

一部が支払われます(複合サービス)。（詳細リンク有） 

介護ニーズへ対応するための住宅改修費を支払う、特別手当も

あります。本人の資金源が他にない場合、各案件につき4,000ユ

ーロを上限として付与されます。要介護度がゼロであり、日常

生活で著しく制限がある人も、この手当を受給できます。

介護手当は、「所得」とは見なされません。これは非課税であ

り拠出も不要のため、働くケアラー（通常はパートタイム）

は、この手当を純所得にそのまま加えることができます。また

社会扶助でのミーンズテストでも、介護手当は考慮されませ

ん。

追加的なケアおよび休息サービス（SGB XI第45条b）は、要介

護度に関わらず、在宅でケアを受けている人たちへ一律で提供

され、デイケアやナイトケア、ショートステイ、prevention 

care（予防ケア）などのサービスに対して支払われます。

年金

介護手当は、年金所得に影響を及ぼしません。

介護保険ではSGB XI第44条に沿って、身体介護または家事援助

を週に14時間以上行うインフォーマルケアラーの、法定年金保

険を支払います。支払額のレベルは、毎週のケア提供時間数や

要介護度に基づいて決まります。ただしケアラーは、週に30時

間を超えて働くことはできません。週に30時間を超えて働く場

合は、ケアラー自身が年金保険を支払う責任があります。 

（詳細リンク有） 

状況によって、要介護者の介護保険がケアラーの社会年金保険

（SPI）をカバーすることがあります。受給要件には、週に14

時間以上ケアを提供することや、以下の内容が含まれます。

• 欧州経済領域（EEA）またはスイスに住んでいる

• 年に60日以上、ケアに携わっている

• 週に30時間を超えて有給で雇用されていない

• 老齢年金を満額で受け取っていない

2013年1月1日以降は、週に14時間以上の要件

を満たすために、複数の要介護者に提供され

るインフォーマルケアを合算できるようにな

りました。(詳細リンク有 ：107ページ）

Adequate social protection 
for long-term care needs  
in an ageing society
Report jointly prepared by the  
Social Protection Committee  
and the European Commission

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。
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https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflegegeld.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1111&langId=de&intPageId=4548
https://www.deutsche-familienversicherung.de/pflege/pflegezusatzversicherung/ratgeber/artikel/pflegegrade-definition-voraussetzungen-und-kriterien/
https://www.deutsche-familienversicherung.de/pflege/pflegezusatzversicherung/ratgeber/artikel/pflegegrade-definition-voraussetzungen-und-kriterien/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1111&langId=de&intPageId=4548
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/report_on_the_eesc_country_visits_to_uk_germany_italy_poland_0.pdf
https://www.jedermann-gruppe.de/zusaetzliche-betreuungsleistungen/
https://www.rki.de/EN/Content/Health_Monitoring/Health_Reporting/GBEDownloadsK/2015_3_informal_caregivers.pdf?__blob=publicationFile
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7724


ドイツ

チャンス・機会 

10日を超える休暇に対する経済的支援は、介護保

険制度を通じては提供されませんが、ケアラーは

無利子の貸し付けをBAFzAに直接申し込み、労働

時間の短縮による減収額の半分を毎月受け取るこ

とができます。 

この貸し付けは、インフォーマルケアラーの社

会的保護で大きな改善といえますが、2015年介

護休暇法でも結局、コストがシフトされた先

は、長期にわたり家族をケアする人たちでした

（Schneekloth, et al.）。

2015年の家庭・仕事・介護の調和を改善する法律

で定められた介護休暇の取得率は、低い状況が続

いています。 

その理由としては、借り入れの返済義務のほか、

給付の法的受給資格が、従業員数15人（パートタ

イムでは25人）超の企業に限定されている点が挙

げられます。

状況によっては、ケア提供期間中の年金クレジッ

トがケアラーに付与されますが、既に老齢年金を

満額受給している人にもこれを適用すべきです。

仕事＆ケア

2008年現在、要介護度1（自立やスキルで軽度の障害）以上の近

親者に在宅ケアを提供している人には、ケアラー休暇を取得する

権利があり、これは社会保険を継続した形での最長6か月の無給休

暇です（Care Leave Act, 2008／Pflegezeitgesetz／2008年介護

休暇法)。この休暇が義務付けられているのは、従業員が15人を

超える企業に限られています。休暇開始の10日以上前に、雇用主

へ書面で伝える必要があり、そこでは休暇の日付けや期間に関す

る情報を記載します。近親者にケアの必要性が突然生じた場合、

そのアレンジを行うために、就労者へ最長10日間の有給休暇が付

与されます。(詳細リンク有)

2012年1月には、在宅ケアを行う従業員を対象とした新

たな法律が施行されました（(Family Care Leave Act/

Familienpflegezeitgesetz - FPfZG ／家族介護休暇法)。この法

律では従業員が、雇用主と合意の上で、労働時間を週に15時間ま

で減らすことができ、最長で2年間適用されます。  

2008年介護休暇法と2012年家族介護休暇法は2015年、Law on 

the ‘better reconciliation of family, work and long-term 

care’ (Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, 

Pflege und Beruf／家庭・仕事・介護の調和を改善する法律）に

よって更に強化されました。上記の諸制度が、ドイツにおける現

在の介護休暇政策の法的枠組みを成しており、そこには以下の内

容が含まれます。

• 就労者が要介護の近親者へ在宅ケアを行っている場合、最長24

か月の部分的な休暇を取る権利

• 緊急での介護休暇を対象とした、最長10日間の給与補

償（通常は純所得の90％）。これは介護保険を通じて

Pflegeunterstützungsgeld（介護支援金）として支払い。

• 自宅以外（施設など）に住む未成年者へケアを提供する人が使

える家族介護休暇

• 終末期の家族を支援している人を対象とした、最長3か月の休暇

部分的な休暇を取ったり労働時間を短縮する従業員は、減収額の

半分について、Bundesamt für Familie und gesellschaftliche 

Aufgaben (BAFzA)/Federal Department for Family and Civil 

Society Affairs（連邦家族・市民社会任務庁）から無利子で借

りることができます。 

介護期間終了後は、借り入れ分を返済するまでフルタイムで働く

必要があります。

ドイツはEU加盟国として、新たに承認されたDirective on the 

Work-Life Balance for Parents and Carers (ワークライフ

バランス指令)で謳われるケアラーの権利要件を満たす必要が

あり、この指令では、ケアラー休暇と柔軟な勤務形態がカバー

されています。ドイツでは、ケアラーの休暇に対する権利につ

いては優れた制度があり、すでに上記指令の要件に沿っていま

す。一方で柔軟な勤務形態については、働くケアラーにとって

課題が残されていることが多く、これは文化的なバリアや雇用

主の後ろ向きな態度によるものです。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育
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https://www.bafza.de/
https://www.bafza.de/
https://www.bafza.de/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9438
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9438
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9438


ドイツ

仕事＆教育(続き)

教育＆ケア

成人の家族ケアラーの状況については研究が蓄積

されてきているのとは対照的に、ドイツではヤン

グケアラー特有の状況やニーズについて、ほとん

ど分かっていません。医療、社会、教育のどの部

門でも、ヤングケアラーという認識はありません

（Leu, et al.）。

2016年に行われた初のヤングケアラー実態調査

では、12～17歳の児童のうち5％がヤングケアラ

ーであると推定されています（Lux, et al.）。

ヤングケアラー・フレンドリー・スクールのコン

セプトでは、ケアラーでもある生徒たちのニーズ

へ敏感となるために、教員や生徒を支援すること

を目指しています。 

ヴィッテン・ヘアデッケ大学（2018）が連邦保

健省に代わって実施した調査によると、ドイツ全

国で約47.9万の児童や若者が、慢性的な病気や

要介護の親族をケアしています。支援の内容は、

調理、買い物、掃除など多岐にわたり、かなりの

介護業務を行うケースもあります。このような若

者の多くは、要介護や要支援の親族について非常

に心配している一方で、学校とケア以外にとれる

自由な時間が少なすぎ、身体的にきつい業務に携

わっていますが、自らの状況について話せる人が

誰もいません。

2018年1月には、「Pausentaste――誰かを

助けている人も、自分が助けを必要とする

時がある」というプロジェクトが始まりま

した。BMFSFJ（連邦家族・高齢者・婦人・

青少年省）によるこのプロジェクトでは、

基本的な相談サービスへのアクセスを通じ

て、全国のヤングケアラーを支援することを

目指しています。「一時停止ボタン」という

コンセプトでは、ケア提供からの一時休憩、

振り返り、支援の活用、自らの状況に関す

る匿名での相談というメッセージを強調して

います。これらの支援は、Pausentasteのウ

ェブサイトや電話、またはメールで利用でき

ます。またオンラインチャットでも、アド

バイスを受けられます。このサイトでは専

門職向けの資料も提供しており、たとえば

ヤングケアラーに関する学校での教材、出

版物、技術文献、研究などが掲載されてい

ます。

再雇用を希望するケアラーを対象

とした更なる職業訓練について

は、社会法典（SGB-III）に沿って

支援が提供されています。

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://www.pausentaste.de/
http://www.pausentaste.de
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=46596


ドイツ

心理＆社会的サポート

ドイツにおけるケアの質は、ケア専門職の人

手不足や劣悪な労働条件などが大きく影響し

ています。 

また、インフォーマルケアラーによるケアの

質も懸念されます。 

その結果、2008年より介護保険機関は、イン

フォーマルケアラーへ無料の介護研修プログ

ラムを提供するよう義務付けられています。 

インフォーマルな介護を受けている人は、認

定された介護施設または相談センターが提供

する相談サービスを利用するよう義務付けら

れ、ケアの質確保を図っています。 

2009年よりインフォーマル

ケアラーには、専門資格の

あるケアアドバイザーにケ

アの相談をできる法的権利

が認められており、これは

介護保険基金を通じて提供

されます。 

（詳細リンク有）

要介護度2以上の人のケアラーが事故にあっ

た場合、法定の障害保険が適用されます。

適用の評価は、要介護者の介護保険を通じて

行われ、これは介護提供時間の長さに関わら

ず実施されます。
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5. PFLEGE-QUALITÄTSBERICHT DES MDS NACH § 114A ABS. 6 SGB XI

Young Carer Helpは有限事業責任会社であ

り、病気の親族と生活する児童や、学校・ク

ラブ・助言センターを通じてそのような児童

と接する専門家たちの連絡窓口です。この団

体のウェブサイトでは、学校や地域でのヤン

グケアラー支援に向けた情報や実用的なコン

セプトが掲載されています。対面・電話・ビ

デオ会議での個別アドバイスでは、セラピス

ト、教育者および元ケアラーとの専門的な交

流ができます。アドバイスのサービスは、す

べて無料です。

Young Helping Hands では、ケアを提供して

いる児童、若者および青年に関する教育を提

供しています。病気の親族と生活する児童や

若者、また以前ケア提供の影響を受けた人や

この問題に関心を寄せる関係者（例：教育分

野の専門家）にとって、連絡窓口となってい

ます。この団体では、ケアラーである児童や

若者に関する他の資源と協力し、ヤングケア

ラーに代わって連携やアドボカシーを行って

います。他の公共団体（例：学校、大学）と

も協力し、ヤングケアラーを積極的に特定お

よび支援するための戦略作りに取り組んでい

ます。

レスパイトケア

2012年のAct to Reorient the Long-term Care 

Insurance 2012（(Pflege-Neuausrichtungs-

Gesetz ／介護転換法 )の下、ドイツ政府は数

々の給付を改善しており、その中には介護手当

の受給者を対象としたレスパイトケアや施設シ

ョートステイなどが含まれます。ケアラーを支

援するために、ショートステイ、デイケアおよ

びナイトケアが導入されました。（詳細リンク有）

ショートステイは年に56日まで補助金の対象と

なり、これは介護保険基金から支払われます

が、このサービスは施設で提供されなければな

りません。受給できるのは、要介護度2～5の人

全員と、病気や事故で突然ショートステイが必

要となった人です。

介護保険の補助金対象となるのは、ショートス

テイの一環として発生したケアの費用であり、

一括で支払われます。 

ショートステイに関わるその他すべての費用

は、利用者が自己負担しなければなりません。

要介護者がこの追加費用を支払えない場合に

は、社会福祉事務所が介入するか、親族が支払

います。 

追加のケアおよび休息サービスを通じて毎月定

額を受給している人は、この資金をショートス

テイの費用に使うことができます。

ショートステイに加えて、preventive care（予

防ケア）を使うこともできます。これは自宅で

提供され、年に6週間まで補助金の対象です。

ショートステイと異なり、予防ケアが使えるの

は、6か月以上ケアを提供しているケアラーに

限定されています。

二親等までの親族が予防ケアを利用した場合に

は、介護保険基金から介護手当が最大1.5倍支

払われます。

予防ケアは、休暇や病気などを理由として年
に6週間まで利用でき、ケアラーに代わって自
宅でケアを提供します。（詳細リンク有）

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。
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https://www.mds-ev.de/fileadmin/dokumente/Pressemitteilungen/2018/2018_02_01/_5._PflegeQualitaetsbericht_des_MDS.pdf
http://young-carer-hilfe.de/
https://young-helping-hands.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflege-neuausrichtungs-gesetz.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflege-neuausrichtungs-gesetz.html
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegefinanzierung/pflegeleistungen/zusaetzliche-betreuungsleistungen-entlastungsleistungen-entlastungsbetrag/
https://www.pflege.de/altenpflege/verhinderungspflege/


ドイツ

連邦家族・高齢者・婦人・青少年省では2011年より、情報ウェブサ

イト を運営しているほか、家族ケアラー向けに相談ホットライン

(Pflegetelefon)も実施しています。このサイトでは、介護のあらゆる側

面について情報やアドバイスを提供しており、たとえば使える給付、在

宅での支援、レスパイト、相談サービスなどを紹介しています。  

また「ケアサポート・ステーション」(Pflegestützpunkte)が医療および

介護保険基金によって立ち上げられており、これはドイツ16連邦州の裁

量で実施されています。これらのステーションにはケアアドバイザーが

おり、自分や親族のことで助けを求めている人に、アドバイスや支援を

提供しています。 

ケアアドバイザーは通常、看護師で、特に社会や社会保障法に関する専

門知識があり、相談者が選択肢を理解するのを助けてくれます。

ケアアドバイザーの多くは看護師で、家族やその親族ケアラーが使える

サービスの選択肢について、情報や専門知識を持っています。この人た

ちは、サービスへアクセスするために、事務書類や手続きのコーディネ

ートを手伝ってくれます。 

ケアアドバイザーが「ケアサポート・ポイント」で勤務している地域も

あり、これによってサービス提供者同士の効率的なネットワーク構築や

コーディネーションが可能となります。

教育＆研修

介護保険では、グループや在宅で個別のケア講座を提供してお

り、無償ケアラーは適切なケアを行うための実用的なスキルや、

疾病別でのケアの問題について学べます。 

実用的なスキルには、たとえば移動支援やポジショニングなどが

含まれ、また栄養や衛生面でのアドバイスも受けられます。講座

ではまた、ケアラーの疲労やストレス、物理的なニーズについて

も取り上げます。

チャンス・機会 

政府はコロナ禍がピークを迎えた頃、（高齢）要介護者

への家族ケアを推進するために対策を講じました。

変更点としてたとえば、ケア提供による短期欠勤への給

与補償であるケアラーへの助成金や、それに付随する休

暇の付与が、10日から20日へと倍増しました。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
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https://www.wege-zur-pflege.de/start
https://www.wege-zur-pflege.de/start
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/das-pflegetelefon--schnelle-hilfe-fuer-angehoerige/78686
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/pflegestuetzpunkte.html


ドイツでのイノベーション

Wir Pflegenは、分野を問わずすべての

ケアラーを対象とした、デジタルでの

セルフヘルプ（自助）ツール開発へ積

極的に貢献しています。

全国的な試験事業「親族ケアラーを

対象としたオンラインでのセルフヘ

ルプの取り組み」（OSHI-PA）は、

連邦保健省とノルトライン・ヴェス

トファーレン州（NRW）のTechniker 

Krankenkasse（訳注：大手健康保険会

社）が資金を提供しており、これに

よってスマートフォンのアプリ「in.

kontakt」の開発が可能となりました。

このアプリはセルフヘルプを目指した

もので、たとえば親族ケアラー同士の

交流を強化するためのピアサポートグ

ループなどが含まれます。

Wir Pflegen – – We Maintain（訳注：Google翻訳を

かけると「We care」と出てきます）は、ドイツで親

族をケアする人たちのアドボカシーおよび自助団体で

す。メンバーたちは、全国・連邦州・自治体でケアラ

ーを支援し、更なる権利を保証するとともに、在宅ケ

ア支援の強化や要介護者のケアを改善する、という目

的を共有しています。

Allianz pflegende Angehörige – Alliance of 

Caring Relatives（親族ケアラー同盟）は、あらゆ

る年齢層のケアラーを代表するアドボカシーグループ

です。

Stecy Yghemonos氏 (Eurocarers 事務局長) には、専門的なご助言や

本章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申

し上げます。

出典： 

 – 1.DIW Berlinの2001～2012年データ計算によるケアラー数推定であり、社会経済パネル調査

（SOEP）に基づく。これによると、成人の5～6％（410.6万～492.7万人）が定期的にインフォーマル

ケアを提供している。

 – Eurocarers. Towards carer-friendly societies. Eurocarers country profiles - Germany  

(ケアラーフレンドリーな社会に向けて：Eurocarers国別プロフィール［ドイツ］)

 – Eurostat. 2019. Population: Structure Indicators（人口：構造指標）

 – Leu, A & Becker, S. 2017. A cross-national and comparative classification of in-

country awareness and policy responses to ‘young carers（「ヤングケアラー」の国内

認識と政策対応に関する国際比較）. Journal of Youth Studies, 20 (6), 750–762. ISSN 

1367-6261

 – Lux, K. & Eggert, S. (2017). ZQP‐Analyse Erfahrungen von Jugendlichen mit 

Pflegebedürftigkeit in der Familie. In Zentrum für Qualität in der Pflege (ed.). ZQP‐

Report Junge Pflegende, 1st edn. ZQP: Berlin; 14–25.

 – Schneekloth, U., Geiss, S., Pupeter, M., Rothgang, H., Kalwitzki, T. & Müller, R. 

(2017). Studie zur Wirkung des Pflege-Neuausrichtungs-Gesetzes (PNG) und des ersten 

Pflegestärkungsgesetzes (PSG I). Abschlussbericht, Bundesministerium für Gesundheit, 

München: TNS Infratest, Link (Stand: 16.10.2017). 

 – Zwar, L., Angermeyer, M.C., Matschinger, H., Riedel-Heller, S.G., König, H.H., 

& Hajek, A. (2020). Public stigma towards informal caregiving in Germany: a 

descriptive study（ドイツにおけるインフォーマルケアへの社会的スティグマ：記述的研究）. 

Aging Ment Health. 29, 1–10. doi: 10.1080/13607863.2020.1758913. Epub ahead of print. 

PMID: 32347119.

バーチャルなセルフヘルプ

の拡大によって、親族ケア

ラーやセルフヘルプ・グル

ープは、様々なコミュニケ

ーションメディア（例：コ

ンピューター、タブレッ

ト、スマートフォン）やイ

ンターネットベースのコミ

ュニケーション（例：ビデ

オチャット、フォーラム、

ソーシャルメディアなどの

オンラインポータル）を使

って、守られた形でお互い

の交流や情報提供、支援を

行えるようになりました。

2018年10月にベルリンで試験版が発

表された後、このアプリは2019年初頭

に、あらゆるプラットフォームで利用

できるようになりました。in.kontakt

は無料であり、インフォーマルケアラ

ーたちはこのアプリを使って、ケアや

ケア提供に関する重要な情報にアクセ

スできるほか、仲間のケアラーたちと

もつながることができます。 

(詳細リンク有)
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画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.wir-pflegen.net/
https://www.wir-pflegen.net/
https://allipa.de/
https://eurocarers.org/
https://eurocarers.org/country-profiles/germany/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjanind/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjanind/default/table?lang=en
https://www.wir-pflegen.net/helfen/digitale-selbsthilfe
https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/


香港では、Caregiver（介護者）という言葉が最

も頻繁に使われます。Caregiverは家族であり、

つまり近親者に対してケアの責任があるという

ことです。

人口密度.................... 6,880人/ km
2 *

都市部人口.................. 100% **

中央年齢.................... 44.6歳 ***

従属人口指数................ 44.7 ****

* 香港政府, Hong Kong the Facts

** Worldometer

*** 香港統計局. Hong Kong Population Projections（香港人口予測） 2020–2069. 香港特別行政区, 2020

**** Wikipedia 

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100。  

 従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

香港

ケアラーの数： 
375,848人

1

人口の5%
2
 

1
   
他国の経験に基づいて、人口の5％と推定した値。

2 香港の人口（2020年）：7,516,975  (Worldometer)

International Alliance 
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https://www.gov.hk/en/about/abouthk/facts.htm
https://www.worldometers.info/world-population/china-hong-kong-sar-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www.worldometers.info/world-population/china-hong-kong-sar-population/
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香港

社会的認知 

The Hong Kong Carers Allianceと Carers Hong Kong は、ケアラーの

認知や支援を推進するために、10月の第3土曜日を「ケアラーデー」と

して働きかけており、要人や政府官僚たちに参加を呼びかけています。

第1回ケアラーデー祭りとシンポジウムは、2017年10月21日に開催さ

れ、ここではケアラーを応援したほか、家族へストレス軽減策や資料を

提供しました。

この数十年間で、いくつかのケアラー団体が設立されました。2017

年にはHong Kong Carers Allianceができ、この設立者はSalvation 

Army Carer Association、Hong Kong Carer Alliance for People 

with Dementia、City of Love、Grace Parent Associationおよび

Association of Parents of the Severely Mentally Handicappedとな

っています。 Hong Kong Carer Alliance for Dementia では、認知症

の患者やそのケアラーの権利を保護および認知することを目指してお

り、そのために様々な認知症の会議へ積極的に参加したり、地域での展

示イベントやネットワーキングイベントを開催しています。

法律

香港には、無償ケアラーを公式に認知・支援する法律がありません。

Hong Kong Council of Social Services（HKCSS、香港社会福祉協議会）

の高齢者サービス作業グループは2019年に、政策枠組みである（高齢者お

よび障害者のケアラー支援）を  

立法会の福祉サービス委員会に提出しました。ここで出された提言で

は、6点の優先的な柱の1つとして、ケアラーを公式に認知する必要性が含

まれています。 

Family Status Discrimination Ordinance 

FSDO、(家族状況差別条例）は、1997年

に可決されました。ここでは、家族状況

（つまりケアの提供）を理由とした差別を

解消する条文があり、また家庭の事情があ

る人の保護を明記しています。（詳細リンク有）

第1回香港認知症ケアラーフォーラム

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

https://carershk.org/
https://dementia.sjs.org.hk/sjs/tc/associate.php?id=39
https://www.legco.gov.hk/yr18-19/chinese/panels/ws/papers/ws20190222cb2-863-1-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr18-19/chinese/panels/ws/papers/ws20190222cb2-863-1-c.pdf
https://www.legco.gov.hk/yr19-20/english/panels/ws/papers/ws_n.htm#yr1920
https://www.eoc.org.hk/EOC/GraphicsFolder/showcontent.aspx?content=fsdo_i
https://www.eoc.org.hk/eoc/upload/ResearchReport/20188211629521937156.pdf
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香港

ケアラーの社会的認知（続き）

Carers Voice（ケアラーの声）は、Big Silver Communityが

始めた画期的な活動の一つです。ここではオンラインプラッ

トフォーム（例：Facebook、YouTube)を使って認知症患者の

ケアラーを惹きつけ、参加者たちが自分の思いを表現できる

ようにしています。

香港政府は、外国人家事労働者に研修を行って、ケアラーを

支援する取り組みを始めました。Pilot Scheme on Training 

for Foreign Domestic Helpers in Elderly Care（高齢者ケ

アでの外国人家事労働者研修に関する試験的事業）は、8つの

コア科目と4つの選択科目からなる総合的な講座です。この無

料研修は2019年から2020年の間に約950人へ提供され、2021年

も継続予定です。

Big Silver Community は、高齢者に重点を置いた慈善団体です。ここで

は、エイジフレンドリー・コミュニティの推進や高齢者ケアラーの支援

を目指しています。この団体では、月刊誌（BIG MAG）の発行を始めたほ

か、高齢者、NGO、企業、専門職およびメディアの社会的ネットワークを

構築するために、様々な画期的な地域活動も行っています。

チャンス・機会 

香港政府は、以下2つの活動で示され

るように、ケアラーへの支援強化策を

主導し始めました。 

1.香港統計局では最近の障害調査で、

ケアラーへの質問を史上初めて組み

込みました。同局はまた2021年の国

勢調査で、ケアラーの統計をデータ

トピックの一つに含めることを決定

しました。

2.中華人民共和国香港特別行政区政府

労働福祉局（LWB）はケアラー政策

の調査を始めており、これは2021

年中盤に完了予定です。この調査で

は、高齢者や障害者のケアラーに加

えて、サービス職員や専門職ともイ

ンタビューが行われ、ケアラーのニ

ーズ検討とともに総合的な政策提言

の策定を目指しています。

https://zh-hk.facebook.com/groups/carers.voice/about
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5gendPG0r0DaL40EXOf72HLmASBbcYmv
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_psfdh/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_psfdh/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_psfdh/
https://bigsilver.org/
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香港

直接的な経済支援

Dependent Parent and Dependent Grandparent 

Allowance（親および祖父母の扶養手当）は、扶

養している親や祖父母それぞれについて、本人

またはその（同居）配偶者が当該年分を申請で

きます。

Disabled Dependent Allowance 

（障害者の扶養手当）は、政

府の障害手当制度で受給資格

がある被扶養者をケアしてい

る場合、本人または配偶者が

申請できます。

香港の強制積立金制度は、 

現代年金制度の第2の柱であ

り、そこではインフォーマルな支援は考慮され

ません。したがって無償ケアラーには、ケア業

務に対する年金給付がありません。労働市場に

参加する人のみが、特定の年金制度から給付を

受けます。 

2011年に設立されたCommunity Care Fund(CCF、コミュニティケア基金）では、支援プログラムが試験的に実施されて

おり、政府が今後拡大して、正式な支援プログラムにできる取り組みを特定する際の参考としています。CCFは2014年6

月に、2か年の Pilot Scheme on Living Allowance for Carers of Elderly Persons from Low-income Families 

（低所得家族の高齢者ケアラー向け生活手当に関する試験的事業） を立ち上げました。これはケアラーの生活費を補

足するためのものであり、手当によって、要介護高齢者がケアラーの助けを得ながら適切なケアを受け、地域で年を重

ねられるようにします。受給者は「ケア提供時間記録」を自己申告し、これを期日までにサービス担当部署に提出しま

す。この申告を基に手当が毎月支払われますが、提出が遅れると手当の支払いが延期されます。高齢者のケアラー申請

者は、以下6点の受給資格要件をすべて満たさなければなりません。

1. 要介護高齢者は香港に住み、社会福祉局（SWD）の

Standardised Care Need Assessment Mechanism for 

Elderly Services（SCNAMES、高齢者サービスのケア

ニーズ標準アセスメント手順）で中度または重度の障

害判定があり、また2017年11月30日以前の段階で、

助成金対象介護サービス（つまり施設ケアサービス

［RCS］および／または地域ケアサービス［CCS］）の

Central Waiting List （CWL、中央待機リスト）に載

っていること。

2. 介護高齢者は、地域に住んでいること。

3. ケアラーは、ケア提供の役割を担う能力があり、また

ケア業務を毎月80時間以上行うこと。受給資格のある

高齢者を複数名ケアする場合には、毎月120時間のケ

アを行うこと。

4. ケアラーは香港居住者で香港に住み、また要介護高齢

者とどのような雇用関係も結んでいないこと。

5. ケアラーは Comprehensive Social Security 

Assistance（CSSA、総合社会保障援助）、 Old Age 

Living Allowance（OALA、高齢者生活手当）また

は、CCFのPilot Scheme on Living Allowance for 

Low-income Carers of Persons with Disabilities 

（障害者の低所得ケアラー向け生活手当に関する試験

的事業）第2フェーズで、同じ高齢者のケアへの手当

を他に受けとっていないこと。

6. ケアラーの家族が低所得であり、毎月の世帯収入 

（資産を除く）が社会福祉局の基準以下であること。

試験的事業の第2フェーズは2016年10月に始まり、第3フェーズは2020年に始まりました。第3フェーズでは

引き続き、高齢者のケアラーへ支援を提供しているほか、障害者のケアラーにも対象を広げています。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

https://www.gov.hk/en/residents/taxes/salaries/allowances/allowances/allowances.htm
https://www.gov.hk/en/residents/taxes/salaries/allowances/allowances/allowances.htm
https://www.gov.hk/en/residents/taxes/salaries/allowances/allowances/allowances.htm
https://www.gov.hk/en/residents/taxes/salaries/allowances/allowances/allowances.htm
https://www.mpfa.org.hk/eng/mpf_system/background/index.jsp
https://ecampusontario.pressbooks.pub/pensionfinance/chapter/topic-2-the-world-banks-five-pillar-framework/
https://www.communitycarefund.hk/en/index.php
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_supportser/sub_PCA/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_supportser/sub_PCA/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_standardis/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_standardis/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_centralwai/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_comprehens/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_socsecu/sub_comprehens/
https://www.swd.gov.hk/oala/index_e.html
https://www.swd.gov.hk/oala/index_e.html
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経済的支援（続き）

間接的な経済支援

高齢者はケアラーへ経済的に依存していることがあり、その場合に

ケアラーの経済的負担は、高齢者の住宅ニーズ支援によって軽減さ

れます。住宅委員会 では主に、公共賃貸で2種類の高齢者向け住宅

（Housing for Senior Citizens Units［ホステル式高齢者住宅］

とSelf-Contained Small Flats［独立型スモール住宅］）を提供し

ています。

Compassionate rehousing（思いやり住宅）は、

特別な住宅支援です。この対象となるのは、

特別な状況によって社会的および医療的なニー

ズがあり、緊急で長期的に住宅を必要としてお

り、かつ住宅問題の実現可能な解決策が他にな

い個人や家族です。 

 

Compassionate Rehousing
and

Alternative Housing Assistance

Upon receiving the enquiry, the caseworker will conduct initial screening 
having regard to the client’s circumstances.  If the client appears to meeting 
the eligibility criteria, the caseworker will conduct detailed social investigation 
and professional assessment through the means of contact including 
interview, visit, case consultation, etc. with the client, his / her family 
member(s), helping professional(s) and other parties concerned, etc.  

The client and related family member(s) have to provide all the required 
information and supporting documents about their family background, 
housing need, financial condition, available resources and supportive 
network, etc. for the caseworker’s assessment on their eligibility for CR 
recommendation.

The client and the related family member(s) are required to provide the 
supporting documents with regard to their individual circumstances.  In 
general, the documents include, but not limited to, Hong Kong Identity Card, 
Birth Certificate, documents regarding the marital status (e.g. Marriage 
Certificate / divorce decree), court order regarding the custody of the 
child(ren), income proof (e.g. salary statement, payroll slip), bank passbook 
/ statement, rental receipt, documents on asset / domestic property 
ownership, statutory declaration, and medical report / certificate (if 
applicable), etc.

If the client fails to provide the related information and supporting documents, 
the caseworker will not be able to complete the assessment and 
recommendation for CR.

 Handling Procedures
During the course in considering whether the case should be recommended 
for CR, the caseworker will in the meantime explore with the client on making 
use of other feasible means to resolve the housing needs.  If it is assessed 
that there is no other feasible means, the caseworker will conduct 
professional assessment having regard to individual case circumstances, 
including the social and medical needs (if applicable), and the financial 
condition of the client and the related family member(s) with reference to the 
income and asset limits set by HA for PRH application.  As the nature and 
complexity of as well as the resources and support network available to 
individual cases may vary, the caseworker will assess the eligibility for CR of 
each case with regard to individual circumstances with the information 
provided by the client and related family members. 

If the client is assessed to have met the eligibility criteria, the caseworker will 
furnish and submit a recommendation to the officer-in-charge / supervisor of 
the service unit for consideration.  To ensure consistency in assessment 
yardsticks, each case will be examined and endorsed by the respective 

District Social Welfare Officer of SWD who will then recommend eligible 
cases to HD.  

The processing time for CR may vary according to different case 
circumstances.  SWD will recommend eligible cases for consideration by HD 
as soon as practicable upon receipt of all necessary documents and 
completion of the related investigation and assessment.  The caseworker will 
inform the client in writing whether the case is recommended for CR or not.  

Upon receipt of the CR case recommended by SWD, HD will conduct 
detailed eligibility vetting on the cases including CMT, DPT and the 
residence rules, etc.  HD will proceed flat allocation for eligible cases and 
notify them of the flat allocation as soon as practicable.  In general, as CR is 
meant to meet the imminent and long-term housing need of the client, 
location preference will not be made in the recommendation as it will narrow 
the allocation scope and prolong allocation time.  Clients should also accept 
allocation of refurbished PRH units available.  

 Alternative Housing Assistance
SWD and HD have put in place an inter-departmental referral mechanism to 
handle the special cases of PRH transfer, splitting of PRH tenancy, addition 
of family member(s) to PRH tenancy and other housing assistance for PRH 
tenants and PRH applicants.  Under the established mechanism, HD will 
conduct the eligibility assessment and approval on the applications of PRH 
tenants and PRH applicants.  In case some of the requests cannot be 
acceded to under HD’s prevailing policy while the clients may appear to have 
social and medical grounds (if applicable) warranting special consideration 
or have welfare needs, HD may make written referral to service units of SWD 
or approved NGOs for follow-up or relevant assistance upon obtaining 
consent from the clients.

 Fees and Charges
CR and alternative housing assistance are free of charge.

 Enquiries

For enquiries on CR or alternative housing assistance, please contact the 
Hotline of SWD at 2343 2255.  For questions on case handling for individual 
cases under CR or alternative housing assistance, please contact the 
service unit concerned.

April 2016

Elderly Health Care Voucher Scheme(高齢者医療バウチャー制度）

は2009年に始まり、ここでは65歳以上の高齢者へ年に2,000香港ドル

分のバウチャーが提供されます。バウチャーは8,000香港ドルまで積み

立てが可能で、これは民間の医療サービスに使えますが、家族ケアラ

ーには使えません。

チャンス・機会           紹介した経済的支援では、利用資格の制約が多数設けられています。低所得家族の障害者および高

齢者の低所得ケアラー向け生活手当に関する試験的事業について、Sau Po Centre on Ageingが行ったコンサルタント調査（未発

表）では、重点目標の一つにケアラー手当政策の見直しが含まれています。この情報は、ケアラーへの経済的支援の改善に政府が

取り組む上で、参考となります。

IACO では、全世界でケア

ラーの生活を改善するため

に、6つの基本理念を定めま

した。

1．認知

2．機会平等

3．情報と知識

4．健康とウェルビーイング

5．雇用

6．経済的安定

International Alliance 
of Carer Organizations

https://www.gov.hk/en/residents/housing/publichousing/elderlyhousing.htm
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_family/sub_listofserv/id_221/
https://www.hcv.gov.hk/eng/pub_target_group.htm
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仕事＆ケア

Family Status Discrimination Ordinance（FSDO、家族状況差

別条例）では、家族状況（つまり近親者へのケア提供）を理由

とした差別を明確に禁止しており、これは雇用を含む様々な分

野をカバーしています。

The Equal Opportunities Commission（EOC、機会均等委員会）

は、FSDOに沿って実施規定（規定）を発表しました。この規定

は、FSDOの下で生じる自らの責任や権利について、雇用主や従

業員が理解するのに役立てることを目指したものです。EOCでは

苦情対応、調査および調停システムを運営しています。被害者

は、独自で民事訴訟を行うこともできます。

労働福祉局では雇用主に対し、仕事と家庭を両立する従業員を

支えるために、（法的な要件はありませんが）家族に優しい雇

用慣行を採り入れるよう奨励しています。そこにはたとえば、

特別休暇や柔軟な勤務形態、生活支援などが含まれます。

1970年代に政府は、家庭での外国人家事労働者雇用を許可する

労働政策を立ち上げました。この「money-for-care」（お金で

ケア）という解決策によって、家族が働けるよう、ケア提供の

役割を分担できるようになります。

チャンス・機会 

独立系の社会サービス団体や営利企業

の中には、組織の人事方針でケアラー

休暇を始めた所もあります。しかし香

港では、職場での対応実施は殆ど見ら

れません。フォーマルな対応策として

最も多く報告されているのは忌引き休

暇（30.8％）であり、また任意での対

応策では柔軟な労働時間（7.6％）が

最も多く見られます。働くケアラーへ

の支援の価値について理解を深め、協

力的な政策を採り入れる必要がありま

す（Lou他, 2017）。

ヤングケアラーの数や状況について理

解するとともに、支援策を特定するた

めに、更なる研究が必要です。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

https://www.eoc.org.hk/EOC/GraphicsFolder/showcontent.aspx?content=fsdo_i
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/showcontent.aspx?content=our work-what is eoc
https://www.gov.hk/en/residents/employment/recruitment/familyfriendly.htm
https://www.gov.hk/en/residents/employment/recruitment/familyfriendly.htm
https://www.gov.hk/en/theme/guidebook/employment/family/foreigndomestichelper.htm
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心理＆社会的サポート

ケアラー支援サービスでは、地域でケアラーが高

齢者のケアを行えるよう支援することを目指して

います。地区高齢者ケアセンター（DECC）、近隣

地域高齢者センター（NEC）、デイケアセンター／

高齢者ユニット（D/EおよびDCU）、総合在宅ケア

サービス（IHCS)および改善型在宅・地域ケアサー

ビス（EHCCS）など、大半の地域支援サービス機関

では、様々なケアラー支援サービスを提供してい

ます。年会費や個々のプログラムでの費用が発生

する場合もあり、これは各地域支援サービス機関

によって異なります。サービスには、以下のよう

な内容が含まれます。

• スキル研修や教育プログラム

• 自助や助け合いのグループ

• 資源コーナー

• 簡単なカウンセリングや紹介サービス

• 高齢者ケアに関する情報や参考資料

• リハビリ機器の実演や貸与

• 社会交流やレクリエーションの活動

Caregiver Support Model & Psycho-education 

Program on Empowerment: Development and 

Validation Project（ケアラー支援モデル＆エン

パワーメントに関する心理教育プログラム：開発

および検証プロジェクト）は、Simon K. Y. Lee 

Foundationと香港城市大学の共同事業です。成果

物としてたとえば、ケアラーのニーズアセスメン

ト・ツール、個別化されたケアラー介入計画ガイ

ドライン、ステップごとのケースモニタリングひ

な形、そして家族ケアラー支援に向けたケアラー

への資源やサービスに関する情報などが作成され

ました。これらのツールによって、虚弱高齢者の

家族ケアラーを支援およびエンパワーし、ケアラ

ーのストレスを軽減し、またケアラーの生活の質

（QOL）を改善する枠組みとして、検証済のケア

ラー支援モデルが実施できるようになります。

Hong Kong Federation of 

Women’s Centresは社会福祉局と

協力して、ケアラーが寛げるよ

う「ケアラーカフェ 」を10か所

で提供しています。

Caritas Jockey Club 

Resource and Support Centre 

for Carers では、ケアラー

向けにケアラー支援ホット

ラインを提供しています。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_carersuppo/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_districtel/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_neighbourhood/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_neighbourhood/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_daycarecen/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_daycarecen/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_618/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_618/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_enhancedho/
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_enhancedho/
https://elderly.bokss.org.hk/Special/subsection/en/57
https://elderly.bokss.org.hk/Special/subsection/en/57
https://elderly.bokss.org.hk/Special/subsection/en/57
https://elderly.bokss.org.hk/Special/subsection/en/57
https://elderly.bokss.org.hk/Special/subsection/en/57
http://www.simonkyleefoundation.org/en/
http://www.simonkyleefoundation.org/en/
https://www.cityu.edu.hk
https://www.womencentre.org.hk/En/About/
https://www.womencentre.org.hk/En/About/
https://sws.caritas.org.hk/carer/index.html
https://sws.caritas.org.hk/carer/index.html
https://sws.caritas.org.hk/carer/index.html


International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

香港

健康＆ウェルビーイング（続き）

チャンス・機会 

高齢者のケアを行いながら働く人のうち40％は、高い負担感、う

つ症状および家族機能の低下を同時に経験しており、既存サービ

スを超えた支援が求められます（Lou他,2019）。長期的には、ケ

アラーを中心とした政策を策定し、そこではケアラーの権利を守

りケアラーをエンパワーして、セルフケアと家族ケアの最適なバ

ランスを図れるようなサービスを提供する必要があります。

短期および中期的な施策には、以下が含まれます。

1. ケアラーのアイデンティティやニーズについて、社会的認知

を向上させる。

2. サービス情報へのアクセスを改善する。

3. テクノロジーを更に活用したサービスを展開する。

4. 働くケアラーを支援するための、画期的なサービスモデルを

試験的に行う。

5. 順応的な施策を推進する。

6. ケアラーの仕事と生活の統合を推進する。

レスパイトケア

社会福祉局では、高齢者と 障害者を対象とした施設レスパイト

サービス や、高齢者向け緊急入所サービスを提供しています。

施設レスパイトにはサービス費用がかかり、また期間の制限が

ありますが、高齢者向け緊急入所では、最初3か月間のサービス

費が免除されます。

障害者用施設レスパイトサービス：期間
は一般的に、連続して14日間以内とさ
れており、複数回の利用が可能です。

高齢者用施設レスパイトサービス：このサービス
の期間は24時間から6週間（＝42日）です。この
42日という期間はまた、12か月間での利用上限で
もあります。指定された施設レスパイトサービス
の事前予約は、6か月前から受け付けています。

高齢者向け緊急入所サービス：期間は原則3か月
以内となっています。ただし極めて特別な状況の
場合は例外措置が取られ、その際には紹介職員が
その理由および退所計画を出す必要があります。

デイケアセンターを通じたレスパイトは、高齢者、重度障害者および

幼児に提供されています。

総合在宅サービスでは、高齢者、障害者および社会的ニーズのある家

族へ、在宅レスパイトサービスを提供しています。

ケア提供には、貴重な心

理的メリットがあります

が、時間や手間がかか

り、ケアラーの健康やウ

ェルビーイングへかなり

の負担がかかることもあ

ります。

International Alliance 
of Carer Organizations

https://www.vesrrsep.swd.gov.hk/en
https://www.vesrrsep.swd.gov.hk/en
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健康およびサービス関連の一般向けオンライン情報は政府（例：医院

管理局、社会福祉局）、学術機関（例：Sau Po Research Centre on 

Ageing)およびNGO（例：Caritas Jockey Club Resource and Support 

Centre for Carers、656carer)が提供しています。

ケアラー支援サービスでは、高齢者ケアラー向けのスキル研修や教育プ

ログラムを提供しています。

非政府組織（NGO）でも、高齢者ケアラーへ教育研修を行っています

（例：CARE college［CARE大学］、SAGE Jockey Club Integrated 

Transitional Care Programme［SAGEジョッキークラブ総合移行ケアプ

ログラム］、J［ジョッキークラブ輝くケアラープロジェクト］）。

Sau Po Centre on Ageingでは、行動・心理症状（BPSD）や認知症ケ

アに関するケアラー向けの講座を設けており、修了者には証書が渡さ

れます。

チャンス・機会 

情報や教育研修は、提供されていま

すが断片的であるため、なかなか利

用しにくい状況です。高齢者ケアラ

ー向けに、ワンストップ情報プラッ

トフォームはあります（例： WeRISE 

– Stroke Family Empowerment 

Project［脳卒中の家族エンパワー

メントプロジェクト］、656carer）

が、これらは特定の疾患に限定され

ています（例：脳卒中、認知症）。

包括的なワンストップ情報プラット

フォームを開発して、様々なニーズ

を持つ多様なケアラーを支援できる

ようにするのが望ましいです。また

ケアラーが情報に基づいて意思決定

を行えるよう、ケアラーの知識向上

を図る学習コミュニティを構築する

ことも重要です。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

http://ageing.hku.hk/
http://ageing.hku.hk/
https://656carer.com/?fbclid=IwAR1IfvDuYLZkoIfJJIv7Yl0l62SNc7c0Lk0C6wWVcBc4Pm7LxnP9ZxyfPc0
https://www.swd.gov.hk/en/index/site_pubsvc/page_elderly/sub_csselderly/id_carersuppo/
https://www.bokss.org.hk/care-college?_lang=en
https://www.sage.org.hk/Service/CreativeSrv/%E8%B3%BD%E9%A6%AC%E6%9C%83%E3%80%8Ce%E5%AE%B6%E6%98%93%E3%80%8D%E9%9B%A2%E9%99%A2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A8%88%E5%8A%83.aspx
https://www.sage.org.hk/Service/CreativeSrv/%E8%B3%BD%E9%A6%AC%E6%9C%83%E3%80%8Ce%E5%AE%B6%E6%98%93%E3%80%8D%E9%9B%A2%E9%99%A2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A8%88%E5%8A%83.aspx
https://www.sage.org.hk/Service/CreativeSrv/%E8%B3%BD%E9%A6%AC%E6%9C%83%E3%80%8Ce%E5%AE%B6%E6%98%93%E3%80%8D%E9%9B%A2%E9%99%A2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E8%A8%88%E5%8A%83.aspx
https://womencentre.org.hk/En/Services/carer/jcabc/
http://ageing.hku.hk/en/Knowledge_Exchange/Training?year=2020
https://www.we-rise.hku.hk/
https://www.we-rise.hku.hk/
https://www.we-rise.hku.hk/
https://www.we-rise.hku.hk/


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

Carers Hong Kong (2018年設立）は、ケアラー、患
者グループ、分野横断的な専門職団体およびNGOの助
言を受け、ケアラーの政策やサービスの改善を推進
しています。

香港大学の以下の方々には、専門的なご助言や質問へのご回答および本章

原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げま

す。 

- Vivian Weiqun LOU博士（Sau Po Centre on Ageing所長、Department of 

Social Work & Social Administration准教授） 

- Benita Pui Yin CHENG氏（Sau Po Centre on Ageing研究助手）

出典： 

 – 香港統計局. (2015).Persons with Disabilities and Chronic Diseases in Hong Kong （香港

の障害者および慢性疾患患者） 香港特別行政区. 9月15日入手.  

 – Lou, W. Q. V. & Lai, W. L. D. (2017). Financial Impacts of Family Caregiving: An 

Investigation of the Moderating Effects of Workplace Accommodative Measures and 

Domestic Helpers（家族ケア提供の経済的影響：職場での対策および家事労働者の緩和効果に

関する調査）.中央政策組

 – Lou, V. W. Q., Chui, E., Fu, Y. Y., Wong, S. B. K., Cheung, E., Leung, R., Cheng, 

C., Leung, E., Szeto, R., Wong, K., & Choi, B. (2019). Family Caregivers Caring for 

Community-dwelling Older Adults: Profiles, Well-being and Unmet Needs（地域在住高齢

者の家族ケアラー：概要、ウェルビーイングおよび既存ニーズ）. 香港: Hong Kong Council of 

Social Service

ケラアー問題の認知度を向上させる 

ケアラーのための政策やプログラムに

関する取り組みを前進させる 

先進的なケアラー実践の普及や拡大

を、世界的に加速させる

IACO ’s strategic priorities focus on promoting global awareness of carers; recognizing the impact and influence carers have on care recipients’ health outcomes, health 
and social care systems; and establishing a Global Carers Strategy and Action Plan. Innovative Carer Practices feature IACO member organizations and their leading 
practices that advance these priorities. 
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INNOVATIVE 
CARER PRACTICES
 Global Recognition, Impact and Action

CAFÉS DES AIDANTS®

Supporting the social and emotional dimensions of caring 

*A carer, caregiver or family carer 
is an unpaid individual, such as a 
family member, neighbour, friend 

or other significant individual, who 
takes on a caring role to support 

someone with a diminishing 
physical ability, a debilitating 

cognitive condition or a chronic life-
limiting illness. The terms caregiver, 

family carer and carer are used 
interchangeably by IACO members.

Social and emotional well-being are essential to health, wellness and quality of life.1 Humans 
have an innate desire to belong, to be engaged and to feel connected to those around us. 
Taking on a caring role for someone who needs help because of a physical or cognitive 
condition can have a profound impact on an individual’s life course and result in a sense 
of loss and social isolation.2 This Innovative Carer Practice showcases a national network of 
190 Cafés des Aidants® across France,which provide a friendly space for carers to get together, 
share experiences and access emotional supports. 

CONTEXT 
The psychosocial impact of caring is a multifaceted 
area with perceived satisfaction and discontent 
varying from one individual to another. Providing 
unpaid care to a friend or loved-one can make 
carers feel good about themselves, give meaning 
to their lives, provide opportunities to learn 
new skills and strengthen relationships and 
familial bonds. These rewards often co-exist with 
negative emotional repercussions such as feeling 
overwhelmed, increased isolation and loneliness as 
caring demands limit personal and leisure time. A 
study of carers conducted by the French Association 
of Carers3 in 2016 reported that:
• 59 percent feel alone
• 70 percent do not spend time on recreation
• 48 percent believe their health status has 

worsened because of their caring role 

A study across the OECD countries, The Impact 
of Caring on Family Carers,4 also indicated that 
carers, especially those providing a high level of 
care, experience greater social disadvantages and 
are more susceptible to mental health problems. 

Many carers find themselves taking on one pressing 
task after another without pausing to consider the 
impact on their own health and well-being. Even 

if they are aware of potential effects, they find it 
difficult to talk about their feelings or dismiss them 
because they believe they should be able to cope. 
Consequently, carers minimize and ignore their 
social and emotional difficulties due to guilt, fear 
of being judged or believing no one understands 
their situation. 

To promote carers’ health and overall well-being, 
greater attention must be given to the social and 
emotional dimensions of caregiving. The French 
Association of Carers is addressing this important 
area through the establishment of a network of 
Cafés des Aidants. Cafés des Aidants are held 
in a friendly, social, café-like environment with the 
goal of providing carers with a brief respite and 
opportunity to access psychosocial support. Cafés 
des Aidants are gatherings that carers can attend 
by themselves and experience a sense of belonging, 
normality, freedom and relief. Organized by 
local heath and social organizations, Café des 
Aidants are facilitated by a social worker and 
psychologist with knowledge of and expertise in 
carers’ emotional and social issues. The goal of 
Cafés des Aidants is to provide a positive space 
for carers to talk, share, learn and exchange with 
professionals and others in similar situations. 

A leading carer 
practice championed 

by IACO member 
“Association Française 

des Aidants”  to 
support carers’ 

psycho-social needs. 

International Alliance 
of Carer Organizations

A leading  
carer practice 

championed by IACO 
member “Care Alliance 

Ireland” to build 
community capacity in 

supporting carers. 

*A carer, caregiver or family carer 
is an unpaid individual, such as a 
family member, neighbour, friend 

or other significant individual, who 
takes on a caring role to support 

someone with a diminishing 
physical ability, a debilitating 

cognitive condition or a chronic life-
limiting illness. The terms caregiver, 

family carer and carer are used 
interchangeably by IACO members.

Family carers represent a key part of social capital and are the backbone of all health and 
social care systems around the world. Caregiving duties range from assistance with activities 
of daily living and providing medical care, to navigating complex health and social care 
systems. Given the multifaceted and complex nature of the caring role, there is considerable 
evidence suggesting that carers have a significant need for specialised knowledge and skills 
to prepare them for the tasks they are expected to assume.1 This Innovative Carer Practice 
showcases an outcome-based training programme for health and social care professionals 
in Ireland, which aims to build their capacity to engage more effectively with carers. 

CONTEXT  
While caregiving can be a rewarding experience 
for many, it can also be challenging. Becoming 
educated about the person’s condition, learning 
practical approaches to care and understanding 
how to access local caregiver resources are 
essential for carers in order for them to feel a 
sense of control and adapt to their evolving caring 
role.2 It is also important for carers to learn how to 
manage stress and care for themselves in the midst 
of caring for another individual. Outcome-focussed 
and condition-specific educative interventions have 
demonstrated significant positive impacts for carers. 

There is no one-size-fits-all approach to caregiver 
training. Despite many common experiences, 
caregivers’ roles are highly variable across 
the course of caring. As such, engaging family 
carers in training can be a challenge and requires 
careful consideration of the individual’s specific 
needs, circumstances and goals. Although there 
is widespread agreement that family carers should 
be empowered with knowledge and information, 
professionals working in health and social services 
often have little understanding of how this can be 
achieved. Social and health care organisations 
have limited budgets and less-than-optimal access 

to evidence-informed interventions. Their level 
of knowledge and understanding of outcome 
measurements, specifically in the area of family 
carers’ support and well-being, are mediocre at 
best. As resources are becoming scarcer, it is more 
important than ever for organisations to ensure they 
are using their limited resources to deliver service 
and support that result in measurable benefits for 
the carers they engage with.

The Family Carer Training initiative, led by Care 
Alliance Ireland (CAI), aims to maximise the 
benefits of training and supports for family carers 
in Ireland. The initiative creates a space for expert-
led and peer-driven learning among health and 
social care organisations. It is designed to build 
upon practitioners’  pre-existing skills, knowledge 
and experience by sharing promising practices at a 
national and international level. It also emphasises 
the latest research and policy available, specifically 
in the area of measurement and outcomes. By 
providing carer-focussed information and training, 
health and social care professionals are equipped 
with the fundamental knowledge and skills to 
engage carers and ensure the delivery of high-
quality and effective family carer support. 

FAMILY CARER TRAINING
Building capacity for outcome-focussed carer support

IACO ’s strategic priorities focus on promoting global awareness of carers; recognizing the impact and influence carers have on care recipients’ health outcomes, health 
and social care systems; and establishing a Global Carers Strategy and Action Plan. Innovative Carer Practices feature IACO member organizations and their leading 
practices that advance these priorities.
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A leading  
carer practice  

championed by 
 IACO member 

“Carers UK”  
to increase 

awareness and 
recognition  

of carers

Carers are often described as the backbone of healthcare systems. Although they are vital to 
the provision of health and social care, carers themselves are often invisible and vulnerable. 
Their commitment to caring for individuals with disabilities, chronic health issues or frailty 
can have a significant impact on carers’ physical, emotional, social and financial well-being. 
This Innovative Carer Practice showcases the use of Carer Passports, a systematic approach 
widely adopted across the United Kingdom to recognise, value and support carers. 

CONTEXT 
A 2017 global carer survey released by 
Embracing Carers TM revealed that 28 per cent 
of unpaid caregivers feel their role as a carer 
is not recognised within their healthcare system, 
despite the critical role they play in the care 
recipient’s health.1 While carers are resilient and 
continuously adapt to their multiple roles, many 
feel alone and receive little guidance from formal 
health-care providers. As a result, carers often 
become hidden patients themselves because they 
neglect their own health needs. 

Recognising carers and encouraging them to 
self-identify is a significant challenge for most 
health and social care systems. Research by 
Carers UK confirms that over half of carers (54 
per cent) take over a year to recognise their 
caring role, almost one in four carers (24 per 
cent) take over 5 years and nearly one in ten (9 
per cent) take over 10 years.2 Feedback from 
carers suggests that healthcare professionals only 
identify 10 per cent of carers who they come in 

contact with.3 Lack of identification can result 
in missed opportunities to provide necessary 
carer supports and can exacerbate a potentially 
harmful situation. 

The use of Carer Passports as a recognition and 
support strategy is an innovation championed 
by Carers UK, in conjunction with Carers 
Trust, through funding from the Government 
Department of Health and Social Care for 
England. The goal is to embed identification, 
recognition and support for carers into the 
fundamental practices of an organisation or 
community. Hospitals have been identified as an 
ideal place to begin the widespread application 
of Carer Passports, given this is often the place 
where an individual’s caring journey either 
begins or increases in intensity. By facilitating 
the use of Carer Passport schemes in hospitals 
across the UK, the result will be a more ‘carer 
friendly’ health care system. 

* A carer, caregiver or family carer is an unpaid individual, such as a family member, neighbour, friend or other significant individual, who takes 
on a caring role to support someone with a diminishing physical ability, a debilitating cognitive condition or a chronic life-limiting illness. The terms 
caregiver, family carer and carer are used interchangeably by IACO members.

CARER PASSPORT
Facilitating healthcare integration through ‘carer-friendly’ schemes
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IACO ’s strategic priorities focus on promoting global awareness of carers; recognizing the impact and influence carers have on care recipients’ health outcomes, health 
and social care systems; and establishing a Global Carers Strategy and Action Plan. Innovative Carer Practices feature IACO member organizations and their leading 
practices that advance these priorities.
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*A carer, caregiver or family carer 
is an unpaid individual, such as a 
family member, neighbour, friend 

or other significant individual, who 
takes on a caring role to support 

someone with a diminishing 
physical ability, a debilitating 

cognitive condition or a chronic life-
limiting illness. The terms caregiver, 

family carer and carer are used 
interchangeably by IACO members.

Knowledge is a powerful medicine. No matter what stage an individual is at in the caregiving 
journey, having access to the right information can help carers better understand their role, 
find appropriate supports and maintain their sense of self and well-being. This Innovative Carer 
Practice showcases a community-centric initiative in Taiwan that is supporting and empowering 
individuals along their caring journey and beyond. 

CONTEXT  
In today’s world, individuals are living longer with 
a greater possibility of experiencing an illness or 
disability that will require care and support.1 Given 
this reality, it is likely that most of us will be called 
upon to take on a caring role to support someone 
with a diminishing physical ability, a debilitating 
cognitive condition or a chronic life-limiting illness. 
In what can seem like overnight, a carer becomes 
a physical caretaker, emotional supporter, care 
coordinator and/or financial navigator for their 
family member, loved-one or friend. Across the course 
of caring, carers face an evolution of changing needs, 
required knowledge and skills, health and social 
systems to navigate and changing relationships with 
the individual they are caring for.2 Although a carer’s 
effort, understanding and compassion are essential 
to the health and well-being of a care recipient, many 
individuals do not identify as being a carer and 
therefore do not access available support.3 When 
asked, carers often say they are fulfilling their familial 
duty or simply doing the right thing. 

There are 760,000 carers (also known as family 
caregivers) in Taiwan who provide care for an 
average of 9.9 years.4 Under Taiwan’s Ten-Year 
Long Term Care Plan 2.0 family members and other 
unpaid caregivers can apply for case management, 
respite services, support groups, counseling, care 
skills development classes  and financial subsidies. 
However, only 15% of carers use the government-
funded resources, while 55% provide care without 
any additional supports and 30% employ foreign 

caregivers.5 Often, carers are not aware of available 
supports and do not know what to ask for or who 
to turn to for help. 

East Asian culture highly values a Confucian 
philosophy of filial piety where unpaid caring 
is believed to be a natural extension of one’s 
commitment to parents and sense of honour.6  This 
family-centred construct can influence a carers 
comfort in seeking external support, especially 
when caring is regarded as a private “family matter”. 
Notwithstanding important norms, carer’s need 
access to information and relevant support services 
to sustain their important caring role and maintain 
their own health and well-being. 

The Taiwan Association of Family Caregivers 
is building awareness and empowering local 
communities to become actively involved in 
recognising, supporting and connecting carers. 
Carer Cafés are community-centric, locally operated 
and supported initiatives across Taiwan that aim to: 
1. improve identification of carers and help carers 

recognise their own needs;
2. increase awareness of and referral to long-term 

care resources and support services in the 
community; 

3. offer carers a space to take a short “break”; 
4. help carers to re-enter the workforce after the 

caring journey; and 
5. cultivate social responsibility in supporting 

carers among the community  

A leading carer 
practice championed 

by the “Taiwan 
Association of Family 
Caregivers” to foster 
collective movement 
and commitment to 

action for carers.

CARER CAFÉ 
Recognising and connecting carers through a grassroots approach

IACO ’s strategic priorities focus on promoting global awareness of carers; recognizing the impact and influence carers have on care recipients’ health outcomes, health 
and social care systems; and establishing a Global Carers Strategy and Action Plan. Innovative Carer Practices feature IACO member organizations and their leading 
practices that advance these priorities.
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Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://carershk.org/
https://www.statistics.gov.hk/pub/B71501FB2015XXXXB0100.pdf
https://www.statistics.gov.hk/pub/B71501FB2015XXXXB0100.pdf


インドでは、Family caregiver（家族介護者）

という言葉が最も頻繁に使われます。Family 

caregiverとは、障害、長期的な疾病または加齢

に伴う症状がある人へケア、支援または援助を

提供する家族のことです。

人口密度...................... 464人/ km
2 *

都市部人口.................... 35% *

中央年齢...................... 28.4歳 *

従属人口指数.................. 48.7 **

* Worldometer

**Wikipedia 

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。 

 従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

インド

ケアラーの数： 
138,327,941人

1

人口の10%
2
 

1
 
他国の経験に基づく推計。

2インドの人口（2020年）：1,383,279,413(Worldometer)

International Alliance 
of Carer Organizations Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.worldometers.info/world-population/india-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www.worldometers.info/world-population/india-population/


インド

法律

インドでは、家族ケアラーは公式に認知されていないものの、法律でケ

アラーの責任について述べている箇所がいくつかあります。 

2007年に成立し2019年に改正されたRights of Persons with 

Disabilities Act（障害者の権利法）（親および高齢者の扶養と福祉

法）では、子供が親のケアを行うよう義務付けられています。2019年の

改正で子供の定義が拡大され、継子、養子、義理の子供および未成年児

童の法的保護者が含まれるようになりました。子供はケアラーとして、

実際の家族ケア活動のほか、扶養裁判所からの命令があった場合には、

親に扶養料を毎月支払わなければなりません。違反した場合には罰金や

懲役が科されますが、これらの罰則も厳しくなりました。この法律では

また、在宅ケアの要件を定めているほか、病院に対して高齢者用施設を

設けるよう義務付けていたり、警察には各県（インドには718の県があ

ります）で高齢者担当部署を設けるよう求めています。2007年版の法律

では、ジャンムーとカシミール地域が免除されていましたが、この免除

はなくなりました。

2016年のRights of Persons with Disabilities Act（障

害者の権利法）ではケアラーの定義が、障害者にケア、支

援または援助を有償または無償で提供するあらゆる人とな

っており、そこには親や他の家族も含まれます。この法律

では、支援ニーズが高い人のケアラーを対象とした、ケア

ラー手当の要件をまとめています。

2017年のMental Health Act（精神保健法）ではケアラー

の定義が、「精神疾患のある人と同居し、その人へのケア

提供で責任を負う人であり、そこには親族や、上記機能

を遂行する他のあらゆる人が含まれ、報酬の有無は問わな

い」となっています。

家族は、高齢者の主介護者として役割を担うよう期待され

ています。インドでは、子供や孫との多世代同居が広く見

られます。 

2011年のNational Policy on Senior Citizens（全国高

齢者政策）では、家族が自宅で高齢者にケアや支援を提

供できるよう、家族システムを強化する必要性について

述べています。施設ケアは、「最後の手段」として説明

されています。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.prsindia.org/billtrack/maintenance-and-welfare-parents-and-senior-citizens-amendment-bill-2019
https://www.prsindia.org/billtrack/maintenance-and-welfare-parents-and-senior-citizens-amendment-bill-2019
https://www.ncpedp.org/sites/all/themes/marinelli/documents/Rights%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20(RPWD)%20Act%202016.pdf
https://www.ncpedp.org/sites/all/themes/marinelli/documents/Rights%20of%20Persons%20with%20Disabilities%20(RPWD)%20Act%202016.pdf
https://www.prsindia.org/uploads/media/Mental%20Health/Mental%20Healthcare%20Act,%202017.pdf
http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/dnpsc.pdf
http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/dnpsc.pdf


インド

ケアラーの社会的認知（続き）

社会的認知

Carers Worldwideは、村レベルのケアラーグ

ループを連合させてクラスターレベルのグル

ープを作り、さらに県レベルで5つのケアラ

ー連盟を設立するよう支援してきました。ま

たカルナータカ、アンドラ・プラデーシュ、

ジャールカンドおよびオリッサの4州では、

州レベルのケアラーフォーラムが結成されま

した。これらの連盟は年に4回会合を持ち、

村のグループで出された課題への対応を検討

したり、政府や他の関係者との取り組みつい

て計画を立てたり、県レベルでのイベント

を企画したりします。 （詳細リンク有）

政府関係者は現在、ケアラーの個別およびグループとしてのニーズを認識しています。た

とえばカルナータカ州政府の障害担当長官は2018年に、ケアラー支援および州全体での取

り組み拡大に向け、100％のコミットメントを発表しました。カルナータカの障害センサス

では、ケアラーに関する質問が含まれましたが、政権交代とCOVID-19によってセンサス実

施が遅れています。

目標は、草の根レベルでのケアラーの取り組みから、市民社会の力強い運動へと移行して

いくことです。2019年末までに、7万3000のケアラーや家族に働きかけを行いました。

チャンス・機会            県、州および国レベルで家族ケアラーのまとまった意見を強

化し続け、政策の取り組みで無償ケアラーが認知されるようにする。

National Council for Senior Citizens（高齢者全国評議会）に家族ケアラーが含まれてい

ないため、そこで代表されるよう働きかける。

政策や実践に、ケアラーを組み込むよう推進する。Carers Worldwideでは州レベルのケアラ

ーフォーラムと連携して、州レベルの行動計画を作成しているほか、他の団体や政府向けに

様々なツールキットも作成して、政策や実践でケアラーが更に多くかつ効果的に組み込まれ

るよう取り組んでいます。Carers Worldwideは2021～2022年に、India National Alliance 

of Carersを結成する予定です。

州レベルのケアラーフォーラム

県レベルのケアラーフォーラム

クラスターレベルの委員会

地域レベルのケアラーグループ

ネパールネパール

南アジア・ケアラー連盟

国レベルのケアラー連盟

州レベルのケアラーフォーラム 州レベルのケアラーフォーラム

県レベルのケアラーフォーラム

クラスターレベルの委員会

地域レベルのケアラーグループ

インドインド

県レベルのケアラーフォーラム

クラスターレベルの委員会

地域レベルのケアラーグループ

バングラデシュバングラデシュ

結成予定 結成済で活動中

国レベルのケアラー連盟 国レベルのケアラー連盟

州レベルのケアラーフォーラム
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インド

手当＆税優遇策

インドのケアラーは、どのような形のケアラー手当も受け取っていません。 

2011年のNational Policy on Senior Citizens（全国高齢者政策）では、

高齢家族にケアを提供している人へ、税優遇策を講じるよう求めていま

す。

身体または精神障害者のケアラーは、所得税控除を受けられます。1961年

のIncome Tax Act（所得税法）第80条DDでまとめられているように、身体

的または精神的な健康問題による要介護者の障害レベルに基づいて、ケア

ラーは所得税で一定額の控除が受けられます。この法律は最近改正され、

控除額が引き上げられました

2016年のRights of Persons with Disabilities Act（障害者の権利法）

では、支援ニーズの高い

障害者を対象とした、ケ

アラー手当の条項があり

ます。しかしこの手当が

提供されているのは数か

所の県のみであり、どの

州でも公式に実施されて

いません。（詳細リンク有）

年金

インドでは、社会保障給付があまり普及しておらず、就

労関連の年金は、フォーマルな労働に従事している人の

うちわずか10％程度にしか提供されていません。他の年

金は、高齢者、遺族および障害者に提供されています。 

（詳細リンク有）

ケアラーに特化した年金はありませんが、Indira 

Gandhi National Old Age Pension Scheme（IGNOAPS、

インディラ・ガンディー全国高齢者年金計画）では、非

拠出制の年金を提供しており、対象となるのは貧困ライ

ン未満の世帯に住む60歳以上の人です。また上記対象者

で孫や女性のケアも行っている高齢者には、追加で資金

が提供されます。

チャンス・機会 

民間や公共セクターを通じて、家族ケアラーへ経済的支援を直接提供する。

高齢者の家族ケアラーへ税優遇策を提供し、ケア提供が実質的にも経済的にも可能となるようにする。

IGNOAPS政策を拡大し、60歳以上の貧困者で、孫や女性に限らずあらゆる人（例：障害のある息子、夫

など）のケアラーを対象に、追加の年金が提供されるようにする。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
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http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/dnpsc.pdf
https://www.incometaxindia.gov.in/pages/acts/income-tax-act.aspx
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https://link.springer.com/article/10.1007/s12126-016-9243-9
https://vikaspedia.in/schemesall/schemes-for-senior-citizens/indira-gandhi-national-old-age-pension-scheme
https://vikaspedia.in/schemesall/schemes-for-senior-citizens/indira-gandhi-national-old-age-pension-scheme


インド

仕事＆ケア

インドの雇用法では、ケアラーの権利に関する規定がありま

せん。（詳細リンク有）

インドでは、働く人の大半がインフォーマルセクターに所属

しているため、たとえば有給や柔軟な勤務形態などの福利厚

生がありません。

Carers Worldwideが行った調査では、カルナータカ、ジャー

ルカンド、オリッサおよびアーンドラ・プラデーシュの各州

農村部に住む無償ケアラーやその家族のうち、貧困生活を送

っているのが97％までのぼることが分かりました。Carers 

Worldwideでは、無償ケアラーが生計を立てられるよう、主

にケア提供と並行してできる在宅でのビジネスを通じて支援

しています。経済的支援は、ケアラーグループを通じてロー

ンが行われており、これが参加者たちにとって更なるエンパ

ワーメントや支援となります。

2005年に成立したMahatma Gandhi National Rural 

Employment Guarantee Act（MGNREGA、マハトマ・ガンディ

ー全国農村雇用保障法）が、地域レベルで支持および適用さ

れることで、雇用の機会を得ている家族ケアラーたちもいま

す。Commonwealth Foundationが資金を提供しているプロジ

ェクトを通じて、このプログラムを知っていたり利用してい

るケアラーの数が増えています。（詳細リンク有）

COVID-19発生以降、都市部の（特に多国籍企業の）雇用主の

間で、ケアラーが担う重要な役割について認知度が高まって

います。Carers Worldwideでは、家族ケアラーでもある従業

員への支援で企業にアドバイスを行うために、研修やコンサ

ル用のパッケージを作成しています。

教育＆ケア

2009年のRight of Children to Free and Compulsory Education 

Act（無償義務教育に関する子供の権利法）では、6～14歳のあらゆる

児童は初等教育を終了するまで、近隣地域の学校で無償義務教育を受

ける権利がある、と定めています。（この法律は、ジャンムーとカシ

ミールの2州では適用されません。）この法律によって事実上、障害

児をケアする家族ケアラーは、日中レスパイトを受けられることとな

ります。しかし実際には障害児の大半が、普通学校にアクセスできな

かったり受け入れられなかったりしています。さらに、この法律がヤ

ングケアラーを含む、と明示した具体的な条項がありません。ヤング

ケアラーはケア提供という役割のために、退学したり出席が不定期に

なりがちだということは、既に分かっています。

Carers Worldwideでは、ヤングケアラーを特定し、ヤングケアラーと

協力して復学できるようにするとともに、ヤングケアラーのグループ

で社会的なつながりを作れるようにしたり、福祉的なアセスメントや

支援を行ったりして、状況を変えていくよう取り組んでいます。2012

年以降、約300人のヤングケアラーが復学できました。

チャンス・機会 

働き方を体系的に変化させ、家
族ケアラーがフォーマルな雇用
への参加継続と家族へのケア提
供を両立できるようにする。

学校当局と関わって、退学していた

り欠席の多い可能性があるヤングケ

アラーへの認知度を高める。

ヤングケアラーが教育へアクセスしよう

とする際に差別されないよう、ヤングケ

アラーを社会的弱者として認知および特

定するよう、あらゆる努力を行う。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育
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https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/7-503-4567?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/rte.pdf


インド

レスパイトケア

インドのレスパイトケアは、供給量が少ない、アクセスしにくい、ある

いは非常に高額であることから、多くのケアラーは自由な時間がまった

くとれず、社会的孤立やストレスを感じていると述べています。この課

題を克服するために、Carers Worldwideでは2012年以降、2,825人のケア

ラーへレスパイトや短期の休息を提供し、寛いだりリフレッシュする支

援を行ってきました。

費用を支払える人には、Elders & Dementia Center、Nema Elder  

Care、Heritage、Nightingale、AajiCareおよびElderAidなどのセンタ

ーがレスパイトを提供しています。サービスには以下が含まれます。  

• 在宅レスパイトケア

• 高齢者ホームでの日中レスパイト（デイケア）

• 高齢者ホームでのレスパイト（ショートステイ）

• 高齢者向け医療レスパイトケア

Community Caring Centre（CCC、地域ケアセンター）は、Carers 

Worldwideがパートナー団体と行っている取り組みで、障害児へ代替的

なデイケアを提供すると同時に、ケアラーが休息をとれるプログラムで

す。家族ケアラーはこの時間を、仕事や他の人との交流に使えます。そ

のうちオリッサ州にあるセンターは、Carers Worldwideのパートナーで

あるEktaが管理し、地方政府が資金を提供しています。このセンターで

は理学療法士、特殊教育の教師および言語療法士が児童に支援サービス

を行っています。現在では、Carers Worldwideが支援する地域で22か

所、CCCが運営されています。CCCはとても人気があり、新たなセンター

の開設を求める声が止みません。

心理＆社会的サポート

Mental Health Act（精神保健法）では精神保健サービスに対し、精神疾

患のある人の家族ケアラーを支援するよう求めています。この法律の下

で、Central Mental Health Authority（CMHA、中央精神保健機関）と

State Mental Health Authorities（SMHA、州精神保健機関）が設置され

ており、これらの機関には、精神疾患の人のケアラーまたはケアラー代表

組織から、2名の代表を含めなければなりません。

Carers Worldwideでは、家族ケアラーが集まって精神的な支えを得られ

るよう、自助グループの設立を主導してしています。これまでに557のグ

ループが展開され、自立運営できるようになりました。

Carers Worldwideと地域団体はプロジェクトレベルで提携し、ケアラー向

けのヘルスキャンプ（巡回医療）を実施しています。ここでは地方政府の

医師を動員して、ケアラーへ無料で診察や診断を行います。

Carers Worldwideでは、Barefoot Counselling（裸足のカウンセリング）

という取り組みを始めました。ここでは地域の人やケアラーに研修を行

い、ケアラーにメンタルヘルスの応急処置ができるようにしています。こ

れまでに、120人のカウンセラーが研修を受けました。

チャンス・機会 

レスパイトケアへの資金を増やし

てサービスの価格を手頃にし、す

べての家族ケアラーにとって使い

やすくする。

老人ホームに加え、地域でのデイ

ケアセンターなど他のケアの仕組

みを確立する。これによって高齢

者が自宅での生活を続けられると

同時に、ケアラーに自由な時間が

でき、生計を立てたり休息を取っ

たりできます。

ケアラーの健康ニーズついて、地

方政府保健当局の意識を向上させ

る。ケアラーへのメンタルヘルス

やカウンセリング支援を増加させ

る。緊急支援用の電話ヘルプライ

ンを開設する。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。
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http://www.jagrutidementiacare.com/respite-care.html
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https://www.elderaid.in/
https://carersworldwide.org/lifeline_for_carers/
https://explorecounselling.com/barefoot-counselling-certification-training-coursebfct/


インド

インドでは、多くの州や国レベルのNGOが、特定の症状に関す

る情報や研修を提供しています。（詳細リンク有）

ARDSI（インドアルツハイマー・関連障害協会）は、認知症の

人やそのケアラーにとって、中心的な資源の一つです。ARDSI

は、認知症やケア提供に関する意識向上を目指した活動や、

サービスの展開、家族や専門職への研修、研究活動を行って

います。ARDSIではまたヘルプラインを運営して、アルツハイ

マー病やケアに関する情報を提供しています。

Adveka Foundationは非営利の非政府組織であり、身体的また

は精神的な健康問題がある人へケアを行う人の、精神的なウ

ェルビーイングに重点を置いています。セッションでは、ケ

アラーのレジリエンス（回復力）や健全な対処スキルの向上

および、負担感やストレスの軽減を目指しています。

Caregiver Saathi™ は、終末期や慢性疾患患者のケアラ

ーについて、彼（女）らの生活やウェルビーイングを改善

するために、認知向上や支援に取り組んでいます。プログ

ラムでは、ケアラーが自分自身や自分の役割、課題につい

て理解したり、ケアや対処でのスキルを向上させるための

支援を行っています。ワークショップやコーチング、カウ

ンセリングおよびサポートグループが行われています。

チャンス・機会 

インドの州レベルで電話ヘルプラインを設

立するための資金を得る。目標は、国内29

州すべてで資源を確保することです。

Carers Worldwideが2019年に出した

政策レビューについて、電話ヘルプラ

インと併せて、ケアラー向けの情報

（information）、アドバイス（advice）

および支援（support）（＝IAS）の資料を

補足する。

Carers Worldwideとパートナーはケアラーグループのネットワークを通じ

て、ケアとの付き合い方やサービスへのアクセスに関する情報を広めてい

ます。これは、クラスターレベルでの委員会やケアラー連盟におけるケア

ラーの能力構築で、カギとなる要素です。

HelpAge Indiaは、高齢者が孤立や貧困、ネグレクトと闘うのを支援してい

ます。HelpAgeでは、認知症ケアや緩和ケアも含めて、高齢者を対象とした

多くの取り組みを支援しています。

Hope Ek A.S.H.Aは、アルツハイマー病の患者とそのケアラーのケアに取

り組むボランタリー団体です。2001年に設立されたこの団体では、患者や

そのケアラーを対象に、情報、研修、オンライン支援やサービスを提供し

ています。

Hope Ek A.S.H.A.Care of Caregiver

Give Care...Who cannot care for themselves

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。
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画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

インドでのイノベーション

Carers Worldwide modelは、画期的なケアラーの実践です。このモデルはIACOの原則（認知、機会平等、情報と知識、健康とウ

ェルビーイング、雇用、経済的安定）を網羅し、組み入れています。Carers Worldwideはこれらの原則を統合して、グローバル

サウスのあらゆるセクターによる体系的な変化を起こし、個々のケアラーや家族への支援提供を促進して、彼（女）らの健康や

ウェルビーイング、経済的安定を改善するよう取り組んでいます。

このモデルは5つの中核的要素から成り、これらがまとまって、ケアラーの全体的なウェルビーイングを変えていきます。

Carers Worldwide（2012年設立）は、中低所得国の家族ケ

アラーについて取り組みを行っています。ここでは、病

気、虚弱、障害、またはメンタルヘルスの問題がある家族

や友人へのケア提供、という課題と共に生活する人びとへ

の支援、サービスおよび認知向上を目指しています。

Carers Worldwideは現在、英国に拠点を置いており、イ

ンド、ネパールおよびバングラデシュにある10か所のパ

ートナー団体と協力しています。これまで7万3000のケ

アラーや家族の生活に、変化をもたらしました。Carers 

Worldwideは変化の推進者として、南アジアにある他の

国際NGOと提携し、より幅広く働きかけたり、持続的な支

援サービスや政策変更を推進し続けるよう取り組んでい

ます。

Anil Patil氏（Carers Worldwide創設者および事務局長）には、専門的なご助

言や質問へのご回答および本章原稿のレビューを行っていただきました。この

場をお借りして感謝申し上げます。
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 – Carers Worldwide. (2019). Carers Worldwide policy review for carers in India. Carers 
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Implications for social services（インドにおけるケアラーの負担感：社会サービスへの示

唆）. Affilia, 24(1), 69–79.

 – Shaji, K.S. & Reddy, M.S. (2012). Caregiving: a public health priority（ケア提供：保健

分野の優先事項）. Indian Journal of Psychological Medicine, 34(4), 303-305.

 – Math, S.B., Gowda, G.S., Basavaraju, V., et al. (2019). The Rights of Persons with 

Disability Act, 2016: Challenges and opportunities（2016年障害者の権利法：課題と機
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このモデルの効果は、国内および他の実施国において、政策、提供および個々のケアラーレベルで測定されています。Carers 

Worldwideモデルが更に大きな規模で採り入れられれば、複数の国々で、家族ケアラーの生活を変化させたり改善を支援できる可

能性があります。このモデルを適用することで、各国では以下のような持続的な変化を促進しています。

インド：公共政策における家族ケア

ラーの認知や支援に向けた、新たな

機会づくり

ネパール：女性主導のケアラー連盟設立

による、ケアラーの社会的および経済的

なエンパワーメントの推進

バングラデシュ：弱い立場に

いる家族ケアラーの社会経済

的包摂の実現

ケアラー・サポートグループ 医療 雇用、研修、教育

レスパイトと短期間の休息
アドボカシー
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アイルランドでは、Family carer（家族ケ

アラー）という言葉が最も頻繁に使われま

す。Family carerとは、長期的な病気、健康

問題または障害のある友人や家族へ、定期的

に無償の個別支援を提供する人のことです。

人口密度...................... 72人/ km
2 *

都市部人口.................... 63% *

中央年齢...................... 38.2歳 *

従属人口指数.................. 52.7 **

* Worldometer

** Central Statistics Office (2016) 統計目的で定義されている従属人口は、通常の生産年齢人口（15－64歳）以外の人。

従属人口指数は、人口の年齢構造に関する有益な指標として使われており、これは生産年齢人口に対する年少人口（0－14

歳）と老年人口（65歳以上）の割合。

アイルランド

ケアラーの数： 
499,904人

1

人口の10.1%
2
 

15歳以上人口の13%

1  Care Alliance IrelandとCentral Statistics Officeの

個別コミュニケーション（2020年12月）

2 アイルランドの人口（2020年）：4,956,456(Worldometer)
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アイルランド

National Carers Strategy（全国ケアラー戦

略）2012が、ケアラー支援の枠組みとなってい

ます。この戦略ではケアラーを、「病気、障害ま

たは虚弱によって自宅でケアを必要としている人

へ、継続的に相当のケアを提供している人」と定

義しています。ここではまた、ヤングケアラーの

貢献も認識しており、重点を置くべきグループと

して特定しています。

ケアラーの全国4大目標は、以下の通りです。

1．ケアラーの価値や貢献を認識し、要介護者に関

する決定でケアラーを含めるよう推進する。

2．ケアラーが自らの身体、精神および情緒的健

康やウェルビーイングを管理できるよう支援す

る。

3．十分な情報、研修、サービスおよび支援の提供

を通じて、ケアラーが自信を持ってケアを行え

るよう支える。

4．ケアラーが経済および社会生活へできるだけ参

加できるよう、エンパワーする。

ヤングケアラーは、18歳未満の児童または若者

で、自宅で家族へケアや援助、支援を提供するこ

とによって、生活で何らかの影響を受けている人

を指します。青年ケアラーは18～24歳で、別個の

グループとして認識されています。

社会保護省 はケアラーフォーラムを毎年開催しており、

これは全国ケアラー戦略の一環として行われています。

個々の家族ケアラー、ケアラー団体の代表および様々な

政府省庁の職員が参加するこのフォーラムでは、ケアラ

ーが政策レベルで自らの声を届けられるようにすること

を目指しています。このフォーラムはまた、他の政府省

庁がケアラーの代表グループや個々の家族ケアラーたち

と会い、当事者にとって最も重要な事項について理解を

深めるとともに、セクター内の優先事項を学び検討する

機会でもあります。毎年行われるこのイベントではたと

えば、ケアラーへの公的支援、ケアラーの健康やウェル

ビーイング、研修、住宅支援、移送や交通の問題、ヤン

グケアラーへの支援などが議論されます。近年ではケア

ラーへの取り組みが大幅に改善されており、こういった

密接な関わりがその実現に役立っています。

Programme for Government（政府プログラム）

(2020)の一環として、現政府は全国ケアラー戦略

の更新を約束しました。
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Mission: Balanced 
Regional Development
Economic growth is not an end in itself but a means to provide 
a decent life for all our citizens. The benefits of prosperity must 
be felt in every part of our country not just concentrated in 
a part of it. Our abiding value of community and deep-rooted 
local pride is born from a sense of place that is distinctly Irish. 
Enabling all parts of the country, from rural to urban to grow 
and prosper will be a central goal of our economic policy. 

The State has a crucial role to play in achieving balanced regional 
development that benefits the entire country. This Government 
will invest in key infrastructure that will facilitate new working 
opportunities and foster enterprises in rural Ireland. We will 
support vital programmes for rural development and ensure 
the state plays an active role in opening new sites for state 
bodies outside of the capital. Agriculture is the beating heart 
of rural life and will be actively supported to secure a fair price 
for famers and making the transition to a sustainable future. 

We have a vision of a vibrant, inclusive, and thriving Ireland 
where no one is left behind. As the economy recovers from 
COVID-19, the Government will enact measures to revitalise 
and reboot the economy across our cities, towns, villages, and 
rural areas. The Government is committed to ensuring equal 
opportunities for all our citizens, regardless of where they live.

We will: 

●	 Ensure that policy and planning across Government, 
in relation to the future provision of services and 
infrastructure, will be fully aligned with the National 
Planning Framework to ensure balanced and 
sustainable development in Ireland over the next 20 
years. 

●	 Develop the cities of Cork, Waterford, Limerick and 
Galway as viable alternatives to Dublin, and use 
Project Ireland 2040 to help regional towns prosper.

●	 Continue the Project Ireland 2040 Rural and 
Regeneration Fund and Urban Regeneration and 
Development Fund.

●	 Drive an informed and proactive engagement 
approach in the planning system. We will involve 
communities at an early stage and instil the concept 
of community gain. The new Office of the Planning 
Regulator will have a role in this regard.

●	 Recognise the importance of agriculture, fisheries, 
tourism, and other sectors that support balanced 
regional development and employment. 

Rural Development

We believe that progressive actions should be taken to support 
livelihoods and enhance the rural environment. We will ensure 
that our regional towns and villages act as hubs of sustainable 
development to serve a thriving hinterland. 

We will: 

●	 Publish and implement a new Rural Policy to build on 
the progress of the Action Plan for Rural Development 
to promote rural recovery and development in the 
wake of the COVID-19 crisis.  

●	 Initiate a regular series of Rural Ideas Fora to foster 

1
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A Better 
Quality of 
Life for All 
- Measurement
- Town Centres First 
- National Clean Air Strategy
- Better Work Life Balance
- Transport
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Mission: A Better 
Quality of Life for All
Our overriding focus is to improve the wellbeing of the Irish 
people and society. In achieving this, the immediate challenge 
for us is to recover and rebuild in the aftermath of the COVID-19 
Emergency, and the havoc that it has brought to the lives of 
people and to the social and economic security of families. 

Beyond this, our focus is to respond decisively to the public’s 
demand for change in terms of housing, health, climate 
action and quality of life, which came through so clearly in the 
General Election. Our vision is for an Ireland in which people 
can reconnect with nature, spend more time with their families 
and friends and enjoy full and equal participation in Irish social, 
political and cultural life. 

New Measures of Wellbeing and Progress

The Government is conscious that we need to supplement our 
existing economic measurements with new ones. We know that 
our existing measures of economic performance fail to measure 
matters such as damage to the environment and voluntary 
work. They also overlook equality of opportunity, distribution 
of wealth and income and only value public expenditure on the 
basis of the inputs used, not the outcomes achieved.

We will develop a set of indicators to create a broader context 
for policymaking, to include

· A set of wellbeing indices to create a well-rounded, 
holistic view of how our society is faring.

· A balanced scorecard for each area of public policy, 
focused on outcomes and the impact that those 

policies have on individuals and communities. Initially, 
this will be focused on housing, education, and health. 

The development of this work will be informed by the experience 
of other jurisdictions which have developed similar measures in 
recent years. Through the Department of the Taoiseach, we will 
convene a group of experts from the public service, academia, 
NGOs, and the private sector to guide this work.

Once developed, we will ensure that it is utilised in a systematic, 
way across government policymaking at local and national 
levels, in setting budgetary priorities, evaluating programmes 
and reporting progress. This will be an important complement 
to existing economic measurement tools.

Town Centres First

We will commit to the development of a Town Centre First 
policy, modelled on the scheme developed by the Scottish 
Government, and informed by the Town Centre First pilot 
project. We will implement a strategic approach to town centre 
regeneration by utilising existing buildings and unused lands for 
new development and we will promote residential occupancy in 
our rural towns and villages. We will use the National Planning 
Framework as our template. 

We will:

●	 Prioritise a Town Centres First collaborative and 
strategic approach to the regeneration of our villages 
and towns, using the Collaborative Town Centre Health 
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- A Jobs-led Recovery
- National Economic Plan
- Budgetary Policy
- Public Finances and Taxation
- National Development Plan
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Mission: Reigniting and 
Renewing the Economy
COVID-19 has had a devastating impact on families. In a matter 
of weeks, it reversed the progress of recent years which had 
delivered robust growth and near full employment. Never 
before has any Irish government faced such a challenge and 
we will not be found wanting in our response. We have faith 
in the resilience of the Irish people and we will deliver a jobs 
led recovery helping people get back to work. We will build a 
fair, prosperous, caring and sustainable society. The State has 
demonstrated its commitment to meeting this challenge by 
providing unprecedented financial support to households and 
businesses in recent months.

Central to our recovery will be our SME community. They 
are the backbone of our economy and support so many jobs 
across the country. We will work with them to get people 
back to work, building on the strong legacy of our vibrant 
business community. We will remain open and attractive to 
Foreign Direct Investment while simultaneously developing our 
indigenous enterprises.

We will bring forward a July Jobs Initiative, centred on a 
Recovery Fund, to support our economy and help restore 
employment to the end of 2020. In addition to restoring 
employment, the fund will progress the goals of decarbonising 
the economy, delivering balanced regional development and 
preparing for a digital future. Then in October, we will set out 
our longer-term National Economic Plan, charting our longer-
term recovery efforts.

A Jobs-led Recovery

In a few short months, Ireland has gone from a position of 
record employment to record unemployment and faces an 
unprecedented challenge in terms of getting people back into 
employment. Never before has any government faced such a 
challenge and we will not be found wanting in our response. 

Our focus will be to get people back to work as quickly as 
possible. Our aim is to create 200,000 new jobs by 2025, as well 
as helping people currently unemployed due to COVID-19 to 
get back to work. This will require a concerted focus on SMEs, 
large companies and the self-employed.

In doing so, we will build a stronger, fairer, and more sustainable 
economy prepared for the next phase of disruptive technologies 
and on a pathway to a low-carbon future.

By getting people back to work, we can restore our public 
finances and enable, on a sustainable and long-term basis, 
better and more accessible public services.

A jobs-led recovery will ultimately depend on our ability 
to secure markets for our goods and services and attract 
investment into Ireland. We are committed to a pro-enterprise 
policy framework by providing a stable and sustainable 
regulatory and tax environment and sound management of the 
public finances, so that we can invest in the infrastructure and 
skills required to enhance competitiveness.

While focusing on the immediate challenge of getting people 
back to work, we are also conscious of the importance of Just 
Transition, as we end fossil-fuel dependence and as digital 
disruption and automation become more prevalent. We will 

Housing 
for All
- Homelessness
- Affordable Home Ownership
- Public and Social Housing 
- Land Development Agency
- Rent Reform and Cost Rental
- Land Development Agency
- Planning and Reform 
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Mission: Housing 
for All
We believe that everybody should have access to good-quality 
housing to purchase or rent at an affordable price, built to a 
high standard, and located close to essential services, offering 
a high quality of life. We understand that the provision of 
more affordable housing has a profound benefit socially and 
economically and believe that the State has a fundamental role 
in enabling the delivery of new homes and ensuring that best 
use is made of existing stock. 

There have been large increases in the building of new homes 
over the past four years. However, we still need to build far 
more homes. While the COVID-19 crisis will present challenges 
in maintaining that level of growth in 2020, we will work with 
the construction sector to ensure that the number of new build 
homes continues to grow in the years ahead.

Over the next five years we will:

· Put affordability at the heart of the housing system.

· Prioritise the increased supply of public, social, and 
affordable homes. 

· Progress a state-backed affordable home purchase 
scheme to promote home ownership. 

· Increase the social housing stock by more than 50,000, 
with an emphasis on new builds.

· Tackle homelessness.

· Ensure that local authorities are central to delivering 
housing. 

· Work with the private sector to ensure that an 

appropriate mix and type of housing is provided 
nationally.

· Improve the supply and affordability of rental 
accommodation and the security of tenure for renters.

We recognise the important role that private housing supply 
will continue to play. We will seek to address challenges in this 
sector, including viability, access to finance, land availability, the 
delivery of infrastructure, building quality, building standards 
and regulation, and an adequate supply of skilled labour.

Homelessness

Reducing and preventing homelessness is a major priority for 
the Government. We recognise the particular challenges of 
homelessness, for families and for individuals. We will focus 
our efforts on reducing the number of homeless families and 
individuals and work with local authorities and housing agencies 
to support them into long-term sustainable accommodation.

We will:

· Increase funding and work with stakeholders, case 
workers and homeless people on a suite of measures to 
help rough sleepers into sustainable accommodation. 

· Continue to expand the Housing First approach, with 
a focus on the construction and acquisition of one-
bed homes and the provision of relevant supporting 
services.

Programme for Government –  
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-  Delivery of Care in a COVID-19 Environment
-  Sláintecare
-  Healthier Future
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-  Health-led Approach to Drugs Misuse
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access to affordable healthcare services. The response to 
the COVID-19 Emergency has demonstrated that by working 
together, we can make progress and achieve these aims in the 
longer term. It has also necessitated new ways of delivering 
care.  We must ensure that these new models meet demand, 
while taking account of lower occupancy rates and the longer 
time now needed to prepare for procedures.

Many of the healthcare responses to COVID-19 are important 
elements of Sláintecare, and we will identify how to keep the 
gains. Underpinning our approach will be the provision of 
more health services in the community, increases in capacity, 
including bed, ICU and critical care capacity, and the promotion 
of good public health policy. Our approach will be patient 
centred.

We will maintain leadership at the highest level, with the 
Cabinet Committee on Health, chaired by the Taoiseach, giving 
overall strategic direction, and overseeing the implementation 
of Sláintecare.  

Structural Reform
Enhanced governance and accountability in the health service 
is a key component of Sláintecare reform. The HSE Board is in 
place and we must now bring forward detailed proposals on 
the six new regional health areas to deliver local services for 
patients that are safe, high quality and fairly distributed.   

We will finalise the new Sláintecare consultant contract and 
legislate for public-only work in public hospitals.  

We will also undertake an analysis of key indicators and 

healthcare metrics to examine how care needs are being met 
or unmet, to be used as a component in the planning of future 
healthcare delivery. This will increase people’s quality of life 
and life expectancy.

Fairer and Affordable Care
Over the lifetime of the Government, we will seek to expand 
universal access to health care in a manner that fair and 
affordable.  

Over the term of the Government, we will:

· Increase homecare hours and introduce a Statutory 
Homecare Scheme.

· Extend free GP care to more children. 
· Extend free GP care to carers in receipt of the Carer’s 

Support Grant.
· Abolish in-patient hospital charges for children.
· Extend free dental care to more children. 
· Introduce baby boxes for all new parents.
· Reduce prescription charges and the Drug Payment 

Scheme threshold.  
· Increase the income threshold on medical cards for people 

over 70. 
· Extend discretionary medical cards to those with a terminal 

illness. 
· Introduce a cap on the maximum daily charge for car 

parking for patients and visitors at all public hospitals, 
where possible. Introduce flexible passes in all public 
hospitals for patients and their families.

· Establish a National Medicines Agency, promoting national 

Mission: Universal 
Health Care
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A Green 
New Deal
- Emissions
- Climate Governance 
- Energy
-	Retrofitting
- Just Transition
-  Natural Heritage and Biodiversity
- Water 
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The next ten years are critical if we are to address the climate 
and biodiversity crisis which threatens our safe future on this 
planet. We have set out our ambition to more than halve our 
carbon emissions over the course of the decade. This will be 
challenging and will require fundamental changes in so many 
parts of Irish life, but we believe that Ireland can and will rise 
to this challenge. In doing so we will be able to improve the 
health, welfare and the security of all our people.

We recognise out moral duty to put social justice at the heart of 
our commitment to decarbonise. We will ensure that people in 
all parts of the country can capitalise on the new opportunities 
this Just Transition will bring. Undertaking this commitment 
will enhance our quality of life and will deliver a brighter future 
for our children. 

Emissions

We are committed to an average 7% per annum reduction in 
overall greenhouse gas emissions from 2021 to 2030 (a 51% 
reduction over the decade) and to achieving net zero emissions 
by 2050. The 2050 target will be set in law by the Climate 
Action Bill, which will be introduced in the Dáil within the first 
100 days of government, alongside a newly established Climate 
Action Council. The Bill will define how five-year carbon 
budgets will be set. Every sector will contribute to meeting this 
target by implementing policy changes, as outlined throughout 
this Programme for Government. The special economic and 
social role of agriculture and the distinct characteristics of 
biogenic methane, as described by the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, will be fully recognised in plans to 

achieve these targets. We will continue to work to achieve a 
broad political and societal consensus on a Just Transition to a 
sustainable future for all communities.

With the increased scale and depth of this ambition, new 
strategies will be needed to sustain a reduction trajectory 
that will increase over time to meet an average 7% per annum 
fall in emissions to 2030. In setting the initial carbon budget, 
we will incorporate measures that will initiate significant 
change in line with this ambition. The strategies to deliver 
these emissions reductions will require genuine consultation, 
detailed planning, organisation and adequate mechanisms for 
funding and incentives, as well as the gradual build-up of their 
impact. Many of the changes started in the first carbon-budget 
period will only lead to reductions in the second carbon-
budget period. In this initial phase, we will also ensure that 
the economic recovery is a green recovery. We will directly 
draw on the National Economic Plan and associated funding to 
front load investment that is directly aligned with our climate 
ambitions.

In setting the second carbon budget for 2026-2030, we will not 
yet be in a position to identify all the emerging technologies, 
changing scientific consensus or policies to meet our full 
ambition. This will require a further allocation within the 
overall carbon budget, subject to intense evaluation. This 
approach, which mirrors the Danish model, will be reflected in 
the Climate Action (Amendment) Bill and in future iterations of 
the Climate Action Plan.

In the second carbon-budget period, strong climate action will 
be delivered from the foundations established in the initial 

Mission: A Green 
New Deal

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)
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アイルランド

ケアラーの社会的認知（続き）

チャンス・機会 

COVID-19によって、ケアラーの認知度が高まりまし

た。またCOVID-19の有無にかかわらずケアラーが直

面する課題について、より多くの人びとの認識が高

まり始めており、たとえばその中には、孤立や要介

護者を守る必要性など含まれます。

Family Caring and Minority 

Populations Discussion Paper 

#9（家族介護とマイノリティグル

ープ：ディスカッションペーパー

No.9）でまとめられているよう

に、アイルランドでは人口の多様

化によって、家族介護におけるマ

イノリティグループのニーズ理解

および、文化的に適切なサービス

や支援の提供が進んでいます。

アイルランドの人口は高齢化しており、またデー

タでは、高齢者がケア提供の役割を通じて社会へ

かなり貢献していることが示されています。具体

的には、70歳以上の人の31％が、配偶者、親族

（孫を除く）、近隣者または友人に支援やケアを

提供しています。高齢の家族ケアラーは多くの場

合、目に見えにくい存在であり、直面する特有の

ニーズや課題を浮き彫りにして支援を提供する必

要があります。（詳細リンク有）

Care �
Alliance

Ireland
Guiding support for family carers

Discussion
Paper 9

September 2018

Family caring
and minority 
populations

社会的認知プログラム

2007年よりCare Alliance Irelandは、毎年6月に行われる全国

ケアラー週間のコーディネートで、主導団体の役割を担ってい

ます。Care Alliance Irelandは、非営利のパートナー団体な

ど多くの人びとや組織と連携して、この企画を行います。イベ

ントはアイルランド全国で開催され、国内で39万1000人の家族

ケアラーを称えます。全国ケアラー週間2020に関する詳細リンク有

年に1度、Netwatch Carer of the Year Awards（年間ケアラ

ー賞）を通じて、ケアラーに感謝の気持ちが示されます。賞

には2つのカテゴリーがあります。

Carer of the 

Year（年間最優秀

ケアラー）:

Family Carers 

Irelandが各県から

1人ずつ選び、各県

代表が、全体での

Netwatch年間最優

秀ケアラー選定の

対象となります。

Young Carer of the 

Year（年間最優秀ヤング

ケアラー）:

Family Carers Irelandが

各地域（レンスター、マ

ンスター、コノート、ア

ルスター）から1人ずつ選

び、それぞれがNetwatch

年間最優秀ヤングケアラ

ーとなります。
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https://www.carealliance.ie/userfiles/file/Family_Caring_Minority_Populations_CAI_2018.pdf
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https://www.carealliance.ie/userfiles/file/Family_Caring_Minority_Populations_CAI_2018.pdf
https://tilda.tcd.ie/publications/reports/Covid19Caregivers/index.php
https://www.carealliance.ie/National-Carers-Week
http://www.carersweek.ie/
https://www.familycarers.ie/news-and-campaigns/netwatch-year-of-the-carer
https://familycarers.ie/news-and-campaigns/netwatch-carer-of-the-year-awards
https://familycarers.ie/news-and-campaigns/netwatch-carer-of-the-year-awards
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チャンス・機会 

Family Carers Irelandが司法・平

等省に提出した、柔軟な働き方に関

する文書で提案されているように、

ケアラー給付とケアラー手当との移

行を政府が効率化するよう望まれま

す。

ケア提供のために雇用を中断するこ

とで、ケアラー（特に女性）に経済

的な影響が及びます。それは現役期

間中の収入だけでなく、高齢期の所

得にも言えることです。ケア提供が

年金に及ぼす経済的影響は、年金政

策で中心的に議論されなければなり

ません。

障害やケア提供のコストに関して未

発表の研究報告がありますが、これ

は所得支援策を今後変更する際に参

考となるでしょう。

年金 

ケアラー向けの年金クレジットは、ケアのた

めに仕事を離れ、ケアラー手当またはケアラ

ー給付を受けている人に付与されます。ケア

ラー休暇中で、上記のいずれも受けていない

人も、このクレジットの受給資格がありま

す。

長期でケアを提供している人（大半は女性）

の中には、就労期間中に支払った社会保険料

が十分でない、または全くないケースもあ

り、そのような場合、将来的に公的年金（拠

出制）の受給資格が得られなくなります。 

The HomeCaring Periods Scheme （在宅ケア

期間スキーム）（2012年より運営）によっ

て、児童や成人のケアを行うために仕事を休

む人が、公的年金（拠出制）の受給資格を得

やすくなりました。1946年9月1日以降に生

まれ、成人または児童のケアをフルタイム

で行っている人は誰でも、このスキームに

申し込むことができます。このプログラム

は、Total Contributions Approach（総保険

料方式）を用いて公的（拠出制）年金が計算

される場合のみ、利用できます。

給付＆手当

Carer’s Benefit（ケアラー給付）は、フル

タイムでケアを提供するために仕事を離れ

る被保険者へ支払われます。要介護者1人当

たり、合計104週分を請求できます。1回で

継続して請求することもできますし、回数

を問わず何度かに期間を分けることもでき

ます。請求者は、16歳以上でなければなり

ません。

Carer’s Allowance（ケアラー手当)は、フ

ルタイムのケアラーへ毎週支払われ、これ

はミーンズテスト（資力調査）が行われま

す。受給対象ケアラーは18歳以上であり、

また自宅以外の場所で雇用、自営または教

育に18時間半以上携わっていない人です。

Domiciliary Care Allowance（在宅ケア手

当）は毎月支払われ、対象となるのは16歳

未満の重度障害児です。同年代の児童より

も、はるかに多く継続的なケアや見守りを

必要とすることが要件です。ミーンズテス

トは行われません。

Carer’s Support Grant（ケアラ

ー支援助成金）ケアラー手当ま

たはケアラー給付の受給者へ毎

年自動的に支払われ、自由に使

えます。ミーンズテストの上限を超えたた

めに、ケアラー手当の受給資格を得られな

かったケアラーは、この助成金に申し込む

ことができます。受給資格要件は、以下の

通りです。

• 16歳以上である

• 国の常住者である

• 要介護者と同居しているか、または直接

的なコミュニケーションシステム（例：

電話、アラーム）で迅速に連絡がとれる

• 要介護者をフルタイムでケアしている

• 要介護者を6か月以上ケアしている

Carers GP Visit Card（ケアラーGP訪問

カード）では、ケアラー手当またはケアラ

ー給付を受給するケアラーが、無料で自分

のGP（かかりつけ医）にかかることができ

ます。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://familycarers.ie/media/1432/submission-to-the-dept-justice-on-flexible-work-policies-family-carers-ireland.pdf
https://familycarers.ie/media/1432/submission-to-the-dept-justice-on-flexible-work-policies-family-carers-ireland.pdf
https://familycarers.ie/media/1432/submission-to-the-dept-justice-on-flexible-work-policies-family-carers-ireland.pdf
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_insurance_prsi/credited_social_insurance_contributions.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/social_insurance_prsi/homecaring_periods_scheme.html
https://www.citizensinformation.ie/social_welfare/social_welfare_payments/older_and_retired_people/state_pension_contributory.html
https://www.gov.ie/en/service/455c16-carers-benefit/
https://www.gov.ie/en/service/2432ba-carers-allowance/
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/domiciliary_care_allowance.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/domiciliary_care_allowance.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/respite_care_grant.html
https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/carers/respite_care_grant.html
https://www2.hse.ie/services/gp-visit-cards/gp-visit-cards.html
https://www2.hse.ie/services/gp-visit-cards/gp-visit-cards.html


アイルランド

WORK & CARE

Carer’s Leave Act（ケアラー休暇法）2001 

の下で従業員は、明らかに支援を必要とし

ている人へフルタイムでケアを提供するた

めに、臨時的な無給休暇を取る権利がありま

す。要介護者は、家族である必要がありませ

ん。利用資格を得るには、休暇を取得する雇

用主の所で、休暇前に継続して12か月以上

働いている必要があります。雇用中の就労時

間の要件は、特に定められていません。休暇の期間は13週か

ら104週まで（13週未満の休暇取得要請の場合、雇用主には拒

否権があります）であり、この期間中は雇用権利が守られま

す。休暇は1度に継続して取ることもできますし、いくつかに

期間を分けることもできます。期間を分ける場合には、休暇

の間を6週間以上空ける必要があります

European Directive on Work Life Balance for Parents and 

Carers（両親およびケアラーの欧州ワークライフバランス指

令）（2019）では、女性の労働参加推進や家族関連休暇の利

用、柔軟な勤務形態に対応しています。

Force Majeure Leave（不可抗力休暇）では、近親者のケガや

病気によって、従業員が至急その場にいる必要がある差し迫

った家庭の事情で、短期休暇が認められます。利用できる期

間は、12か月間で3日まで、または36か月間で5日までとなっ

ています。

教育＆ケア

青少年・児童省が発表したNational Youth Strategy（全国

ユース戦略）2015–2020では、若者がケア提供の役割を担っ

ているサインや、ケア提供が彼（女）らの教育、健康および

娯楽の追求へ及ぼす影響について、教育、保健およびユース

サービス提供者の認知や理解を向上させるよう取り組んでい

ます。

チャンス・機会 

雇用主との関わりに重点を置いた、新たな取り組みが展開されています。その一例であるCaring Employersでは、企業と

パートナーを組んで、ケアラーが職場で支援されエンパワーされていると感じられるよう、取り組みを行っています。

ケアを提供するために仕事をあきらめる家族ケアラーには、機会費用が発生しますが、より広範な経済にも重大な影響が

及びます。たとえば現役世代の女性の就業率が低いと、これが年金に悪影響を及ぼす可能性があり、国にとって大きな懸

念となるべき問題です。家族ケアラーが仕事とケアを両立できるよう支援を改善することで、この懸念の緩和に役立つで

しょう。

Family Carers Irelandが司法・平等省に提出した、柔軟な働き方に関する文書での提案には、休暇への権利促進の改善、

休暇付与に関する柔軟性の向上、休暇利用資格の変更（13週未満のケア休暇を利用可能にすることも含む）、コンプライ

アンスの保証に向けた監視の強化が含まれます。

ユースサービスとフォーマル教育を統合するプロジェクトは、ケア提供による悪影響を緩和する上で、より大きな役割を

担うことができます。また学生が担うケアの役割と支援ニーズの増加に関して、高等教育セクターとの協力を強化するこ

とも必要です。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.workplacerelations.ie/en/publications_forms/guide_to_the_carers_leave_act.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:4119596d-a475-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:4119596d-a475-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:4119596d-a475-11e9-9d01-01aa75ed71a1
https://www.citizensinformation.ie/en/employment/employment_rights_and_conditions/leave_and_holidays/types_of_leave_from_work.html#lcdc92
https://www.youth.ie/documents/national-youth-strategy-2015-2020/
https://www.youth.ie/
https://www.youth.ie/
https://familycarers.ie/carer-supports/caring-employers
https://familycarers.ie/publications/policy-papers-submissions/
https://familycarers.ie/carer-supports/caring-employers
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心理＆社会的サポート

Carer’s Needs Assessment（ケアラー・ニーズアセスメント）は、ケアセクターの団体と連携

して作成されました。ですが医療や社会的ケアのシステム内で、このアセスメントツールが優

先されているというエビデンスは、殆どありません。このツールが採用され、主流化され、そ

してすべてのフルタイム・ケアラーを含むくらい拡大されれば、アセスメントによって、シス

テム内における家族ケアラーの経験を劇的に変えられる可能性があります。

Family Carer Online Support Group Ireland（家族ケアラーオンライン支援グループアイル

ランド）のFacebookページなど、オンラインでの支援は、より多くの家族ケアラーに届く可能

性を秘めています。特に地理的に孤立している人や、対面での支援を受けられない／受けたが

らない人たちも使えます。

在宅ケアサービスの改善に関するパブリックコメントでは、ケア提供の大半を家族ケアラーに

大きく依存している状況が浮き彫りとなり、そこにはかなり複雑なケアニーズのある人たちも

含まれます。そのため、一連の在宅ケアを提供して家族ケアラーを支援する重要性も強調され

ています。関連の課題としては、在宅ケアに関する制定法上の権利がないこと、サービス提供

のばらつき、そして未規制の在宅ケアサービスが挙げられます。（詳細リンク有）

チャンス・機会              

急性期サービスの規制やプレッシャーが増えたことで、レスパイトケアの提供増加が困難

となり、最終的には実現できませんでした。在宅レスパイトケアサービスへ、更に資源を

投入することが望まれます。たとえばホテルでの休息や在宅レスパイトなど、斬新で適応

性のある選択肢を検討する必要があります。アイルランドではまた、他の欧州各国での展

開を参考にして、更に画期的なデイケアのモデルを開発できる可能性もあります。

 

家族ケアラーは、在宅ケアを通じて現在提供されているサービスよりも多くの支援を必要

としています。在宅ケアのアプローチは現在、範囲が狭く供給側が主体となっています

が、これを抜本的に変えて、要介護者の具体的なニーズを反映し家族ケアラーを支援す

る、よりパーソンセンタード（本人中心）で需要主導型の統合モデルにシフトする考え

が、強い支持を得ています。

保健省では、この抜本的なシフトを実現するチャンスをもたらす、在宅支援サービスの新

たな法定スキームや規制システムを開発中です。（詳細リンク有）

レスパイトケア

レスパイトサービスは、個々の利用者へ健康ニーズアセスメントが行われた

後に、本人へ提供されますが、利用できる資源の状況によって使えない場合

があります。レスパイトサービスに関する情報は、地域のプライマリケアチ

ームや保健師、または地域の保健所で入手できます。レスパイトの重要性は

認識されていますが、システムのサービス提供能力は限られており、要介護

者の83％は、適切なレスパイトを全く利用できていません。 

(ケア提供の影響に関する詳細リンク有)

Health Service Executive (HSE、保健サービス委員会)では、保健サービスを直接提供してい

るほか、本人やケアラーへ支援やサービスを提供するために、ボランティア団体へ資金を出し

ています。

Emergency Care Plan（緊急ケアプラン）では、家族ケアラーが各要

介護者の支援やケアのニーズを記録できます。概要を記入し、それを

Family Carers Irelandに送ると、そこでは名刺大のカードをケアラー

に発行し、24時間の緊急ヘルプラインで対応します。

Emergency  
Care Plan

________________________________________
(Please insert the name of the person you care for here)

Developed by _____________________________________________ (primary family carer)

Date _______________________

Family
Carers
Ireland

No one should have to care alone

Emergency Card
I am a Family Carer

I care for someone who depends on me.  
Please call the 24/7 Freephone Emergency 
Helpline on 1800 10 20 30 to help ensure 
the person I care for is safe. Thank you.

This Emergency Care Plan is for

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.carealliance.ie/userfiles/files/Paper%2030%20Carer%20Needs%20Assessment%20Final%20280917.pdf
https://www.facebook.com/groups/FamilyCarerOnlineSupportGroupIreland
https://www.facebook.com/groups/FamilyCarerOnlineSupportGroupIreland
https://www.gov.ie/en/publication/601dbf-report-on-the-findings-of-the-public-consultation-on-home-care-servi/
https://cesrd.ie/wp-content/uploads/2019/12/Social-care-social-justice-symposium.pdf
https://www.irishpsychiatry.ie/wp-content/uploads/2019/05/Paying-the-Price-The-Physical-Mental-and-Psychological-Impact-of-Caring.pdf
https://www.hse.ie/eng/services/list/3/carerssupport/
https://familycarers.ie/carer-supports/help-advice/emergency-care-scheme
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チャンス・機会 

具体的な単発でのオンライン研修や教

育的介入（例：Facebook）を更に活用

することで、より多くの家族ケアラー

に支援が届きます。

状況によっては、心理教育的介入の活

用を考慮すべきです。この介入の重点

は、家族ケアラーと要介護者の二者に

置かれ、また両者の関係性や、ケア提

供が両者の関係性に及ぼす影響も重視

します。そしてケアの問題や今後のケ

アプランについて、対話を促します。

ケアラー支援マネジャーは、ヤングケアラーも含めてケアラーを援

助しており、ケアの役割に関する具体的な問い合わせ対応や、ケア

ラーに代わっての働きかけ、また支援ニーズの特定に役立てる個々

のケアラーのウェルビーイング評価を行っています。Family Carers 

Irelandには、ケアラー支援マネジャーのネットワークがあり、全国

各地の支援センターで家族ケアラーと個別に会うことができます。 

ケアラー（ヤングケアラーや障害者を含む）のスキル向上や教育研

修機会への資金提供のために、社会保護大臣のHeather Humphreys氏

は、Dormant Accounts Action Plan（休眠預金行動計画）2020を通

じて500万ユーロを提供すると発表しました。

The Alzheimer Society of Irelandではケアラー向けに、認知症に

特化した研修や情報を、オンラインや対面で提供しています。家族

ケアラー支援でのトピックには、以下が含まれます。

• 診断方法、メモリークリニック、診断が出た場合の次のステップに

関する情報

• 家族ケアラーのセルフケアに関するヒント

• サイン、症状、進行、および行動の変化に関する情報

• 日常生活に役立つ情報やヒント（例：コミュニケーション、自宅内

の安全）

• ケアラーのストーリー

• 支援やサービスへのリンク

家族ケアラーへの研修は、数々の団体が提供しています。Family 

Carers Irelandは2016年に、Carers AssociationとCaring for 

Carersの合併を通じて設立されましたが、ここでは様々な1日研修

（非認定）を提供しています。このプログラムは、具体的なトピ

ックのワークショップとなっており、資金の有無によって提供状

況が異なります。

Family Carers Irelandでは、秘密厳守で親身な支援を行う

National Freephone Careline（全国無料電話ケアライン）を提

供しており、ここでは経験豊富で訓練を受けたスタッフやボラン

ティアが、電話相談者の悩みを聞いたり、実務的な情報・助言・

紹介を行っています。内容は幅広く、たとえば以下のトピックな

どに対応しています。

• ケアラー手当

• ケアラー給付

• ケアラー支援助成金

• Family Carers Irelandのサービス（例：カウンセリング、レス

パイト、研修）

• ケアラーのサポートグループ

• Family Carers Irelandへの加入

• 地方自治体、Ireland Health Services（アイルランド保健サー

ビス）および社会保護省が提供する支援

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://www.facebook.com/familycarers
https://familycarers.ie/carer-supports/your-carer-support-manager
https://www.gov.ie/en/press-release/55a44-minister-humphreys-announces-5-million-in-dormant-accounts-funding-for-carers-and-people-with-disabilities/
https://alzheimer.ie/get-support/services-in-my-county/
https://familycarers.ie/
https://familycarers.ie/
https://familycarers.ie/carer-supports/national-freephone-careline


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

アイルランドでのイノベーション

Carer’s Assembly（ケアラー会議）は、Centre for 

Economic and Social Research on Dementia が開発した

画期的なアプローチです。この会議には家族ケアラーたち

が参加して、自分たちに影響を及ぼす問題を議論するほ

か、政府が直ちに政策上で注目すべき最重要課題はどれか

について検討します。

2019年10月の会議には、28人のケアラーが参加して4人の発

表を聞き、発表で紹介されたエビデンスを議論し、優先事

項を以下のようにランク付けしました。

1．在宅ケアサービス

2．経済的支援

3．レスパイトケア

4．社会的支援

この会議での提言は、在宅ケアに関する2019年の政策対話

で発表されました。ケアラー会議の短いビデオクリップや

議事録は、閲覧可能です。

オンラインでのアウトリーチ：Care Alliance Irelandでは

2020年3月、オンラインの家族ケアラー支援プロジェクトを

立ち上げました。これはプライベートのFacebookグループ

プラットフォームを通じて効果的に広がり、アイルランド

全国で1,900人を超える家族ケアラーが参加しています。

このプロジェクトでは、7つの活動を行っています。 

1）投稿／モデレーション

2）プライベートメッセージを

通じた1対1のケースワーク

3）教育的介入

4）オンラインクイズ

5）冊子資料の配布

6)インフォーマルなコンテスト

7）オンラインでの読書会

は確実に多くの人びとへ届いており、特にケアの役割が最

も多いと報告されている45～54歳の女性が、多く参加して

います。

定着について量的な分析を行ったところ、立ち上げ以来、

参加者の95％がグループに残っています。

Care Alliance Ireland（1995年設立）は、家族ケアラ

ーを支援するボランタリー団体95か所の全国ネットワ

ークであり、これらの団体では家族ケアラー支援のため

に、情報の提供、研究や政策の展開、資源の共有および

連携機会の推進を行っています。

以下の方々には、専門的なご助言や質問へのご回答および本章原稿のレビュ

ーを行っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。 

-Liam O’Sullivan氏（Care Alliance Ireland事務局長） 

- Zoe Hughes氏（Care Alliance Ireland政策・研究担当） 

- Maria Pierce博士（独立系研究者、ダブリン）

出典：

 – The Alzheimer Society of Ireland. Services in My County（私たちの国のサービス）.

 – Eurocarers. Towards carer-friendly societies（ケアラーフレンドリーな社会に向けて）. 

Eurocarers country profiles（Eurocarers国別プロフィール） (2020). 

 – Family Carers Ireland.ウェブサイト. 

 – Family Carers Ireland, the College of Psychiatrists of Ireland and the UCD School of 

Nursing, Midwifery & Health Systems. (2019). The Physical, Mental and Psychological 

Impact of Caring（ケア提供の身体、精神および心理的影響）.

 – Health Service Executive (2020). 

 – McGarrigle, C., Ward, M., Scarlett, S., & Kenny, R. A. (2020). The Contributions of 

the Over 70s to Irish Society: Results from Wave 5 of the Irish Longitudinal Study 

on Ageing（アイルランド社会における70歳以上の人びとの貢献：加齢に関するアイルランド縦断調

査Wave 5の結果）.

 – The Irish Longitudinal Study on Ageing Trinity College Dublin 2. 

 – Mulligan, E., Wijeratne, D., & Maher, M. (2019) Pensions in Ireland: The Perspectives 

of Irish Citizens and Implications for Pensions Systems and Reforms in Ireland and 

other EU Member States（アイルランドの年金：市民の視点ならびにアイルランドおよび他のEU加

盟国の年金制度および改革への示唆）. Institute for Lifecourse and Society, NUI Galway. 

ISBN: 78-1-908358-61-5.

 – The Institute of Public Health in Ireland. (2018). Improving Home Care Services 

in Ireland: An Overview of the Findings of the Department of Health’s Public 

Consultation（アイルランドの在宅ケアサービス改善：保健省のパブリックコメント結果概要）. 

Dublin: Institute of Public Health in Ireland.
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https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://cesrd.ie/
https://cesrd.ie/
https://cesrd.ie/?page_id=517
https://cesrd.ie/wp-content/uploads/2019/12/Social-care-social-justice-symposium.pdf
https://www.facebook.com/groups/FamilyCarerOnlineSupportGroupIreland
https://www.carealliance.ie/
https://alzheimer.ie/get-support/services-in-my-county/
https://eurocarers.org/country-profiles/
https://familycarers.ie/
https://irishpsychiatry.ie/wp-content/uploads/2019/05/Paying-the-Price-The-Physical-Mental-and-Psychological-Impact-of-Caring.pdf
https://irishpsychiatry.ie/wp-content/uploads/2019/05/Paying-the-Price-The-Physical-Mental-and-Psychological-Impact-of-Caring.pdf
https://www.hse.ie/eng/about/
https://tilda.tcd.ie/publications/reports/pdf/Report_Over70sContribution.pdf
https://tilda.tcd.ie/publications/reports/pdf/Report_Over70sContribution.pdf
https://tilda.tcd.ie/publications/reports/pdf/Report_Over70sContribution.pdf
https://tilda.tcd.ie/publications/reports/pdf/Report_Over70sContribution.pdf
https://tilda.tcd.ie/publications/reports/pdf/Report_Over70sContribution.pdf
https://assets.gov.ie/9990/1e6ec3b04d8a4c1480c6637cce471c88.pdf
https://assets.gov.ie/9990/1e6ec3b04d8a4c1480c6637cce471c88.pdf
https://assets.gov.ie/9990/1e6ec3b04d8a4c1480c6637cce471c88.pdf
https://assets.gov.ie/9990/1e6ec3b04d8a4c1480c6637cce471c88.pdf


イスラエルでは、Family caregiver（家族介護者）

という言葉が使われています。Family caregiver

は、身体能力や認知能力が低下したり、慢性的で死

に至る病気の人を支援するために、ケアを提供する

家族、友人または重要な関係者のことです。

人口密度...................... 401.9人/ km
2 * 

都市部人口.................... 91.5%  *

中央年齢...................... 30歳 *

従属人口指数.................. 66.9 **

* 中央統計局（CBS）Population Statistical Abstract of Israel 2020 (2020年イスラエル統計要覧)

** 同上。（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。 

イスラエル

ケアラーの数：1,213,523人
1

人口の21%
2
（20歳以上）

1 イスラエル中央統計局2019 Social Survey（社会調査）

2 同上
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https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2020/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2020-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-71.aspx
https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2020/2019-Social-Survey-Caregiving-for-Family-Members-with-an-Illness-or-Disability.aspx


イスラエル

法律

ヘブライ語では、「ケアラー」を表す言葉がありませ

んが、「ben mishpacha metapel」（家族へのケア）

という新しい言葉が採り入れられました。 

Israeli Family Law (Maintenance) Amendment Law 

of 1959（イスラエル家族法［扶養］1959年改正法）

では市民に対し、自身および配偶者の親を支援するよ

う義務付けています。ただしこれは、本人が自身、配

偶者および未成年の子供のニーズを十分に満たせるこ

とが前提となっています。親は扶養を受けるために、

子供を訴える権利があります。

イスラエルは2013年に、National 

Strategic Plan to Address 

Alzheimer’s and Other Types of 

Dementia（アルツハイマー病および

関連認知症への対応に向けた全国戦

略計画）を採択しました。ここでは

家族ケアラーに重点を置いており、

注目および支援すべき社会の特定グ

ループとして明記しています。

社会的認知

政府は、支援サービスを展開すべき対象グループとし

て、家族を認識しています。労働・福祉省（MOLSA）

は、特定のニーズを持つ対象グループとして家族を捉

え、家族政策の策定を主導しています。ここで目指して

いるのは、家族ケアラーに援助や支援を提供する専門的

な方針や組織モデルを確立し、これが社会サービスで普

及し採り入れられるようにすることです。（詳細リンク有）

家族ケアラーへの認知や政策策定に向けて、以下2点の

重要な活動が土台を築きました。 

1.  The Central Bureau of Statistics（CBS、イスラエ

ル中央統計局）は2019年に調査を行い、そこでは家

族ケアラーに関する質問が組み込まれました。CBSの

調査で家族ケアラーが最後に含まれたのは2006年で

すので、これは重要なステップでした。

2.  コロナパンデミックへの対応で、分野横断型チー

ムが2020年3月に設立されました。このチームは首

相府を代表して活動しており、家族ケアラーの認知

や支援サービスの推進に取り組んでいます。家族ケ

アラー問題を議論するために、複数の政府省庁がこ

のように幅広い連携を行ったのは、今回が初めてで

す。 

この取り組みには7つの省庁が参加しているほ

か、外部リソースとして、社会セクター団体 

ESHELJDC、Caregivers IsraelおよびMyers-JDC-

Brookdale Instituteの代表も関わっています。  

このチームでは、以下2点を重点的に行っています。

1.  家族ケアラーの役割の円滑化および簡易化：た

とえば関連情報を提供するほか、医療や介護の

記録にケアラー情報を記載して、情報や支援で

の重要な資源としてケアラーが認識されるよう

にしています。

2.  既存の支援や援助へのアクセス改善：家族ケア

ラーが重要で複雑な業務に対応する上で、レジ

リエンス（回復力・強靭力）を強化するため

に、支援の利用しやすさを改善しています。. 

 

2020～2021年にコロナでロックダウンが行われ

た際、チームは家族ケアラー向けに特別ガイド

ラインを発表しました。.

מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים 

בתקופת הסגר

ספטמבר 2020

תקופת הסגר מזמנת אתגרים ייחודיים לבני משפחה ואפוטרופסים 
המטפלים ביקיריהם השייכים לקבוצת סיכון.

המשפחה  בני  לכם,  שיסייעו  נפוצות  לשאלות  תשובות  להלן 
הרווחה  הבריאות,  על  שמירה  תוך  באחריות  להתנהל  המטפלים, 

הנפשית והביטחון שלכם ושל יקיריכם. 

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。
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https://www.family-laws.co.il/maintenance-maintenance-liability
https://www.family-laws.co.il/maintenance-maintenance-liability
https://www.health.gov.il/English/Topics/SeniorHealth/DEMENTIA/Pages/National_program.aspx
https://www.health.gov.il/English/Topics/SeniorHealth/DEMENTIA/Pages/National_program.aspx
https://www.health.gov.il/English/Topics/SeniorHealth/DEMENTIA/Pages/National_program.aspx
https://www.health.gov.il/English/Topics/SeniorHealth/DEMENTIA/Pages/National_program.aspx
https://www.health.gov.il/English/Topics/SeniorHealth/DEMENTIA/Pages/National_program.aspx
https://www.health.gov.il/English/Topics/SeniorHealth/DEMENTIA/Pages/National_program.aspx
https://clickrevaha.molsa.gov.il/Senior-Citizens/product-page/919
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/ISR_report.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/319/19_20_319b.pdf
http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/Documents/elder130520.pdf
http://beinmigzari.pmo.gov.il/Emergency/Documents/elder130520.pdf
https://www.eshelnet.org.il/en
https://caregivers.org.il/about-caregivers-israel/
https://brookdale.jdc.org.il/en/about/
https://brookdale.jdc.org.il/en/about/
https://caregivers.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%92%d7%a8-3/
https://caregivers.org.il/%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%92%d7%a8-3/


イスラエル

チャンス・機会 

イスラエルのケアラー支援に向けた国の政策を推進する。そこではプライバシーや守秘義務を守りつつ、ケアラ

ーがケアの役割で役立つ関連情報を、自動的に知らされることが期待されます。

要介護者の医療や介護記録で主介護者を特定し、情報や支援での重要な資源として認識されるようにする。

世界保健機関（WHO）の2020年政策文書 Preventing and managing COVID-19 across long-

term care services（介護サービスにおける新型コロナウイルス感染症［COVID-19］の予

防と管理）に記載されている、ケアラーへの提言を採り入れる。  

そこには、以下が含まれます。

• 医療や介護記録に、主介護者を記載する。

• 情報、研修、支援、および可能であればレスパイトケアを、国レベルでケアラー（特に認知

症高齢者のケアラー）に提供する（ケア業務やストレス増加への対応方法に関する情報を含

む）。助言や情報、支援を提供するための、電話ヘルプラインやオンラインポータルの開設

を検討する。

• 家族ケアラーのニーズをモニタリングするために、アセスメントを実施する。

• テクノロジーを通じたケアラーへの新たな支援サービス提供方法を検討し、またケアラーが

関連テクノロジーにアクセスできるよう支援する。

• 家族ケアラーへの経済的および心理社会的支援を、導入・拡大する。

ケアラーの社会的認知（続き）

CBSによる2019年社会調査。
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https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1


イスラエル

Family Caregiver Benefit（家族ケアラー給付）は2018年4月

に設立され、ここでは家族ケアラーが要介護の親族へ提供する

ケアに対して、支払いを受けることができます。家族関係の近

さに関わらず、そのケアラーが相応しいと地域の委員会が判断

し、要介護者が認めれば、支払いが行われます。

家族がケアラーとして申請し、それが承認されると、事実上の従

業員としてとらえられ、支払われる給与は最低賃金を下回っては

なりません。労働時間の範囲は、患者が利用できる介護給付レベ

ルによって異なります。

Disabled Child Benefit and Related Benefits（障害児給付およ

び関連給付）は、障害児を対象として毎月支払われる手当です。

児童の障害重度や他者への依存度に基づいて、給付額が定められ

ます。この給付の受給資格が得られると、他の権利や給付の資格

も得られ、たとえば様々な割引のほか、児童のケアで外国人労働

者を雇用することも認められます。

Disability Pension and Related Benefits（障害年金および関連

給付）は、身体、知的または精神障害によって自活能力（または

主婦の場合は家事能力）に50％以上の影響が出ている人へ、毎月

支払われます。障害年金の受給資格が得られると、住宅や交通、

医療など他の分野の給付も受給できます。

Special Services Benefit (Attendance Allowance、付き添

い手当)は、医療的な原因により75％以上の障害が認められた

（特別サービスに関して）成人へ支払われます。この手当は

また、General Disability Pension（一般障害年金）受給者

で医療的な原因により60％以上の障害が認められ、かつ日常

動作で他者の支援をかなり必要としているか、自傷・他傷の

リスクを予防するために常時見守りを必要とする人にも支払

われます。

給付

Long-Term Care Benefit（介護給付）は、退職年齢に達していて

自宅に住み、日常動作で支援を必要とする人へ提供されます。

この給付は、高齢者やその家族ケアラーを支援するためのもの

です。給付は、6段階の受給資格に基づいて支払われます。受給

者は、現金給付と現物給付（介護サービス）の両方を選ぶこと

ができ、介護サービスには在宅介護、デイケア、オムツや緊急

通報装置の支給、洗濯サービスなどが含まれます。（受給資格やアクセ

スに関する詳細リンク有）  

2018年11月1日現在、受給者は介護給付のすべてまたは一部を、

介護サービスではなく現金で受け取ることができます。給付額

や選択肢は、給付レベルによって異なります。現金給付を満額

受け取れるのは、受給者が週に6日、1日12時間以上フルタイム

で家族以外のケアラーを雇用している場合です。（詳細リンク有）

IACOでは知識移転を促進し、ま

たケアラーのニーズを支援する

総合的な政策やプログラムに向

けて働きかけています。 

（詳細リンク有）
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経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。
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https://www.btl.gov.il/benefits/HozrimGimlaot/Hozrim/%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%20%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%20%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94%20%D7%91%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9D%20%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93.pdf
https://www.kolzchut.org.il/en/Disabled_Child_Benefit_and_Related_Benefits
https://www.kolzchut.org.il/en/Disabled_Child_Benefit_and_Related_Benefits
https://www.kolzchut.org.il/en/Disability_Pension_and_Related_Benefits
https://www.kolzchut.org.il/en/Disability_Pension_and_Related_Benefits
https://www.kolzchut.org.il/en/Special_Services_Benefit_(Attendance_Allowance)_and_Related_Benefits
https://www.kolzchut.org.il/en/Special_Services_Benefit_(Attendance_Allowance)_and_Related_Benefits
https://www.kolzchut.org.il/en/General_Disability_Pension
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Benefits/LongTerm%20Care/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Benefits/Old%20Age%20Insurance/Conditions/ageofentitlement/Pages/ARetirementage.aspx
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Benefits/LongTerm%20Care/levels/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Benefits/LongTerm%20Care/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Benefits/LongTerm%20Care/Pages/default.aspx
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/Benefits/LongTerm%20Care/Pages/CashBenefit.aspx
https://internationalcarers.org/


イスラエル

経済的支援（続き）

TAX CREDITS

Tax Credit for a Parent or Spouse 

Living in an Institution（施設入居

の親または配偶者の税額控除）は、従業

員の配偶者または親が特別施設に入居し

ている場合に受けられます。控除額は、

配偶者／親の施設入居費で支払った金

額と、申請者に支払義務がある所得の

12.5％との差額の35％です。控除を受

けるには、施設入居者の所得や、本人お

よび配偶者の合計所得が、指定上限を超

えないことが条件となっています。 

Tax Credit for a Child in Housing 

Outside the Home（自宅以外に居住す

る児童の税額控除）は、自宅以外に住む

障害児の親またはその法的配偶者に適用

されます。控除額は、自宅以外に住む子

供の入居費で支払った金額（課税所得

の1/8を超えることが前提）と、親の支

払義務がある所得の12.5％との差額の

35％です。

チャンス・機会 

病人をケアするために離職した人が、年金への権利

を維持できるようにする。

離職後に労働市場への復帰を希望する人へ、職業訓

練を提供する。

自営業者が病気になり所得がなくなった場合、税額

控除の権利を指定された家族に移せるようにする。

高齢者のケアラーに提供される支援への資金を、少

なくとも保育での支援と同レベルにする。

有償家族ケアラーを支援するための政策や手順、

研修およびインフラを構築する。

持続可能な介護システムを保証するためには、保健福祉の政策

やプログラムで、ケアラーのユニークなニーズや貢献を考慮し

なければならない、とIACOは考えます。（詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations

Tax Credit Points for a Child or 

Adult with Disabilities（障害児また

は障害者の税額控除）は、「障害者」と

定義された児童または18歳以上の人の親

に対し、イスラエル税務当局が2種類の

税額控除を付与するプログラムです。親

がいない場合この給付は、「身体的およ

び経済的」な保護者に任命された、障害

者のきょうだいに付与されます。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_for_a_Parent_or_Spouse_Living_in_an_Institution
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_for_a_Parent_or_Spouse_Living_in_an_Institution
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_for_a_Parent_or_Spouse_Living_in_an_Institution
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_for_a_Child_in_Housing_Outside_the_Home
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_for_a_Child_in_Housing_Outside_the_Home
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_for_a_Child_in_Housing_Outside_the_Home
https://internationalcarers.org/
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_Points_for_a_Child_or_Adult_with_Disabilities
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_Points_for_a_Child_or_Adult_with_Disabilities
https://www.kolzchut.org.il/en/Income_Tax_Credit_Points_for_a_Child_or_Adult_with_Disabilities
https://www.kolzchut.org.il/en/Guardianship


イスラエル

仕事＆ケア

法律では、障害者の親族であるという理由で従業員を差別することを禁止しています。（詳細リンク有）

働くケアラーは、家族ケアを提供するために欠勤することが認められています。欠勤可能日数

は、状況や家族（子供、配偶者または親）の特性によって異なります。（詳細リンク有）

• 日常動作で完全に依存状態の親がいる場合には6日、配偶者が悪性疾患（ガン）の場合には年に

60日まで可能。

• 本人または配偶者の親が病気の場合は、未使用の病気休暇のうち年に6日利用可能。親が病気の

場合は、部分的な（時間単位での）休暇も利用可能。

• 16歳未満の子供が病気の場合は、年に8日まで利用可能（ひとり親の場合は16日）。

• 悪性疾患のある、または人工透析を必要とする18歳未満の子供をケアする場合は、年に90日利用

可能（ひとり親の場合は110日）。

• 特別なニーズのある子供をケアする場合は、年に18日まで利用可能（ひとり親の場合は36日）。

臓器提供を行った配偶者または親をケアする場合は、7日まで利用可能。

雇用主の同意を得れば、従業員は家族をケアするために、年内で残りの病気休暇を前借りしたり、

未使用の休暇日を利用したり、無給休暇を要請したりできます。 

病気の配偶者をケアするために離職する従業員は、1963年のSeverance Compensation Act（退職

金法）によって退職金を受け取る権利があります。権利が発生するのは、従業員が仕事の継続と

ケア提供を両立できるよう、労働条件を変えることができなかった場合に限られています。

チャンス・機会 

従業員と自営業者の間で休暇の給付が一致するよう、年金の権利を守る。

ガン患者の配偶者へ60日間付与されている休暇への権利を、他の致死的な疾

患や長期ケアが必要な疾患（認知症や筋ジストロフィーなど）がある重度患

者の配偶者ケアラーにも拡大する。

家族が在宅ホスピスを利用し、更に多くの休暇や精神的な支援を必要とする

働くケアラーの、状況や権利を改善する。 

ヤングケアラーに関する情報を集め、自宅や学校で支援するための政策や

資源を構築するのに役立てる。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%91%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/en/Sick_Days_to_Care_for_a_Family_Member
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%9C%D7%90_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D


イスラエル

レスパイトケア

Vacation (nofshon、休暇)は、高齢者にケアや見守りを短期間提供す

る枠組みで、これによって家族ケアラーは介護の役割を休むことがで

きます。このサービスは、福祉省を通じて提供されます。

状況によっては、リハビリテーション目的であったりナーシングホーム

での高齢者向けVacationが利用できます。ホリデーステイ（ショートス

テイ）では、宿泊施設、食事、身体介護、医療、社会サービスおよび社

会活動が短期間提供されます。Vacationは、要介護高齢者および超正統

派の高齢者のためのものです。

障害児の家族は年に1度、2週間のVacationを使えます。

IACOでは世界中で、またオピ

ニオンリーダーや主要な国際

保健福祉機関と協力して、ケ

アラーの世界的な認知向上に

取り組んでいます

 (詳細リンク有) 

International Alliance 
of Carer Organizations

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

 チャンス・機会 

ケアラーが医療専門職によって確

実に認識され、また身体的にも心

理的にも支援されるようにする。

認知症の人の家族ケアラー

への支援を増やす。

レスパイトとして、余暇

や活動の時間をとれるよ

うにする。

社会活動やスポーツ

などの紹介を行う。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.gov.il/en/departments/molsa
https://www.kolzchut.org.il/en/Senior_Health
https://internationalcarers.org/


イスラエル

健康＆ウェルビーイング（続き）

心理＆社会的サポート

高齢者向けデイセンターは、家事能力が低下したり身体介護を必要とする在宅高齢

者が、日中活動を行う場です。このサービスによって高齢者や家族は支援サービス

を受けられ、施設入所を予防したり遅らせたりできます。このようなセンターは

166か所あり、週に5～6日、朝から昼まで利用できます。運営は、福祉省の高齢者

サービスによる監督の下、高齢者関連の地域団体を通じて行われています。

家族がフルタイムのケアラーを必要としている場合には、外国人介護労働者の雇用

許可を受けられる場合があります。（詳細リンク有）

NGOと福祉省（MSAS）は、家族ケアラー向けのプログラムを開発しました。そこで

はケアラーのニーズを評価するほか、適切なサービスへ紹介し、またマネジドケア

のアプローチを用いてサービスシステムの利用支援を行います。このモデルは、ソ

ーシャルワークの専門職とボランティアを組み合わせて実施します。

Masa（Journey、旅）は、イスラエルの労働・福祉省、国民保険局およびEshel JDC

が主導するプログラムです。ここでは地域で家族ケアラーの専門ソーシャルワーカ

ーを任命し、家族ケアのサービス統合を強化します。このプログラムは30か所の地

方自治体で、社会サービス局が提供しています。

Caregivers Israel Associationでは家族ケアラーへ個別の電話カウンセリングを

行い、個別の相談や支援、情報、地域サービスへの案内、対処方法やフォローアッ

プなどを提供しています。  

（カウンセリングや支援の重要性に関する詳細リンク有）

心理的サポート
サービス

Melabev

電話カウンセリング
（認知症）

The Israeli Medical 
Center for Alzheimer’s  
& National Insurance

24時間の機関ヘルプラ
イン

CareGivers Israel 

オンラインカウンセリン
グセンター、Facebook
グループ、ウェビナー、
バーチャルサポートグ

ループ Yad L’Tomech

電話カウンセリング、
サポートグループ

Ezer mizion

個別カウンセリング、
サポートグループ 

（認知症）

EMDA

ウェビナー、サポート
グループ（認知症）

医療機関

オンラインやオフライン
でのサポートグループ、
ソーシャルワーカーの個

別カウンセリング

社会平等省

コールセンター

労働・福祉省

地方自治体のケアラー向け
サービス

政府サービス 地域保健サービス NGOサービス

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9
https://www.kolzchut.org.il/en/Employing_a_Foreign_Nursing_Care_Worker
https://www.gov.il/en/departments/national_insurance_institute_of_israel
http://www.caregivers.org.il/
https://youtu.be/6OL6m3IkrXw
https://www.melabev.org.il/en/front-page/
https://www.alzheimer.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99-24-7/
https://www.alzheimer.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99-24-7/
https://www.alzheimer.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93-%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99-24-7/
http://www.caregivers.org.il/
https://www.kolzchut.org.il/en/Yad_L%27Tomech_-_Support_Center_for_Family_Caregivers
https://www.ezermizion.org/
https://emda.org.il/
https://www.gov.il/en/departments/ministry_for_social_equality
https://www.gov.il/he/departments/molsa


イスラエル

非営利団体では、ウェブサイトやセミナー、講演、学習グループおよびホットラインを通じて、家族ケアラーへ情報を提供しています。

情報＆知識

Caregivers Israel

ウェブサイト、冊子、
ウェビナー

国民保険局

高齢者や家族向けのカ
ウンセリングセンター

Kol Zchut 

権利や利用資格に関す
るウェブサイト

Reut Information 
Canter

ウェブサイト、ヘル
プライン

Eshel JDC 

ウェブサイト、ウェビナー

Ministry of Labor,  
Social Affairs and 
Social Services

地方自治体のケアラー
向けサービス

保健省

KOL HABRIUT –  
コールセンター

社会平等省

病院内の権利センター

政府サービス    NGOサービス

チャンス・機会 

政府ウェブサイトを提供し、全政府機関

のケアラー向け関連情報を一元化する（

権利、サービスへのアクセス方法、実施

プロセスなど）。

要介護者の疾患や状態に関わらず、ケ

アラーのサポートグループを提供する。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://caregivers.org.il/
https://www.btl.gov.il/benefits/Counseling_for_the_Elderly/Pages/default.aspx
https://www.kolzchut.org.il/en/All_Rights:About
https://www.reutheshel.org.il/en/
https://www.reutheshel.org.il/en/
https://www.eshelnet.org.il/en
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/CallCenter.aspx
https://www.health.gov.il/PniyotHazibur/Pages/CallCenter.aspx


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

イスラエルでのイノベーション

Caregivers Israel （2014年設立）は非営利団体で、

介護問題への認知向上や、国内家族ケアラーの認知や

支援に取り組んでいます。これらの取り組みは、安定

したコミュニティを創造する絆の強い家族にとって、

極めて重要です。

Caregivers Israelの以下の方々には、専門的なご助言や質問へのご回答お

よび本章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝

申し上げます。 

- R- Rachel Ledany氏（CEO） 

- Eli Carmeli教授（理事長）

出典： 

 – Mevorach, G. (2016年10月). Israel national report for the third review and appraisal 

cycle of the implementation of the Madrid International Plan of Action on Ageing 

and its Regional Implementation Strategy (MIPAA/RIS)（高齢者問題に関するマドリッド国

際行動計画および地域実施戦略の実施に関する第3次レビューおよび評価サイクル：イスラエル国

別報告）. State of Israel. Ministry of Labour and Social Affairs Service for Senior 

Citizen. Jerusalem. P. 4. 

 – Bentur, N. & Sternberg, S.A. (2019). Dementia care in Israel: top down and bottom 

up processes（イスラエルの認知症ケア：トップダウンおよびボトムアップのプロセス）. Israel 

Journal of Health Policy Research, 22. 

 – Hacker, D. (2019). Aging Population And The Law: A Comparative Approach Filial Piety 

In Israel: Between The Law In The Books And The Law In Action（高齢者と法律：イスラエ

ルにおける孝行の比較アプローチ：法の理念と実際）. Frontiers of Law In China, 14 (2). 

Doi 10.3868/S050-008-019-0009-6 

 – International Alliance of Carer Organizations

 – S.Azran-Shadmon, S. Resnizky, M. Laron, J. Brodsky, (2018). Review of Programs for 

Family Caregivers of People with Dementia（認知症の人の家族ケアラー向けプログラムの検

討）. Jerusalem: Myers-JDC-Brookdale Institute

JDC Israel EshelとCaregivers Israelは

Civil Service CommissioN （行政職委員会）

と連携して、公共セクターで働く家族ケアラー

のための、ケアラーフレンドリーな職場づく

りを行いました。2019年9月にCivil Service 

Commissioner（行政職担当長官）は、家族ケア

ラーに適用できる横断的な政策指示を発表しま

した。省庁の管理部門はその結果、家族ケアラ

ーを支援および認識する文化を醸成する組織環

境のデザインや実践で、責任を負うこととなり

ました。家族ケアの役割に関連して、ケアラー

が職場で影響を受けないよう、ケアラーが守ら

れる職場環境でなければなりません。

各省庁では支援委員会が、家族ケアラーである

従業員を担当し、ここは人事部長またはその代

理が主導します。 Caregivers IsraelとEshel-JDCはいくつかの民間セクター機関で、ケアラーフレ

ンドリーな職場プログラムを運営しています。Caregivers Israelでは組織を対

象に、人材定着を推進し家族ケアラーを認識および支援する内部人事方針の作

成や実施を援助しています。

委員会の権限は、以下の通りです。

（詳細リンク有）

 部署の異動、パート就労、就労場所の変更または他の解決策を許可する。3

家族をケアする従業員が、年に24日まで無給休暇を取れるよう認可する。2 

状況に応じて、ケア提供期間のパート就労、就労場所の変更、または他の可能
な解決策を認める。

5

 家族ケアラーである従業員へ、専門的なカウンセリングを手配する。6

 従業員がケアのために病気休暇を利用することを承認する。1 

支援時間：家族をケアする従業員には、減給せずに月に3時間まで支援を認める。4

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://caregivers.org.il/
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https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/ISR_report.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/2017/ISR_report.pdf
https://ijhpr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13584-019-0290-z
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https://internationalcarers.org/
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/review-of-programs-for-family-caregivers-of-people-with-dementia/
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/review-of-programs-for-family-caregivers-of-people-with-dementia/
https://brookdale.jdc.org.il/en/publication/review-of-programs-for-family-caregivers-of-people-with-dementia/
https://www.eshelnet.org.il/en
https://caregivers.org.il/about-caregivers-israel/
https://www.gov.il/en/departments/civil_service_commission
https://brookdale.jdc.org.il/publication/family-caregivers-in-the-world-of-work/


イタリアでは、Family caregiver（家族介護

者）という言葉が最も頻繁に使われます。

人口密度...................... 206人/ km
2 * 

都市部人口.................... 69.5% *

中央年齢...................... 46.7歳 **

従属人口指数.................. 57 ***

* Worldometer

** Eurostat 2019 

***Wikipedia

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。 

 従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

イタリア

ケアラーの数： 
7,500,000人

1

人口の14.9%
2

1 Istituto Nazionale di Statistika

2 イタリアの人口（2020年）：60,439,461 (Worldometer)
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https://www.worldometers.info/world-population/italy-population/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjanind/default/table?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www.istat.it/it/archivio/204655
https://www.worldometers.info/world-population/italy-population/


イタリア

法律

Provisions for the recognition and support of family 

caregivers Act (家族介護者認識・支援法）は2020年7月に

まとまり、2020年11月現在、イタリア上院の雇用・社会保

護委員会で検討中です。この法案ではケアラー（caregiver 

familiari）を定義しているほか、ソーシャルワーカー、看護

師、一般医およびボランティア団体から成る「支援ネットワー

ク」を通じてインフォーマルケアラーに提供すべき支援策を定

めています。また、要介護者一人に対して複数のケアラーを指

定できない旨も明記されています。

2018年の予算法を通じて、2017年には2,000万ユーロの全国ケ

アラー基金が設けられ、その後2021年まで、基金は毎年500万

ユーロ増額されることとなりました。この基金は、無償家族ケ

アラーの社会的および経済的価値を認識するための法的措置の

費用をカバーするために創設されました。

家族ケアラーは、「病気、虚弱または障害によって自立やセ

ルフケアができず、総合的で継続的な長期介護を必要とする

配偶者、パートナー、家族、または二親等以内の親族（例外

的に三親等も含む）に対し、自発的に無料でケアを継続して

提供する個人」と定義されています。（Provisions for the 

recognition and support of family caregivers Act（家族介

護者認識・支援法））

社会的認知

イタリアには家族ケアの強い伝統があり、高

齢家族のインフォーマルケアは、女性が大半

（77％）を担っています。（詳細リンク有）

ケアラーは、全国各地で公式に認識されてい

ます。イタリアには20の州があり、すべての

州には定められた権力を伴う自治権がありま

すが、そのうち5州では、自治権の範囲が他州

より広く設けられています。家族ケアラーの役割や支援策実施の

必要性を最初に認識したのは、エミリア＝ロマーニャ州で、これ

は2014年3月28日の州法 （Legge Regionale）に定められていま

す。無償ケアラーはまた、ロンバルディア、ラツィオ、アブルッ

ツォ、プッリャおよびカンパニア州でも、公式に認識されていま

す。

2016年のDisegno di Legge n. 2266（法案第2266号）は、家族ケ

アラーの認識や強化に向けた全国的な枠組み法です。ここでは毎

年5月の最終土曜日を、全国家族ケアラーデーと定めました。 

ケアや家族支援の社会的な価値について、学校で議論されること

が期待されます（第7条）。

多くの州や団体では、5月19日から6月6日にかけて、家族ケアラ

ーを認識するイベントを開催しています。エミリア＝ロマーニャ

州では2020年、「ケアラーデー」の10周年を記念して様々なイベ

ントが行われ、たとえばケア提供に関して6回の無料ウェビナー

が開催されました。

2011年以降、Anziani e Non Solo(ANS)では家族ケアラーデー

を推進しており、家族ケアラーの認知向上に向けたセミナー

や会議、文化や教育的イベントを開催しています。

イタリアでは、ANSも含めて多くの団体がEurocarersの会員で

あり、2020年10月6日を、第1回欧州ケアラーデーとして認知

しました。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。
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https://welforum.it/wp-content/uploads/2019/10/01123433.pdf
https://welforum.it/wp-content/uploads/2019/10/01123433.pdf
https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/legge_bilancio_2018_ufficiale.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/518757/IPOL-EMPL_NT%282014%29518757_EN.pdf
https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/norme/leggi/successivi-il-2010/lr-2-2014-1
http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/CaregiverDdl-Angioni.pdf
https://www.anzianienonsolo.it/
http://www.caregiverday.it/
https://eurocarers.org/eurocarers-celebrates-first-ever-european-carers-day-to-recognise-support-and-empower-informal-carers-across-europe/


イタリア

ケアラーの社会的認知（続き）

ヤングケアラー 

チャンス・機会               

無償ケアラーの定義を拡大し、2018年予算法の全面的な政策実施を改善し、地域格差を縮小させる。

イタリア国内におけるヤングケアラーの規模について更に研究を行い、ヤングケアラーへの認識や支援を行う政策を策定する。

最近の全国統計によると、イタリアでは39

万を超える青年（15～24歳）がケア提供の

役割を担っており、この年齢層全体の6.6％

を占めています[IStat]。若者と関わる意思

決定機関や専門職の間では、ヤングケアラ

ーに対する認識がほとんどなく、注意も払

われていません。

メンバーは、ケアラー

やケアラーの問題につ

いて認知向上を図るた

め、個別および共同で

取り組んでいます。 

(詳細リンク有)

International Alliance 
of Carer Organizations

18歳未満のヤングケアラーについては、実践も政策もありません。 イタリアのヤングケアラーに関する発表
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https://www.istat.it/it/archivio/204655
https://internationalcarers.org/
http://anhoriga.se/information-in-english/ecr/reportage-and-articles/young-carers-in-italy-an-overview/


イタリア

手当 

在宅で障害のある高齢者にとって主な支援は「付き添い」手

当（Indennità di Accompagnamento)で、これは毎月支払わ

れます。この手当は全国共通の施策であらゆる市民が受給で

き、そこには完全に依存状態と認められた児童も含まれま

す。National Institute of Social Security（INPS、全国

社会保障機関）から支払われるこの手当は受給者が自由に使

用でき、たとえばこの手当を使って、移民による低コストの

在宅支援サービスを受けることもできます。

この手当ではミーンズテスト（資力調査）は行われず、こ

れはケアラーに支払われます。また、付加価値税を支払わず

に車を購入できる場合もあります。現金手当はイタリアの

GDP（支出側）の0.86％を占めていますが、その大半をこの

手当が占めています。手当の狙いは、重度障害がある人の家

族を支援し、また家族が要介護者をケアするのを後押しする

ことで、施設ケアの利用を避け公的な介護支出を減らすこと

です。(第1268号判決、2005年1月21日)

家族支援バウチャー(BAF、Buono assistenza familiare）は、

ロンバルディア州が提供する経済的支援で、対象者は要介護高

齢者の介護サービスを利用する家族となっています。金額は、

家族支援者の社会保障費の50％を超えてはならず、受給者一人

当たりの上限も設けられています。このボーナスの受給者はま

た、家庭内の状況によって更に追加的な経済支援を受けること

ができ、これは家族要因（FFL、Fattore Famiglia）に関する州

政府の審議915/2018で述べられている要因やスコアを用いて測

定できます。考慮する要因には、たとえば子供の数や、主な住

宅でのローンの有無、家庭内での高齢者・妊婦・他の障害者や

依存状態の人の有無などが含まれます

同様のプログラムは他の州（例：エミリア＝ロマーニャ）でも

ありますが、通常は、受給資格で定められている所得の上限が

非常に低いため、施策は限定的です。（詳細リンク有）

年金クレジット

受給資格のあるケアラーは、国の社会保険料を政府が肩代わり

し、これは最長3年間適用されます。この資格を得るには、四半

期ごとに援助時間をINPSに提出する必要があります。

チャンス・機会            障害者や病気の人の無償ケアラーだけでなく、すべての無償ケアラーへ経済的支援を提供する。

Disegno di Legge n. 2128（2015年の家族介護者認識・支援規

則）では、年金保険料が介護休暇中に支払われる（contributi 

figurativi）、と述べられています。金額は家事労働者の保険

料に相当し、政府が支払います。期間は、要介護者である家族

の重度障害が認められた時点から始まり、援助やケアの業務が

実際に行われている間、適用されます。保険料の支払い期間の

合計が30年となった際に早期退職年金が受け取れるよう、これ

は就労活動で既に支払われた保険料に追加されます。

ケアラーはまた、当初は重労働者（lavoratori gravosi）

向けだった早期退職も利用できます。「quota 41 pension」

と呼ばれる年金では、41年間の保険料支払いが求められてお

り、これは通常、19歳になる前に保険料を12か月以上支払っ

た労働者が対象となっています。（詳細リンク有）

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。
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イタリア

EU加盟国としてイタリアは、2019年のWork-Life Balance for Parents 

and Carers（両親および介護者のワークライフバランス）指令で導入さ

れた権利を、2022年までに実施するよう求められています。そこには、

年に5日のケアラー休暇を新たに設けたり、ケアラーへの柔軟な勤務形態

を推進することが含まれます。イタリアはこの指令を完全に遵守してい

ますが、法律では家族介護者の役割が狭く定義されています。

Provisions for the recognition and support of family caregivers Act（家族介護者

認識・支援法）ではケアラーに対して、労働時間を見直したり、要介護者宅に最も近い職

場を選ぶ上で優先権を得る権利を認めており、これを実現するための労働法改正をまとめ

ています。また終末期のケアや援助で、家族ケアラーの配置や移転を支援する特定のプロ

グラムも提供しています。

DA.L.I.A はイタリアの機会均等省が資金を提供しており、2004年から運営していま

す。ここでは家族や働くケアラーを支援するためのプロジェクトや介入を行っており、

たとえば研修、情報、社会や職場での包摂に向けた支援、差別に立ち向かうための方

策を提供しています。このプロジェクトでは、働くケアラーが仕事とケアを両立するの

に役立つ優れた実践について研究や情報発信を行ったり、また働くケアラーが直面す

る障壁やワークワイフバランスでの課題について認知度を高めることを目指していま

す。DA.L.I.Aではイタリア職人・中小企業全国連盟（CNA、(Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) と協力して、働くケアラーが

経験している問題について認知向上に取り組んでいます。また解決に向けた企業方針を

一緒に作成するために、作業グループの立ち上げや支援を行っているほか、ケアラーで

ある従業員を支える取り組みを行う企業を積極的に推進および支援しています。

仕事＆ケア

介護休暇を利用できるのは、重度障害の親族をケアしなければならない労働者に限定され

ています。

第183/2010法 （第24条）では、「単独ケアラー」の原則が導入されました。つまり、世

帯内で重度障害者のニーズに対応できる労働者は一人だけである、ということです。ま

た対象となるのは、公共および民間部門の従業員のみです（自営業者や家内労働者は含

まれません）。この法律ではケアラーが、以下2種類の介護休暇を利用する権利があると

述べられています。

2.  重度障害の子供や親族をケアするための最長2年の有

給 (Congedo biennale retribuito (Congedo biennale 

retribuito（第151/2001法）)：この休暇では、賃金の

100％が支払われますが、年間の上限（インフレに応じ

て適宜調整）があります。利用できるのは、重度障害者

と同居している親や近親者などであり、この同居要件に

よって有給が利用しにくくなっています。同居要件が設

けられた背景には、この規制がそもそも重度障害児を持

つ働く親を対象としていたという理由があります。こ

の休暇が虚弱高齢者のインフォーマルケアラーにも適

用されるようになったのは、つい最近のことです。

1. 短期休暇として月に3日の有給：障害者の親や近親者がこ

の休暇を利用でき、要介護者と同居している必要はありま

せん。この3日分の休暇は、半日や時間単位でも利用可能

で、緊急時に対応したり通院同行を行ったりできます。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育
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イタリア

教育＆ケア

Care2work project（「ケア→仕事」プロジェクト） は、ヤングケアラーに特化し

た無料のデジタル学習プログラムです。短く楽しく魅力的でエンパワーされるこの

デジタルツールは、ヤングケアラーが、家族ケア提供の経験で得た自らのスキルや

能力を掘り下げるのに役立ちます。またヤングケアラーと関わる専門職向けのモジ

ュールもあります。

Educating to care は、カステルヴェトロのロータリークラブが資金を提供

し、CFP Nazareno di Carpiと共同で実施しているプロジェクトです。ここでは、

病気や障害の家族のケアで大きな役割を担う児童の支援を行っています。学校との

協力によって、ケアの専門家たちは以下のことができます。

• 教師への情報提供：適切な研修によって教師は、早期発見や、ケアと学校活動の

連携支援で重要な役割を担えます。

• 生徒への働きかけ：認知向上によって仲間の生徒たちは、ヤングケアラーへ適切な

支援を提供したり、ケアラーを受け入れたり、また病気や障害に伴うスティグマや

偏見の克服を支援できたりします。 

このプロジェクトでは、機関内の教師や指導員、教育者を対象に、初歩的な認知

向上や研修プログラムを実施していきます。この認知向上プロセスは2つのグルー

プを対象に行われ、ケア提供の意味や影響を検討します。このプロジェクトは、

「Personal Path」（パーソナル・パス）と統合していく予定です。

仕事＆教育（続き）

チャンス・機会 

あらゆるインフォーマルケアラー

のニーズについて、より総合的

かつ包摂的に捉えるために、イタ

リアで利用できるケアラー休暇の

範囲や定義を拡大・改善する。

コロナ禍で導入された家族支援

政策（例：障害、高齢、要介護の

家族をケアおよび支援する労働者

へ、月に12日までの有給（通常

は3日）を付与）を拡大し、通

常のプログラムに組み込む。

1946年に設立された、Confederazione 

Nazionale dell’Artigianato 

e della Piccola e Media 

Impresa（CNA、イタリア職人・中小企

業全国連盟）は、地域最大の団体で

す。実際に職人や小規模企業は、大都

市から小さな自治体まで幅広く存在し

ています。CNAはイタリア全州に存在

し、また州レベルでのCNAは18か所、

地域レベルでは96か所あり、1,100を

超える州・地域・地方事務局では約

7,500人の協力者が活動しています。
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http://care2work.org/training/course/index.php?categoryid=2
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イタリア

レスパイトケア

国レベルでのレスパイトケアはありませんが、いくつかの州では無償ケアラーへ、休息

期間や休憩（休日、短期レスパイト）を提供する施策を導入しました。

ボローニャの自治体では、ケアラー支援に100万ユーロを割り当てました。Caregiver 

2020（ケアラー2020） プロジェクトでは、障害があったり依存状態の人へインフォーマ

ルケアを提供している家族への、支援システムを導入しています。その一つが、2020年

春に始まった電話カウンセリングサービスであり、ケアラーはそこで専門的なアドバイ

スや指導を受けることができます。このプロジェクトではまた、実務的な業務管理で家

族を支援するために、自宅でのカウンセリングサービス実施も期待されています。

モデナ裁判所では情報サービス を提供しており、これはボランティアが運営していま

す。対象者は、依存していたり障害がある人をケアしており、要支援者の機能制限に

よって法定後見人となっている人です。

心理＆社会的サポート 

ANSでは、オンラインや対面で家族ケアラーグループを実施しており、日々の経験を共有す

る機会を提供しています。

ANSはTerre D’Argine地区に代わって家族ケアラーのピアサポートグループを運営してお

り、そこでは情報や案内、研修や自助のリソースなどを提供しています。自助グループで

は、依存状態の成人だけでなく、障害のある児童や思春期の子供をケアする家族にも重点が

置かれています。グループミーティングはファシリテーターが支援し、ケアラーたちが社会

的ネットワークを構築し、孤独を乗り越え、ストレスを軽減し、問題に対応する個々のスキ

ルをのばし、連帯や助け合いを促すのを手伝います。

ANSではまた、ヤングケアラーグループも始めました。対象は、支援を必要としている家族や

大切な人をケアしている、24歳までの若者です。

TOGETHER では、ドイツ、イタリア、ギリシャおよび英国のヤングケ

アラーの社会的包摂や参加を支援しており、具体的には、ヤングケア

ラーやケア専門職が「家族全体のアプローチ」を採り入れるよう取り

組んでいます。世帯の全メンバー（要介護者を含む）が、病気やケア

提供についてオープンに話し合うよう後押しされます。TOGETHERの目

標は、ケア提供がヤングケアラーに及ぼす悪影響を予防／軽減すると

ともに、ヤングケアラーのウェルビーイングや社会的包摂、地域参加

を改善することです。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。
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http://www.comune.bologna.it/news/supporto-ai-caregiver
http://www.comune.bologna.it/news/supporto-ai-caregiver
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https://togethereuproject.eu/


イタリア

ANSはケアラー向けのオンライン講座として、

「ALSの人への支援：基本研修」と「認知症や

アルツハイマー病の患者支援コース」も立ち上

げました。この講座は2011年に始まり、Moodle

プラットフォームで運営されています。これま

でに、2,353のアカウントが作成されました。

資金は地域の協会やヘルスケア企業、ボランテ

ィア団体が提供しています。

オンライン研修は、ケアラーが自分のペースで

取り組むことができます。プログラムは3つの

基本モジュールから成り、合計18の単元で構成

されています。各単元には、自己評価のテスト

が含まれています。

より詳細なモジュールでは、要介護者の病理学

についてもカバーしており、そこではネットワ

ークが選定した関連のサイトや資料、ビデオへ

のリンクが紹介されています。自己研修は、自

助グループやクラスルーム／演習活動と統合す

ることもでき、そこでは専門家が、自己研修で

学んだ一般的な要素を具体的なケアや援助の状

況に結び付けていきます。

ANSではカルピおよびコッレッジョ地区で、ケ

アラー向けのeラーニングや教室での研修プロ

グラムを推進しています。

 – 家族ケアラー：複雑な役割と業務

 – ケアへのコミットメント：ストレスや燃えつきの

リスク

 – ケアでのコミュニケーションや関係性

 – 高齢者の法的保護

 – 病気とグリーフ

 – ケアを終えた後の人生（アフター介護）

ケア提供の役割と問題1 

 – 地域サービスのシステム

 – ケアラーと家族の支援

 – 雇用主としてのケアラー

 – ケア活動の組み立て

 – 自宅の安全対策

サービスの知識とケア業務の組み立て2 

 – 食品衛生

 – パワー

 – 身体衛生

 – 移動介助

 – 高齢者の病理学

 – アルツハイマー病：活動やケア関係

 – 救急：応急処置

日常生活の機能支援3

様々な団体が、ケアラーへ情報や資源を提供しています。状況は州によって異なり、

患者またはケアラー団体が提供しています

ANSが立ち上げた中央オンライン情報ハブ では、イタリア全国で、情報のギャップを

埋めたりケアラーのニーズに応えたりしています。このウェブサイトで提供される情

報は多岐にわたり、策定中の政策の状況や、ケアラーであることの意味、ケアラー自

身のウェルビーイングの維持・改善方法、ケア提供・社会生活・仕事のバランスのと

り方などが含まれます。

この情報ハブではまた、オンライン研修プログラム

も受講でき、内容としては、ケアラーの役割やケア

提供の課題、利用できるサービスやケアコーディネー

ションの改善策、日常的なケア提供のヒント（例：栄

養、衛生、移動介助、加齢性疾患、認知症、ケアラー

と要介護者のコミュニケーション、応急処置）などを

カバーしています。この研修プログラムは、オンライ

ンまたはDVDで受講でき、個人で自己学習用に活用も

できますし、グループ学習でも使えます。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。
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画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

2 

体から心へ、心

から体へ―同じ

コインの両側

1

診断によって人

生が終わるわけ

ではない

3

コンタクト

4

ハートマスの研

究と神経心臓学

5

認知心理学

6

笑い療法

7

 行動症状への

画期的なアプロ

ーチ

イタリアでのイノベーション

Sente-Mente
®
 Model では、認知症となった大切な人の中核的な要素に、ケアラーが目を向けてそれを育むのを支援することを

目指しています。このモデルではまず、本人を病気で定義するのではなく、その人の尊厳を守るための新しい考え方からスター

トします。ケアラーが、無力感から脱して自己効力感を得たり、大切な人と有意義で共感的な関係性を維持しながら自らのウェ

ルビーイングを向上できるよう、このモデルは支援します。

Sente-Mente® Modelは、以下7つの柱に基づいています。

出典：

 – Anziani e Non Solo. Family Caregiver 家族介護者）

 – European Parliament,Directorate-General for Internal Policies （欧州議会事務局域内

政策局 (2014).The social and employment situation in Italy （イタリアの社会および雇

用情勢)

 – ISTAT.(2015).Rapporto sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in 

Italia e  nell’Unione Europea

 – Boccaletti, L. (2017). 発表 – Young carers in Italy – an overview イタリアのヤングケ

アラー：概要

Anziani e Non Solo (ANS) は、2004年より社会的イ

ノベーション部門で活動する社会的協同組合で、福祉

援助や社会的包摂分野での介入、製品およびサービス

のデザインや実施を重点的に行っています。

Stecy Yghemonos氏（Eurocarers事務局長)fには、専門的なご助言や本

章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申し

上げます。

このモデルの画期的な点として、たとえば以下が挙げられます。

誰もが持っている「感情を経験する能力」を重視

することで、病理学重視のケアモデルを乗り越え

られるようケアラーをエンパワーする。

効果的でパーソンセンタード（本人

中心）のケアモデルを採り入れる。

認知症の人の中に存在し続ける

内面の美しさに光を当てる。

ケアラーが、優しさと機転を持って自分自身や要介護者と向き合うことが、双方のウェルビーイングや健康を回復する第一歩で

あることを教える。
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https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://www.asplaurarodriguez.it/progetto-sente-mente
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https://www.anzianienonsolo.it/
https://eurocarers.org/
https://www.anzianienonsolo.it/


日本では家族介護者という言葉

が最も頻繁に使われます。

人口密度...................... 347人/ km
2 *

都市部人口.................... 91.8% *

中央年齢...................... 48.4歳 *

従属人口指数.................. 69 **

* Worldometer

**Wikipedia

（年少人口［0～14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15～64歳）×100 

従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

日本

ケアラーの数（18歳
以上）：6,280,000人

1
 

人口の5％
2

1 就労構造基本調査 (2017) に基づいた推計。15歳以上対象。 

2 日本の人口（2020年）：126,397,022 (Worldometer)
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日本

チャンス・機会 

日本ケアラー連盟は、国のケアラー支援法

制定に向けて啓発活動を引き続き行ってい

ます。 

同連盟は、家族介護者の社会的孤立の問題に

も対応しており、2020年の社会福祉法が改正

により取り組まれる予定の総合相談（ワンス

トップサービス）の中に、ケアラー支援を位

置づけるようロビー活動をしています。

同連盟は、埼玉県でケアラーをシステムで支

援するために制定された条例が他の都道府県

や市町村でも制定されるよう働きかけをして

います。

法律

ケアラーの権利や生活に特化して言及した法律はありません。

2020年3月に日本の47都道府県の一つである埼玉県(日本の47都道府県の一

つ)で、ケアラーへの支援を体制として構築すべく、日本初の埼玉県ケア

ラー支援条例が成立しました。

2020年に成立した埼玉県ケアラー支援条例には、家族介護者である未成年

者を支援するための具体的な規定が含まれています。 （詳細リンク有）

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が2005年

に制定されましたが、虐待防止の観点からの養護者支援にとどまってお

り、十分な介護者支援の施策とはいいがたいものです。

ヤングケアラー

2020年3月に埼玉県が制定したケアラー支援条例では日本の児童福祉法上

の児童にあたる17歳以下を「ヤングケアラー」としました。

県は教育の機会と健全な成長を保障し、自立を促進するためにヤングケア

ラーを支援しなければならないとケアラー支援条例に規定しました。 

厚生労働省は2020年12月に家族のケアを常時している子供の状況を把握す

るため、高校などの機関を対象に「全国ヤングケアラー調査」の実施を計

画中です。 

社会的認知

2018〜2019年の参議院予算委員会・厚生労働委員会におい

て、介護者支援に関する議論はありました。

2019年に策定された「認知症施策推進大綱」において、「医

療・ケア・介護サービス・介護者への支援」が５つの柱の一

つに位置付けられました。（詳細リンク有）

日本ケアラー連盟は、デンマークのケアラー憲章を翻訳する

など、諸外国の動向を参考にしながら、ケアラー支援に関す

るビジョンをより明確にしています。 

国で定めた「家族介護者の日」はありません。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

2017年の時点で、15-19歳の37100人
が普段介護が必要な人をケアしてい
ます。

最近発表された埼玉県の調査では高校生の20人に1

人は家族等をケアしています。（詳細リンク有）
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http://www.pref.saitama.lg.jp/e1601/giinteianjourei-gaiyou/32.html
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日本

チャンス・機会 
日本ケアラー連盟は、最低限の権利保障として、介護休業中の社会保険料の支払い免除

が必要と考えていす。

介護離職者の8割は女性です。

ケアラーは再就職にも困難があり、生涯にわたって経済的な不利益を被っています。 

 (統計局2017年就業構造基本調査)

家族介護者を特定した税額控除はありません。 介護保険制度のなかで一定の医療費控除の仕組みは
あります。 これらの控除は介護サービス受給者からの請求となります。  （詳細リンク有） 

経済的支援

国際ケアラー組織連盟

（IACO,International Alliance of 

Carer Organization)によると、無償の

ケアの提供は世界中で最も重要な社会

的、経済的課題の一つです。

人口の高齢化に伴い、無償のケアラー

はグローバルな経済的価値のある重要

な役割を担い続けることになります。

介護休業給付：
従業員が介護のために休業する場合に、給与の

67%(2016年に40%からアップ）が介護休業給付金と

して支払われます。 （詳細リンク有）

ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
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日本

仕事＆ケア

2016年に閣議決定された「 ニッポン一億総活躍プラン 」において 

「介護離職ゼロ」が重点課題の一つとなりました。 （詳細リンク有）

育児介護休業法により93日まで、継続的にあるいは3回まで分割して

介護休業を申請できます。 （詳細リンク有）

介護者はまた、3年で2回まで所定労働時間の短縮の措置や残業の制限

の措置を得られます。   （詳細リンク有）

介護が必要な人1人に対して年間5日の介護休暇が取得できます。

事業主は休業の取得を拒むことができません。

さらに、均等法に関連して、企業は育児休暇や介護休暇をとりにくく

している上司や同僚の対応を改善する取り組みの措置を確立しなけれ

ばなりません。

企業は子供や家族のケアをする従業員を支援する措置を確立しなけれ

ばなりません。

教育＆ケア

埼玉県のケアラー支援条例では県内の学校や教

育委員会に教育の機会を高めるためヤングケア

ラー支援をするように定めています。

同条例では県はヤングケアラー支援の計画をた

てます。

担任や他の担当者の面談、家庭訪問、スクール

カウンセラー、ソーシャルワーカーその他関係

者間の情報共有などの支援が考えうる今後の手

立てとしてあげられます。 （詳細リンク有）

介護離職ゼロの取組みの一つとし

て、「 介護離職ゼロのポータルサ

イト （厚生労働省のホームページ

内）、仕事と介護の両立支援に取り

組む企業を支援するための「両立支

援等助成金(介護離職防止支援コー

ス) 」、「介護支援プラン」の策定

支援などがあります。

仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の家族の介護等をする

ために、介護休業制度、介護休暇制度、所定外労働の制限（残業免

除）、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮等の措

置、不利益取扱いの禁止、介護休業等に関するハラスメント防止措置

などの、 育児・介護休業法 に基づく制度が利用できます。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

International Alliance 
of Carer Organizations

                       (グローバルなケアリングの状況)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/gaiyou_e.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/plan2.pdf
https://www.bakermckenzie.co.jp/e/material/dl/supportingyourbusiness/newsletter/employment/ClientAlert_161209_ChildAndFamilyCareLeaveAct_E.pdf
https://www.taylorvinters.com/news/japan-important-changes-family-related-leave-japan
https://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2017/JLR53_ikeda.pdf
https://mainichi.jp/english/articles/20200326/p2g/00m/0na/089000c
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2438&vm=04&re=02


日本

健康＆ウェル
ビーイング

休息＆レスパイトケア

ケアラーアセスメントは実施されていません。ケアラー自身を対象と

したレスパイトケアはありません。 

介護保険制度の要介護者向けサ

ービス（ショートステイ、デイ

サービス、訪問介護など）がレ

スパイトケアとしての機能を一

部になっています。

これらのサービスのアクセスと

利用可能性に地域格差が生じて

います。

心理＆社会的サポート

介護保険法に基づいて設立された地域包括支援センターが地域支援事業

の総合相談として家族介護者への支援事業を行っています。

2018年に厚生労働省は『市町村・地域包括支援センターのための 家族

介護者支援マニュアル ー家族介護者の人生の支援』を作成しました。

認知症の家族介護者を対象とした相談支援が提供されています。

チャンス・機会  
いくつかの自治体では独自に、介護者の心の相談や相談支援を実

施しています。日本ケアラー連盟では、これらの施策の全国への

波及を目指しています。

いくつかの先駆的な地域では、ケアラー支援組織がケ

アラーカフェを運営しています。

行動

影響

社会的認知

• IACOの2018-2022年の戦略計画

では、ケアラーに対する認知

度と認識を向上させる、ケア

の影響の理解を高める、ケア

ラーのための行動に関する国

際的な戦略とコミットメント

を作成する、キャパシティ・

ビルディングを促進するの４

つの戦略的重点課題を示して

います。

International Alliance 
of Carer Organizations

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

International Alliance 
of Carer Organizations

                       (グローバルなケアリングの状況)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000307003.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000307003.pdf


日本

情報＆知識

高齢・障がいなどの領域ごとに厚生労働省や自治体HP・パン

フレットなどで情報はありますが、ケアラーを対象にケアラ

ーが必要な情報が簡単に得られる状況とはなっていません。 

いくつかの自治体では家族介護者を独立した領域として対応

している場合もありますが、十分ではありません。

チャンス・機会 
ケアラーの情報提供の体制は不十分な状況にあり

ます。

日本ケアラー連盟は、高齢者介護に関する情報だ

けでなく、ヤングケアラーも含め多様なケアラー

に柔軟に対応した情報提供体制の構築にむけて

国・県・自治体・企業などに働きかけていきたい

と考ています。

日本ケアラー連盟では、ケアラーを応援し、
基本的な情報を提供するための「ケアラー手
帳」や、「あなたの街のケアラー支援ガイ
ド」を発行しました。

IACOはケアの必要な人を尊重し

ながら、ケアラーがケアの必要

な人、医療や社会システム、そ

して社会にエッセンシャルな役

割を担っていることに対するグ

ローバルな理解と認識を深める

ために、強固で不可欠なケアラ

ー組織のネットワークを構築し

ています。

International Alliance 
of Carer Organizations

ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations

                       (グローバルなケアリングの状況)

https://carersjapan.jimdofree.com/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%86%85%E5%AE%B9/%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
https://carersjapan.jimdofree.com/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%86%85%E5%AE%B9/%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD/
http://carersjapan.com/images/activities/guidebook2015.pdf
http://carersjapan.com/images/activities/guidebook2015.pdf


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

日本ケアラー連盟(2010年設立)は家族介護の問題への国民

の関心を高め、ケアラーの抱える問題を社会的に解決し、

支援するために設立されました。

同組織はケアの必要な人もケアラーも困ることなく暮らせ

る社会を目指しています。日本ケアラー連盟はアドボカシ

ー、調査研究、啓発、ケアラーへの情報と助言の提供、政

策提言、自治体条例化・法制化によってこれを達成しよう

としています。

日本ケアラー連盟にはヤングケアラー支援のためのヤング

ケアラープロジェクトがあります。

山口麻衣氏（日本ケアラー連盟理事）には、専門的なご助言や質問へのご回答

および本章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申

し上げます。

新型コロナ感染症をきっかけに、ケアラー

が感染隔離等緊急時にケアを代替者に引

き継ぐための「ケアラー緊急引継ぎシート

（ケアラーのバトン）」を作成・公表しま

した。 

新型コロナ感染症とケアラー支援に関する日本ケアラー連盟の政府

への要請の結果、厚生労働省の新型コロナQ＆Aのサイトに、全国の 

地域包括支援センター一覧を含む、家族介護者用の情報サイト項目

が追加されました。

日本ケアラー連盟は、ケアラー緊急引継ぎシートは平時でも必要な

ものであることから、平常時にも使えるよう改良を重ねています。 

日本でのイノベーション

出典： 

 – Baker & McKenzie. (2016). Amendments to the Child and Family Care Leave Act and the 

Equal Opportunity Act. 

 – Ikeda, S. (2017). Family Care Leave and Job Quitting Due to Caregiving: Focus on the 

Need for Long-Term Leave. Japan Labour Review, 14(1), 25-44.. 

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://drive.google.com/file/d/1lv61pFaELW1yTWUKxXyL5hJSSpxsI-Lu/view
https://drive.google.com/file/d/1lv61pFaELW1yTWUKxXyL5hJSSpxsI-Lu/view
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00019.html#Q9
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
https://www.bakermckenzie.co.jp/e/material/dl/supportingyourbusiness/newsletter/employment/ClientAlert_161209_ChildAndFamilyCareLeaveAct_E.pdf
https://www.bakermckenzie.co.jp/e/material/dl/supportingyourbusiness/newsletter/employment/ClientAlert_161209_ChildAndFamilyCareLeaveAct_E.pdf
https://carersjapan.jimdofree.com/english/
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ニュージーランドでは、Carer（ケアラー）とい

う言葉が最も頻繁に使われます。ケアラーとは、

障害や症状、または病気のため、日常生活で支援

が必要な友人、家族、whãnau（拡大家族）および

aiga（家族）をケアする人のことです。

ニュージーランド

人口密度...................... 18人/ km
2 *

都市部人口.................... 86.9% *

中央年齢...................... 38歳 *

従属人口指数.................. 55.8 **

* Worldometer 

** (Wikipedia)

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100。 

 従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

ケアラーの数： 
430,000人以上

1

人口の10%
2
 

1
 
NZ Census 2018

2 ニュージーランドの人口（2020年）：4,829,948 (Worldometer)

International Alliance 
of Carer Organizations Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.worldometers.info/world-population/new-zealand-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www.stats.govt.nz/2018-census/
https://www.worldometers.info/world-population/new-zealand-population/


ニュージーランド

Carers’ Strategy Action Plan 
2019–2023

Mahi Aroha 

New Zealand Carers’ Strategy Action Plan（ニュージ

ーランドケアラー戦略行動計画）2014－2018 および、最近

では新たな the new Mahi Aroha: Carers’Strategy Action 

Plan（ケアラー戦略行動計画）2019-2023 で、以下を含めた

優先目標が挙げられています。

•ケアラーの健康とウェルビーイング

・仕事・生活・ケアの役割のバランスに向けた情報や支援へ

のアクセス

・ケアラーの役割に対する認知向上

 

ヤングケアラーは、政府の戦略で優先的なグループとなって

おり、また2019―2023年の行動計画では、研究、政策策定

および具体的な施策にヤングケアラーを含め、彼（女）ら

が支援を受けやすくなるようにすることを明示しています。

法律

ニュージーランドには、ケアラーを認識したりケアラーへの

認識を促したりする特定の法律はありません。

2008年のケアラー戦略では、政府によるケアラーのビジョ

ンが提示されました。

「ニュージーランドは、日常生活で援

助を必要とする人を支援する個人、家

族、whãnauおよびaiga1を大切にする社

会です。」 

このビジョンを実現するためにケアラーは、家庭生活、社

会活動、仕事および教育に参加する選択肢や機会を得る

必要があります。またケアラーに影響を及ぼす決定を

行う際には、本人の声に耳を傾ける必要があります。

他にも様々な政府の戦略が、ケアラーの認知向上とつな

がりあっています。家族介護と関連のある戦略にはたとえ

ば、NZ Disability Strategy and Action Plan（ニュー

ジーランド障害戦略および行動計画、Better Later Life–

He Oranga Kaumatua（より良い高齢期）2019–2034、 

Ola Manuia: Pacific Health and Wellbeing Action 

Plan（太平洋地域の健康およびウェルビーイング行動計

画）2020–2025が含まれます。

2000年のNew Zealand Public Health and Disability 

Act（ニュージーランド公衆衛生および障害法）は、給付

政策という点で、ケアラーに関係しています。

Ola Manuia: Pacific Health and Wellbeing Action Plan 2020–2025 1 

Ola Manuia 
Pacific Health and Wellbeing  
Action Plan 2020-2025 
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Ola Manuia: Pacific Health and Wellbeing Action Plan 2020–2025

Measures and indicators, research, reviews, insights and evaluation

Pacific people have equitable
health outcomes

Pacific people live longer
in good health

Pacific people lead independent 
and resilient lives

Leadership

Prominent and accountable

Actions to achieve outcomes

Achieve equity in health outcomes

Wellbeing priorities

Workforce

Culturally safe and competent

Organisational 
infrastructure capacity

Effective and efficient

Funding and investment

Collaborative commissioning

Culture
Community 
and health 

literacy

Service 
priorities Leadership Workforce

Mental 
wellbeing

Health and 
disability 
system

Environments 
and social 

determinants

Evidence and 
insights

Government 
priorities

Ministry of Health 
priority

Pacific families are thriving in Aotearoa New Zealand
Vision and principles

Pacific wellbeing Respectful relationships Valuing families High-quality heath care

System enablers

Outcomes

Strengthening actions with government and 
across sectors to create environment that 
improves health equity for Pacific families

Changing the health and disability system to 
deliver more responsive, more accessible 

and high-quality services for Pacific families

Strengthening health knowledge and skills 
of Pacific people to support informed 

choices about their health and wellbeing
Priorities

Focus areas

Actions

Monitoring and 
evaluation

  

IACOでは知識移転を促進しているほ

か、ケアラーのニーズを支援する総

合的な政策やプログラムに向けて働

きかけています。 （詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations
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Supporting
Caring for carers and supporting their wellbeing
Supporting is the third focus area. It focuses on supporting carers, including financial support 
and carer wellbeing. 

During consultation, carers told us that the actions under this focus area were some of the 
most important to them. In addition to financial support, respondents also talked about 
social connections, and their place in the community. Some spoke about the important role 
of spirituality for their wellbeing, helping them to cope with the challenges of being a carer. 
Consultation also highlighted that holistic support and self-care strategies that consider  
the ‘whole person’ are important to carers.

A recurring theme in the feedback was that carers were often so focused on the person  
they were caring for that they neglected to look after themselves. Experiences of stress and 
burn-out were common, with one respondent noting that carers do not have a wellbeing 
framework to define what it means to be well. 

“One important aspect is ‘care for the carers’. If not, there will be two people 
needing care and two more carers needed.” 
Submission

“Carers can be dangerously selfless. Their love is for the person they care  
for. Often they forget themselves.” 
Talanoa participant

“Self-care and wellbeing… that’s what you need to be teaching. You need to 
teach carers how to do this and make sure they are addressing it.” 
Workshop participant

“The body can live with a certain amount of stress, but I don’t think people, even 
carers themselves, realise how much they live with. It’s so far beyond ‘normal’ 
stress. You can only do that for so long before you just burn out.”
Workshop participant

“Making sure that financial and practical supports are in place so that the  
day-to-day lives of carers and those they care for are not only manageable  
but enjoyable.”
Survey respondent

Carers also mentioned other factors affecting the support that they needed. These included 
changes in family dynamics (for example, smaller households and increased female 
participation in the workforce), as well as the impacts of an ageing population. 

 Nowadays whānau are dispersed and not many[are] left to share care or [they] 
are older and need care themselves. It used to be that more whānau were 
around and tighter in looking after each other.
Hui feedback

Mahi Aroha  
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Recognition

Recognising carers and their contributions
Recognising is the first of the four focus areas of Mahi Aroha. It aims to ensure that  
carers are recognised, valued and acknowledged for the important work they do. 

Many carers we heard from emphasised the importance of recognition. Some felt their 
role as carers was not valued and that they had no voice. They asked to be trusted, 
supported and heard. Recognition was about being valued for their contribution to 
society, with others understanding the nature of their caring role. They wanted to be 
supported, no matter who they were caring for.

“I think ‘recognising carers and their contributions’, is the most important 
and overarching action step. It implies [imminent action] and significant 
change for caregivers. Please press on with this.” 
Submission 

“For me, it’s about recognition, trust, choice and – ultimately – 
empowerment.” 
Workshop participant 

Mahi Aroha  
Carers’ Strategy Action Plan 2019–2023
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The New Zealand  
Carers’ Strategy 
The Carers’ Strategy was developed through a partnership between 
government agencies and the New Zealand Carers Alliance (a coalition  
of over 40 national not-for-profit organisations)� Its purpose is to improve 
support for family, whānau, aiga and carers� The Carers’ Strategy was  
launched in 2008 with an Action Plan covering 2008 to 2012� 

The Carers’ Strategy has a strategic framework with a vision and guiding principles which 
are carried forward into five-year action plans� The action plans contain objectives with 
actions that the Government will undertake to address areas of key priority identified  
by carers and the government agencies�

Mahi Aroha  
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Vision 
The key to the Carers’ Strategy is its vision for New Zealand carers� This vision came  
from talking to carers and the people they deal with� It is the ultimate goal the Strategy 
will work towards achieving�

The Government’s vision for carers in New Zealand is that: New Zealand Aotearoa is  
a society that values individuals, families, whānau or aiga who support others who  
need help with their everyday living� This will be achieved when: 

• carers have choices and opportunities to participate in family life, social activities, 
employment and education 

• carers’ voices are heard in decision-making that affects them�

Caring should be something people do with pride and feel supported when they do it�

By valuing and supporting New Zealand carers, we help to develop strong healthy 
families who are able to help their members reach their full potential as participating 
members of society� 

By improving choices for carers in paid employment and education, we help to address 
skill shortages within the economy, to improve productivity levels and to help carers  
to secure their present and future income and resources�

“[The Carers’ Strategy needs to] commit to making a difference, supporting 
carers to succeed in their important role as New Zealand’s largest health 
and social services workforce� This includes considering the impact 
of their role on carers’ lives, the lives of those they support if carers’ 
wellbeing is compromised, and their participation in paid work and the 
wider economy�” 
Carers Alliance submission, August 2013

Guiding principles
The Carers’ Strategy has four guiding principles to help achieve its vision for New Zealand 
carers� These principles will be used by government agencies to ensure the perspectives 
and needs of carers, their families and those close to them are considered and catered 
for in any activities and decision-making that affects carers� NGOs, businesses and 
community groups can use these principles as well, in their work with carers and those 
close to them�

The strategy’s four guiding principles are:

• recognise diversity

• be proactive

• enable carers

• be inclusive�
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Caring for carers and supporting their wellbeing
Supporting is the third focus area. It focuses on supporting carers, including financial support 
and carer wellbeing. 

During consultation, carers told us that the actions under this focus area were some of the 
most important to them. In addition to financial support, respondents also talked about 
social connections, and their place in the community. Some spoke about the important role 
of spirituality for their wellbeing, helping them to cope with the challenges of being a carer. 
Consultation also highlighted that holistic support and self-care strategies that consider  
the ‘whole person’ are important to carers.

A recurring theme in the feedback was that carers were often so focused on the person  
they were caring for that they neglected to look after themselves. Experiences of stress and 
burn-out were common, with one respondent noting that carers do not have a wellbeing 
framework to define what it means to be well. 

“One important aspect is ‘care for the carers’. If not, there will be two people 
needing care and two more carers needed.” 
Submission

“Carers can be dangerously selfless. Their love is for the person they care  
for. Often they forget themselves.” 
Talanoa participant

“Self-care and wellbeing… that’s what you need to be teaching. You need to 
teach carers how to do this and make sure they are addressing it.” 
Workshop participant

“The body can live with a certain amount of stress, but I don’t think people, even 
carers themselves, realise how much they live with. It’s so far beyond ‘normal’ 
stress. You can only do that for so long before you just burn out.”
Workshop participant

“Making sure that financial and practical supports are in place so that the  
day-to-day lives of carers and those they care for are not only manageable  
but enjoyable.”
Survey respondent

Carers also mentioned other factors affecting the support that they needed. These included 
changes in family dynamics (for example, smaller households and increased female 
participation in the workforce), as well as the impacts of an ageing population. 

 Nowadays whānau are dispersed and not many[are] left to share care or [they] 
are older and need care themselves. It used to be that more whānau were 
around and tighter in looking after each other.
Hui feedback
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Recognition

Recognising carers and their contributions
Recognising is the first of the four focus areas of Mahi Aroha. It aims to ensure that  
carers are recognised, valued and acknowledged for the important work they do. 

Many carers we heard from emphasised the importance of recognition. Some felt their 
role as carers was not valued and that they had no voice. They asked to be trusted, 
supported and heard. Recognition was about being valued for their contribution to 
society, with others understanding the nature of their caring role. They wanted to be 
supported, no matter who they were caring for.

“I think ‘recognising carers and their contributions’, is the most important 
and overarching action step. It implies [imminent action] and significant 
change for caregivers. Please press on with this.” 
Submission 

“For me, it’s about recognition, trust, choice and – ultimately – 
empowerment.” 
Workshop participant 

The New Zealand Carers’ Strategy Action Plan 
for 2014 to 2018 

Caring for the Carers – He Atawhai i te Hunga Ngäkau Oha o Aotearoa 

The New Zealand Carers’ Strategy Action Plan 
for 2014 to 2018 

Caring for the Carers – He Atawhai i te Hunga Ngäkau Oha o Aotearoa 

The New Zealand Carers’ Strategy Action Plan 
for 2014 to 2018 

Caring for the Carers – He Atawhai i te Hunga Ngäkau Oha o Aotearoa 

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/work-programmes/policy-development/carers-strategy/carers-strategy-2014-18.pdf
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/work-programmes/policy-development/carers-strategy/carers-strategy-2014-18.pdf
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/work-programmes/policy-development/carers-strategy/carers-strategy-action-plan-2019-2023.pdf
https://www.msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/work-programmes/policy-development/carers-strategy/carers-strategy-action-plan-2019-2023.pdf
https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/work-programmes/policy-development/carers-strategy/index.html#Acrossgovernmentstrategytobettersupportcarers2
https://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/work-programmes/policy-development/carers-strategy/index.html#Acrossgovernmentstrategytobettersupportcarers2
https://www.odi.govt.nz/disability-action-plan-2/#:~:text=The Disability Action Plan 2019%E2%80%932023 (Action Plan) aims,%E2%80%932026 (Disability Strategy).&text=Instead%2C it is a package,have an explicit disability perspective.
https://www.odi.govt.nz/disability-action-plan-2/#:~:text=The Disability Action Plan 2019%E2%80%932023 (Action Plan) aims,%E2%80%932026 (Disability Strategy).&text=Instead%2C it is a package,have an explicit disability perspective.
http://www.superseniors.msd.govt.nz/about-superseniors/ageing-population/better-later-life-report/index.html
http://www.superseniors.msd.govt.nz/about-superseniors/ageing-population/better-later-life-report/index.html
https://www.health.govt.nz/publication/ola-manuia-pacific-health-and-wellbeing-action-plan-2020-2025
https://www.health.govt.nz/publication/ola-manuia-pacific-health-and-wellbeing-action-plan-2020-2025
https://www.health.govt.nz/publication/ola-manuia-pacific-health-and-wellbeing-action-plan-2020-2025
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0091/latest/whole.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2000/0091/latest/whole.html
https://internationalcarers.org/


ニュージーランド

ケアラーの社会的認知（続き）

チャンス・機会 

Carers NZとCarers Allianceは、ニュ

ージーランドの将来的な方向の参考と

するために、グローバルなケアラー法

を精査するよう政府に働きかけてきま

した。

ケアラーの認知向上は、戦略的および

政治的な目標です。社会、政府およ

び保健福祉サービス全体を通じて、ケ

アラーを独自の大きなグループとして

捉えるよう考え方を転換する必要性

を、Carers NZでは認識しています。

主要な機関でケアラー担当の「長」を

任命したり、またおそらく「ケアラー

大臣」を任命する必要があります。こ

のような転換を行うために、ケアラー

運動は新たにかなりの努力を行う必要

があり、実現するには何年もかかるか

もしれません。他国の経験が参考とな

るでしょう。

ニュージーランドのヤングケアラーに

関する情報が、2022年に発表される

予定です。これにより、特にMACAツ

ールを使っている他の国と比較できる

ようになります。

ヤングケアラー  

ニュージーランドでは15～24歳の人のうち、8％がヤングケアラ

ーです（2018年国勢調査）。

Young Carers NZ (YCNZ)は、ケアの役割を担う24歳までの児童や

若者のネットワークであり、Carers NZはYCNZの法的な包括組織

です。このネットワークは、元ヤングケアラーやヤングケアラー

の諮問委員会が主導しており、主にYoung Carers NZのFacebook

ページを通じてソーシャルメディアでつながっています。

Carers NZでは、ヤングケアラーと関わる専門職や親、そしてヤ

ングケアラー自身向けの資料を、印刷版とウェブ版で作成しま

した。諮問グループが、このネットワークの活動運営を支援して

おり、その中にはたとえばイベント、情報、オンラインでの集ま

り、若者によるケア提供への認知向上を図るメディア露出などが

含まれます。（詳細リンク有）

YCNZでは、ニュージーランドのヤングケアラーについてプロ

フィールを作成するために、Saul BeckerのMultidimensional 

Assessment of Caring Activities（MACA、ケア活動の多面的

評価）調査ツールを採用しました。

社会的認知 

Carers New Zealand (Carers NZ)とCarers Allianceは2021年、

ニュージーランドで初めてのケアラー週間を企画しており、全

国的なイベントを予定しています。

She Caresは、Carers NZが主

催しているウェブ上のキャンペ

ーンで、ケアの役割における女

性への認知向上に取り組んでい

ます。キャンペーンのサイトで

は、国内の素晴らしい女性ケア

ラーたちの実話に加え、Carers 

NZのウェブサイトやFacebookペ

ージで紹介されている「小休

憩」の取り方について役立つヒ

ントも掲載しています。

CareWiseiは、ケアラーフレンドリ

ーな職場づくりを推進するためのプ

ログラムと認知向上キャンペーンで

す。ここでは雇用主を支援するため

に、使いやすいヒントやツール、提

案を紹介しています。

これまでのキャンペーンではたとえ

ば、ケアラーの「ウェルビーイング

年」を企画し、毎月テーマを決め

て、ケアラー自身のケアを行うよう

気づきを促しました。 

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://www.facebook.com/youngcarersnz
https://www.facebook.com/youngcarersnz
https://carers.net.nz/information/are-you-a-young-carer/
https://www.sussex.ac.uk/about/who/leadership/deputy-vice-chancellor
http://www.carers.net.nz/
https://carers.net.nz/nz-carers-alliance/
https://she-cares.org/
https://carewise.org.nz


ニュージーランド

ニュージーランドは2013年、世界でもかなり早い段階で、ケアラ

ーの役割を認識する給付を導入しました。これは家庭状況による

給付の差別撤廃を求めて、家族が主導し、長年にわたって人権お

よび裁判での働きかけを行ってきた成果です。

Resident Family Care（在住家族ケア）は、重度以上の支援

ニーズがある人のケア提供者が対象です。Carers NZとCarers 

Allianceが代々の政府にロビー活動を行って、受給資格がより公

平となるよう政策改善を求めており、最近の変更では、配偶者や

16～18歳のヤングケアラーが受給できるようになりました。給付

金額は現在、公式な支援職と同程度です（それまでケアラーへの

給付金額は、最低賃金でした）。給付には資産調査やミーンズテ

スト（資力調査）は行われません。（詳細リンク有）

多くの支援を提供することで雇用労働が難しい人は、ケアラーへ

の給付に加え、Supported Living Payment （SLP、生活支援給

付）を受給できます。これはミーンズテストや資産調査が行われ

るため、あまり多くのケアラーが使えるものではありません。配

偶者は、SLPを受給できません。（詳細リンク有）

Carer Support Subsidy（ケアラー支援補助金）は、障害者や

高齢者、慢性疾患のある人、メンタルヘルスの問題がある人を

ケアする多くの人たちに提供されています。多くのケアラーに

とって、これが唯一の公的支援となっています。現在は、ケア

ラーがレスパイトサービス（在宅、施設、またはサービスベー

ス）利用に役立てるために、日額で支払われる少額の給付とな

っていますが、利用規則が厳しいため、この補助金はケアラー

からあまり好まれていません。

チャンス・機会 

ニュージーランドでは現在、ケアラー手当もなく、ミー

ンズテストなしの資金もありません。ユニバーサル・ベ

ーシック・インカム（UBI）に関する議論が、現在行われ

ています。UBIは、ケアラーであることも含めて支援ニー

ズの理由に関わらず、ケアラーを含むすべての市民に経

済的支援を提供するというものです。

さらなる検討が必要な事項として、無償ケア提供で女

性に頼りすぎるのは不公平である、という問題がありま

す。ニュージーランドでは、女性がケアラー全体の2/3

を占めています。そしてこの国ではケアラーが配偶者の

場合、SLPを受給できません。このような経済的支援の

バリアは、女性にとって重要な問題です。

International Alliance 
of Carer Organizations

IACOでは、国際的なパートナーシッ

プやグローバルなアドボカシーを構

築して、ケアラーの声を強化し大切

にしています。（詳細リンク有） 
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In this section, you’ll find a range of help for 
equipment, housing and vehicle modifications 
available to carers or the person you support. 
It largely covers help funded by the Ministry 
of Health. For information about what help is 
available from ACC see page 41.

Visit the Ministry of Health website at 
health.govt.nz and search Equipment 
and modification services to read more 
about the kinds of equipment and 
modifications available. Print off the 
pamphlets you’re most interested in. 
Your local Disability Information or 
Resource Centre will also have copies 
of these pamphlets.

The Ministry of Education funds 
equipment for primary and secondary 
students to support their learning and 
activities at school – see page 27.

For more information on travel and 
transport options – see page 14.

Things 47

A Guide for Carers
He Aratohu mä ngä Kaitiaki

Practical help for people supporting family or friends who are 
older and need assistance, or who have a health condition,  
a disability, an injury or mental health, alcohol and drug issues.
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Money

In this section, you’ll find information about 
financial help from Work and Income, 
Inland Revenue, ACC and other agencies.
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People

In this section, you’ll find a range of 
organisations available to support carers 
or the person you care for.
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People  17

Are you a carer?

Do you often assist a family, whänau or aiga 
member or friend with everyday activities?

You may not see yourself as a “carer”  
– perhaps it’s just a part of who and  
what you do. You could be a parent  
of a disabled child, an older person 
caring for a sick partner, or a younger 
person supporting a friend with  
a mental health condition.

The care you give could be needed 
suddenly due to injury or illness,  
or gradually over time as you provide 

more support for, say, a parent or 
grandparent who needs assistance.

At some stage in our lives, most of us will 
care for, or be supported by, someone. 
If this sounds like you, then chances are 
there are services and support on hand 
to help. Whether you’re new to caring 
or have supported someone for many 
years, this guide will show you what help 
is available.

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.access.org.nz/Home-Community-Services/Resident-Family-Care
https://www.srgexpert.com/wp-content/uploads/2018/05/Paid-Family-Care-Discussion-Paper-FINAL-24-April-2018.pdf
https://www.workandincome.govt.nz/products/a-z-benefits/supported-living-payment.html#null
https://www.msd.govt.nz/documents/what-we-can-do/community/carers/a-guide-for-carers-july-2019.pdf
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/types-disability-support/respite/carer-support
https://internationalcarers.org/


ニュージーランド

仕事＆ケア

ニュージーランドでは、ケアラーのほぼ90％が働く世代（15

～65歳）ですが、Carers NZによるCOVID-19調査では、パートタ

イムまたはフルタイムで仕事ができるケアラーは、わずか39％

でした。

Carers NZが開発し、社会開発省が資金を提供している

CareWise は、雇用主がケアラーフレンドリーな職場づくりを

行うのを支援するプログラムです。これは2020年5月に立ち上

がり、雇用主へ無料で提供されています。CareWiseでは、広く

一般的なコミュニケーションと雇用主向けのコミュニケーショ

ンを通じて、雇用主と働くケアラーの両方に向けて、仕事とケ

アのバランスに関する情報や知識を提供しています。雇用主は、

ケアラーフレンドリーな職場づくりにコミットする意思を示す

と、ダウンロード可能なツールにアクセスできます。CareWise

の参加雇用主は、自組織のあらゆるレベルの仕事へ、ケアラー

が自由に応募できるようにすることが求められます。

The New Zealand Carers Strategy Action Plan（ニュージー

ランドケアラー戦略行動計画）2019–2023では、ヤングケアラー

への柔軟な学習、研修、教育機会を支援するようコミットして

います。またこの計画では、スキルや経験を、研修や資格、雇

用で考慮できる方法づくりにも取り組んでいます。

Employment Relations Act Part 6AA Flexible Working（雇

用関係法パート6AA 柔軟な働き方）の下でニュージーランド

の人びと（ケアラーを含む）は、柔軟な勤務形態を要請する

権利があります。COVID-19によって、あらゆる業界で柔軟な

働き方の受け入れが加速しました。これによって、ケア提供

で柔軟な働き方や在宅勤務が必要な人たちに、新たな雇用機

会がもたらされるでしょう。

教育＆ケア

Carers NZは Student Volunteer Army (SVA)と連携して、ヤン

グケアラーが友人や家族へ提供する支援の認知に取り組んでい

ます。SVA学校ボランティアプログラム では生徒が、友人や家

族の支援に費やした時間を記録でき、その重要な役割を評価さ

れます。若者によるケア提供は、SVAプログラムでユニークな

支援カテゴリーであり、現在は国内中等学校の大半が参加して

います。

CareWiseプログラムのアウトカムの一つとして、働き始めて

間もないヤングケアラーを支援するための、情報やパートナ

ーシップが構築されているところです。Carers NZではまた学

校や高等教育機関と協力して、ケア提供が若者の学習に及ぼ

す影響についてこれらの機関が理解を深めたり、就職準備に

あたってヤングケアラーを支援するための実務的な対応を行え

るよう取り組んでいます。

チャンス・機会 

ケアラーが以下のことをできるよう支援するため

に、Carers NZでは現在、ワ―クライフバランスを最

優先事項に掲げています。

• 仕事を続ける

• 自分の選択肢を理解する

• 利用できる支援を見つける

• ヤングケアラーが利用できる選択肢を決める

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://carewise.org.nz/
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2007/0105/latest/DLM1034656.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2007/0105/latest/DLM1034656.html
https://service.sva.org.nz/about/
https://service.sva.org.nz/
https://carewise.org.nz/


ニュージーランド

レスパイトケア

レスパイトは、Carers AllianceのNGO連合会で優

先事項の一つとなっています。この課題は、2019

年に政府へ出された報告書「Respite in New 

Zealand: We must do better」（ニュージーラン

ドのレスパイト：改善が必要）で取り上げられま

した。（詳細リンク有）

レスパイトの支援やサービスは、Needs 

Assessment and Service Coordination（NASC、

ニーズアセスメントおよびサービス調整）団体が

割り当て、保健省が資金を提供しており、以下

が含まれます。

• ケアラー支援

• 個別資金

• 家族whãnau在宅支援（「Buddy」（仲間）また

は支援ワーカーが週に数時間提供）

• レスパイトハウスや他の施設での滞在

各地域では、様々なレスパイトの選択肢がありま

す。サービスや連絡先情報のリストは、保健省を

通じて入手できます。（詳細リンク有）

ケアラーを認識し支援するために、IACOではGlobal Carers Strategy 

and Action Plan（世界ケアラー戦略および行動計画）の策定と推進

を通じて世界的な運動を促進していきます。（詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations

Carer Support（ケアラーサポート）は、

レスパイトケアで支援者の雇用コストを返

済する補助金です。対象者はフルタイムの

ケアラーであり、その定義は、障害者への

無償ケア提供時間が1日4時間を超える人と

なっています。金額は、ケアラーや要介護

者のニーズによって異なります。資金の支

払者について見ると、加齢に伴う支援ニー

ズや、メンタルヘルスおよび長期的な疾患

のある人は、地域の衛生局を通じて支払わ

れ、また障害者は保健省を通じて支払われ

ます。

I Choose（私の選択）は、柔軟性を増した

Carer Supportであり、これは導入予定で

したが延期され、一方で持続可能な実施計

画が作成されています。この重要な変更に

より、レスパイトの選択肢で柔軟性が向上

するほか、資金の口座振り込みが可能とな

り、また記入書類も減少します。

進展中の柔軟な資金モデル（レスパイトを

含む）では、ケアラーが十分な情報を得

て、また処遇や資金で公平に扱われるよう

にする必要があります。またニュージーラ

ンドのCarer Support補助金を個人予算へ

移行させ、利用者が有意義な休息を取れる

ように、商品やサービスを購入できる柔軟

性を持たせる必要があります。

M
o
n
ey

Peo
p
le

D
irecto

ry
Th

in
g
s

Total Mobility Scheme
The Total Mobility Scheme is a 
subsidised taxi service. It works using 
vouchers or electronic cards that give 
a 50 per cent discount on normal 
taxi fares, up to a specified level. The 
purpose of the scheme is to help 
eligible people with impairments 
access appropriate transport so they 
can participate more fully in their 
community.

This assistance is provided in the form 
of subsidised, door-to-door transport 
services wherever scheme transport 
providers operate. It isn’t intended to be 
a substitute for transport services that 
are the funding responsibility of other 
agencies. The scheme is part funded 
by the New Zealand Transport Agency 
and part funded and managed by local 
authorities (usually regional councils).

Who qualifies?

The scheme is available to people  
who are unable to use public transport 
due to the nature of their disability.  
This includes:

• getting to the place where the 
transport departs 

• getting onto the transport 

• riding securely 

• getting off the transport 

• getting to the destination. 

For further information visit  
nzta.govt.nz and search for  
Total Mobility.

Who to talk to about the  
Total Mobility Scheme

Contact the New Zealand Transport 
Agency or the Total Mobility co-ordinator 
at your regional council to find out how 
the scheme works in your area.

Money 15

LoseとTita。写真家Terry Winn氏の全国Caring 
Momentsコレクションより。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。
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https://www.alzheimers.org.nz/getattachment/8182cef1-0153-410f-b2ec-018617c85233/We-Must-Do-Better-Respite-Report-FINAL-March-2019.pdf/
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/getting-support-disability/needs-assessment-and-service-coordination-services
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/getting-support-disability/needs-assessment-and-service-coordination-services
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/getting-support-disability/needs-assessment-and-service-coordination-services
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/types-disability-support/respite/carer-support
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/types-disability-support/respite/respite-supports-and-services
https://internationalcarers.org/
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/types-disability-support/respite/carer-support
http://carers.net.nz/i-choose/


ニュージーランド

健康＆ウェルビーイング（続き）

心理＆社会的サポート

Carers NZでは、ケアラー向けの資料や活動の大半が、オンラインまたは

0800（フリーダイヤル）のヘルプラインを通じて行われます。以下に支援

内容の例を紹介します。 

ヘルプライン：営業時間内で電話での支援を行い、個別の問い合わせに答

えたり、また必要に応じて他の支援サービスへ紹介したり指導を行ったり

します。 

Eメールホットライン：Carers NZでは、年中無休でインターネットを通じ

た問い合わせが増えています。内容は、情報の依頼もあれば、複雑なケー

スで保健福祉機関との集中的な働きかけが必要な場合もあります。 

ウェルビーイングの資料：ケアラーにとって重要な幅広いトピックについ

て、情報や資料を紹介しています。たとえばTime Out Guide（小休止ガイ

ド） や MeetUps Toolkit（集まりの場づくりツールキット）などがあり、

両方ともCarers NZのウェブサイトから無料でダウンロードできます。 

チャンス・機会           ニュージーランドでは、「individualised funding」（個別資金）が強調さ

れるようになっており、これによって、ケアラーや要介護者の支援に割り当てられる資源の使用方法につい

て、選択肢が広がります。報告書「Flexible Funding To Support Disabled People and Their Families」

（障害者やその家族支援に向けた柔軟な資金）では、現在の柔軟な資金アプローチの範囲や推計コストに

ついて、参考となる情報を提供しています。 

「現実世界」のイベントや物理的な活動に参加しづらいケアラーにとって、影響を及ぼす手段として、 

Cares NZでは2021年、1万5000のFacebook登録者数を倍増させる予定です。

ほかの例として、Take 1 Minute Take 5（ちょっと休憩）では、ウ

ェルビーイングのオーディオや瞑想エクササイズ、楽しいビデオな

ど、ケアラーが様々なメニューから選べます。また、ストレッチバン

ドを使ってケアラーが15分でできる運動プログラム(Strength for 

Life)や、ストレッチやリラックス方法などウェルビーイング関連の

オーディオや動画(Stretch Focus & Relax)もあります。さらに、休

憩やレスパイトの休息を計画するのに役立つプランナーも、ダウンロ

ードできます。 

Supporting people to move at home（在宅での

移動支援）は、スタッフやケアラーのケガ防止に

対応する無料ガイドで、印刷版とウェブ版があり

ます。このガイドはHome and Community Health 

Association とCarers NZが作成し、Accident 

Compensation Corporationが資金を提供しました。 Practical tips and techniques for carers 
and support workers

Supporting people to  
move at home

M

T

W

Th

F

Sa

Su

REGULAR ACTIVITIES 

TOTAL  

ME TIME 

TOTAL 

MINUTES REGULAR ACTIVITIES SOMETHING DIFFERENT SOMETHING DIFFERENT

exercise
physical activity other  

time out
Aim for 30 minutes of physical activity each day. 
Look at your typical daily routines; you may already 
be getting more exercise than you think (vacuuming 
counts!)

What other ‘me time’ can you fit in? A break 
can be anything that keeps you strong and 
well – anything that makes you feel good!

Download copies of this planner at www.carers.net.nz

Weekly Planner
WHEN CAN  

YOU MAKE TIME 

FOR YOURSELF 

THIS WEEK? 

When you get up:  
What am I going to do today for me? 

Before you go to bed:  
What did I do today for me?

Get in the habit of asking yourself 2 questions each day

Time Out 

1

time out

What can I do  
today for me?

What did I do  
today for me? 

Ideas to help family, whānau and aiga carers  
get the breaks they need

www.carers.net.nz | PO Box 47-385, Ponsonby, Auckland 1144 | centre@carers.net.nz | 0800 777 797

1

Meet 
Ups

Meet 
Ups

A toolkit to help you organise fun, informative get togethers 
for family, whānau, and aiga carers.

visit: www.meetup.com (search for ‘carers’ or ‘Carers NZ’)

2

enjoy meet learn share
Get together for laughs, 

sharing, and fun
Gain new skills,  

understanding, and 
knowledge

Find new friends!Spend time with other carers, 
discover helpful services, 
and receive information 

from Carers NZ and other 
community organisations

Often family carers become socially isolated because they 
find it difficult to attend events outside their homes. Yet 

many carers tell us they would like to connect with each 
other at informal events to receive information, hear about 

available help, and maybe meet a new friend. After all, no one 
understands a carer like another carer!

Over the years Carers NZ has tried 

all kinds of carer get togethers. 

Feedback indicates that informal 

socialising and learning opportunities are 

the preferred ways for carers to interact 

with us and with each other. We hope this 

toolkit provides all the information you’ll 

need to organise a MeetUp that carers will 

enjoy. This could be on a one-off basis, or 

you may wish to host regular MeetUps. 

Whether you are a carer wanting to connect with other carers, or an 
organisation wishing to host a carer gathering, this Toolkit aims to help you 

plan and hold a successful event.

Meet 
Ups

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://carers.net.nz/wp-content/uploads/2019/03/CarersNZ_Time-Out-Guide_Feb19-WEB.pdf
https://carers.net.nz/wp-content/uploads/2019/03/CarersNZ_Time-Out-Guide_Feb19-WEB.pdf
https://carers.net.nz/wp-content/uploads/2014/10/Carers_NZ_Carers_MeetUps_3-0.pdf
https://carers.net.nz/flexible-funding-support-disabled-people-families-report/
https://carers.net.nz/flexible-funding-support-disabled-people-families-report/
http://carers.net.nz/respite-wellbeing/
http://carers.net.nz/information/strength-video-collection/
http://carers.net.nz/information/strength-video-collection/
http://carers.net.nz/information/stretch-focus-relax-with-anna-filliol/
http://www.hcha.org.nz/assets/Supporting-people-to-move-Web.pdf
http://www.hcha.org.nz/assets/Supporting-people-to-move-Web.pdf


ニュージーランド

情報

情報パック：これは、Carers NZに加入する

個別のケアラーに提供されるほか、Carers 

Allianceの団体や他の地域ネットワークへま

とめて配布されます。このパックは、デジタ

ル版と印刷版があります。パートナーは、自

組織ネットワークのケアラーへこの情報パッ

クを配布する前に、独自の資源を加えてアレ

ンジできます。

アドボカシー：ケアラーが可能な限りタイ

ムリーで十分な支援を得られるよう、働き

かけています。これは、保健福祉サービス

や政府機関、またNeeds Assessment and 

Coordination Services（ニーズアセスメント

および調整サービス）（ニュージーランドで

公的資金を使って行われるすべてのケアラー

向けサービスの入り口）と共に行われます。

ソーシャルメディア：www.facebook.com/

carersnzやwww.facebook.com/youngcarersnz

で、ケアラーの活発なコミュニティが提供さ

れています。

eニュースおよびアラート：定期的なeニュー

スレターは約1万2000人に配信され、これは他

のネットワークが自分たちのケアラーメンバ

ーと共有します。全体としてネットワークの規

模は5万件ですが、そのうち郵送での情報受け

取りを希望するのは、わずか700件です。

冊子「Are you a Young Carer？」（あなた

はケアラー？）では、ヤングケアラーの活動、

意味、ヒントや支援リソースなどに関する情

報が掲載されています。

wecare.kiwi：これはパンデミックで、ケアラ

ーや高齢者、障害者、またコロナ禍で支援や

話を聞いてくれる人を必要とするすべての人

びとへの対応として設立されました。そして

活動は、人びとをつなぐことを長期的な目標

とした取り組みへと拡大し、多くのケアラー

が経験する孤立の軽減を目指しています。

教育＆研修

アクセスしやすく手頃な価格のテクノロジーに

よって、ケアラーが学び、共有し、つながる新

たな方法ができています。COVID-19で、このよ

うなツールの利用や関心が加速し、たとえば多く

のケアラーは現在、つながる方法としてZoomに

なじんでいます。

CareWiseを通じてケアラーは、自分たちの教育

や研修の選択肢について知ることができます。

たとえばケアラーにとって経済的なメリットが

あり、ケア提供についても知識を深められる、

公的資金での新たなプログラムなどがあります。 

Carers NZのCEOは、年に4回

「Family Care」という雑誌を発

行しており、これは国内で広く

読まれています（7万5000人以

上）。1996年以来これは、信頼

される情報や支援ソースとなり

ました（あるケアラーは、この

雑誌を「背中に置くクッショ

ン」と表現しています）。現在

は、グローバルな「Family Care World」（電子

版のみ）を検討中です。

ケアラーが自らの権利や選択肢（たとえば選

挙で）について理解するための支援が、Carers 

NZの定期的な情報キャンペーンの役割です。

What's it like to be a young carer? 

Young carers say that helping someone in their 
family or whānau has good and bad points. You 
want to help and make a difference, but that might 
mean you have less free time or more stress than 
your friends. Being a carer can be a big job.

THE GOOD THINGS

• As a young carer, you want to 
help a family member or friend 
who needs support and who is 
important to you. 

• You can feel proud of the 
difference you make to that 
person’s life, and to your 
family’s life.

• You may have a close 
relationship with the person 
you’re assisting and can share 
some special times together.

• You’re likely to have some 
skills and experience that most 
young people don’t have, 
which may help you in the 
future.

• Young carers are often more 
mature than others their age.

• 

“We ended up laughing so much together 

when he was in hospital. Even though 

he was really sick, we had the best times 

together. We were in this kind of bubble 

together, away from the usual world. It 

was pretty special.”

Kat 
6

Are you a 
Young Carer?

チャンス・機会 

ニュージーランドでは、ケアラーの役

割をインフォーマルに支援するため

の体形的なケアラー教育がありませ

ん。過去のCarers’ Strategy Action 

Plans（ケアラー戦略行動計画）で

は、これが優先事項となっていました

が、政権が変わったことで、全国で一

貫したケアラー向けの学習プログラム

構築ができなくなりました。

ケアラーは、レスパイトや給付など、

自分たちが関心のあるトピックについ

て詳細な情報を強く求めています。メ

ディアやコミュニケーションを充実さ

せて、ケアラーへ豊富なコンテンツを

提供するよう、取り組みが進んでいま

す。たとえばCarers NZが主催するポ

ッドキャストが、2021年に開始する予

定です。

数年ぶりのケアラー会議は、COVID-19

のため延期されました。ケアラーの集

まりを主催したり、他の機関が主催す

るイベントに参加する新たな方法を、

検討する必要があります。COVID-19

によってこのような対応は、パンデ

ミック以前よりも早急に必要となり

ました。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/getting-support-disability/needs-assessment-and-service-coordination-services
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/getting-support-disability/needs-assessment-and-service-coordination-services
https://www.health.govt.nz/your-health/services-and-support/disability-services/getting-support-disability/needs-assessment-and-service-coordination-services
http://www.facebook.com/carersnz
http://www.facebook.com/carersnz
http://www.facebook.com/youngcarersnz
https://carers.net.nz/wp-content/uploads/2017/03/YOUNG_CARERS_BROCHURE_WEB.pdf
https://carers.net.nz/wp-content/uploads/2017/03/YOUNG_CARERS_BROCHURE_WEB.pdf
https://carewise.org.nz/
https://issuu.com/familycareworld


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

ニュージーランドでのイノベーション

wecare.kiwi：Carers NZは数々のNGOと協力して、パン

デミック発生への迅速な対応としてwecare.kiwiを立ち上

げました。この使いやすいオンライン情報ソースでは、

ケアラーや一人暮らしの人、障害者、慢性疾患がある

人、あるいは無力感を覚えるあらゆる人がウェブサイト

で登録でき、連絡を取ったり、実践的な支援や楽しく気

持ちが上がるグッズを得たりします。

実務的な支援は、パートナー慈善団体であるIHCの全国ネ

ットワークを通じて提供しており、ここでは警察の身元

調査をパスしたボランティア（3,000人以上）が活動して

います。IHCはニュージーランドで最も歴史があり最大の

慈善団体であり、ここでは人びとが初期のロックダウン

を乗り切るのを援助するために、パンデミック資金の一

部を使って楽しいグッズなどの提供支援を行いました。

Carers NZはIHCと共にwecare.kiwiを長期的に続け、孤立

したケアラーがお互いつながり合え、友人や地域の楽し

いイベントを見つけられ、Zoomウェビナーに参加できる

よう支援しています。wecare.kiwiのサービスとして、ケ

アラー向けのポッドキャストを現在計画中です。

出典：

 – New Zealand Ministry of Health（ニュージーランド保健省）. ウェブサイト. 

 – New Zealand Ministry of Social Development（ニュージーランド社会開発省）. ウェブサイト.

 – Parliamentary Counsel Office（議会法制局）. 

 – New Zealand Legislation（ニュージーランドの法律）. ウェブサイト

 – Sapere. ウェブサイト.

Carers New Zealand（1995年設立）は、家族やwhãnau

およびaigaのケアラーを支援する国の最高機関です。

ここでは5万を超えるケアラーやパートナー団体の直接

的なネットワークを支援するほか、50か所近くある全

国非営利団体が集まるNZ Carers Allianceの事務局と

して、役割を担い続けています。

Alliance全体で、何万にもわたるニュージーランドの

ケアラーを代表しており、様々な年齢や民族のほか、

メンタルヘルス、障害、緩和ケア、長期で慢性的な症

状など健康面でも多様なメンバーがいます

Carers NZとAllianceでは現在、優先事項として、公平

で信頼でき全国的に一貫したレスパイト、排せつ支援

およびケアラー給付システム、ならびに新しい柔軟な

資金モデルにおけるケアラーの適正評価を挙げていま

す。働く世代のケアラーやヤングケアラーへの支援を

保証することも、さらなる重点事項となっています。

Laurie Hilsgen氏（Carers NZ CEO）には、専門知識のご提供、質問へのご

回答および本章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りし

て感謝申し上げます。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://wecare.kiwi/
https://www.health.govt.nz/
https://www.msd.govt.nz/
http://www.pco.govt.nz/
https://www.legislation.govt.nz/
https://srgexpert.com/
https://carers.net.nz


スウェーデンでは、Carer（ケアラー）という言葉が最

も頻繁に使われます。ケアラーとは、長期的な病気、

障害、および／または虐待に苦しむ人々へ、精神的や

実務的な援助、支援、ケアを提供する家族、親しい友

人、パートナーまたは近隣者のことです。

人口密度...................... 25人/km
2 *

都市部人口.................... 88.2% *

中央年齢...................... 41.1歳 *

従属人口指数.................. 61.2 **
* Worldometer

** Wikipedia

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。 

従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

スウェーデン

ケアラーの数： 
1,300,000人

1
 

人口の12.8％
2
 

1 
 
Swedish Family Care Competence Centre

2 
 
スウェーデンの人口（2020年）：10,107,657 (Worldometer)

International Alliance 
of Carer Organizations Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.worldometers.info/world-population/sweden-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www.anhoriga.se/information-in-english/facts-about-informal-carers/facts-carers-and-support-of-carers/
https://www.worldometers.info/world-population/sweden-population/


スウェーデン

法律

スウェーデンでは、ケアラーのみに特化した法律はありません。

1982年のSocial Services Act(社会サービス法）は、年齢や障害の

種類に関わらずすべての要介護者をカバーしており、その責任は自

治体に課されています。この法律では2009年以降、自治体 

(コミューン)がケアラー支援を行うよう定めていますが、18歳未満

のケアラーについては明確に言及していません。

The Act on Support and Service for Persons with Certain 

Functional Impairments（LSS、一定の機能障害をもつ人々に対

する援助とサービスに関する法律）は、アクセシビリティ、影

響、参加、自己決定、総合的視点および継続性という基本原則に

基づいており、人々の生活状況や社会への完全参加における平等

の推進を目指しています。活動は、個人の自己決定と尊厳の尊重

に基づいていなければなりません。

Health Care Act（保健医療法）では2010年以降、医療従事者が児

童に対して、近親者として働きかけ情報や支援を提供するよう義

務付けています。この児童とは、精神疾患、重度の身体障害また

はあらゆる薬物依存のある親の子ども（18歳以下）を指します。 

医療従事者はまた、親や

ほかの成人同居者を予期

せぬ形で亡くした児童に

対しても、支援を行わな

ければなりません。

社会的認知 

Minister of Health and Social Affairs（社会保健省）は Swedish 

Family Care Competence Centre（Nationellt kompetenscentrum 

anhöriga – Nka／スウェーデン家族介護能力センタ

ー）の取り組みやCarers Swedenのロビー活動に応

え、National Board of Health and Welfare（保健

福祉庁）に対して、全国ケアラー戦略（あらゆる年

齢層のケアラーをカバー）を策定し、2020年12月末

までに同省へ第一次報告（高齢者のケアラーに重

点）を提出するよう命じました。他の主要なケアラ

ーグループに関する報告は、2021年夏までに提出さ

れることとなっています。

スウェーデンでは様々な会議やイベントを開催し、ケアラーを

recognize（認識）したり、政策やプログラムを前進させる機会を

提供しています。

• 2019年5月7～8日に、スウェーデン西部のヴァールベリで行われた

第21回ケアラー年次会議で、保健・社会大臣のレーナ・ハッレング

レーン氏は、ケアラーのための全国戦略に向けた取り組みの意向を

表明しました。 

• 2015年9月3～7日に、スウェーデンのヨーテボリで行われた第6回国

際ケアラー年次会議（NkaとCarers UKが共催）では、映画、セミナ

ーおよびワークショップを通じて、ケアラーの認知度を高め、世界

的なレベルで問題を提起し、世界中から訪れた参加者たちの心をつ

かみました。会議でのインタビューや写真は、 

Nka のウェブサイトで閲覧できます。

• ケアラー年次会議2020は、コロナ禍での制限によってオンライン開

催となりました。テーマは「終末期のケアラー」でした。
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チャンス・機会 

全国ケアラー戦略の構築を通じて、政策策定

の枠組みを提供する。

現在進行中の大規模な医療改革God och Nära 

vård（good and close care／良質で親密なケ

ア）は、パーソンセンタードの統合医療で、

プライマリヘルスケアに重点を置き医療を自

宅に移していく動きであり、この取り組みに

参加する。これによって、ケアラーが提供す

るケアの増加につながると考えます。NKAはス

テークホルダーとの協議に応じ、ケアラーや

ケアラー団体、その他ステークホルダーから

のフィードバックに基づいて、詳細な文書を

提供しました。

新たな社会サービス法として計画中の「持続

可能な社会サービス」で、ケアラーが出来る

だけ含まれるようにする。この法案は最近、

フォーマルな審査にかかっており、Carers 

SwedenやNkaなど招待された専門家やステーク

ホルダーがこのプロセスに関わっています。

Nkaは2021年5月3～6日、Eurocarersと共同

で、第3回国際ヤングケアラー会議 をオンラ

インで開催します。この会議は、ヤングケア

ラー自身やその団体、政策立案者も含め、様

々なステークホルダーを対象としています。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)
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スウェーデン

ケアラーの社会的認知(続き)

ヤングケアラー 

一般的にヤングケアラーは、2014年まで

recognize（認識）されていませんでし

た。この年に2つの調査が実施され、ケア

を提供している児童の推定数や支援ニーズ

が特定されたのです。 

2017年にNkaは、スウェーデンのヤングケ

アラーに関する概要を作成しました。この

報告書では、ヤングケアラーを支援する取

り組みを更に展開し、教育や医療、社会的

サービスとコーディネートする必要性が示されています。

Me-We(欧州で思春期のヤングケアラーのメンタルヘルスや

ウェルビーイングを推進するための心理社会的支援）は、欧

州の研究・イノベーションプロジェクトであり、これは（EU 

Horizons Program 2020EUホライズン2020プログラム）を通じ

て資金が提供されています。

このプロジェクト（2018～2021）はリンネ大学がコーディネ

ートしており、欧州6か国（スウェーデン、オランダ、イタリ

ア、スロベニア、英国およびスイス）の有名大学・研究機関・

市民社会団体および、インフォーマルケアラーを代表する欧州

ネットワークであるEuro-carersが共同で取り組んでいます。

Me-Weが目指しているのは、思春期のケアラーのレジリエンス

を強化して、彼（女）らのメンタルヘルスやウェルビーイング

を向上させることであり、これによってメンタルヘルスやウ

ェルビーイングに好ましい影響をもたらすとともに、心理・社

会・環境面における生活での悪影響を緩和するよう取り組んで

います。

これまでの取り組みや現在の政策環境に基づいて、Me-Weプロジ

Young carers in Sweden
– A short overview

Monica Nordenfors och Charlotte Melander

ェクトはスウェーデンの政策立案者に提案を行っており、そこには以下のような内

容が含まれます。  

• ヤングケアラーの概要やニーズについて、さらに研究を行う。

• 優れた実践を発信し、それを他国と共有する。

• European Youth Strategy（欧州ユース戦略）や高等教育に関するEUアジェンダ

に、ヤングケアラーを組み込む。 

• ヤングケアラーが有意義な形で参加できるよう、耳を傾ける。

• 欧州全体におけるヤング（青年）ケアラーの特定・支援・社会的統合に向

けて、一体化したアプローチの展開を推進するために、使えるツールを活

用する（例：European Semester（ヨーロピアン・セメスター）、European 

Pillar of Social Rights（欧州社会権の柱、European Structural and 

Investments Funds（欧州構造投資基金）、European Youth Strategy（欧州ユ

ース戦略）、高等教育に関する欧州アジェンダ European agenda on higher 

education、European Platform for Investing in Children（児童への投資に

向けた欧州プラットフォーム）、および Youth Guarantee and Open Method of 

Coordination（若者保証制度および開かれた政策協調手法）。

Me-Weの第一次報告ではまた、スウェーデンに住む14～16歳児の7％が、かなりの

ケアを行っていることが示されています。

International Alliance 
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https://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Rapporter_kunskaps%C3%B6versikter/YoungCarers_Sweden_2017.pdf
https://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Rapporter_kunskaps%C3%B6versikter/YoungCarers_Sweden_2017.pdf
https://me-we.eu/the-project/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/what-horizon-2020
https://eurocarers.org/
https://me-we.eu/wp-content/uploads/2019/09/Me-We-Policy-brief-Sweden.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
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https://www.socialplatform.org/what-we-do/european-pillar-of-social-rights/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_en
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/about-higher-education-policy_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1246&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079


スウェーデン

手当

Home care allowance（Hemvårdsbidrag／在宅介護手当）（親

族手当、看護手当、有償親族とも呼ばれています）では、自宅

でケアを受けている要介護者に月次の金銭補償を行っていま

す。 

ケアラーは、家族、親族、親しい友人または近隣者と定義され

ています。 

手当を受給できるのは、ケア提供者の追加業務が相当量あり、

提供されるケアが家庭内で通常行われる支援とは異なる内容で

ある場合です。要介護者が、この手当を使ってケアラーに支払

うことが見込まれています。

この助成金は、すべての自治体で提供されているわけではあり

ません。また助成金の受給資格や規模、名称も自治体ごとに

異なります。給付担当者が、申請者の受給資格有無を決定しま

す。

在宅介護手当が同居のケアラーへ支払われた場合、これは非課

税となりますが、別居の場合、ケアラーは納税時に手当分につ

いて所得を申告しなければなりません。 

助成金で福利厚生はカバーされません。

手当が必要なくなると、翌月末に支払が止まります。要介護者

が、たとえば日中活動やショートステイを利用しており、自宅

にいる時のみケアを必要としている場合、認定支払額は少なく

なる可能性があります。在宅介護手当は、過去にさかのぼって

受け取ることができません。 

ケアラー手当は、家族がケアを提供している場所の自治体から

支払われます。支給額は、ホームヘルプ提供で雇用されている

人と同額です。この種の手当を提供している地域は、以前より

も減少しています。このような手当は、特に移民の人たちの間

で家に縛り付けることにつながり、労働市場に参画しにくい状

態が続いてしまう、という意見が見られます（Sand, 2016）。 

近親者介護給付（Närståendepenning）またはCompassionate 

Care leave（終末期ケア特別休暇）は、重病（つまり生死に

かかわる状態）の近親者をケアするために仕事を休んでいる

ケアラーに対し、自治体から支払われます。

支払額は通常、ケアラーの病気休暇対象所得（多くの場合、

これは年間の就労所得と同額です）の80％弱ですが、上限が

定められています。

給付は1日のうち一部のみで利用することも可能で、要介護者

1人につき100日まで支払いが行われます。この日数を複数の

ケアラーで分けることもできますが、同じ時期に複数のケア

ラーへ給付を支払うことはできません。

要介護者は書類に記入して、ケアに同意しなければなりませ

ん。本人が同意できない場合は、医師が書類に記入して本人が

同意できない旨を記す必要があります（詳細リンク有）

ケアラー給付という形で一般的に広く給付を行っている自治体

は、スウェーデンで約55か所あります。個別のニーズアセスメ

ントに基づいてケアラーに経済的支援を行っている自治体は、

国内で25か所のみです。（詳細リンク有）

年金クレジット

スウェーデンではすべての国民が、退職後に国の退職年金を受

け取る権利を持っています。スウェーデ

ンで雇用されていた人の大半は、職域年

金も受給しており、これは雇用主の拠出

額に基づいて支払われます。

チャンス・機会           すべてのスウェーデン人が公平に支援を受けられるよう、290の自治体すべてでサービスを標準化する。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
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https://funktionsnedsattning.stockholm/olika-former-av-insatser/stod-i-hemmet/hemtjanst-hemvardsbidrag/
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https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/kartl%C3%A4ggning_2019.pdf
https://sweden.se/society/elderly-care-in-sweden/


スウェーデン

仕事＆ケア

従業員が近親者介護給付を利用する間、雇用主はその人のポジ

ションを保証することが法的に義務付けられています。

「Family」（家族）の定義は幅広く、近隣者や友人も含まれ

ます。2018年に行われた分析では、近親者介護給付の利用者

（つまり仕事を休んでいる人）から介護を受けている人の数

は、1996年には5,300人でしたが2017年は14,700人へと増加し

ました。この給付の利用者は大半が女性（70％）であり、男

性はわずか30％です

欧州連合（EU）のWork-life Balance Directive（ワークライ

フバランス指令）が、2019年8月2日に施行されました。

この指令では、家族休暇や柔軟な勤務形態へのアクセス改善を

目指していますこの指令の下で行われている施策には、たとえ

ば以下が含まれます。

• 父親の産休導入：この指令の下、父親は子どもの誕生前後で10

日以上の産休をとれなければなりません。この休暇中、病気休

暇と同等以上の補償を行う必要があります。

• 育児休暇の変更：4か月ある育児休暇のうち2か月は、両親の間

で譲り合うことができません。補償額のレベルは、加盟国の判

断で決まります。

• ケアラー休暇の導入：親族へ身体介護や支援を提供している就

労者には、年に5日の休暇をとる権利があります。

• 柔軟な勤務形態を要求する権利の拡大：ケアラーや、8歳以下の

子どもがいて働いている親も対象になりました。

すべてのEU加盟国（MS）は2022年8月2日までに、この指令をど

のようにして各国の法律に落とし込むか合意することとなって

います。たとえばスウェーデンや他の加盟国は、休暇を有給と

するか無給とするか、また5日を超えて休暇をとれるようにする

か決めることができます。各加盟国はまた、柔軟な勤務形態の

適用期間を制限することもできます。スウェーデンの法律の中

でEUの目標をどのように達成するかについて、雇用省 内部で現

在取り組みが行われています。 

教育＆ケア

EDY-CAREプロジェクト（2018–2020）は、リンネ大学と

Nkaがコーディネートした取り組みです。この目的は、

後期中等教育（国際標準教育分類［ISCED］のレベル3）

の教師やその他学校職員（例：養護教諭、心理士、ソー

シャルワーカー、管理職）をエンパワーして、クラスに

いる16～19歳の思春期ケアラーをrecognize（認識）す

るとともに、これらのケアラーの社会的包摂に取り組み

ながら学習機会を最大限提供することです。EDY-CAREの

具体的なアウトプットには、以下が含まれます。 

• 教師や学校職員がヤングケアラーを特定するのに役立つ

アセスメントの開発

• リソースパッケージの開発とテスト（例：教育方法のチ

ェックリスト、教育的アプローチ、ヤングケアラーの援

助や学習支援のために学校が組織的にできる調整） 

• 教師や学校職員がいかにしてヤングケアラーに対応でき

るかに関するガイドラインや提言を盛り込んだ、ハンド

ブックの作成 

• ヤングケアラーの状況、ニーズ、希望に関する教師や学

校職員の研修に向けた、大規模公開オンライン講座

（MOOC）の開設

チャンス・機会 

NkaとCarers Swedenが（Carers UKのEmployers for 

Carers’ Forumから発想を得て始まり）実施してきたこ

れまでの取り組みを継続して積み重ね、雇用主に対して

働くケアラーへの認知度を高め支援のリソースを提供す

る。

働くケアラーの問題に関する持続可能な労働環境報

告で、Nkaは、Corporate Social Responsibility 

Sweden（CSRスウェーデン）の作業グループメンバーと

して招かれています。(詳細リンク有)

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育
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https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b731e7de-36f5-421c-9337-4e05735fd9bb/korta-analyser-2018-5.pdf?MOD=AJPERES&CVID
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9438
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9438
https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-employment/
https://edycare.eu/


スウェーデン

レスパイトケア

レスパイトの範囲は自治体ごとに異なり、サービスの柔軟性も様

々です。

290か所ある自治体のうちほぼすべてで、日中の在宅レスパイトケ

アを無料で家族ケアラーに提供しています。このサービスを受給

するには、評価担当者による要介護者の公式なニーズアセスメン

トを行う必要があり、ケアを必要とする人へレスパイトケアが行

き渡るようになっています。

他の形態のレスパイトケアには、たとえば「24時間即時休息」（予

約なしの立ち寄りサービス）や、場合によっては週末の休息（短

期入所、växelvård）サービスもあります。要介護者は必要に応じ

て、短期入所を定期的に利用できます。 

たとえば「シフトケア」では、要介護者が1週間ごとに、自宅と短

期入所住宅での生活を交互に行うことができます

いくつかの自治体では、短期入所住宅のみを提供する特別部門が

ある一方で、地域のナーシングホームで特別にショートステイを

行っている自治体もあります。短期の住宅入所については、支援

担当者が決定します。

近年ではいくつかの自治体で、特別なアシステッドリビング施設

が開設されており、これらもまた、短期的な休息を必要とするケ

アラーの支援を担うことができます。

この施設の利用は、必ずしも支援担当者の決定を必要とするわけ

ではなく、施設管理者／オーナーと直接アレンジできることもあ

ります。各自治体でそれぞれ入所期間やコストに関する規則を設

けているため、利用要件も自治体ごとに異なります。 

日中活動やデイセンターを通じた休息では、要介護者が日中を自

宅以外の場所で週に1日以上過ごし、日々の活動に参加できます。 

これによってケアラーは、リラックスしたり自分の活動を行う時

間ができます。 

多くの所では、認知症やその他特定の障害がある人を対象に、特

別な日中活動を行っています。

いくつかの自治体ではスパ・ホテルの宿泊サービスを提供してお

り、1～2日間、要介護者のケアをアレンジしてくれます。様々な

レスパイトを組み合わせた混合方式は、お互いを補完するもので

す。 （詳細リンク有）

（スウェーデン全体で290か所ある自治体のうち）約113の自治

体では、‘Feeling/keeping well’ days/activities （Må bra 

aktiviteter/dagar／「気持ちの良い／健康な」日／活動）を提供

しており、これは自治体のケアラー擁護担当者が地域のケアラー

団体などと共同で行っています。 

ケアラーは様々なウェルネス活動に参加でき、活動内容としては

たとえば運動、ノルディックウォーク、ヨガ、リラクセーショ

ン、水中運動、タクティール・マッサージ、マインドフルネス、

スパ、娯楽活動などがあります。活動の頻度や期間、種類は、自

治体ごとに異なります。これらの活動がケアラーに提供される

間、要介護者にレスパイトケアが行われるケースもあります。

（詳細リンク有）

多くのケアラーは、定期健診の受診に関心を示していますが、有

資格職員によるケアラー健診を行っているのは約16の自治体にと

どまっており、多くの場合、これは地域の保健所で行われていま

す。（詳細リンク有）

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/kartl%C3%A4ggning_2019.pdf
http://www.xn--anhriga-c1a.se/anhorigomraden/anhoriga-till-aldre/intressanta-exempel-pa-anhorigstod/ehalla-halsa-och-forebygga-ohalsa/ma-bra-dagar-i-jonkoping/
https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/kartl%C3%A4ggning_2019.pdf
https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/kartl%C3%A4ggning_2019.pdf


スウェーデン

チャンス・機会 

地域や地方レベルで政治家への働きかけを継続し、ケアラ

ー擁護担当者の役割を維持する。

すべての医療および社会的ケア専門職への教育を継続し、

ケアラーへのrecognize（認識）やケアラー・学校職員と

の連携を推進する。

現在提供されている様々な支援をフォローアップおよび

評価し、多様な特性や状況のケアラーのニーズや希望へ

効果的に応えるようにする（Hanson, 2019）。

心理＆社会的サポート

• 224の自治体では、ケアラーへ個別の支援的な対話サービ

スを提供しています。

• 170の自治体では、家族への支援的な対話サービスを提供

しています。

• 197の自治体では、ケアラーのサポートグループを提供し

ています。

• 103の自治体では、死別者への支援を提供しています。

• 158の自治体では、ケアラーカフェやケアラーが立ち寄れ

る集会所を提供しています。

コロナ以前は、ケアラーを対象としたオンラインでの心理

社会的サポートがほとんどありませんでした。（詳細リンク有）

多くの自治体では、ケアラーを擁護するアドバイザーを雇

用して、直接的な支援を提供しています。地域によって

は、アドバイザーが更に戦略的な役割を担い、自治体レベ

ルでのケアラー支援策の展開を担当している所もありま

す。ケアラー擁護担当者の数は、いくつかの自治体で減っ

ており、同様に戦略的な役割を担っている人も減少してい

るというデータがあります。

この傾向は特に、コロナパンデミックの中で顕著に見られ

ます。比較的先進的な自治体では、ケアラー擁護担当者が

地域のケアラー団体と提携して、ケアラーの健康やウェル

ビーイングを支援しており、これは主に、ケアラーカフェ

や集会／立ち寄りの場で行われています。

IACOのメンバーはケアラーへの認識を高

め、良い実践を把握・普及し、ケアラー

のウェルビーイングを高めるために協働

し、独自にも働きかけています。

International Alliance 
of Carer Organizations

健康＆ウェルビーイング(続き)

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://anhorigasriksforbund.se/site/wp-content/uploads/kartl%C3%A4ggning_2019.pdf


スウェーデン

情報

Carers Swedenによるオンラインのケアラー・ハンドブックは、ケアラ

ーがケアラーのために作成したもので、幅広い情報や教育を提供して

います。この団体ではまた、ウェブサイトやソーシャルメディアを定

期的に更新し、情報提供を行っています。

Nkaも独自のウェブサイトを運営し、そこでは様々な情報を提供してい

ます。（詳細リンク有） 

Carers SwedenはHelsjön folk high school（ヘルシェン・フォルケ

ホイスコーレ［訳注：フォルケホイスコーレは北欧式の成人教育機

関］）と共同で、詳細なケアラー擁護者養成課程を設けています。 

このプログラムの目的は、参加者が様々な視点からインフォーマルケ

アの意味について分析し、法的な問題について学びそれを業務に結び

付け、また対話やコミュニケーションの方法を学ぶことです。

プログラムでは、様々な状況のケアラーのニーズへ効果的に応えられ

るようにするための、教育アプローチを提供しています。また参加者

が自らの態度や価値観について振り返ったり、様々な視点からケアラ

ー擁護者としての自らの役割を考えることも後押ししています。

チャンス・機会           オンラインでの支援ソースを更に開発する。働くケアラーについてAndersson（2017）が行っ

た調査や、Takterら（2019）のケアラー支援調査、またNkaの集団調査（2018）では、情報やコミュニケーションベースの

ソリューションや福祉テクノロジーが、ケアラーへ更に役立つ大きな可能性を秘めていることが示されています。また特に

働くケアラーは、より柔軟な新しい形の支援に対してオープンな姿勢を示しています。

Nkaも独自のウェブサイトを運営し、そこでは様々な情報を提供しています。 

（詳細リンク有）

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。
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http://anhorighandboken.se/
http://www.anhoriga.se
https://helsjon.se/
https://helsjon.se/
https://anhorigasriksforbund.se/ny-utbildning-for-anhorigkonsulenter/
http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/


スウェーデンでのイノベーション

Blended Learning Networks （BLN、混合学習ネットワーク）は、様々な背景や経験の人たちが共通の関心を分かち合

い、共通目標の達成に向けて協力する、多様な人々の実践共同体です。 

合意した問題に重点を置いて、参加者たちはネットワークメンバーと知り合い、お互いを尊重しながら学びあいます。

2008年の開始以降、スウェーデン全国の自治体で150を超えるBLNが実施されてきました。 

このユニークなアプローチは、ケアラー問題へのbuilding awareness（意識啓発）や解決策の共創で、重要な役割を担っ

ています。 

NkaではBLNを活用して、参加者たちが関連研究についてawareness（意識）や理解を効果的に深めるとともに、ケアラー

のユニークな経験から実用的なノウハウや情報を得られるよう取り組んでいます。 

BLNからは、以下のようなフィードバックが届いています。

• ケアラーたちは議論の中で、自分たちが他の関係参加者と平等のパートナーであり、積極的に耳を傾けてもらえると感じ

ていた。

• 多くの自治体でBLNは、家族介護支援の展開に向けた重要な諮問グループとして役割を担っていた。

• BLNはケアラーやその問題に関するincrease awareness（認知度向上）のほか、予防策へ更に重点を置くのに役立った。

• BLNは、働くケアラーを積極的に支援する企業を引き込んだ。

BLNの会合内容は記録され、コミュニケーション資料や教育コンテンツ、主要関係者グループでの勉強会でのトピックに

つながっていきます。これが画期的な政策や実践の更なる取り組みへの足掛かりとなり、地域や地方レベルでの変化につ

ながります。

出典: 

 – Andersson, S., Erlingsson, C., Magnusson, L., Hanson, E. (2017). The experiences of 

working carers of older people regarding access to a web-based family care support 

network offered by a municipality（高齢者をケアする就労者の体験：自治体が提供するウ

ェブベースの家族介護支援ネットワークへのアクセスについて）. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 31, 487-496.

 – Eurocarers. Towards carer-friendly societies. Eurocarers country profiles（ケアラーフ

レンドリーな社会に向けて：Eurocarers国別プロフィール）(2020). 

 – OECD. (2011). Help wanted? Providing and paying for Long-term care. Chapter 4, 

Policies to Support Family Carers（助けが必要？介護の提供および支払。第4章：家族ケアラ

ー支援政策）.

 – Johansson, L.(2004). Eurofamcare, National Background Report Sweden（国別背景報告：

スウェーデン）.

 – Sand, A.-B.(2016). Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete med anhörigomsorg, 

uppdaterad version (Family carers combining working life with care and support 

for a family member, updated version／働く家族ケアラーと家族への支援：更新版) 

(Kunskapsöversikt 2016:3): Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (Swedish Family Care 

Competence Center／スウェーデン家族介護能力センター).

Carers Sweden（1996年設立）

は、非営利の全国ケアラー団体

であり、60か所を超える地方団体やその他の支援団体

および個人会員で構成されています。ここでは年齢や

性別、要介護者の診断に関わらず、あらゆるケアラー

を支援しています。

Swedish Family Care Competence Centre 

(Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

NKA／スウェーデン家族介護能力センター）（2008年

設立）は、スウェーデンの保健福祉庁を通じて社会保

健省から委託された機関です。NKAは、家族（インフ

ォーマル）ケア分野における中核的研究拠点（CoE）で

す。Carers Sweden（Anhörigas Riksförbund）は、6か

所あるセンター創立パートナーの1つです。

Elizabeth Hanson氏（リンネ大学保健・ケア科学部教授、EUホライズン2020 

ME-WEプロジェクト主任研究員・コーディネーター、スウェーデン家族介護能

力センター研究リーダー）には、専門的なご助言や質問へのご回答および本

章原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申し上

げます。

International Alliance 
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画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

http://www.anhoriga.se/information-in-english/blended-learning-networks/
https://eurocarers.org/country-profiles/
https://eurocarers.org/country-profiles/
https://anhorigasriksforbund.se/
https://anhoriga.se/
https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/


スペインでは、Carer（ケアラー）という言葉が最

も頻繁に使われます。ケアラーは、配偶者または

血縁、姻戚もしくは養子縁組によってつながる親

族（三親等以内）で、1年以上同居している人にケ

アを提供しています。（第39/2006法）

人口密度...................... 94人/ km2 *

都市部人口.................... 80.3% *

中央年齢...................... 44歳 **

従属人口指数.................. 52.4 ***

* Worldometer

** Eurostat 2019

*** Wikipedia 

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。 

 従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

スペイン

ケアラーの数： 
7,000,000人

1

人口の14.9%
2
 

1
  
OECD, Colombo et al., 2011.

2 スペインの人口（2020年）：46,759,337(Worldometer)

International Alliance 
of Carer Organizations Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.worldometers.info/world-population/spain-population/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_pjanind/default/table?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio
https://www.worldometers.info/world-population/spain-population/


スペイン

法律

Promotion of Personal Autonomy and Attention to People in 

a Situation of Dependency（依存状態である人の自律の推進お

よびケア）に関するスペイン法（第39/2006法)では、ケアラーの

状況を認識しています。

いくつかの自治州（例：アンダルシア、ガリシア、バレンシア）

では、国の定義から範囲を広げて更に進歩的な定義を採り入れて

おり、家族以外の人にケアを提供するインフォーマルケアラーや

専門職以外の介護者を含めています。ここでの狙いは、たとえば

孤立した依存状態の人や農村部の人たちのニーズへ、確実に対応

できるようにすることです。

スペインでは、家族が「インフォーマルケア」を提供する、とい

う強い道徳的義務があります。この義務は主に女性が担い、イン

フォーマルで、多くの時間を必要とします。このようなインフォ

ーマルケアの業務やケアラーへの認識は間接的に、依存状態であ

る家族が利用できる制度によっても異なります。要介護者とは

「依存状態である人」または「依存している人」のことです。

ケア提供とは、依存状態の人に提供される「専門職以外のケア」

のこと（第39/2006法)であり、これは家族またはその周りの人た

ちによって自宅で行われます。ケア提供者は、専門的なサービス

とはつながっていません。

依存のレベルは3段階あり、1級は軽度、2級は中度、3級は重度

となっています。

社会的認知 

ケアラーに特化して全国的に認識や感謝を行う日は、設けられて

いません。

The National Alzheimer’s Congress（全国アルツハイマー会

議）では、家族介護者とケア専門職の両方の研修ニーズに対応

しています。2年ごとに行われるこのイベントは、アルツハイマ

ー病の人をケアするスペインの家族や専門職にとって、特に重

要な存在です。このイベントは、アルツハイマー病のあらゆる

側面について、知識や経験を増やすユニークな機会となってい

ます。

チャンス・機会             

幅広く包摂的なケアラーの定義に基づいて、総合的な

全国ケアラー戦略を実施し、全国で政策や実践の足並

みをそろえるのに役立てる。

IACOでは、エビデン

スに基づく世界中の

ケアラー支援につい

て、優れた実践の認

知向上に取り組んで

います。（詳細リンク有）

International Alliance 
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ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://sid.usal.es/idocs/F3/LYN13776/LEYDEPENDENCIA.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/dependencia/prestaciones/paginas/cuidados-no-profesionales.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0425-191219-0008_es.html
https://miresi.es/blog/ayuda-a-la-dependencia-comunidad-valenciana/#11_Prestacion_para_cuidados_en_el_entorno_familiar_y_apoyo_a_cuidadores_no_profesionales
https://sid.usal.es/idocs/F3/LYN13776/LEYDEPENDENCIA.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=en&intPageId=4798
https://www.ceafa.es/es/que-hacemos/congreso-nacional-de-alzheimer
https://www.ceafa.es/es/que-hacemos/congreso-nacional-de-alzheimer
https://internationalcarers.org/


スペイン

手当

自宅でのインフォーマルケアおよびパーソナルアシスタンス用に、現金

給付が行われており、現金給付ではサービス購入も可能です。現金給付

やその金額は、本人の依存レベルや経済的資源によって決まります。

障害児を対象とした無拠出制家族給付：18歳未満で障害レベルが33％

を超える児童の家族は、年間1,000ユーロの手当を受給できます。18歳

以上で障害レベルが65％以上、または75％以上でケアラーを必要とし

ている場合、家族はそれぞれ依存状態の人1人あたり、年間4,415ユー

ロおよび6,623ユーロを受け取ります。本人は家族と同居していなけれ

ばならず、また家族の年間所得は最低賃金を上回ってはなりません。

重度障害年金：この拠出制社会保障給付には追加

的な手当が含まれており、障害者（65歳未満）は

これを使ってケアラーへの支払いを行えます。手

当の金額は、年金の50％です（Social Security 

Act［社会保障法］第194条4項）。

ケアラー手当：この給付の狙いは、家族ケアの業務や費用に対して、

インフォーマルケアラーへの補償を行うことです。インフォーマルケ

アラーは、支援要請の提出以前に、依存状態の人と同居している配偶

者または家族（三親等以内）でなければなりません。家族以外への給

付は、特別な事情の場合のみ行われます。この手当ではミーンズテス

ト（資力調査）が行われ、また要介護者の依存レベルによって金額が

異なります。

パーソナルアシスタンス用手当（第19条）：この給付では、パーソナ

ルアシスタンスをある程度の時間雇用でき、依存レベルに関わらず本

人の自律向上を目指しています。手当の金額は、受給者の依存レベル

や経済力によって異なります。

サービス契約用手当：この給付は、Individual Care Programme（個

別ケアプログラム）（例：ホームヘルプ、デイケアやナイトケアセン

ター、施設ケアサービス）で提供されるサービスの契約に利用できま

す。給付が行われるのは、公共でのケアサービスが利用できず、民間

のサービスを購入しなければならない場合です。金額は月に300～715

ユーロで、受給者の依存レベルや経済力によって異なります。

パーソナルアシスタンスや外部サービス用の金銭給付は、受給者へ直

接提供されますが、実際にはこの給付が多くの場合、インフォーマル

ケアラーのワークライフバランスを改善するのに役立っています。

International Alliance 
of Carer Organizations

IACO のメンバーには、ケ

アラー支援での豊富な知

識や経験があります。 
（詳細リンク有）

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
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http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/43384/44854/44855#44855
https://www.uco.es/webuco/buc/centros/tra/llibros/Protecci%F3n a la familia y segurdiad social T. 2.pdf
https://www.uco.es/webuco/buc/centros/tra/llibros/Protecci%F3n a la familia y segurdiad social T. 2.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-9690
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
https://sid.usal.es/preguntas-frecuentes/discapacidad/prestaciones-y-servicios-de-la-ley-de-dependencia.aspx
https://internationalcarers.org/


スペイン

経済的支援（続き）

チャンス・機会           要介護者の経済的支援を無償ケアラーが受けやすくなるよう、事務的なハードルを低くする。

依存状態の予防サービスを除いて、自律推進やテレ・アシスタンス（遠隔支援）では、現金給付と現物給付は組み合わせら

れないことが多いという点に注意することが重要。

税額控除

ケアラーは、以下の税額控除を利用

できます。

• 児童または障害レベルが65％以上の

依存状態の家族1人当たりの税額控

除（第35/2006法第60条）。

• 子供または障害のある依存状態の家

族1人当たりの税額控除（負の所得

税）。対象となるのは雇用されてい

るか自営業の納税者で、年度中に社

会保険料を支払った人であり、税額

から差し引かれます（第35/20066法

第81条2項）。

• いくつかの自治州ではまた、障害の

ある家族の費用を対象とした税額控

除があります。この控除は、納税者

の課税所得によって異なります。

年金

長期休暇の1年目は無給で、この期間はすべて年金拠出の計算に含まれ

ます。

依存法受給者の非専門職ケアラーは、社会保障の特約を結ぶことがで

き（政令法6/2019号第185条）、この場合、社会保険料を支払う必要

はありません。

この特約は大半の場合で女性が結んでいますが、ここで目指している

のは、ケアラーが仕事を中断して依存状態の人をケアした結果、自ら

が年金受給の権利で不利とならないようにすることです。この特約の

保護策では、退職、障害および遺族年金をカバーしています。この特

約は、Individual Care Program（PIA、個別ケアプログラム）でイン

フォーマルケアラーに指定された人を対象としており、申請者が住む

自治体の社会サービス担当部署が準備します。

特約を結ぶ際にケアラーは、一般的な制度の最低限度と同じ拠出ベース

（行政が選択した標準的な額）を選択することもできますし、あるいは

将来的な年間費用の増加を見越して、より高額の拠出ベース（差額は自

己負担）を選ぶこともできます。

この特約を結ぶケアラーは、フルタイムでの社会保障制度や失業給

付を受けられません。また要介護者は、申請者が住む自治州の管理当

局および、政府機関であるInstitute for the Elderly and Social 

Services（IMSERSO、高齢者・社会サービス機関）で、依存状態として

認められる必要があります。
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https://www.global-regulation.com/translation/spain/1446075/law-35-2006-of-28-november%252c-personal-income-tax-and-partial-modification-of-the-tax-laws-tax%252c-non-resident-income-and-on-capital.html
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1446075/law-35-2006-of-28-november%252c-personal-income-tax-and-partial-modification-of-the-tax-laws-tax%252c-non-resident-income-and-on-capital.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6/con
https://www.serdomas.es/ley-de-dependencia/procedimiento-para-la-ejecucion-del-derecho-reconocido/


スペイン

仕事＆ケア

ケアラーが使える休暇は、3種類あります。これらは社会保障制度の枠組み（Ministry of Health, Social Services and Equality［保

健・社会サービス・平等省］,2015)および11月5日の第39/1999法に基づいており、働く人びとの仕事と家庭生活の両立を推進するためのも

のです。この法律では、労働時間を短縮する権利が得られます。人口構造の変化や高齢化に応じて、高齢者や病気の人をケアしなければな

らない労働者は、休暇の期間が延長されます。

チャンス・機会 

ヤングケアラーを支援するために、デー

タを収集し戦略を打ち出す。

欧州連合（EU）のWork-life Balance 

Directive（ワークライフバランス指令) 

で導入された権利を遵守するために、ス

ペインの法律（特に短期休暇の権利）を

改変・拡大する。この指令には、年に5

日間のケアラー休暇および、柔軟な勤務

形態を要請する権利が含まれます。
長期休暇

（第1章第1条）—年齢に関わらず、事故、重病、入院または外来手術の家族（二親等以内）をケアする場合

に2日。遠方の場合は4日まで可能。休暇分は、雇用主が満額を支払います。

（第6章）—高齢、事故、重病または障害の家族（二親等以内）をケアするために、労働日数を削減。これ

は最長2年間（団体交渉で延長されない限り）適用できます。公務員の場合は、最長3年間まで延長できま

す。この休暇は無給ですが、最初の1年間はすべて年金拠出の計算対象となります。最初の1年間は従業員

の仕事が保障され、それ以降は同等の職位が保障されます。

この休暇は親を対象としており、左記に該当する子供をケアするために、労働時間を最大50％短縮できま

す。この休暇は、子供が回復する時点または18歳になるまで継続できます。

ガンまたは長期入院を必
要とする他の重病を患う
子供をケアするための労

働時間短縮

短期休暇

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育
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https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/39
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9438
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9438


スペイン

レスパイトケア

デイケアセンター（第24条）は、本人が自律レベルをできるだけ

高く改善・維持できるようにするとともに、家族やケアラーを支援

し、ワ―クライフバランスを実現できるようにすることを目指して

います。このサービスは最近10年間でかなり広がりましたが、多く

の場合、提供量には地域差が見られます。

ナイトケアセンター（第24条）は、デイケアセンターほど普及して

いませんが、主にケアラーへの支援サービスとしてレスパイトケア

を提供しています。 

施設ケアサービス（第25条）では、短期の療養、休日、病気、または

ケアラーの休息という形でレスパイトを提供しています。

在宅支援サービス（第23条）は、依存度の高い人のケアラー支援と

して捉えることができます。

住宅改修の補助金もあります。

（詳細リンク有）

Tunstallのようなテレ・アシスタンスでは、ケアラーへの継続的な

連絡や支援を行っており、要介護者のニーズが高まる中でもケアラ

ーの役割を続けていく自信を与えています。（詳細リンク有）

チャンス・機会          レスパイトケアを権利として全国的に認識

し、すべての地域で実施するために更なる資金を提供する

心理＆社会的サポート

全国各地で多くの公共および民間機関が、家族ケアラー向けの研修プログラムを開催し

ています。自治州では、ケアラー向けの多様な研修プログラムやワークショップを提供

しています。

One Caregiver – Two Lives（Un cuidador, dos vidas、1人の介護者－2人の生活）

プログラムは、La Caixa Foundationが資金を提供しており、家族ケアラーを支援す

るために、各種研修活動を含めて多様な機会を提供しています。

介護者支援グループなどMutual Help Groups (GAM、助け合いグループ)は、スペイン

で比較的最近見られる社会現象です。ここではケアラーたちが感情を表に出し、経験

を交流し、良い社会関係を作れる機会を提供しています。このようなグループでは、

ケアラーがお互い助け合ったり、また本人や家族、ケアラーが安らげるような物理

的・心理的サービスを提供することを目指しています。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。
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https://www.tunstall.com/globalassets/shareable-content/case-studies/tunstall-televida-teleassistance-in-spain-adding-value-with-a-preventative-approach---connected-care.pdf
https://www.ceafa.es/es/que-hacemos/proyectos-con-entidades/un-cuidador-dos-vidas
https://www.parcdesalutmar.cat/en/usuaris/grupsajuda/


スペイン

Foundation for Research and Training in Health 

Sciences (Fundación para la investigación en ciencias de 

la salud、健康科学研究研修財団)のウェブポータルでは、ス

ペイン国内や国際レベルでのケアラー向け関連情報資源のリス

トを掲載しています。

スペイン赤十字社では、ケアラー向けオンライン情報ハブ 

SerCuidadora/SerCuidadorを立ち上げ、ここではケアラー

への実践的な情報やアドバイスを提供しています。内容の例

は、以下の通りです。

• ケアガイド：ケア提供の様々な側面に関する情報提供

• 出版物：ケアラー関連のトピックについて

• SerCuidadorA TV：ケアラーにアドバイスを提供する視聴覚

資料シリーズ

• ブログ：仲間のケアラーたちの経験を紹介

地域レベルでのケアラー研修は、2009年依存法の決議で規

制されています。非専門職ケアラー向けの研修や情報の共

通認定基準について、Ministry of Employment and Social 

Security（雇用・社会保障省）の協約では、地域があらゆる

ケアラーのスキルを養成し評価を行うよう義務付けていま

す。（詳細リンク有）

ALTERNATIVEプロジェクト（2016～2018）は、EUのErasmus+

プログラムからの資金で行われた取り組みです。ここでの

狙いは、加齢に関係する様々な障害や病状について、家族ケ

アラーが詳しい知識を得られるようにすることです。スペイ

ン、フランス、ベルギーおよびイタリアが連携したこのプロ

ジェクトでは、要介護者のウェルビーイングや尊重を保証す

る専門的な実践の展開と共に、雇用可能性を高められるよう

なケアラーのスキル開発を目指しました。このプロジェクト

のアウトカムには、以下が含まれます。 

• 専門的な参照システム

• スキルの参照システム

• 研修レポジトリ

この事業では参加各国で、家族介護者から成るテストグルー

プを対象に実験的な研修が行われ、研修全体量（240時間）

の30％超をカバーしました。各国では小規模セミナーが開催

され、ALTERNATIVEの最終結果を発信しました。 

La Caixa Foundationが開発したSchool 

of Caregivers（ケアラー学校）では、病

気が進行している人や終末期の人への良

質なケアについて、ケアラーやボランテ

ィアに情報や技術、スキルなどを提供し

ています。 

このプログラムは、9つのワークショップ

（対面またはバーチャル）のサイクルで

運営され、各回の長さは1時間半から2時

間です。1グループあたりの参加者は、10

～15人となっています。ワークショップは、学校でカバーする

様々な分野（心理学、看護学、理学療法およびソーシャルワー

ク）の専門家が指導します。学校での教育内容は、以下3点の主

要テーマが中心となっています。

• 知る（技術的な内容）：知識の習得を目指します。

• なる（価値や原則）：愛情や動機（感情）への気づきに重点

を置きます。

• する（ツールやスキル）：資源の促進やケアラーのエンパワ

ーメントを重視します。 

チャンス・機会 

教育研修を増やすために、地域へ支援を行う。
無償ケアラーが地域ベースのサービスを利用で
きるよう、無償ケアラーへの地域支援提供で統
合されたアプローチを実施する。

 

GUÍA DE USUARIO PARA 
LOS TALLERES VIRTUALES 

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

http://www.fundacioninfosalud.org/Cuidadores-Familiares-Dependientes-Fundacion-Infosalud.html
http://www.fundacioninfosalud.org/Cuidadores-Familiares-Dependientes-Fundacion-Infosalud.html
https://www2.cruzroja.es/sercuidadora
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-18959
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-FR01-KA202-024185
https://fundacionlacaixa.org/en/
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/647223/guia-de-usuario-para-talleres-virtuales.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/647223/guia-de-usuario-para-talleres-virtuales.pdf


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

スペインでのイノベーション

Caring for Carers （ケアラーのケア）は、Cauces 

Associationが開発した画期的な研修プログラムであり、マ

ドリッドの自治体で、依存状態の高齢者のケアラーへ心理

的サポートを提供しています。この介入で取り上げている

トピックは、以下4点が中心となっています。 

• 自己知識（自分を知る）

• 自己受容（自分を受け入れる）

• 自己評価（自分を評価する）

• 変化に向けた方策

1回目のセッションでは、グループを知ることに重点を置い

て、メンバー同士の関係作りを推進し、自らの内面を振り

返りやすくなるよう、グループでのまとまりや一体感を醸

成します。この取り組みが画期的なのは、理論的な知識の

伝達のみに限定されない方法に基づいている、という点で

す。むしろ重点が置かれているのは、環境や人間同士のダ

イナミックな関係性を作ることであり、これらによって自

己啓発や、ケアラーが直面する複雑な状況への対応力、ま

た新たな人間関係の構築や協力的なグループ学習が促進さ

れます。 

Mindfulness for Carers （ケアラーのマインドフルネス）

は、リェイダの自治体（カタルーニャ州）が企画した取り組み

です。この自治体のケアラー支援プログラムでは、参加者たち

が専門的な支援の継続を求めており、それに応えるためにプロ

グラムを拡大しました。ワークショップはマインドフルネスに

基づいており、先駆的で画期的な内容です。対象となるのはケ

アラーですが、プログラムではケアラーを、「依存状態の家族

に依存している人」と定義しています。このプログラムの狙い

は、ケアラーの生活の質（QOL）改善を支援し、また依存状態

の人へ適切なケアを保証することです。

この研修の目的は、ケア提供によって生じる感情や反応、思

いへの対応方法を提供したり、ストレスや疲労を予防したり

することです。このワークショップは2020年4月と5月に行わ

れ、マインドフルネスの実践を専門とする心理士が指導しま

した。研修対象者は、ある程度の依存が認められた人のケア

ラーで、リェイダ市が行った基礎研修に参加した人です。

出典： 

 – UNECE. (2019). The challenging roles of informal carers（インフォーマルケアラーの困難

な役割）.UNECE Policy Brief on Ageing （高齢化に関するUNECE政策文書）. 

 – 第39/2006法（12月14日）. Promotion of Personal Autonomy and Care for People in a 

Situation of Dependence （依存状態である人の自律の推進とケア）.  

The Spanish Alzheimer’s Confederation 

(Confederacion Española de Familiares de Enfermos 

de Alzheimer y otras Dementias – CEAFA)は全国的な

NGOで、自治州の連合会1か所、自治州の連盟12か所、

そして県レベルの協会6か所から成り、83,130人を超え

るパートナーを擁する300超の地方協会をまとめていま

す。この連合ネットワークには5,419人のボランティア

と3,863人の職員がおり、アルツハイマー病の人やその

家族介護者のケアを行っています。

Cuidadores Familiares は、ケアラーの問題を理解す

る専門職が自発的に集まったグループで、必要な支援

づくりに取り組んでいます。 

Stecy Yghemonos氏（Eurocarers 事務局長),には、専門的なご助言や本章

原稿のレビューを行っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げ

ます。
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https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
http://asociacioncauces.org/wp-content/uploads/2017/12/MEMORIA-ASOCIACION-CAUCES-2006-CUIDADOR.pdf
http://asociacioncauces.org/inicio/
http://asociacioncauces.org/inicio/
https://benestarsocial.paeria.cat/serveisespecialitzats-es/area-gent-gran/noticies/mindfulness-per-a-cuidadors-no-professionals-de-persones-en-situacio-de-dependencia
https://unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1446019/law-39-2006%252c-of-14-december%252c-promotion-of-personal-autonomy-and-care-for-people-in-a-situation-of-dependence.html
https://www.global-regulation.com/translation/spain/1446019/law-39-2006%252c-of-14-december%252c-promotion-of-personal-autonomy-and-care-for-people-in-a-situation-of-dependence.html
https://www.ceafa.es/es
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cuidadores-Familiares-193115127374093/?rc=p
https://eurocarers.org/
https://www.ceafa.es/es


台湾では、family caregiver（家族介護者）という

言葉が最も頻繁に使われます。Family caregiverと

は、日常的な介護を家族に無償で提供している人の

ことです。

人口密度...................... 651人/km
2 *

都市部人口.................... 78.9% **

中央年齢 ..................... 40.10歳 **

従属人口指数.................. 62.4 ***

* National Statistics, the R.O.C.Taiwan (Oct 2020 年10月)

** Worldometer

*** Wikipedia. 

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100（2020年現在）。従属人口指数が高いほど、

生産年齢人口の負担も大きい。dependents.

台湾

ケアラーの数： 
1,400,000人

1
 

人口の4.5％
2

1 Taiwan Association of Family Caregivers, 2007年調査

2 National Development Council, R.O.C. Taiwan Data Query (23,571,137)
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台湾

法律

台湾では「Filial piety（親孝行）」という中核的な価値観の下、

成人の子どもは老親をケアすることが期待されています。 

慣習法でも刑法でも、子どもが経済的にも情緒的にも老親を支援す

ることが求められています。

刑法では親を遺棄した子どもに対し、世話の義務を怠ったとして、6

か月から5年の懲役を科しています（第5章「遺棄罪」第294条）。

刑法の除外事項では、子どもへの刑罰を免除する状況が定められて

おり、これは親から虐待やネグレクトされていた場合となっていま

す。 

2017年には Long-term Care Plan 2.0（長期介護計画2.0）

が、Ministry of Health and Welfare（MoHW、衛生福利部）によっ

て導入されました。これは同国の人口高齢化や、家族構成の変化に

よるケアラー数減少へ対応するためのものです。

この計画では、家族ケアラーへの支援を改善する必要性を明確に

recognize（認識）しており、「エイジング・イン・プレイスを実

現し・・・地域包括ケアを構築して、要介護者とそのケアラーの生

活の質（QOL）を向上させる」という目標を掲げています。

このプランでは、3層から成るサービス提供システムを構築しまし

た。

• レベルA機関または地域包括サービスセンターは、身体や認知面で

障害のある個人へのケアプラン作成やサービスへのリンクを担当し

ます。

• レベルB機関はレベルA機関とつながっており、介護サービス提供を

担当します。

• レベルC機関は近隣地域の介護ステーションで、予防や障害発生を

遅らせるためのサービス提供を担当します。

この計画では様々なサービスを提供しており、たとえば在宅ケア、デイ

ケア、移送、食事、機器の購入および貸与、住宅改修（事故防止）、 

在宅看護、在宅および地域でのリハビリサービス、レスパイトケア、ケ

アラー支援サービス、家族ケアラーへのサービスセンター、障害の予防

訓練（例：嚥下、筋力トレーニング）などが含まれます。（詳細リンク有）

2017年6月に実施さ長期介護計画2.0は、提供する在宅ケアサービスの

受給者として家族ケアラーを含めることで、ケアラー支援に対応して

います。

具体的に見ると、第9条の1（4）では家族ケアラー支援について述べ

ており、センターや在宅での家族ケアラー支援サービスの提供として

定めています。

第13条では、家族ケアラーに提供される支援サービスの範囲として、

以下の通り記されています 。

介護に関する知識や技術研修2 

家族ケアラーの能力やQOL向上に役
立つその他のサービス（詳細リンク有）

5

レスパイトケアサービス3

関連情報の提供および紹介1 

情緒的サポートおよびグループサ
ービスへの紹介（年に30日）

4

台湾は1993年に「高齢化社会」とな

り、2018年には「高齢社会」となり

ました。そして2025年には「超高齢

社会」（高齢化率が20％に到達）に

なると予測されています。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。
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台湾

TACFは、台湾で初めて家族ケアラーの権利擁護に取り組む

非営利団体であり、ニュースリリースや記者会見を通じて

取り組みを行っています。BNP Paribas Cardif TCB Life 

Insurance Co., Ltd.（訳注：生命保険会社）などがスポン

サーとなっています。同社では、TAFCの取り組みや試験事業

への支援にコミットしており、その内容はたとえばレスパイ

トアカデミーやケアラーカフェ、再雇用支援、ケアラーフレ

ンドリーな職場、ケアラー向けコンサート、中継車、ケアラ

ー読書会など多岐にわたります。

ケアラーの社会的認知(続き)

チャンス・機会               

家族ケアラーに対する意識

向上は、より良い支援につ

ながります。より多くのケ

アラーたちが気持ちよく家

族ケアラー向けの支援サー

ビス（例：ケースマネジメ

ント、在宅ケアの技術や研

修、レスパイトサービス、

サポートグループ、ストレ

ス緩和活動、カウンセリン

グ、電話での確認）を使え

るようになるでしょう

社会的認知 

台湾では11月の第4日曜日がFamily Caregiver Day（家族介護者デ

ー）となっており、また11月全体がケアラーへの感謝月間として

recognize（認識）されています。

Taiwan Association of Family Caregivers（TAFC、台湾家族介

護者協会）はFamily Caregivers Appreciation Month （家族

介護者感謝月間）に、家族ケアラーへ敬意を表し、ケアラーを

recognize（認識）・支援するため、ケアラー向けのコンサートな

ど様々な活動を主催しています。またスマートケアラー賞という

企画もあり、これは介護・仕事・生活のバランスを取るために、

外部の資源を利用したり助けを求めたりして、ケアラーと要介護

者の両方のウェルビーイングを維持できている人をrecognize（評

価）するものです。この取り組みは、ケアラーの燃えつきによっ

てケアの悲劇を避けるための、予防的アプローチです。
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台湾

台湾では1995年にnational health insurance（NHI、全民健康保険）

が実施されていますが、2017年にはこれに介護が加わりました。

NHIは、衛生福利部の下で政府が運営するプログラムであり、全市民

がカバーされています。

重大疾病または希少疾病の人は、外来ケアも入院ケアも自己負担金

の支払いが不要です。

介護手当 

Special Care Allowance for Middle or Low-income Senior 

Citizens（中低所得高齢者向け特別介護手当）は、16～65歳の家族

ケアラー1名が受け取れます。受給要件としては年齢のほかに、要介

護者と同じ自治体に住んでいること、またフルタイムで他の場所で

雇用されていないことが挙げられます。

要介護者は、Living Allowance for Mid-or Low-income Senior 

Citizens （中低所得高齢者向け生活手当）を受給している必要があ

ります。ケアラーは、各世帯5,000台湾元（167米ドル）の手当を受

け取れます。

税制優遇 

Deloitte Taiwanによると、2019年の所得税法（ITA）改正で、身体

的あるいは精神的な障害がある人をケアする中低所得家族のニーズ

が対象となりました。

衛生福利部が発表したガイドラインに沿って、障害者と見なされた

場合、納税者は介護名目で120,000台湾元（4,000米ドル）の特別税

額控除を受けることができます。

支出に関する裏付け資料は提出不要であり、住み込みのケアラーを

雇っても、介護施設ケアに支払っても、家族自身がケアしても構い

ません。

チャンス・機会 

1.特別介護手当を、すべてのケアラーに拡大する。

2.家族ケアラーに対して、妥当な額の補償を支払う。

3.ケアラーの自己主導型政策を策定および実施する。

IACOのメンバーはケアラ

ーへの認識を高め、良い

実践を把握・普及し、

ケアラーのウェルビーイ

ングを高めるために協働

し、独自にも働きかけて

います。無償のケアは以

前は家族のパーソナルで

個人的なこととみなされ

ていましたが、世界中で

最も重要な社会的経済的

な政策課題の一つとなり

ました。

International Alliance 
of Carer Organizations

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。
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台湾

仕事＆ケア

いくつかの企業や雇用主では、家族ケアラーに

優しい職場づくりに関心を寄せていいます。Act 

of Gender Equality in Employment（男女雇用

平等法）の下、従業員は家族のケアを行うため

に、年に7日まで家族介護休暇を取ることができ

ます。しかしこの給付日数では、ケアラーが家

族のケアプランやサービスをアレンジするのに

不十分です。

教育＆ケア

台湾では、ヤングケアラーを支援するための公式

な資源はありません。しかし、ケアの役割がヤン

グケアラーに及ぼす影響は成人と異なるという点

は、以前からrecognize（認識）されています。

さらに、ケアの業務や経験によってヤングケアラ

ーは、ケアを行っていない他の児童や若者とは異

なる影響を受けています。

現在では、以下の点を目指して政策が策定されつ

つあります。

チャンス・機会 

家族ケアラーはその役割を果たすため

に、就労保障休暇が必要です。ケア提供

の重要性について関心やawareness（意

識）が高まる中、今が介護休暇について

働きかけるチャンスです。ここでは、上

限30日の有給および150日の無給休暇を

想定しています。 

職場では家族ケアラーに、柔軟な勤務形

態を提供すべきです。

ケアラーフレンドリーな職場づくりへの

取り組みを拡大し、全国で様々な企業に

広げるべきです。そしてこれは、人事部

門での能力開発と共に行うべきです。

学校と早急に協力して、システム内で

ヤングケアラーを特定し、彼（女）ら

のニーズに関する理解を深める必要が

あります。

ヤングケアラーを特定す
る重要拠点として、学校

を整備する。

ヤングケアラーが自らの
ニーズについて、評価お
よび対応を求める権利を

持てるようにする。

ヤングケアラーに対応す
る際、家族全体としてア

プローチする。

ヤングケアラーの範囲を
定義する。

（詳細リンク有）

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育
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台湾

レスパイトケア

レスパイトサービスには、在宅、地域および施設でのレ

スパイトが含まれます。 

ケアラーのレスパイトは、障害の程度（要介護度）で示

される要介護者の状態に基づいて提供されます。長期介

護計画2.0の下、要介護度は8段階で評価され、1が最も軽

度（虚弱）で8が最も重度（寝たきり）です。 

要介護度2～6の人の家族ケアラーに割り当てられるレス

パイトサービスは、約14日間の施設レスパイトに相当し

ます。要介護度が7～8の場合には、21日相当が割り当て

られます。利用料の自己負担率は、平均的な所得の世帯

で16％、中低所得世帯で5％、そして低所得世帯ではゼロ

となっています。

家族ケアラー自身のニーズを独自に評価する必要性を踏

まえ、TAFCでは1998年、同協会が開催するストレス軽減

活動に参加するケアラーへ、無料のレスパイトを始めま

した。現在では政府や民間の財政的支援を通じて、全国

のケアラーリソースセンターで活動ベースのレスパイト

を提供しています。

心理＆社会的サポート

2008年より衛生福利部では職能団体と協力して、ケアラーへカウンセリングサ

ービスを提供するために、相談ホットラインの整備に取り組んでいます。

衛生福利部ではまた、家族ケアラーへの支援提供に向け、関連の地域資源との

つながり作りにも取り組んできました。

2020年末現在、同部では105か所の家族ケアラー支援サービス拠点を設立してお

り、そこでは以下のようなサービスを行っています。

• ケースマネジメント

• 介護技術の指導 

• 介護技術の研修

• 心理カウンセリング

• サポートグループ

• ストレス軽減活動 

AFCでは家族ケアラーホットラインやサポートグルー

プ、ストレス軽減活動を提供しており、これらは政府

資金や民間の寄付を通じて行われています。

理・情緒的な支援を求めているケアラーには、TAFCが

改定・導入したCaregiver Burden Index Scale （ケアラー負担感尺度） を使

ってアセスメントを行います。

明確な情緒的バーンアウト（燃えつき）または家庭問題が見られる（上記尺度

で14点以上）場合には、ケースワーカーがカウンセリングを行う（受給資格が

ある人が対象）か、専門的支援に紹介します。

ケースワーカーはカウンセリングで、ケースマネジメントやコーディネーショ

ン（調整）を行います。また心理士／セラピストは8回を上限としてカウンセリ

ングセッションを実施します。

ケースワーカーも心理士／セラピストも3度ミーティングを行い、結果や進捗を

評価します。

ケアラー負担感尺度はエビデ

ンスに基づいたツールであ

り、これは自分で行うことも

支援者が使用することもでき

ます。

尺度には5つの領域があり、

情緒、身体、経済、関係性お

よび時間管理について、本人

の負担感を評価します。 

14～25点は要注意で、ストレ

スの兆候が見られます。ケア

ラーは、ストレス軽減策を求

めることが推奨されます。 

26～42点は、ケアラーの負担

感が大きいことを示してお

り、専門的な支援をすぐに求

めるべきです。

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。
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台湾

健康＆ウェルビーイング(続き)

電話確認は、ソーシャルワーカーまたは

研修を受けたボランティアが行う継続的

なフォローアップサービスで、そこでは

毎月ケアラーに電話をかけて、心身の状

態が安定していることを確かめます。ケ

アラーたちの中には、介護に忙しく社会

的なつながりが限られている人もいます

ので、この機会を活用して他の人と話し

たり発散したりできます。

高齢者ケアの計画や家族での集まりを呼びかけるのは、簡単なことではありません。

TAFCではケアラーが家族での計画準備を行うのに役立てられるよう、ステップごとの

オンラインツールを作成しました。このツールにはたとえば、ニーズアセスメント、

情報収集、アジェンダや計画の作成などが含まれています。ケアラーがこのツールを

活用して、ケアの計画や役割の期待・明確性について対話を始められるようにして、

介護に関する不要な訴訟を減らすことを目指しています。TAFCではまた、このケア計

画のアプローチやモデルを家庭裁判所でも活用するよう取り組んでいます。

チャンス・機会 

台湾では、入院時に家族が付

き添う文化が長年続いていま

した。これは看護職の人手不

足によるものです。しかし

SARSやCOVID-19で入院患者の

家族が付き添えなくなり、台

湾の医療システムがケア提供

で家族ケアラーに大きく依存

していることが明らかとなり

ました。今こそスキルミック

スの看護・介護モデルを病院

で推進し、入院時にケアを行

う家族の数を減らせるように

すべきです。 

家族ケアラー支援で現在使え

る多くの資源について、コミ

ュニケーションを継続し増や

す。特に長期介護計画2.0の

開始によって、サービスの量

は増えました。しかしあまり

にも多くの家族ケアラーたち

が、極度の燃えつきによっ

て、自分や要介護者の命を終

えることを選択しています。 

TAFCではこれらの悲劇をモニ

タリングしており、また事例

研究を通じて、この悲惨な結

果の可能性について、社会や

専門職関係者に警鐘を鳴らし

ています。 

同協会では引き続き、家族支

援の改善を働きかけていま

す。

病気のケアラーを対象とした

緊急の休息サービスを提供す

る。家族構成の変化によっ

て、家庭内でケアラーの役割

を担う人の数が減少しまし

た。ケアラーが病気になった

場合、大切な人をケアする人

が誰もいなくなります。TAFC

では様々な慈善グループと協

力して、病気のケアラーへ経

済的支援を直ちに提供できる

よう資金調達に取り組んでい

ます。

家族ケアラーのニーズに対す

るincrease recognition（認

知度向上）に向けて、TAFCが

民間企業と共同で行っている

取り組みを強化する。同協会

では、職場での介護準備クラ

スを開催しています。

International Alliance 
of Carer Organizations

IACO は世界中のケアラーの生活をよくする

ための６つの原則を作りました。 

（詳細リンク有） 

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://internationalcarers.org/principles-for-carers/


台湾

ケアラーにサービスを提供するリソースサイトやセンターの数は全国

で増加しており、2020年現在で105か所あります。

現在重点が置かれているのは、ケアラーが情報や他の支援サービスを

受けられるように、総合的な認知症ケアセンターを展開することで

す。 

このようなセンターでは、サービス提供に加え、認知症リテラシーに

関する公共教育も行います。 

認知症の人やケアラーは、病気の症状が原因で非難されることが多く

ありますが、このような意識啓発の取り組みは、その予防に役立ちま

す

長期介護計画2.0サービスについて人々が理解を深め、それを上手に使

えるよう、TAFCでは介護サービスの費用や補助金を計算するオンライ

ンプログラム を立ち上げました。 

利用者は、本人の状況や要介護度、居住地、外国人介護労働者の利用

などの選択肢から該当する情報を選び、自分のニーズに合ったサービ

スをアレンジします。 

このオンライン計算プログラムでは、利用者が介護の補助金を計算

し、在宅または地域でのケアサービスを選べます。 

TAFC では毎年、研修やワークショップ、事例研究を開催し、ケア

ラーリソースサイトやセンターのケースワーカーが、家族ケアラ

ーのニーズについて理解を深め支援サービスを提供するのに役立

てています。 

またTAFCでは以下も行っています。

• ソーシャルメディアでの積極的な活動（例：Facebook、LINE、ウ

ェブサイト）：ケアラー候補の人たちへの遠隔教育を支援するの

に活用されています。 

• 活発な Caregiver YouTube channelチャンネル：個人によるケア

体験のストーリー共有、介護サービスや資源の紹介、オンライン

でのケアラー読書会などを行うチャンネルです。

• 全国9か所のコーヒーショップとの連携（レスパイトを提供する

介護情報センターとして機能）：ケアラーがこれらのショップに

行って、ケアラーであることを確認する質問票に記入すると、

年に10杯分のコーヒーを無料で楽しめます。コーヒーショップ

は、CSR（企業の社会的責任）の一環としてこの取り組みに参加し

ています。 

• ボランティアを対象とした介護準備クラス講師（LCPCL）の養

成：現在の介護情報やサービスについてケアラーが理解するの

を、LCPCLが効果的に支援できるようになることを目指していま

す。LCPCLは、地域のお祭りやイベント、またコーヒーショップな

どで意識啓発に向けて活躍しています。

• オンラインツールのデザインと開発： 介護サービスを上手に使っ

たり、ケアラー家族会議 を開催するのに活用します。

チャンス・機会 

介護のケースワーカーや専門職向けにオンラインコ

ースを開発し、家族ケアラーとの業務を行う上での意

識・知識・スキルを高める。

IACOは世界中に増えつつあるケアラー

への認知と理解を高めようとしていま

す。IACOは家族介護者を擁護するため

に世界中の国々が国際的に協働できる

よう働きかけています。

International Alliance 
of Carer Organizations

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations
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http://www.familycares.com.tw/intro.php
http://www.familycares.com.tw/intro.php
https://www.youtube.com/channel/UC6q7HBPeBhOlbI9ObvJP84g
http://www.familycares.com.tw/intro.php
http://www.familycares.com.tw/intro.php
http://www.familycares.com.tw/fdm/


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

台湾でのイノベーション

TAFCでは、ケアラーのrecognizing（認識）

・支援・つながり作りへ地域コミュニティ

が積極的に関われるよう、意識啓発やエン

パワーメントに取り組んでいます。 

2017年に始まったケアラーカフェは、地域

を中心に据え、地元で運営・支援される全

国的な取り組みであり、以下の目的を掲げ

ています。

• ケアラーの特定を改善し、ケアラーが自ら

のニーズにrecognize（気づく）のを支援

する。

• 地域の介護資源や支援サービスについて、

意識啓発や紹介を行う。

• ケアラーが束の間の「息抜き」をできる場

を提供する。

• ケアラーとしての役割終了後の再就職を支

援する。

• 地域全体のケアラー支援における社会的な

責任を育成する。

共有経済というコンセプトに基づき、TAFC

ではケアラーのニーズ（ケアラーの特定や

支援を含む）へ応えるために、このユニー

クな方法を採り入れました。

お互いにメリットがある地元コーヒーショ

ップとの提携を通じて、TAFCでは様々な方

法を用いてケアラーへの働きかけや案内を

行い、またケアラーたちが自らの健康やウ

ェルビーイングを改善できるような情報や

支援を探すのを後押ししています。

地元コーヒーショップとの提携では、TAFC

が活動維持費の一部を出しており、これは

合作金庫銀行など企業スポンサーを通じた

積極的な資金調達によるものです

この取り組みの影響は全国に広がり、現在

では台湾全体で100を超えるケアラーカフ

ェがあります。TAFCケアラーカフェは2018

年、「画期的なケアラー実践」としてIACO

から評価されました。 （詳細リンク有）

Taiwan Association of Family Caregivers (TAFC、

台湾家族介護者協会）（1996年設立）は、台湾で初

めて家族ケアラーの権利推進に取り組む非営利団体で

す。TAFCではこれまで多くの成果を挙げており、たと

えば2007年には公的資金を投じたレスパイトサービス

を実現したほか、2015年には全国介護サービス法でケ

アラー給付の義務付けに尽力しました。  

TAFCは、教育・サポートグループ・相談・ケースマネ

ジメントなど全国のサービスネットワークを監督して

います。TAFCは、様々な分野から集まる個人や団体で

構成されており、お互い協力して、家族ケアラーの経

済的安定・ワ―クライフバランス・健康管理に向けた

未来への働きかけを継続して行っています。

TAFCの以下の方々には、専門的な御助言や質問へのご回答、また本章原稿のレビュー

を行っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。 

- Ching-Ning Chen氏（事務局長） 

- Hsiao-Chan Chang氏（事務次長） 

- Chia-Ning Kuo氏（政策主任） 

- Tsuann Kuo氏（理事長） 

- Chi-Yin Yeh氏（事務長） 

 

写真をご提供くださった以下の団体の方々に、感謝申し上げます。 

-  台湾衛生福利部 

- Taiwan Association of Family Caregivers 

- Taiwan Catholic Foundation of Alzheimer’s Disease and Related Dementia 

- Global Views Monthly

出典： 

 – 衛生福利部： Taiwan Health and Welfare（台湾の保健と福祉）ウェブサイト

 – National Statistics, the R.O.C. Taiwan（中華民國統計資訊網） 

Latest indicators（最新の指標）
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https://www.nhi.gov.tw/english/Content_List.aspx?n=F5B8E49CB4548C60&topn=1D1ECC54F86E9050
https://internationalcarers.org/wp-content/uploads/2020/08/IACO-ICP-TAIWAN_web.pdf
https://www.familycare.org.tw/
https://www.mohw.gov.tw/cp-137-52878-2.html
https://eng.stat.gov.tw/point.asp?index=9


英国では「ケアラー」という言葉がもっとも頻

繁に使われます。ケアラーとは、長期的な心身

の疾患・障害、または高齢に伴うケアニーズに

よって、家族、友人などを世話する人のことで

す。 英国

ケアラーの数（18歳以上）： 
13,600,000人

1
 

人口の20％
2

1 Carers UK. (2020) Carers Week 2020 Research Report  

 （ケアラー週間2020　研究報告）に基づいた推計。 

2 英国の人口（2020年）：67,969,891 (Worldometer)

人口密度...................... 281人/km
2 *

都市部人口.................... 83.2% *

中央年齢...................... 40.5歳 *

従属人口指数.................. 57.1 **
* Worldometer 

** Wikipedia 

（年少人口［0～14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15～64歳）×100 

従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

International Alliance 
of Carer Organizations Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.worldometers.info/world-population/uk-population/
https://www.worldometers.info/world-population/uk-population/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_dependency_ratio


英国

法律

無償ケアラーはイングランドの法律で、「長期的な

心身の疾患・障害、または高齢に伴うケアニーズに

よって、家族や友人などを世話する人」と定義され

ています。The Care Act 2014（2014年ケア法）で

は、ケアラーの新たな法的権利が組み込まれ、そこ

にはアセスメントや支援を受けられる権利が含まれ

ます。この法律でケアラーは、要介護者と同じよう

に評価を受ける権利があります。(詳細リンク有)

イングランドでは法律上、ヤングケアラーたちは、
障害や疾患でケアを必要とする人に支援を提供して

いる18歳未満の人、と定義されています。(詳細情報)

ウェールズ（Social Services and Well-being Act, 

2014［2014年社会サービスおよびウェルビーイン

グ法］）、スコットランド（Carers and Direct 

Payments Act, 2002［2002年ケアラーおよび直接給

付法］）ではそれぞれ、ウェルビーイングや社会的

ケアに関するケアラーの権利に言及した法律があり

ます。

社会的認知 

ケアラー週間は英国全国で毎年行われるキャンペーンで、家族や友人

を世話するケアラーへの認知や評価を行っています。6月の第2週に行

われるこのキャンペーンは、Carers UK（ケアラーズUK）がコーディ

ネートしており、首相や官僚、議員も含めて政府から広く支持されて

います。

ケアラー週間に向けてCarers UKが作成した、ケアラーフレンドリ

ー・コミュニティに関する調査報告書では、地域でのケアラー支援方

法を紹介しています。ケアラーフレンドリー（ケアラーに優しい）・

コミュニティとは、ケアラーたちが家族や友人の世話を行う上で周り

から支えられていると感じ、またケアラー自身もニーズがある人とし

て認められる場のことです。 

ケアラーフレンドリーなコミュニティづくり：イースト・サセックスの例

The Carers Action Plan 2018 to 2020 （ケアラ

ー行動計画2018－2020）では分野に応じて（たと

えば医療や社会的ケアはイングランド、税は英国

全体）、イングランド・グレートブリテ

ン・英国での政府横断型プログラムを定

めています。この計画は全国ケアラー戦

略に基づいており、ケアラー支援に向け

て5つの優先分野で64の行動を示していま

す。ヤングケアラーは、優先分野のひと

つに挙げられています。

イングランドの国民保健サービス（NHS）を通じて提供されている品

質マーカー・スキームは、ケアラーやかかりつけ医のチームなどと

協力して作成したもので、様々な実用的アイディアを紹介していま

す。このスキームでは、地域の医師（かかりつけ医）がどのように

して、様々な年齢層のケアラーを発見したり支援したりできるかに

ついて、改善に向けた枠組みを示しており、実際的な行動が重要分

野ごとに整理されています。この枠組みはまた、規制機関でありケ

アの質評価を行う Care Quality Commission（CQC、ケアの質委員

会）に対しても、優れた実践のエビデンスを出す上で役立ちます。

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。

International Alliance 
of Carer Organizations
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https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7756/
https://www.childrenssociety.org.uk/information/professionals/young-carers/legislation-guidance-and-research#:~:text=Legislation%20defines%20a%20%E2%80%9Cyoung%20carer,contract%20or%20as%20voluntary%20work)
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/contents
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/contents
https://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/contents
https://www.legislation.gov.uk/asp/2016/9/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/asp/2016/9/contents/enacted
https://www.legislation.gov.uk/asp/2016/9/contents/enacted
https://www.carersuk.org/news-and-campaigns/campaigns/carers-week
https://www.carersuk.org/
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/building-carer-friendly-communities-research-report-for-carers-week-2016
https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/building-carer-friendly-communities-research-report-for-carers-week-2016
https://www.cftc.org.uk/make-a-difference/build-a-carer-friendly-community/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/713781/carers-action-plan-2018-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/713781/carers-action-plan-2018-2020.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/the-national-carers-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/the-national-carers-strategy
https://www.england.nhs.uk/publication/supporting-carers-in-general-practice-a-framework-of-quality-markers/
https://www.england.nhs.uk/publication/supporting-carers-in-general-practice-a-framework-of-quality-markers/
https://www.cqc.org.uk/
https://www.cqc.org.uk/


英国

ケアラーの社会的認知(続き)

ヤングケアラーの社会的認知

BBC（英国放送協会）は2020年6月、ヤングケアラーの課題を特

集しました。エピソードでは、親や保護者ができない料理や掃

除などの家事を行う、ヤングケアラーたちの役割が紹介されま

した。(詳細リンク有\)

The Children’s Society では、ヤングケアラー向けのサービ

スを行っており、また毎年ヤングケアラー・フェスティバルを

開催しています。ヤングケアラーを対象とした世界最大のこの

イベントは、参加者たちが楽しんだり新しい友人を作ったりで

きるだけでなく、ヤングケアラーたちの声を発信したり変化に

向けて影響を及ぼしたりする場でもあります。(詳細リンク有)

Young Carers Awareness Day（ヤングケアラー啓発デー） は

Carers Trustがコーディネートしており、ヤングケアラー

たちが直面している課題について認知向上を図るほか、ヤン

グケアラーへの更なる支援に向けて働きかけています。ヤン

グケアラーたちとの協議を経て、2021年からこの日はYoung 

Carers Action Day（ヤングケアラー・アクションデー）と呼

ばれるようになります。

イングランドのケアラー行動計画政府監督グループは、以下

の可能性について検討を行ってきました。

• 全国レベルでヤングケアラー・スキームを構築し、地域での

認知向上を図る 

• ヤングケアラーが仲間と余暇活動に参加しやすくなるよう

な、割引を提供する

• ヤングケアラーの議会デーを開催し、議員の間でヤングケア

ラーへの認知向上を図る

北アイルランドでは Northern Ireland Regional Young 

Carers （「北アイルランド地域ヤングケアラーズ」）が、 

8～18歳のケアラーたちを支援しています。

ウェールズ政府は2019年、ヤングケアラーが自分たちの権利

を行使する支援を行うために、Children in Wales（Platn 

ung Nghymru、ウェールズの子供たち）へ資金を提供しまし

た。1年に1度、このネットワークに所属するヤングケアラー

たちはウェールズの閣僚たちと会合を持ち、ヤングケアラー

の経験や意見を発表しています。(詳細リンク有)

IACOはすべての政策やプログラム立

案時に役立つ予想を上回る成果をあ

げたケアラーのための６つの原則を

作りました。

チャンス・機会 

ケアラーは、自分たちのことを認め平等に扱ってほしいと願っています。ケアラーの増加に伴って、認知向上

キャンペーンの継続や法制化のチャンスが得られ、これによって医療機関がケアラーを特定し、ケアラーの健

康やウェルビーイング向上に取り組めるようになることが望まれます。CARERS UKのケアラーズ・マニフェスト
Carers UK has created a manifesto that outlines the top priorities unpaid 
carers would want to see delivered in the future.
These priorities are based on years of evidence, consultation and involvement 
with unpaid carers, including more than 7,500 carers who completed our 
State of Caring Survey 2019.

Our vision is of a society that respects, values, and supports carers

Carers UK’s        
Manifesto for carers
UK General Election 2019 

carersuk.org
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International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.bbc.co.uk/newsround/35420196
https://www.childrenssociety.org.uk/information/young-people/young-carers
https://www.childrenssociety.org.uk/information/young-people/young-carers/festival
https://carers.org/young-carers-awareness-day/introduction
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/867752/Carers_action_plan_-_progress_update_tracker.pdf
https://www.actionforchildren.org.uk/how-we-can-help/our-local-services/find-our-services-near-you/ni-regional-young-carers/#:~:text=NI%20Regional%20Young%20Carers,-Northern%20Ireland%20Regional&text=We%20raise%20awareness%2C%20identify%20and,health%20or%20substance%20misuse%20problems.
https://www.actionforchildren.org.uk/how-we-can-help/our-local-services/find-our-services-near-you/ni-regional-young-carers/#:~:text=NI%20Regional%20Young%20Carers,-Northern%20Ireland%20Regional&text=We%20raise%20awareness%2C%20identify%20and,health%20or%20substance%20misuse%20problems.
https://www.childreninwales.org.uk/
https://www.childreninwales.org.uk/
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/the-ministerial-advisory-group-for-carers-201819-annual-plan.pdf
https://www.carersuk.org/images/News_and_campaigns/Manifestos/Manifesto_2019_final.pdf


英国

チャンス・機会          

ケア提供によって、ケアラーやその家族が経済的な困難に苦しまないよう、政府は対応しなければなりません。

推計によると、120万のケアラーたちが貧困状態です。実質的なケアを行う人の2/3は、要介護者のケア費用を負担してお

り、また半数以上（53%）は、自らの将来や退職後に向けた貯金ができていません。(State of Caring 2019, Carers UK).

ケアラー手当

ケアラー手当は、英国で16歳以上の無償ケアラーを対象と

した中心的な給付です。受給資格が定められており、フル

タイムで学業を行っている人は受給できません。またケア

ラー手当以外に、同様の所得補償給付は受けられません。

スコットランドでは2018年、ケアラー手当補足給付が導入

されました。この手当は、スコットランドに住むケアラー

のみを対象としており、6か月ごとに支払いが行われます。 

ケアラー手当に加え、Premium、AdditionまたはElementと

呼ばれる追加金が支給されることもありますが、受給資

格はミーンズテスト（資力調査）に基づいて判断されま

す。(詳細リンク有)

パーソナル・バジェット（個人予算）やダイレクト・ペイ

メント（直接給付）を申し込むこともでき、自治体が受給

資格を認めると、サービスを直接購入できるよう一括また

は分割で支払いが行われます。ケアラー・パーソナルヘル

ス・バジェットでも、割り当てられた資金がケアラーに提

供されます。

どのタイプでも多くの場合、支払は比較的少額です。

年金クレジット 

ケアラー手当を受給すると、ケアラーは自動的に公的年金加入

期間としてのクレジットを得られます。 

ケアラー手当を受給していない場合でも、週に20時間を超えて

ケアを行い他の受給資格を満たせば、公的年金の ケアラー・

クレジットを申請できます。

年金受給対象年齢である無償ケアラーは、公的年金を受給で

きますが、ケアラー手当と国民年金の両方を同時に満額受け

ることはできません。 

なぜならば、両方とも所得補償という同じ種類の給付として

分類されるためです。(詳細リンク有)

ヤングケアラー助成金

スコットランド政府は、Young Carer Grantを設立しました。

これは16～18歳のケアラーを対象に毎年支払われるもので、

ケアに関わらない同年代の仲間たちが普通に行っている活動

（例：教育・研修への参加、自身の成長）を行えるよう支援

することを目指しています。

障害給付

障害者には様々な点で追加的なコストが発生しますが、この

ような状況を支援する数々の給付制度があります。

たとえば障害児を対象とした障害者生活手当、現役世代の障

害者を対象とした個人自立手当、年金受給世代を対象とした

介護手当などがあります。 

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
of Carer Organizations
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http://www.carersuk.org/images/News__campaigns/CUK_State_of_Caring_2019_Report.pdf
https://www.carersuk.org/images/Factsheets/Carers-Allowance-2018-19-FINAL.pdf
https://www.carersuk.org/scotland/help-and-advice/social-security/carer-s-allowance
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-benefits/carers-allowance
https://www.nhs.uk/conditions/social-care-and-support-guide/money-work-and-benefits/personal-budgets/
https://www.carersuk.org/help-and-advice/practical-support/getting-care-and-support/direct-payments
https://www.carersuk.org/help-and-advice/practical-support/getting-care-and-support/direct-payments
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-benefits/carers-allowance#sec2
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-benefits/carers-allowance#sec2
https://www.carersuk.org/images/Factsheets/Carers-Allowance-2018-19-FINAL.pdf
https://www.mygov.scot/young-carer-grant/
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仕事＆ケア

Equality Act 2010（2010年平等法）の下でケア

ラーは、障害のある人との関わりによる差別か

ら守られており、その適用範囲は職場や様々な

サービス提供に及びます。無償ケアラーには、

柔軟な勤務形態を求めたり、また要介護者の緊

急事態では限られた期間内で無給の休暇をとる

法的な権利があります。しかし有給休暇や、長

期または計画的な休暇については、保証された

権利ではなく、雇用者と従業員との交渉によっ

て決まります。 (詳細リンク有)

政府は ケアラー行動計画2018-2020 の一環とし

て、「復帰者」（ケア提供のために仕事を離れ

た後、有償の仕事に戻りたいと思っている人）

を支援するために、資金を投入しました。

Employers for Carers（ケアラーに優しい雇

用者の会）では主に、介護の役割を担う従業員

が適切な管理の下で働き続けられるよう、雇用

者の取り組み支援を目指しています。雇用者た

ちが集まる会員ベースのグループとして2009年

に設立されたこの組織には現在、260の雇用者

が加盟しており、公共・民間・ボランタリー部

門で働く300万の従業員をカバーしています。

この組織ではアドボカシーや認知向上の活動を

行うだけでなく、ケアラーを含め、あらゆる職

員にとってポジティブで包摂的な職場の枠組み

を、推進・支援しています。

The Wales Hub of Employers for Carers（ケアラーに優しいウェ

ールズの雇用者ハブ）は、ウェールズに拠点を置く様々な団体が、

ケアラーフレンドリーとなるよう支援するために設立されました。 

Carer Confident（ケアラーに優しい企業）のベンチマークは、ケア

ラーが仕事を続けられるような方針や風土の整備を職場に対して奨

励するプログラムで、イングランドの保健省が後援しています。ベ

ンチマークでは、Active（積極的に取り組み中）、 

Accomplished（達成）、Ambassador（アンバサダー）という3つの

レベルが設けられています。

オンライン資料の Flexible Jobs Hub（柔軟な仕事のハブ) では、

ケアラーが必要としていると言われる柔軟な仕事を紹介して、就労

へのバリアを減らしています。このハブでは、勤務形態の柔軟性と

いった条件を基に仕事を検索できるほか、自分に合った仕事の見つ

け方や個人の経験を紹介する事例も掲載しています。 

Carer Positive（ケアラー・ポジティブ） は、スコットランド政

府が資金を提供している取り組みで、Carers Scotland（ケアラー

ズ・スコットランド）が運営しています。ここでは、ケアラーたち

に優れた支援を提供する雇用者たちを認め評価することを目指して

いるほか、雇用者がそれぞれの状況に応じて支援パッケージを整備

する際に、役立つ資料も提供しています。また、様々な状況でケア

ラーに優しい職場環境を提供できるよう、雇用者ができる対応の例

などを紹介しています。(詳細リンク有)

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

International Alliance 
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https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents
https://www.carersuk.org/help-and-advice/work-and-career/other-rights-at-work/discrimination-under-the-equality-act-2010
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/819849/Carers_Action_Plan_progress_report.pdf
https://www.employersforcarers.org/
https://www.employersforcarers.org/
https://www.employersforcarers.org/about-us/wales-hub
https://www.employersforcarers.org/about-us/wales-hub
https://www.employersforcarers.org/carer-confident
https://www.timewisejobs.co.uk/advice-ideas/articles/advice-for-carers/
http://www.carerpositive.org/
http://www.carerpositive.org/resources/
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チャンス・機会 

仕事：ケアの役割を担う従業員が

増えており、またケアラーが働き

続けられるようにすることで事業

としてメリットがある、という点

に雇用者たちが気づく中、ケアと

雇用はますます重要な課題となり

ました。COVID-19によってケアラ

ーのニーズが浮き彫りとなり、柔

軟な勤務形態の効果を雇用者が感

じるようになりました。この体験

を活かして、ケアラー支援をさら

に改善すべきです。

教育：ヤングケアラーやヤング・

アダルトケアラーが更に多くの支

援を必要としている、という認識

が高まっています。

学校で、また自治体や医療機関を

通じてヤングケラーをより体系的

に特定できるよう、機会を提供す

る必要があります。

仕事＆教育（続き）

教育＆ケア

多くの大学では、ケアの役割を担う学生を支

援する取り組みやプログラムが行われていま

す。 

2018年以降、大学受験者は標準的な願書で、

希望すれば自分がヤングケアラーであること

を明示できるようになりました。 

The University and Colleges Admission 

Services（UCAS、大学総合出願機関）では、

学業とケアの役割の両立方法について、参考

となる情報を提供しています。(詳細リンク有)

スコットランド政府ではヤングケアラーの

存在を認めており、政府が発行する Young 

Scot（ヤング・スコット）カードの一環と

して、Young Carers Support Package（ヤン

グケアラー支援パッケージ）を整備し、11

～18歳の若者が教育や余暇活動に参加する

チャンスや機会を提供しています。(詳細リンク有)

The Education and Libraries (Northern 

Ireland) Order 2003（2003年教育・図書館

［北アイルランド］令）では、あらゆる生徒

の福祉を守り推進するよう、教師の責任が義

務付けられています。 

したがって教員には、ヤングケアラーを特定

および支援する責任があります。

Carers Trust Wales（ケアラーズ・トラス

ト・ウェールズ）では、ケアの役割を担う生

徒の特定、働きかけ、ウェルビーイングを支

援する資料を提供しています。(詳細リンク有)

Young Carer Passport for Schools & 

Universities（学校・大学向けヤングケアラ

ー・パスポート）は、ヤングケアラーを支援

する効果的な方法の一つです。

どのような効果があるか、上記のリンクをご

覧ください。

International Alliance 
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https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/individual-needs/students-caring-responsibilities
https://www.mygov.scot/young-carer-support/#:~:text=Support%20from%20your%20local%20social%20care%20department&text=Ask%20your%20local%20council's%20social,what%20help%20you%20might%20need.&text=Your%20GP%20can%20also%20offer,be%20able%20to%20support%20you
https://young.scot/the-young-scot-card
https://young.scot/the-young-scot-card
https://young.scot/get-informed/national/young-carers-package-sign-up-guide
https://young.scot/get-informed/national/young-carers-package-sign-up-guide
https://young.scot/get-informed/national/what-is-a-young-carer-statement
https://www.legislation.gov.uk/nisi/2003/424/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/nisi/2003/424/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/nisi/2003/424/contents/made
https://carers.org/resources/all-resources/114-resources-for-teaching-professionals-to-support-young-carers-in-schools-
https://carerpassport.uk/education
https://carerpassport.uk/education
https://carerpassport.uk/education
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休息＆レスパイトケア

直営または自治体を通じた委託によって、様々な形態の休息サービスが提供され

ています。 

その中にはたとえばデイケア、有償ケアラーによる在宅ケア、ケアホームでのシ

ョートステイ、家族や友人による支援の確保、付き添い・見守りサービスなどが

あり、無償ケアラーまたは要介護者のアセスメント実施後に提供されます。 

NHSでも休息やレスパイトの支援を提供しており、これは同機関によるContinuing 

Healthcare（継続的ヘルスケア）の受給資格があり、健康面でのニーズが高い人

たちが利用できます。(詳細リンク有)

心理＆社会的サポート 

孤独や社会的孤立への取り組みの一環として、政府では 

Building Connections Fund （つながり作り基金）を設立し、

ケアラー支援を増やす数々のプロジェクトに投資しています。

ケアラーの支援やつながり作りでは、デジタルリソースやバー

チャルでのアプリがますます使われるようになっています。

毎週行われるオンラインプログラム Care for a Cuppa （お

茶を一杯いかが？）では、ケアラーたちがZoomを通じて集ま

り交流しています。 Share and Learn （シェアして学ぼう）

は、ケアラー週間にバーチャルで行われるウェルネスのイベン

トです。

またウェールズ政府が資金を提供している Me Time（「私」の

時間）では、ケアラーの健康やウェルネスに重点を置いたオン

ラインセッションを提供しています。セッションのテーマは、

まったく自由の時もありますし、決まっていることもあり、ケ

アラーたちが何を一番聞いたり学んだりしたいかによって、方

向性が決まります。

このプログラムは交流の場であるとともに、助け合ったり時に

学んだりする場でもあります。

ウェールズでは、英語のほかにウェールズ語でのセッションが

行われることもあります

社会的処方はイングランド全体に

広がっているコンセプトで、人々

の社会的、心理的または実務なニ

ーズを支援するためのものです。

かかりつけ医（GP）は患者をリン

クワーカーへ紹介でき、そこでは

薬を与えるのではなく地域の支援

につなぎ、芸術のクラスや身体活

動、ケアラーのサポートグループ

といった活動を通じて、患者の健

康やウェルビーイングの改善を図

ります。(詳細リンク有)

地方自治体、Clinical Commissioning 

Groups（CCG、臨床委託グループ）お

よび他のコミッショナー向けの Best 

Practice Guidance（ベストプラクティ

ス・ガイダンス）が作成されました。 

様々な年齢層のケアラー支援を企画・

策定・提供する人たちを対象としたこ

のガイドでは、ケアラーの多様なニー

ズを理解した上で効果的なレスパイト

サービスを開発することを目指して

おり、これによってケアラーとの共創

や、関係者たちとのパートナーシップ

促進が期待されます。

ガイドは、成人ケアラー向けのものと

ヤングケアラー向けのものが掲載され

ています。(詳細リンク有)

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。
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https://www.nhs.uk/conditions/social-care-and-support-guide/support-and-benefits-for-carers/carer-breaks-and-respite-care/
https://www.thinknpc.org/examples-of-our-work/initiatives-were-working-on/the-building-connections-fund/
https://www.carersuk.org/help-and-advice/get-support/online-meetups
https://www.carersuk.org/help-and-advice/get-support/online-meetups
https://www.carersweek.org/get-involved/activities/item/492120-carers-uk-s-health-and-wellbeing-share-and-learn-session-for-all-carers-across-the-uk-tuesday-11am-12pm
https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice/me-time
https://www.carersuk.org/wales/help-and-advice/me-time
https://www.linkworker.co.uk/social-prescribing/
https://www.scie.org.uk/carers/breaks
https://www.scie.org.uk/carers/breaks
https://www.scie.org.uk/carers/breaks
https://www.scie.org.uk/carers/breaks
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健康＆ウェルビーイング(続き) 

チャンス・機会          英国全体の保健システムでは、ケアラーの健康やウェルビーイングのために、ケアラ

ーの権利拡大・認知向上・特定を通じて更に取り組めるチャンスがあります。人口が高齢化する中で、ケアラーの

健康やウェルビーイングも維持しながら保健システムを運営する上で、このような取り組みは効果を発揮するはず

であり、将来に向けたチャンスです。ウェルビーイングは、ますます人々の賛同を得ているコンセプトです。 

心理＆社会的サポート

Northern Ireland Regional Young Carers（北アイルランド地域ヤング

ケアラーズ）では、 8～18歳のケアラーを直接支援しており、たとえば

ニーズアセスメント、助言や指導、個人やグループでの支援、専門的サ

ービスの利用支援、そして幅広い対象者へのレジャーやユースサービス

などを提供しています。  

Young Minds（ヤングマインズ）は、児童や青年の心理的ウェルビー

イングやメンタルヘルスの改善に取り組む、英国有数の慈善団体で

す。ヤングケアラーは平均して学校を48日欠席していることや、68％

がいじめを経験しているという点を踏まえ、ここではヤングケアラー

に24時間365日のテキストサポートを行っています。

ケアラーパスポートは、ケアラーの特定や支援に向けた様々
な仕組みを提供するもので、病院や地域、職場などで幅
広く活用されています。地域のケアラーパスポートは多
くの場合、ケアラーの身分証明としても使われるほか、
緊急用のカードとして機能することもあります。また地
元の商店や活動で、割引を受けられる地域も多くありま
す。職場のケアラーパスポートは最もポピュラーで、比
較的スピーディーに実用化でき、これを活用してケアラ
ーのニーズ把握や雇用者の対応を行えます。ケアラーパ
スポートは、イングランドの保健省が後援しており、ケ
アラー行動計画2018-2020にも組み込まれています。この
取り組みは、IACO（国際ケアラー支援組織連盟）から画期

的なケアラー実践 として選ばれました。(詳細リンク有)

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

Over the past several years, C
arer Passports have been used 

as important tools in a select number of hospitals across the 

UK to identify and support carers. W
hile individual schemes 

have produced good outcomes, it h
as been challenging to 

encourage hospitals to invest the time and resources required 

to adopt a Carer Passport sch
eme. Passports are a simple and 

effective way to align carer-friendly initiatives, and ensure that 

appropriate help is available and that carers receive a standard 

level of support throughout the hospital.

CREATING A CARER PASSPORT SCHEME  

AND RESOURCES

The creation and dissemination of resources and educational 

programmes to support Carer Passport sch
emes across the UK 

were achieved through three key milestones.

1. Alignment and integration of best practices, expertise 

and experience 

• Determination of common features among existing 

passport sch
emes and identify of best practices.

• Consultation with carers, m
edical professionals and 

representatives from the Government Department of 

Health and Social Care for England to ensure resources 

would be genuinely useful for hospitals, meet carers’ 

needs and compliant with patients’ data confidentiality. 

2. Development of a series of resources, (accessible at 

www.carerspassports.uk), to
 support application of the Carer 

Passport sch
eme within governance and context of each 

hospital site with recognition that one model does not fit all 

• Creation of over 30 customisable templates (e.g. 

staff information, application forms) to address each 

hospital’s preference and branding. 

• Development of comprehensive guides to building and 

implementing a Carer Passport sch
eme, including case 

studies of hospitals with a successful scheme in place. 

• Profiling passport benefit statements in a series of 

animations that can be easily shared and used to 

explain the concept. 

3. Extensive programme of dissemination with pro-

fessionals and carers 

• Hosting webinars for professionals to learn about 

Passports, a
sk questions and hear from a hospital with 

a successful scheme in place.

• Using various communication channels and social  

media to promote the concept of a Carer Passport to  

the broader public.

DISSEMINATION AND IMPACT

Many hospitals are using Carer Passport sch
emes in a variety 

of ways and at their most effective, they are delivered as part of 

a broader stra
tegy to create a carer-friendly hospital. Evidence 

shows that a Carer Passport sch
eme benefits ca

rers, patients 

and hospital staff.

BENEFITS TO CARERS

• More carers are identified earlier and given the support 

needed to be able to care without negatively impacting  

their own health.

• An increased number of individuals recognise their role  

and self-identify as carers. 

• Carers are more confident about what they can expect  

from hospital staff and informed about available support

• Carers feel valued and able to communicate the patient’s 

need to hospital staff. 

• Carers receive financial benefits fro
m reduced costs  

of visit
ing the hospital (e.g. free car parking).

BENEFITS TO PATIENTS

• Care and health outcomes are improved through better 

co-ordination, understanding and communication between 

hospital staff and carers (e.g. reduced falls, im
proved 

nutrition and hydration, smoother hospital discharge). 

• Patients’ anxiety is eased when carers are involved and act 

as a buffer to the busy and often hectic h
ospital environment.

BENEFITS TO HOSPITAL STAFF

• Hospital staff are fully aware of hospital guidelines around 

carers, and can identify and engage family and friends 

who are caring. 

• Hospital staff can access the expertise and knowledge of 

carers to inform patient-centred care. 

The value of implementing a Carer Passport sch
eme  nationally 

has been calculated using Social Return on Investment (SROI) 

methodology.4  This sch
eme has been found to save the equivalent 

of £3.6 million a year, including £239,000 in avoided health 

service
s costs. T

he financial savings are almost equally divided 

between the government (state) at £1.9 million and the individual 

at £1.7 million. Efforts to introduce more Carer Passport sch
emes 

in hospitals have been positive
ly received. Since the launch in 

April 2018, there have been over 900 views of the Passport 

animation videos and 1500 downloads of the resources. 

“Carer Passports ensure our patients 

and their carers have a seamless 

journey, from admission to discharge. 

It creates an identity which allows 

carers to be part of care.”  

—Deputy Director of Nursing, Lister Hospital

A Carer Passport is a
 basic to

ol that helps to identify and recognise a carer and provide a range of benefits and support 

uniquely targeted to carer needs. The aims and principles of the Carer Passport in various hospitals are similar, but the delivery 

mechanisms differ. Despite the variation, the essential elements of a Carer Passport sch
eme should include: 

100% of carers and patients thought that staff were available  

to discuss care and treatment, compared to 35% before the trial  

—Trial at Central Manchester University Hospital NHS Foundation Trust

Practical  

Help

Passports sh
ould include practical 

offers and financially assist 
carers 

during their hospital experience (e.g. 

concessions on the cost of hospital 

car parking, discounts in the canteen, 

flexible or extended visit
ing hours). 

These are useful ways to show carers 

they are acknowledged and valued.

Connect Health  

and Social Care

Leaflets or other documents provided 

alongside the Passport should contain 

contact information for social service
s 

and other brief important information 

on carers’ rig
hts and support, as well 

as details of organisations that can 

provide further advice or information 

(e.g. local carers’ su
pport service

s and 

relevant helpline) during the hospital 

stay and upon discharge.

Easy Identification 

The Carer Passport ca
n be a card, badge or booklet that is e

asily 

recognised by hospital staff, identifies the passport holder as a carer 

and includes the name of the care recipient (patient). Th
is enables 

carers to not only self- identify, b
ut also to ensure hospital staff are 

aware of their role as a carer and to involve and consult them in the 

care and treatment of their family member or friend.

Coordinated Roll-out 

Hospitals that choose to implement a scheme either on 

specific wards, or through a more standardised approach 

across all wards, need to support sta
ff and embed the 

new approach. Coordinated information sessions help 

staff understand what carers are entitled to, how the 

Passport sch
eme works, w

hy it is 
important to support 

and involve carers, and the benefits to staff and patients. 

Including volunteers in the information sessions supports 

wide-spread understanding of the Passport sch
eme.

Clear Expectations

A Carer Passport should explain what the carer can expect 

from hospital staff (and what form this will take). This may 

include statements that articulate how carers will be involved 

and consulted in decisio
ns about the patient’s ca

re and 

treatment. A lead staff member should be designated to 

support carers on the ward or throughout the hospital. The 

contact details of the designated staff member should be 

added to the Carer Passport. W
hen a carer applies for the 

Carer Passport, a signed statement should clearly lay out their 

scope of involvement in patient care and health information 

privacy considerations.

Considerations for a Carer Passport sc
heme in a hospital
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A leading  
carer practice  

championed by 
 IACO member 

“Carers UK”  
to increase 

awareness and 
recognition  

of carers

Carers are often described as the backbone of healthcare systems. Although they are vital to 
the provision of health and social care, carers themselves are often invisible and vulnerable. 
Their commitment to caring for individuals with disabilities, chronic health issues or frailty 
can have a significant impact on carers’ physical, emotional, social and financial well-being. 
This Innovative Carer Practice showcases the use of Carer Passports, a systematic approach 
widely adopted across the United Kingdom to recognise, value and support carers. 

CONTEXT 
A 2017 global carer survey released by 
Embracing Carers TM revealed that 28 per cent 
of unpaid caregivers feel their role as a carer 
is not recognised within their healthcare system, 
despite the critical role they play in the care 
recipient’s health.1 While carers are resilient and 
continuously adapt to their multiple roles, many 
feel alone and receive little guidance from formal 
health-care providers. As a result, carers often 
become hidden patients themselves because they 
neglect their own health needs. 

Recognising carers and encouraging them to 
self-identify is a significant challenge for most 
health and social care systems. Research by 
Carers UK confirms that over half of carers (54 
per cent) take over a year to recognise their 
caring role, almost one in four carers (24 per 
cent) take over 5 years and nearly one in ten (9 
per cent) take over 10 years.2 Feedback from 
carers suggests that healthcare professionals only 
identify 10 per cent of carers who they come in 

contact with.3 Lack of identification can result 
in missed opportunities to provide necessary 
carer supports and can exacerbate a potentially 
harmful situation. 

The use of Carer Passports as a recognition and 
support strategy is an innovation championed 
by Carers UK, in conjunction with Carers 
Trust, through funding from the Government 
Department of Health and Social Care for 
England. The goal is to embed identification, 
recognition and support for carers into the 
fundamental practices of an organisation or 
community. Hospitals have been identified as an 
ideal place to begin the widespread application 
of Carer Passports, given this is often the place 
where an individual’s caring journey either 
begins or increases in intensity. By facilitating 
the use of Carer Passport schemes in hospitals 
across the UK, the result will be a more ‘carer 
friendly’ health care system. 

* A carer, caregiver or family carer is an unpaid individual, such as a family member, neighbour, friend or other significant individual, who takes 
on a caring role to support someone with a diminishing physical ability, a debilitating cognitive condition or a chronic life-limiting illness. The terms 
caregiver, family carer and carer are used interchangeably by IACO members.

CARER PASSPORT
Facilitating healthcare integration through ‘carer-friendly’ schemes

INNOVATIVE 
CARER PRACTICES
 Global Recognition, Impact and Action

IACO ’s strategic priorities focus on promoting global awareness of carers; recognizing the impact and influence carers have on care recipients’ health outcomes, health 
and social care systems; and establishing a Global Carers Strategy and Action Plan. Innovative Carer Practices feature IACO member organizations and their leading 
practices that advance these priorities.
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https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ni-regional-young-carers/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ni-regional-young-carers/
https://youngminds.org.uk/find-help/looking-after-yourself/young-carers/#what-are-young-carers?
https://carerpassport.uk/
https://internationalcarers.org/wp-content/uploads/2020/08/IACO-ICP-UK_web.pdf
https://internationalcarers.org/wp-content/uploads/2020/08/IACO-ICP-UK_web.pdf
https://carerpassport.uk/


英国

地方自治体は、ケアラーの権利や使える地

域のサービスについて情報を提供する義

務があるほか、研修を行うこともありま

す。(詳細リンク有)

Upfront guide to caring（ケアの入門ガイ

ド）は、各ケアラーの状況に応じて関連情報

へのリンクを提供する、デジタル情報サイト

です。サイトを訪問したケアラーが、いくつ

かの簡単な質問に答えると、プログラムは膨

大な資料や情報からその人に合ったものを選

び、使える資源の案やプランを出してくれま

す。5分でできる、このインタラクティブなプ

ロセスによって、延々と情報収集を行う必要

がなくなるほか、ケアラーが自分のニーズへ

対応する上で、適切な情報を得られるような

プランを作ることができます。 

MyBackUp （マイ・バックアップ） は、ケア

ラーに何かが起こった際の緊急時対応計画ツ

ールです。コロナパンデミックで不安が広が

ったことを受けて作成されたこのツールは、

「私がケアできなくなったらどうなるのだろ

う？」という、ケアラーが抱える大きな不安

に応えるものです。このオンラインツールで

は、ケアラーがいくつかの質問に答え、それ

ぞれの状況やニーズが評価されます。その上

で、緊急時対応計画を行う際に、ケアラーが

参考にできる情報や資源へのリンクを、カス

タムメイドで提供してくれます。 

Health Education England（イングランド保

健教育機関）のプログラムe-Learning for 

Health Care（ヘルスケアeラーニング）で

は、NHS、Carers UKおよび Agylia Care と提携

して、ケアラー向けの専門的なeラーニングプロ

グラムを提供しており、認知症、メンタルヘル

ス、身体障害、感染対策および終末期ケアとい

ったトピックをカバーしています。(詳細リンク有)

Social Care Institute for Excellence（社会

的ケア研究機構）では、ケアラー向けのオンラ

イン動画資料やアドバイスを多数掲載してお

り、自宅での安全なケア、リエイブルメント、

認知症などのトピックをカバーしています。

チャンス・機会 

ケアラーの情報ニーズは

現在も優先分野であり、

また同様に、制度やその

仕組み・条件、安全で効

果的なケアの方法、ケア

ラー自身のウェルビーイ

ングの保ち方に関する知

識も重要なニーズです。

デジタル情報によって、

対面での情報を支える資

源にアクセスできる可能

性が、大幅に広がってい

ます。

Carers UKは、英国全体で幅広い情報、

実務的支援およびeラーニングを提供し

ています。(詳細リンク有)

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。
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https://www.gov.uk/government/speeches/recognising-and-understanding-carers-rights
https://www.carersuk.org/upfront/
https://www.carersuk.org/upfront/
https://carersdigital.org/mybackup/
https://www.agyliacare.com
https://www.e-lfh.org.uk/programmes/supporting-unpaid-carers/
https://www.scie.org.uk/carers/resources-for-carers
https://www.scie.org.uk/carers/resources-for-carers
https://www.carersuk.org/help-and-advice


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

英国でのイノベーション

Carers UKが開発した Jointly app（ジョイントリー・アプリ）は、ケアラーがケア

ラーのためにデザインした、画期的なモバイルおよびオンラインアプリです。このア

プリでは、ケアの調整、薬のリスト管理、日記帳での記録や予約管理を行えるほか、

重要な情報と併せて誰かに業務を割り当てる機能も備えています。このアプリは拡張

性があり、ケアラーは複数のケアサークルを作成することもできます。 

このアプリの主な特徴は、以下の通りです。 

• ケアラー自身のJointlyサークル内で誰と

でも、シンプルで直感的なグループコミ

ュニケーションが可能。

• ノート管理、健康記録作成、請求書など

の情報保存。

• 業務の整理や対応。Jointlyサークルのメ

ンバーへ業務を割り当てて、状況をモニ

タリングすることも可能。 

• イベントや招待によって、Jointlyサーク

ル内外のメンバーとのつながり作り。

• 要介護者に関する参考情報を簡単にアク

セス・保存。

• 要介護者の過去・現在の服薬管理

• 連絡先がいつでもどこでも分かるよう、

役立つ資源の連絡窓口リスト作成

Carers UK（1965年初頭に設立）は、ケアラーを支援

し、ケアに関する情報や助言を提供し、ケアラーの実

体験に基づいた研究を通じて政策に影響を及ぼし、そ

してケアラーの生活改善に向けて働きかけます。

Emily Holzhausen氏（Carers UK政策広報部長）には、専門知識のご提供、

質問へのご回答および本章原稿のレビューを行っていただきました。この場

をお借りして感謝申し上げます。

出典：

 – House of Commons Library（英国下院図書館） (2017). Carers Briefing Paper（ケアラーに

関する報告資料）. 

 – International Alliance of Carer Organizations（国際ケアラー支援組織連盟）. Principles 

for Carers（ケアラー原則）. 

 – The Ministerial Advisory Group for Carers – 2018/19 Annual Plan（ケアラーに関する政府

諮問委員会2018/2019年次計画）. 

 – Department of Health & Social Care（保健省） (2019). Carers Action Plan 2018-2020, 

Supporting carers today—One-year on progress review（ケアラー行動計画2018－2020：ケア

ラーの今を支える―1年後の進捗レビュー）.

「人の世話というのは、とても複

雑なこともあります。Jointlyの

おかげで上手く対応できています

し、息子のケアに関わる皆さんと

も情報を共有しやすいです。」
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https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://www.carersuk.org/search/jointly-app
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7756/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7756/
https://internationalcarers.org/principles-for-carers/
https://internationalcarers.org/principles-for-carers/
https://youngminds.org.uk/find-help/looking-after-yourself/young-carers/#what-are-young-carers?
https://youngminds.org.uk/find-help/looking-after-yourself/young-carers/#what-are-young-carers?
https://www.gov.uk/government/publications/carers-action-plan-2018-to-2020-1-year-progress-review
https://www.gov.uk/government/publications/carers-action-plan-2018-to-2020-1-year-progress-review
https://www.gov.uk/government/publications/carers-action-plan-2018-to-2020-1-year-progress-review
www.carersuk.org


米国では、Family caregiver（家族介護者）

という言葉が最も頻繁に使われます。Family 

caregiverは要介護者の親族に限られず、家族また

は友人に無償でケアまたは支援を提供する、あら

ゆる人が含まれます。

人口密度...................... 36人/ km
2 *

都市部人口.................... 82.8% *

中央年齢...................... 38.3歳 *

従属人口指数.................. 53.9 **

* Worldometer

** Wikipedia

（年少人口［0－14歳］＋老年人口［65歳以上］）／生産年齢人口（15－64歳）×100。従属人口指数が高いほど、生産年齢人口の負担も大きい。

米国

ケアラーの数： 
53,000,000人

1
（18歳以上） 

3,400,000人
1
（18歳未満）

人口の21.3%
1

1 
National Alliance for Caregiving & AARP Public Policy Institute (2020)
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https://www.worldometers.info/world-population/us-population/
https://www.worldometers.info/world-population/us-population/
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/06/AARP1316_RPT_CaregivingintheUS_WEB.pdf


米国

法律

The Recognize, Assist, Include, Support and Engage (RAISE) Family Caregivers Act of 

2018（2018年RAISE家族介護者法） では保健福祉省に対し、成人の家族ケアラーを認識および

支援する戦略を策定し、それを維持するよう義務付けています。この法律では家族ケアラー

を、「成人の家族または、重要な関係性がある他の個人で、慢性的または他の症状、障害また

は機能的制約のある人へ幅広い援助を提供する人」と定義しています。この戦略では、家族ケ

アラーを認識および支援するために、地域、事業者、政府などが行っている／行える活動を特

定していきます。

この戦略の策定や実施を支えるために、RAISE法ではFamily Caregiving Advisory Council（家族介

護諮問会議）の設立も指示しました。この会議の役割は、以下の活動を支援するための提言を行

い、全国的な介護戦略の策定と実施を支えることです。

• あらゆる医療介護のサービスや支援の場で、本人や家族を中心としたケアの導入を更に推進し、

そこでは本人や家族ケアラーをケアチームの中心に据える。

• アセスメントやサービス計画（ケアの移行やコーディネーションを含む）で、要介護者や家族ケ

アラーが関わるようにする。

• レスパイトの選択肢を増やす。

• 経済的安定や職場での問題を改善する。

この会議では、議決権のあるメンバーを最大15名含めなければならず、このメンバーは、家族ケ

アラーや要介護者の多様性を反映させる必要があります。また会議には、これらの問題で役割を

担う連邦省庁や機関からの代表も含まれ、この人たちには議決権がありません。（詳細リンク有）

National Family Caregiver Support（全国家族ケアラー支援）プログラム（Older Americans Act 

of 1965［1965年米国高齢者法］第371条、改正版、第III編E）では、連邦政府から州に助成金を提

供しています。これは、高齢者サービス機関が家族ケアラーへの支援システムを提供できるように

する、州のプログラム実施費用を支援するためのものです。

November 18, 2020 1

FAMILY CAREGIVING ADVISORY COUNCIL
FINAL RECOMMENDATIONS
Adopted November 18, 2020

On November 18, 2020, the Family Caregiving Advisory Council adopted twenty-six 
recommendations aimed at establishing a national approach to addressing the needs of 
family caregivers of all ages and circumstance. The following recommendations grew 
out of months of discussion, examination of relevant data and information and the input 
of family caregivers and stakeholders alike. They address critical priority areas including 
awareness and outreach to family caregivers and their engagement as key partners in 
healthcare delivery and long-term services and supports; strengthening community-
based supports for family caregivers; ensuring workplace and financial security for 
family caregivers; and greater focus on data, research and the development of 
evidence-informed supports for family caregivers. 

These recommendations will be included in the Council’s initial Report to Congress in 
2021 and serve as the foundation for the National Family Caregiving Strategy that will 
begin development next year. The Strategy will outline critical actions that can be taken 
at the federal, state levels, by local communities as well as health, long-term services 
providers and others to better support family caregivers in ways that reflect their diverse 
needs. The Strategy will focus on areas such as person and family-centered care; 
assessment and service planning; information, education and training supports; respite 
options; and financial and workplace security issues. The Strategy will provide a 
roadmap for the nation to strengthen its support and recognition of the critical role family 
caregivers’ play in our healthcare and long-term support systems.

Caregiver Advise, Record, Enable (CARE) Act ケアラー助言・記録・実現［CARE］法）

は、州の法律です。ここでは自宅と病院間の移行をスムーズにするため、患者が入院する際

に対応すべき重要な要素が3点含まれています。CARE法は大半の州で整備されているほか、コ

ロンビア特別区、プエルトリコおよびアメリカ領ヴァージン諸島にもあります。

CARE法で求められていること：

2018年のSupporting Grandparents Raising Grandchildren Act（孫を養育する祖父母を支援

する法律）では諮問会議を設立し、祖父母や他の高齢親族を支援するための情報、資源および

ベストプラクティスを特定、推進およびコーディネートし、広く発信するよう取り組んでいま

す。ここで目指しているのは、祖父母たちからケアを受けている児童の健康、教育、栄養など

のニーズに応えるほか、高齢ケアラー自身の心身の健康や情緒的ウェルビーイングを保てるよ

うにすることです。

退役軍人省は2020年、Program of Comprehensive Assistance for Family 

Caregivers（PCAFC、家族ケアラー総合支援プログラム）を立ち上げました。対象となるのは、

かつて軍務に従事した退役軍人のケアラーです。（詳細リンク有）

Plan to Create a 21st Century Caregiving and Education Workforce（21世紀の介護およ

び教育人材育成計画）は、2021年の大統領政権によるコミットメントです。これは7750億ド

ルの介護計画を前進させるもので、活用の対象として、在宅および地域ケアの提供改善、介

護人材の強化、無償家族ケアラーの税額控除や社会保障クレジットの設立などが挙げられて

います。

1 家族ケアラーの特定 2 
家族ケアラーが行う複雑なケ

ア業務のニーズ判断
退院予定日の提供3

ケアラーの 
社会的認知

要介護者のウェルビーイング、地域力、社会全体、そして経済的な
繁栄で、ケアラーが果たす中心的な役割について、 
recognition（社会的認知度）を向上させる政策やプログラム。
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https://acl.gov/sites/default/files/about-acl/2018-10/PLAW-115publ119 - RAISE.pdf
https://acl.gov/sites/default/files/about-acl/2018-10/PLAW-115publ119 - RAISE.pdf
https://acl.gov/programs/support-caregivers/raise-family-caregiving-advisory-council
https://acl.gov/programs/support-caregivers/raise-family-caregiving-advisory-council
https://acl.gov/programs/support-caregivers/raise-family-caregiving-advisory-council
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ501/html/PLAW-106publ501.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-106publ501/html/PLAW-106publ501.htm
https://www.aarp.org/politics-society/advocacy/caregiving-advocacy/info-2014/aarp-creates-model-state-bill.html
https://www.aarp.org/politics-society/advocacy/caregiving-advocacy/info-2014/aarp-creates-model-state-bill.html
https://acl.gov/sites/default/files/about-acl/2018-10/BILLS-115s1091enr%20-%20SGRG.pdf
https://acl.gov/sites/default/files/about-acl/2018-10/BILLS-115s1091enr%20-%20SGRG.pdf
https://www.federalregister.gov/documents/2020/07/31/2020-15931/program-of-comprehensive-assistance-for-family-caregivers-improvements-and-amendments-under-the-va
https://joebiden.com/caregiving/
https://joebiden.com/caregiving/


米国

チャンス・機会 

世界や国の取り組みに沿った、統一した

介護戦略を採り入れて、（乳幼児から高

齢者まで）生涯を通じたケア提供を助け

るサービスや支援によって、家族ケアラ

ーの生活改善を図る。

生涯を通じたケアラー支援の戦略をまだ

策定していない州で、6段階の戦略的プ

ロセスを推進する（公式な認知、ニーズ

アセスメントと支援、ベストプラクティ

スの共有、本人中心の政策、関係者の関

与、評価）。（詳細リンク有） 

全米で、ヤングケアラーへの認知や支援

を向上させる。

ケアラーの社会的認知（続き）

11月はNational Family Caregivers Month（全国家族ケアラー月間） 

です。これは要支援の家族へ（多くの場合は無償で）ケアを提供して

いる人たちを評価し、称え、支える期間です。ケアラー月間の大統領

布告に初めて署名したのはクリントン大統領で、これは1997年に行わ

れました。その後すべての大統領が後に続いて大統領布告を毎年発表

し、11月には家族ケアラーを評価し称えています。この全国的な取り

組みは、Caregiver Action Networkが他の多くの全国団体と共に主導

しています。（詳細リンク有）

ヤングケアラー  

Caregiving Youth Institute（CYI） 

は、 American Association of 

Caregiving Youthの一部門です。ヤ

ングケアラーは認知されておらず見

えない存在であり、医療、教育および地域で制度の狭間に陥ってい

ます。CYIはこのようなケアラーの増加を受け、直接対応するために

設立されました。CYIでは、複数のシステムにまたがるヤングケア

ラーのニーズについて、更なる認知向上を図るとともに、つながり

（connection）、アドボカシー（advocacy）、研究（research）お

よび教育（education）、つまりC.A.R.E.での複数の取り組みを通じ

て、ヤングケアラー支援の解決策提供にも取り組んでいます。

推計によると、米国では児童ケアラーの割合が、白人以外は20％で

ある一方、白人では9％です。（詳細リンク有）
米国では、全国的に合意を得たセンサス

データがないため、ケアラーの数はあく

まで推計です。

認めよう 助けよう

支えよう含めよう

関わろう

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/02/NAC_50state-Strategy_Report_NAC-FINAL_02_2021.pdf
https://acl.gov/news-and-events/downloads-and-multimedia/NFCM
https://caregiveraction.org/
https://caregiveraction.org/national-family-caregivers-month-background
https://www.caregivingyouthinstitute.org/about.html
https://www.aacy.org/
https://www.aacy.org/
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/06/AARP1316_RPT_CaregivingintheUS_WEB.pdf
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経済的支援 

家族ケアラーは、ケア提供コストの負担を減

らすために、経済的支援、収入または税の控

除を受けることができます。これらの選択肢

は、様々な政府プログラムや税の優遇措置に

組み込まれており、特定の要件を満たした場

合に使えます。この支援は非常に限定的で、

ニーズテストが行われます。支援を受けるに

は長い待機リストがあり、またすべての州で

提供されているわけではありません。

Medicaid Support for Caregivers（メディ

ケイド・ケアラー支援）は、州の裁量で提

供されています。多くの州では様々な画期

的な支援策が、これまでも現在も試されて

います。中には、要介護者が自分で在宅ケ

アを管理するために、現金給付が可能なケー

スもあり、このようなプログラムはたとえ

ばConsumer-Directed Care（消費者主導ケ

ア）、Participant-Directed Services（参

加者主導サービス）、In-Home Supportive 

Services（在宅支援サービス）またはCash 

and Counseling（キャッシュ＆カウンセリ

ング）と呼ばれています。このようなプログ

ラムの中には、家族をケア提供者として雇用

できる州もあります。（詳細リンク有）

退役軍人省では、4種類の経済的支援を提供してい

ます。

1. Veteran Directed Care（退役軍人主導ケア）：

毎月支払われ、これを使ってケアラーの選定や支払

いを行えます。

2. Aid and Attendance benefits （A＆A、援助＆付

き添い）給付：軍人恩給を補足する給付で、ケアラ

ー（家族も可能）のコストをカバーするのに役立て

ます。

3. Housebound (外出困難者）給付：軍人恩給の受

給者で、自宅から出るのが実質的に困難な人へ、毎

月支払われる年金の補足給付です。この給付とA&A

は、同時に受け取れません。

4. Program of Comprehensive Assistance (総合

支援プログラム）：2001年9月11日以降、職務中に

負った外傷の結果として支援ニーズが続いている

退役軍人の家族ケアラーに、毎月支払われる給付で

す。2018年のVA Mission Act（退役軍人ミッション

法）でこのプログラムは、他の紛争で戦った退役軍

人にも拡大されました。

無償の家族ケアラーで代理受取人となっている人（例： 

ケアラー向け信託の受託者）は、要介護者の社会保障

障害給付を申請できます。要介護者には2種類の障害給

付が支払われ、ケアラーの支援にこの資金を使うこと

ができます。 

• Supplemental Security Income（補足的保障所得）：

低所得の高齢者や障害者を対象に、連邦政府から毎月

支払われる現金給付で、衣食住の基本的なニーズを満

たすためのものです。

• Social Security Disability（社会保障障害給付）：

障害によって1年以上働けない人を対象に、連邦政府

から毎月支払われる現金給付です。

民間介護保険の中には、在宅での医療や身体
介護サービスの費用をいくらかカバーした
り、同居の配偶者や他の家族への支払いまで
適用範囲を広げているものがあります。しか
し民間保険は非常に限定的で、多くの人にと
っては価格が高すぎ手が届きません。

Medicaid 

（メディケイド）

は、低所得者の医

療をカバーする連

邦政府のプログラ

ムであり、国内の

医療費支払いで最

も大きな制度の一

つです。

経済的支援
ケアラーの経済的安定を支援したり、ケア提供による経済的な
プレッシャーの軽減を図る施策。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.nashp.org/medicaid-supports-for-family-caregivers/
https://www.va.gov/health-care/family-caregiver-benefits/
https://www.va.gov/GERIATRICS/pages/Veteran-Directed_Care.asp
https://www.va.gov/pension/aid-attendance-housebound/
https://www.va.gov/pension/aid-attendance-housebound/
https://www.va.gov/pension/aid-attendance-housebound/
https://www.caregiver.va.gov/support/support_benefits.asp
https://www.caregiver.va.gov/support/support_benefits.asp
https://www.ssa.gov/payee/
https://www.caregiver.org/supplemental-security-income-ssi
caregiver.org/state-resource/social-security-disability-insurance-ssdi/
https://www.medicaid.gov/about-us/index.html
https://www.medicaid.gov/about-us/index.html
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FINANCIAL SUPPORT
(CONT)

税制優遇

Family Tax Credit（家族税額控除）またはCredit for 

Other Dependents（他の被扶養者控除）では、家族ケ

アラーが生活費の50％以上を支払っている場合、その

ケアラーへ依存している人を対象に500ドルの税額控除

を申請できます。 

Medical Expense Deduction（医療費控除）：申請対象

となる医療費の合計が、当該年における調整後総所得

の10％を超え、また項目別控除の合計

が基準控除額を超える場合、払い戻さ

れなかった医療費は誰でも控除の対象

にできます。
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What's New
Standard mileage rate. The standard mileage rate al-
lowed for operating expenses for a car when you use it for 
medical reasons is 17 cents a mile. See Transportation 
under What Medical Expenses Are Includible, later.

Reminders
Photographs of missing children. The IRS is a proud 
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lected by the Center may appear in this publication on pa-
ges that would otherwise be blank. You can help bring 
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calling 800-THE-LOST (800-843-5678) if you recognize a 
child.
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Child and Dependent Care Credit（子女および被扶養

者ケア控除）：家族ケアラーは、ケア提供費用の一部を

申請できます。対象となる費用の上限は、子女または被

扶養者が1人の場合は3,000ドル、2人以上（例：13歳未

満の子供と、身体的または精神的な理由でセルフケアが

できない配偶者）の場合は6,000ドルであり、この費用

は要介護者のウェルビーイングや保護を目的としたもの

でなければなりません。この申請ではまた、他に控除可

能な被扶養者ケアの給付を差し引く必要があります。 

Flexible spending account（FSA、医療費支出口座）

およびHealth savings account（HSA、税制優遇措置付

き医療貯蓄口座）：税引き前所得からこの医療貯蓄口

座に資金を預けることができ、自分や被扶養者の医療

費で自己負担分を支払う必要が出た時に、それを使え

ます。FSAまたはHSAから支払った医療費は、医療費控

除の対象とはなりません。（詳細リンク有）

ケアラーがフルタイムでケアの役割を担うために自発

的に離職した場合、社会保障の老齢年金への権利を守

り維持する。

家族ケアラーが支払うケアの自己負担金（平

均で年7,000ドル）に対し、適切な支援を展開

する。

持続可能な介護システムを

保証するためには、保健や

社会分野の政策やプログラ

ムで、ケアラー独自のニー

ズや貢献を考慮すべきであ

るとIACOは考えます。

International Alliance 
of Carer Organizations

チャンス・機会 

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.irs.gov/newsroom/you-may-benefit-from-the-credit-for-other-dependents
https://www.irs.gov/newsroom/you-may-benefit-from-the-credit-for-other-dependents
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf
https://www.irs.gov/taxtopics/tc602
https://www.irs.gov/taxtopics/tc602
https://www.healthcare.gov/have-job-based-coverage/flexible-spending-accounts/


米国

仕事＆ケア

米国には、総合的な有給家族休暇に関する国の指令はありません。

1964年のCivil Rights Act（公民権法）では、働く人を差別から守って

います。2007年にUS Equal Employment Opportunity 

Commission（EEOC、米国雇用機会均等委員会）はEmployer Best 

Practices for Workers with Caregiving Responsibilities（ケアの役

割を担う労働者への雇用主のベストプラクティス）という手引きを発表

しました。これはケア提供に特化した、雇用主の優れた実践に関する資

料です。AARPのファクトシートProtecting Family Caregivers from 

Employment Discrimination（家族ケアラーを雇用差別から守る）で

は、このEEOCの手引きを要約しています。 

2020年6月に導入された連邦法（家族ケアラー

を差別から守る法）では、働くケアラーに対し

て雇用主が解雇、降格、不当な扱い、採用の拒

否、その他雇用に関する不利な行動をとること

を禁じています。（詳細リンク有）

連邦レベルにおけるFamily and Medical Leave 

Act（家族・医療休暇法）の下で、利用資格の

ある労働者は、特定の介護の理由によって無給

の就労保障休暇を取ることができ、休暇中も、

就労中と同じ条件でグループ医療保険を引き続き利用できます。その背

景には、働く人が仕事とケア提供のどちらかを選ばなければならない、

という状況を作るべきではない、という考えがあります。新生児または

深刻な健康状態の配偶者、子供または親をケアするために、利用資格の

ある従業員は、12か月間で12週の休暇を取ることができます。軍のケア

ラー休暇では、26週まで認められています。（詳細リンク有）

30を超える州で、有給および無給の家族・医療休暇に関する複数の法案

が成立しました。（詳細リンク有）

IN
SIG

H
T on the Issues

Protecting Family Caregivers from Employment 
Discrimination 
Joan C. Williams, Robin Devaux, and Patricija Petrac 
Center for WorkLife Law, University of California, Hastings College of the Law 
Lynn Feinberg 
AARP Public Policy Institute  

Produced by the AARP Public Policy Institute with support from The SCAN Foundation 
and The Commonwealth Fund 

Family caregiving is growing more commonplace as baby boomers age and 
combine work in the paid labor force with unpaid work as caregivers with eldercare 
responsibilities. This trend underscores the need to develop public and private 
solutions to ensure that workers with eldercare responsibilities receive equal 
employment opportunity and are protected from discrimination in the workplace. 

Introduction 
This report is the first in a series of 
AARP Public Policy Institute papers on 
issues of eldercare and the workplace. It 
highlights the realities of changing 
demographics and issues affecting 
working caregivers of older adults. It 
defines family responsibilities 
discrimination (FRD), explains why 
FRD is a policy matter, and describes the 
types of workplace discrimination 
encountered by working caregivers.  
FRD arises from the unfair treatment of 
workers with caregiving responsibilities, 
including workers caring for children, 
older adults, ill spouses, or other family 
members with disabilities.  While FRD 
can be applied to workers caring for 
family members of all ages, this report 
focuses on workers with eldercare 
responsibilities.  
The report also highlights the limited 
protections available to working 
caregivers of older adults under existing 
federal laws, discusses more expansive 
protections offered by laws in some 

states, and identifies local laws that 
protect a limited number of workers 
caring for older adults. Finally, it 
addresses FRD in eldercare as an 
emerging policy issue, and recommends 
ways to develop policy and practice 
solutions to protect working caregivers 
of older adults from employment 
discrimination.  
Public policy on family care for older 
adults has focused on the need for 
greater recognition of, and supportive 
services for, family caregivers. This 
report discusses something even more 
basic: providing equal employment 
opportunity.  
Without equal opportunity, family 
caregivers who are in the labor force risk 
losing their status as trusted workers—or 
even their jobs—due to bias against 
workers who provide care for their aging 
family members or friends. Legal system 
supports may be critical in helping 
working caregivers maintain their 
caregiving role and still hold down a 
job.1 
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Family caregiving is growing more commonplace as baby boomers age and 
combine work in the paid labor force with unpaid work as caregivers with eldercare 
responsibilities. This trend underscores the need to develop public and private 
solutions to ensure that workers with eldercare responsibilities receive equal 
employment opportunity and are protected from discrimination in the workplace. 

Family caregiving concerns will have an 
increasing impact on both employees 
and workplaces because of the aging of 
the population and the labor force.  

This Fact Sheet summarizes an Insight on 
the Issues, Protecting Family Caregivers 
from Employment Discrimination. The 
report highlights issues affecting working 
caregivers of older adults. It defines 
family responsibilities discrimination 
(FRD), explains why FRD is a policy 
matter, and describes the types of 
workplace discrimination encountered by 
working caregivers. 

FRD arises from the unfair treatment of 
workers with caregiving responsibilities, 
including workers caring for children, 
older adults, ill spouses, or other family 
members with disabilities. While FRD 
can be applied to workers caring for 
family members of all ages, this report 
focuses on workers with eldercare 
responsibilities.  

The report also highlights the limited 
protections available to working 
caregivers of older adults under existing 

federal laws, discusses more expansive 
protections by laws in some states, and 
identifies local laws that protect a 
limited number of workers caring for 
older adults. Finally, it addresses FRD in 
eldercare as an emerging policy issue, 
and recommends ways to develop policy 
and practice solutions to protect working 
caregivers of older adults from 
employment discrimination. 

What Is Family Responsibilities 
Discrimination? 

FRD is discrimination against workers 
with family caregiving responsibilities.1 
FRD occurs from treating employees with 
caregiving responsibilities less favorably 
than other employees due to unexamined 
assumptions that their family obligations 
may mean that they are not committed to 
their jobs. It occurs in all states and 
across a broad spectrum of occupations. 

The following examples of FRD are 
based on real cases: 

 An employee is fired when he asks for 
leave to care for his chronically ill father. 

雇用主の中には、有給の家族休暇や病気休暇など、職場での福利厚生

をケアラーに提供している所もあります。

ハワイでは2018年に、試験事業としてKupuna Caregivers 

Program（KCGP、高齢者ケアラープログラム）が始まりました。対象

はハワイ住民で、雇用されていると同時に高齢親族の無償主介護者で

もある人です。このプログラムでは、ケア提供の経済的負担を軽減す

る一方で、ケアラーが自宅以外の場所で雇用を継続できるよう支援し

ます。このプログラムは、Kupuna Caregiver Law（高齢者ケアラー

法）とも呼ばれています。

教育＆ケア

American Association of Caregiving Youth（AACY）

は2006年、米国で初めてCaregiving Youth Project 

（CYP、ヤングケアラープロジェクト）を立ち上げまし

た。このプログラムでは、ヤングケアラーが教育を受け

続け、高校を卒業できるよう支援します。

チャンス・機会 

家族ケアラーの役割を担う従業員に対

し、認知向上や対応を支援するプログ

ラムのメリットについて、雇用主の理

解を高める。（詳細リンク有）

従業員が家族の役割と仕事の継続を両

立しやすくなるよう、ケアラー支援政

策（例：有給家族休暇）が必要であ

る、というコロナ禍の経験から学ぶ。 

（詳細リンク有）

ヤングケアラーの教育推進を支える

戦略を策定する。

就労・学業の継続・復帰で、ケアラーが他の人と同じチャンス
や機会を得られるよう、協力的な職場や教育環境を作る実践。

仕事＆教育

ヤングケアラーは

週に平均20時間をケ

ア提供に費やしてい

ます。

ヤングケアラーは
自分の教育や心身の

ウェルビーイングを

犠牲にしています。

ヤングケアラーは

友達から孤立し、

交流機会も不十

分です。

ヤングケアラーは

子供としての体験を

できていません。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.eeoc.gov/laws/guidance/employer-best-practices-workers-caregiving-responsibilities
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/employer-best-practices-workers-caregiving-responsibilities
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/employer-best-practices-workers-caregiving-responsibilities
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/research/public_policy_institute/health/protecting-caregivers-employment-discrimination-fs-AARP-ppi-ltc.pdf
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/research/public_policy_institute/health/protecting-caregivers-employment-discrimination-fs-AARP-ppi-ltc.pdf
https://www.booker.senate.gov/imo/media/doc/Family Caregiver Discrimination Act.pdf
https://www.booker.senate.gov/imo/media/doc/Family Caregiver Discrimination Act.pdf
https://www.aarp.org/content/dam/aarp/research/public_policy_institute/health/protecting-caregivers-employment-discrimination-insight-AARP-ppi-ltc.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla
https://www.dol.gov/agencies/whd/fmla/general-guidance
https://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/state-family-and-medical-leave-laws.aspx
https://www.payingforseniorcare.com/hawaii/kupuna-caregivers
https://www.payingforseniorcare.com/hawaii/kupuna-caregivers
https://www.aacy.org/
https://www.aacy.org/p/29#.X_Pcby2cai4
https://www.hbs.edu/managing-the-future-of-work/research/Pages/the-caring-company.aspx
https://bipartisanpolicy.org/blog/facing-caregiving-challenges/
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レスパイトケア

レスパイトは、National Family Caregiver Support Program 

（NFCSP、全国家族介護者支援プログラム）を通じて利用で

き、このプログラムでは、州に助成金を提供しています（「情

報＆知識」のセクション参照）。2014年度は、60万4000人を超

えるケアラーに600万時間近くのレスパイトケアサービスが提

供されました。これらのサービスは、在宅、成人向けデイケア

または施設で提供されました。

The Lifespan Respite Care Program（ライフスパン・レスパ

イトケアプログラム）は、機関への競争的助成金です。このプ

ログラムでは、利用しやすい地域レスパイトケアサービスの組

織的なシステムを、州および地域レベルで提供することを目指

しています。プログラムの対象は、児童やあらゆる年齢の成人

で特別なニーズがある人の家族ケアラーです。

退役軍人省 では、在宅とナーシングホームでのレスパイトを

提供しています。 

レスパイトは、要介護者の医療保険に含まれることもありま

す。多くの在宅および地域サービスでも、医療提供者を通じて

レスパイトを提供しています。

Medicare（メディケア）では入院患者として、最長5日間の短期

レスパイトケアを含めることができます。これはホスピス事業

者がアレンジし、複数回にわたって適宜提供できま

す。Medicare Advantage （メディケア・アドバンテージ）プラ

ン では、日常生活動作（ADL）の支援でケアラーが休息を取れ

るよう、レスパイトケアの給付を提供するものがあります。the 

Special Supplemental Benefits for the Chronically Ill （慢

性疾患患者向け特別補足給付）プログラム では給付の中に、付

き添いケア、夫婦カウンセリング、家族カウンセリング、有償

保育、または孤立や情緒・認知機能向上の対応支援プログラム

も含むことがあります。従来のメディケアでは、いくつかの

CPT（または「請求」）コードで、家族ケアラーへの提供サービ

スに対して事業者への支払いが可能となっています。 

メディケイドではいくつかの州のオプショ

ンで、在宅や地域サービスへの支払いが可

能となっています。その中には、利用者へ

のレスパイトや身体介護サービスが含まれ

ており、家族ケアラーが休息をとるのに役

立てられます。(詳細リンク有) 

MMeeddiiccaaiidd  WWaaiivveerrss  ffoorr  RReessppiittee  SSuuppppoorrtt
State-by-State Summaries of Medicaid Waiver Information

AARRCCHH  NNAATTIIOONNAALL  RREESSPPIITTEE  NNEETTWWOORRKK  AANNDD  RREESSOOUURRCCEE  CCEENNTTEERR
Prepared by the University of South Carolina

Institute for Families in Society

2019 Update

State Respite Coalitions（州レスパイト連合）は、州や地

域、公共および民間の団体から成る、草の根の会員組織です。

この組織は、あらゆる年齢の障害者や慢性疾患患者、家族ケア

ラー、地域や信仰ベースの団体、およびレスパイト・社会サー

ビス・医療提供者を代表しています。主な活動内容は、アドボ

カシー、ネットワーキングおよび公共教育です。中には、研修

やレスパイトのバウチャーを提供している連合会もあります。

運営者は、ボランティアの所もあれば、有償スタッフの所もあ

ります。

成人向けデイプログラムでは、家族ケアラーへの支援やレスパ

イトを提供しています。米国では4,000を超えるプログラムが

あり、利用者数は15万以上に上ります。（詳細リンク有） 

IACOでは、特定の患者グルー
プについて、ケアラーの役割
や影響に関する認知向上に取
り組んでいます。 （詳細リンク有）

International Alliance 
of Carer Organizations

健康＆ウェル
ビーイング

ケアラーの心身の健康を保ち社会的なつながりを促し、またケ
アラーがケアの役割以外の関心を追求できるようにする支援。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://acl.gov/programs/support-caregivers/national-family-caregiver-support-program
https://acl.gov/programs/support-caregivers/lifespan-respite-care-program
https://acl.gov/programs/support-caregivers/lifespan-respite-care-program
https://www.va.gov/GERIATRICS/pages/Respite_Care.asp
https://www.medicare.gov/coverage/hospice-care
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/types-of-medicare-health-plans/medicare-advantage-plans
https://www.medicare.gov/sign-up-change-plans/types-of-medicare-health-plans/medicare-advantage-plans
https://www.cms.gov/Medicare/Health-Plans/HealthPlansGenInfo/Downloads/Supplemental_Benefits_Chronically_Ill_HPMS_042419.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Health-Plans/HealthPlansGenInfo/Downloads/Supplemental_Benefits_Chronically_Ill_HPMS_042419.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Health-Plans/HealthPlansGenInfo/Downloads/Supplemental_Benefits_Chronically_Ill_HPMS_042419.pdf
https://archrespite.org/images/docs/Guides_Compendiums/Medicaid_Waivers_for_Respite_2019.pdf
https://archrespite.org/state-respite-coalitions
https://www.nadsa.org/about-nadsa/
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健康＆ウェルビーイング（続き）

心理＆社会的サポート 

保健福祉省では、ケアラーのストレスに関する情報を提供した

り、HelpGuideなどの資源をケアラーに案内しています。HelpGuide

は独立した非営利団体で、世界でトップ10に入るメンタルヘルスの

ウェブサイトを運営しています。

ほかにもケアラーに資料を提供したり、オンラインでチャッ

トやカウンセリングの場を設けたりしているサイトの例とし

て、AgingCare やFamily Care Allianceなどがあります。 

Caregiver Action Network では、無料のケアラー・ヘルプデスク

（電話、メール、チャット）を運営し、ケアラーへ支援や情報を提

供しています。（詳細リンク有）

Community Care Corps（地域ケア部隊）は、医療以外のケアで、地

域のボランティアが家族ケアラーや高齢者、障害者を自宅で支援し

て自立の維持を図る、画期的なモデルを促進する全国プログラムで

す。ここで目指しているのは、高齢者や障害者およびそのケアラー

へ医療以外のケアを提供する、地域レベルのボランティアプログラ

ムを増やして、フォーマルなケアシステムを補うことです。最終的

には、効果的な地域モデルを見出して、全国的なボランティア部隊

を展開できるようにすることを目指しています。

チャンス・機会 

取り組みをコーディネートし、生涯を

通じたケアラー支援を全国で行うため

に、その基盤づくりに向けた統一戦略が

必要です。From Momentum to Movement 

（機運から運動へ）では、本人を中心

とした重要分野に関する様々な政策優先

事項を、州の介護擁護団体の取り組みと

協調させる戦略的なプロセスを打ち出す

ことで、そのような基盤づくりを推進し

ています。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.helpguide.org/articles/parenting-family/family-caregiving.htm
https://www.agingcare.com/topics/60/caregiver-support
https://www.caregiver.org/caregiver-resources/
https://caregiveraction.org/community
http://www.communitycarecorps.org/
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/02/NAC_50state-Strategy_Report_NAC-FINAL_02_2021.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/02/NAC_50state-Strategy_Report_NAC-FINAL_02_2021.pdf
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Rare Caregiver（希少ケアラー）は、希少疾患の人の家族ケアラー

が持つ特有のニーズへ対応する、総合的なオンラインガイドです。

Alzheimer’s Associationでは、ケアラー向けに情報や様々なヒント

を提供しており、病気の進行度合いや家族の状況に応じて、予測す

べきことや準備の方法などを学べます。認知症専門家とのライブチ

ャットも利用できます。

連邦政府では、連邦、州および地域レベルにおける、ケアラー向け

の資料や支援のウェブ情報を提供しています。

VA Caregiver Support Program（退役軍人ケアラー支援プログラ

ム）とNational Family Caregiver Support Program（全国家族介護

者支援プログラム）はともに、研修や教育資料を提供しています。

無償家族ケアラーはFamily Caregiver Alliance、AARP、the 

National Alliance for CaregivingおよびCaregiver Action 

Networkを通じて、研修や情報にアクセスできます。

チャンス・機会           州は、家族ケアラーが安全にケアのコーディネートおよび必要な医療や看護業

務を行う準備を整えられるよう、対応すべきです。それを実現するために、利用しやすく介護の状況に応じ

た情報、教育および研修を、文化的に適切かつエビデンスに基づいた方法で提供すべきです。（詳細リンク有）

個別カウンセリング、サポートグループやケ
アラー研修の企画

ケアラーがサービスにアクセスする際の支援

限定的な補足サービス

使えるサービスに関するケアラー向けの情報

レスパイトケア

The National Family Caregiver Support Program 

（NFCSP、全国家族介護者支援プログラム）では各州や領土

へ、70歳以上の人口割合を基にして助成金を出しています。こ

の資金は、高齢者ができるだけ長く自宅で生活を続けられるよ

う、家族ケアラーへ様々な支援を行うために使われます。 

ここでのサービスには、以下が含まれます。

Caregiver Action Network のヘルプデスクでは、全国の家族

ケアラーへ無料で支援を提供しています。ここにはケアの専門

家が配置されていて、ケアラーが課題へ対応するのに必要な

情報を見つけるのを助けたり、その他の関連支援を提供してい

ます。

Help for Cancer Caregiversでは、癌患者のケアラーが自分

や家族をケアするのに役立つ、情報や教育および支援を提供

しています。たとえば、ケアラーが現在抱えている負担を基

に、Personal Care Guide（パーソナルケアガイド）を作成し

ています。

情報＆知識 ニーズや状況に合った形で、ケアラーをエンパワーする資源。

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://www.rarecaregivers.org/
https://www.alz.org/help-support/caregiving
https://www.usa.gov/disability-caregiver
https://www.usa.gov/disability-caregiver
https://www.caregiver.va.gov/
https://www.caregiver.va.gov/
https://acl.gov/help/online-tools-and-resources
https://acl.gov/help/online-tools-and-resources
https://www.caregiver.org/practical-skills-training-family-caregivers
https://www.aarp.org/caregiving/local/?intcmp=AE-CAR-SUBNAV-LRS
https://www.caregiving.org/extra-help-virtual-toolkit/
https://caregiveraction.org/family-caregiver-toolbox
https://caregiveraction.org/family-caregiver-toolbox
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/02/NAC_50state-Strategy_Report_NAC-FINAL_02_2021.pdf
https://acl.gov/programs/support-caregivers/national-family-caregiver-support-program
https://caregiveraction.org/helpdesk
https://www.helpforcancercaregivers.org/


画期的なケアラー実践

Innovative Carer Practices（画期的なケアラー実践）とは、医療と社会的ケアの統合を通じてケアラーのニーズに応え

る、エビデンスに基づいた政策や実践のことです。このような実践を特定および共有することで、IACOでは世界で行われ

ている先進的な実践の認知向上や普及を進めています。（詳細リンク有）

米国でのイノベーション

医療製品開発における家族ケアラーの役割 

2019年に発表されたPaving the Path for 

Family-Centered Design: A National 

Report on Family Caregiver Roles in 

Medical Product Development （家族中

心のデザインへの道を拓く：医療製品

開発における家族ケアラーの役割に関

する全国報告）では、医薬品、生物療

法、診断法および医療機器の開発で、ケ

アラーが持つ重要な知識を組み込む方法について取り上

げています。このプロジェクトは、National Alliance 

for Caregiver (NAC)が主導し、Leaders Engaged on 

Alzheimer’s Disease (LEAD) Coalitionと提携して行って

おり、医療製品開発に取り組む40以上のステークホルダー

グループから、ケアラーの生の経験や視点を捉えることを

目指しています。

この取り組みでは、どのような医薬品や機器が必要とされ

ているか、どのような治療効果がどの程度重要か、どの程

度のリスクや潜在的な有害性であれば許容できるか、臨床

研究をどのように実施すべきか、そして安全性や効果をど

のように測定すべきか、といった点について、ケアラーの

重要な見識を活用するための提言を行っています。

M AY  2 0 1 9  N AT I O N A L  R E P O RT

A NATIONAL REPORT ON 
FAMILY CAREGIVER  
ROLES IN MEDICAL 
PRODUCT  
DEVELOPMENT

PAVING THE PATH 
FOR FAMILY-
CENTERED DESIGN:

LEAD
Leaders Engaged on Alzheimer’s Disease

IN PARTNERSHIP WITH

Embracing Carers™は、ドイツのMerck KGaAが主導す

るグローバルな取り組みです。同社は米国とカナダで

は、EMD Serono、EMD MilliporeおよびEMD Performance 

Materialsとして運営しています。世界中の主要なケアラ

ー団体によるこの連携では、見過ごされがちなケアラー

のニーズについて、認知、議論および行動を強化するこ

とを目指しています。この取り組みでは、COVID-19が無

償ケアラーに及ぼす現在および長期の影響（例：経済、

身体および心理的なウェルビーイング）を判断するため

に、Carer Well-Being Index ケアラー・ウェルビーイン

グ指標）を作成しました。

National Alliance for Caregiving (NAC) 

1996年設立）では、家族ケアラーが自宅、職

場および人生で活躍できるよう、彼（女）らを大切にし、支

え、エンパワーする社会を描いています。NACの使命は、家

族ケアラーの生活を改善するするために、研究、アドボカ

シーおよびイノベーションでパートナーシップを築くことで

す。NACの活動を導いているのは、純粋で熱意に満ちた家族

ケアラーへのコミットメントであり、そこでは人間を中心に

据え、データに基づき、連携や包摂を重視しています。.

Caregiver Action Network (CAN)は、National 

Family Caregivers Association（1993年設

立）を前身とする、米国で主要な家族ケアラ

ー団体です。米国では、慢性的な症状や障害、病気があった

り、高齢で虚弱状態の人のケアラーが全国で9000万以上お

り、CANは、このようなケアラーたちの生活の質（QOL）改善

に向けて取り組んでいます。CANは非営利団体で、教育やピ

アサポートおよび資源を、全国の家族ケアラーへ無料で提供

しています。

以下の方々には、専門的なご助言や質問へのご回答および本章原稿のレビューを行

っていただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。 

- C. Grace Whiting氏（National Alliance for Caregiving会長兼CEO） 

- Lisa Winstel氏（Caregiver Action Network COO）

Embracing Carers is supported by EMD Serono

Research approach and methodology
The Carer Well-Being Index is a global research 
study commissioned by Embracing Carers and 
fielded in partnership with an independent, third-
party market research provider and non-
governmental organizations across 12 countries. 
Respondents included 750 unpaid caregivers (or 
“carers”) in each country, that care for someone 
with a long-term illness, physical disability, or 
cognitive/mental condition. The conditions they 
care for include cancer, Multiple Sclerosis, 
Parkinson’s Disease, Dementia, Alzheimer’s, Spinal 
cord injury, Muscular Dystrophy, cognitive/mental 
condition or Congestive Heart Failure. 

The content in this report highlights key learnings 
specific to caregivers within the United States*. 

*For further details on the methodology and demographic profile of American caregiver respondents, please visit the Appendix.

Responses from 

750
unpaid 

caregivers in 
the U.S.

The study was fielded September 3-24, 2020 via an online survey in the United States. Outgoing 
sample collected was balanced to U.S. Census to allow qualifying respondents to fall out 
naturally.  Light weighting was applied on race/ethnicity to achieve better national 
representation. At the 95% confidence level, the full United States unpaid caregiver sample has 
an estimated margin of error  of +/- 3.6 percentage points. 

Embracing Carers is supported by EMD Serono

The U.S. Carer 
Well-Being Index

Who Cares for Caregivers? 
Perspectives on COVID-19 

Pressures and Lack of Support

International Alliance 
of Carer Organizations

Global State of Caring(グローバルなケアリングの状況)

https://internationalcarers.org/innovative-carer-practices/
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/NAC_LEAD-Coalition_Paving-the-Path_Report_May-2019.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/NAC_LEAD-Coalition_Paving-the-Path_Report_May-2019.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/NAC_LEAD-Coalition_Paving-the-Path_Report_May-2019.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/NAC_LEAD-Coalition_Paving-the-Path_Report_May-2019.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/NAC_LEAD-Coalition_Paving-the-Path_Report_May-2019.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/NAC_LEAD-Coalition_Paving-the-Path_Report_May-2019.pdf
https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2020/05/NAC_LEAD-Coalition_Paving-the-Path_Report_May-2019.pdf
http://www.leadcoalition.org/
http://www.leadcoalition.org/
https://www.embracingcarers.com/en_US/home.html
https://www.embracingcarers.com/content/dam/web/healthcare/corporate/embracing-carers/home/document/United_States_Carer_Well-Being_Index_Report_FINAL_11.17.20.pdf
https://www.embracingcarers.com/content/dam/web/healthcare/corporate/embracing-carers/home/document/United_States_Carer_Well-Being_Index_Report_FINAL_11.17.20.pdf
https://www.caregiving.org/
https://caregiveraction.org/

	Button 319: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 321: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 322: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 323: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 324: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 325: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 326: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 327: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 328: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 329: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 330: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 331: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 332: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 333: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 334: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 317: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 318: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 320: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 338: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 340: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 341: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 339: 
	Page 2: 
	Page 3: 

	Button 57: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 56: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 58: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 55: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 59: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 60: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 61: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 62: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 63: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 64: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 65: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 66: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 67: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 68: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 69: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 71: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 72: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 73: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 74: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 75: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 76: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Button 77: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 

	Next 5: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Previous 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 5: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 6: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 7: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 8: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 11: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 12: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 13: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 14: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 15: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 16: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 17: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 18: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 19: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 21: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 22: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 23: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 24: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 25: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 26: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 27: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 

	Button 502: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 503: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 504: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 505: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 506: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 507: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 508: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 509: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 510: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 511: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 512: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 513: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 514: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 515: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 516: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 518: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 519: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 520: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 521: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 522: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 523: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 524: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 

	Button 28: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 30: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 31: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 32: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 33: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 34: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 35: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 36: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 37: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 

	Button 39: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 40: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 41: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 42: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 43: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 44: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 45: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 38: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 

	Button 46: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 47: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 48: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 49: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 50: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 51: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 52: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 53: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 

	Button 91: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 92: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 93: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 94: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 95: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 96: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 97: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 98: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 99: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 100: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 101: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 102: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 103: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 104: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 105: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 

	Button 107: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 108: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 109: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 110: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 111: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 112: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 113: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 

	Button 114: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 115: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 116: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 117: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 118: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 119: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 120: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 121: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 122: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 123: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 124: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 125: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 126: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 127: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 129: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 130: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 131: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 132: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 133: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 134: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 135: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 

	Button 90: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 106: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 

	Button 381: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 382: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 383: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 384: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 385: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 386: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 387: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 388: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 389: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 390: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 391: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 392: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 393: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 394: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 395: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 397: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 398: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 399: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 400: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 401: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 402: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 403: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 

	Button 335: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 336: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 337: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 342: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 343: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 344: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 345: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 346: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 155: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 

	Button 354: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 355: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 356: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 357: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 358: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 359: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 360: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 361: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 362: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 363: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 364: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 365: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 366: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 367: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 368: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 370: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 371: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 372: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 373: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 374: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 375: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 

	Button 376: 
	Page 142: 
	Page 143: 
	Page 144: 
	Page 145: 
	Page 146: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 



